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2013 年２月末までの動きも記述しています。
　なお、本書に登場する人物の肩書、国名及び機関名については、すべて当時のものです。



「日本の軍縮・不拡散外交」（第六版）の発刊にあたって

外務大臣　岸田文雄

　「安らかに眠って下さい。過ちは繰り返しませぬから」

　これは、広島の原爆死没者名簿を納めた石棺の正面に刻まれた言葉です。1945 年８月、私の出身地広

島で、世界で初めて原子爆弾が投下されました。この一発の爆弾は、一瞬にして多くの尊い命を奪い、

生き残った人々にも多大な苦しみを今なお与え続けています。

　あれから約 70 年が経ちますが、現在の国際社会は、依然として軍縮・不拡散を巡る多くの困難な問題

に直面しています。包括的核実験禁止条約（CTBT）は未だ発効に至らず、兵器用核分裂性物質生産禁止

条約（FMCT）も交渉に入ることができません。また不拡散分野では、北朝鮮やイランの核・ミサイル問題、

核テロリズムの脅威といった、緊急の課題に直面しています。特に、北朝鮮は、昨年２度にわたりミサ

イル発射を強行し、さらに今年２月には、３度目の核実験を強行しました。これらは、安保理決議に明

確に違反する、国際的な軍縮・不拡散体制に対する重大な挑戦であり、日本を含む北東アジア及び国際

社会の平和と安全を著しく損なうものとして断じて容認できません。

　日本は唯一の戦争被爆国として、「核兵器のない世界」の実現に向け、国際社会による核軍縮・不拡散

の取組を引き続き主導していかなければなりません。このような考え方に基づき、具体的な行動を起こ

しています。1994 年以来、毎年国連総会に核軍縮決議を提出し、圧倒的多数の賛成を得て採択されてき

ています。また、日本とオーストラリアが中心となって立ち上げた「軍縮・不拡散イニシアティブ」（NPDI）

は、NPT運用検討会議の最終文書に盛り込まれた行動計画の着実な履行を後押しし、核兵器国と非核兵

器国との橋渡しの役割を果たすべく活動し、着実な成果を重ねてきました。日本は、こうした様々な取

組を通じて、「核兵器のない世界」に向けた現実的な歩みを着実に進めていくことを重視しています。

　また、生物兵器、化学兵器や、人道や開発などの様々な分野にまたがる緊急の課題である小型武器、地雷、

クラスター弾などの通常兵器の分野での国際的な取組においても、日本は関連する条約・国際的規範の

作成・実施や普遍化への貢献、現場プロジェクトへの支援などを通じ、中心的な役割を果たしています。

　さらに日本は、国際原子力機関（IAEA）の保障措置の強化・効率化に取り組むとともに、輸出管理協



力の枠組である国際輸出管理レジームや大量破壊兵器等の拡散を阻止するためのイニシアティブである

「拡散に対する安全保障構想」（PSI）などの取組に積極的に参加・貢献しています。

　唯一の戦争被爆国としての経験を世界と後生に伝えていくことは、日本の使命であり責務です。日本

はこれまで、核兵器使用の悲惨さを世界に伝えるべく、非核特使を派遣したり、被爆証言を複数の言語

に翻訳し、国際社会に発信するなど、様々な努力を重ねてきています。また、若い世代の人々にも、核

兵器使用の悲惨さや非人道性、平和の大切さを世界に発信してもらう取組を始めています。

　2014 年には広島において、NPDI の外相会合の開催が予定されています。日本はこれからも核軍縮を

はじめとする様々な軍縮・不拡散分野で真摯な取組を続けてまいります。

　本書は、このような軍縮・不拡散を取り巻く状況や、日本の軍縮・不拡散外交の現状を国民の皆様や

世界の人々に分かりやすくお伝えすることを目指しています。本書が、皆様によるご理解の一助となる

ことを心から願っています。

平成 25 年３月
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第１部　概観

第１章

日本は、第二次世界大戦後、「政府の行為によつ
て再び戦争の惨禍が起ることのないやうにする」（日
本国憲法前文）との平和への決意に立って、軍事大
国とはならず、その持てる力を世界の平和と繁栄の
ために向けることを基本政策としてきた。戦争は、

人々の生命や財産を脅かし、その生活と文化を破壊
し、数々の悲劇をもたらす。日本の戦後外交は、国
民が平和と安全のうちに暮らせるように、そして、
世界全体に平和が築かれるように、との日本国民の
強い願いの上に立って進められてきた。

軍縮・不拡散をめぐる国際的な動向

とする概念として用いられるようになった。
これに対し、「不拡散」とは、兵器一般、特に核・

生物・化学兵器といった大量破壊兵器やその運搬手
段（ミサイル等）のほか、それらの関連物資や技術
などの拡散を防止・抑制し、阻止することを意味す
る。冷戦期、西側諸国は、共産圏諸国への戦略物資、
特にハイテク技術等の移転を防止するための取組を
行ってきた。冷戦終結以降、大量破壊兵器等の開発・
取得を企図する国やテロリストなど非国家主体への
大量破壊兵器やその関連物質・技術の拡散の懸念の
高まりを受け、国際社会はその防止のため、輸出管
理や関連国連安保理決議の履行、拡散に対する安全
保障構想（PSI）等の取組を強化している。

このように、軍縮・軍備管理・不拡散は、いずれ
も軍備又は兵器、その関連物資・技術を対象に一定
の国際的な規範を策定し、この規範に基づいて軍備
や兵器、その関連物資・技術を規制・管理・制限・
縮小することを通じて、国際的な安全保障環境を向
上させることを目的としている。また、ある国が一
方的に軍備の縮小を実施する場合もある。

軍備に関する規制が世界的な問題として取り上げ
られるようになったのは、19世紀末になってからの
こととされる。国際的な紛争解決の手段としての戦
争を一定の範囲で規制していこうとの試みととも
に、軍備縮小が国際的な会議の場で主要な問題とさ
れるようになった。その後、国際連盟規約は、第８
条で軍備縮小について規定し、国際連合憲章（国連
憲章）は、第11条で軍備縮小及び軍備規制を国際の
平和と安全についての協力の一つとして位置付け、
これを規律する原則について審議するといった総会
の権限を定めている。
「軍縮」（軍備縮小）という用語は、国連憲章以外

でも様々な文書で用いられているが、一般的には、
国際的な合意の下であらゆる種類の軍備又は兵器を
縮小、削減さらには廃絶することを意味するとされ
る。また、冷戦時代には、「軍備管理」という用語
も登場した。「軍備管理」とは、軍備又は兵器の規制、
検証・査察、信頼醸成、通常兵器の移転の規制など
を意味する。軍備管理は、1970年代に米国とソ連の
間で行われた核兵器管理交渉から生まれ、主として
核大国間の核管理の仕組みを作り上げることを目的

第１節　軍縮・軍備管理・不拡散とは

第２節　なぜ軍縮・不拡散への取組がなされてきたのか
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以降には、北朝鮮の核開発、旧ソ連諸国からの核物
質の流出、インド・パキスタンによる核実験実施な
どが大きな問題となり、2000年代以降も、9/11同時
多発テロ事件を受けた核テロの危険性、カーン・
ネットワークの発覚、イランやシリアの核開発、北
朝鮮による核実験実施、更なる核軍縮交渉の進展の
欠如、CTBT未発効、ジュネーブ軍縮会議（CD）
の停滞など、軍縮・不拡散をめぐる課題が百出した。
こうした状況の中で、2005年の NPT運用検討会議
は、議題の採択をめぐって紛糾し、何ら実質的成果
を挙げることができなかった。

国際社会においては、次第に、NPTを中心とす
る国際的な軍縮・不拡散体制の崩壊もしくは揺らぎ
への危機感が高まった。NPT体制は、核兵器国に
よる核軍縮を進めつつ、これ以上の核兵器の拡散を
防止することで、国際社会の平和と安定に大きく寄
与している。その NPT体制が崩壊するとなれば、
核兵器の拡散の歯止めを失い、国際秩序の根幹を揺
らがすこととなり、国際政治に大きな負の影響を与

軍縮・不拡散は、国際政治と密接に絡んでおり、
その動向が現下の国際政治に大きく左右される側面
は否めない。冷戦期には米ソ超大国の対立構造を背
景として、米ソの核軍備競争を如何に抑制し、また、
その戦略核兵器を如何に安定的な形で管理・削減し
ていくかということが主な課題であった。また、核
実験が相次いだ1960年代にはこれをどのように抑制
するかとともに、核兵器の不拡散が重要な課題と
なった。ソ連崩壊を受けた冷戦直後には、米国とロ
シアによる戦略攻撃兵器削減条約交渉も進み、核軍
縮に向けた期待が大きく膨らんだ。実際、そのよう
な期待を背景として、1995年には核兵器不拡散条約

（NPT）の無期限延長が合意され、1996年には冷戦
期に何度も交渉が頓挫した包括的核実験禁止条約

（CTBT）の交渉が妥結した。
しかし、そのような期待とは裏腹に、米ソの二極

構造の崩壊を受けて、国際政治における主要な主体
（アクター）が増加したことによって、軍縮・不拡
散をめぐる問題も一気に複雑化した。1990年代半ば

まず何より、軍備拡張競争や兵器の拡散は国際の
平和と安全を損なうことにつながりかねない。無制
限に増大した軍備や兵器は、たとえ侵略や武力によ
る威嚇の意図がなくても、他の国の不信感や脅威意
識を高め、国際関係を不安定にし、不必要な武力紛
争を引き起こすことになりかねない。国連憲章が、
第11条で、軍備縮小及び軍備規制を国際の平和と安
全に関連する問題として位置付けている理由は主と
してここにあろう。

また、経済的な観点からも、莫大な軍事支出は、
政府の財政を圧迫する。不必要な軍備拡張競争は資
源の浪費でもある。できる限り軍事支出を抑え、経
済開発や福祉などに優先的に国家予算を振り向ける
ことができるような条件を整えることも、軍縮・不
拡散外交に期待される効果である。

19世紀にさかのぼる人道主義的な観点からの軍備
の規制に加え、世界の安全保障や経済発展を効率的・
効果的に実現するためにも、軍縮・不拡散のための
国際的な努力が行われてきたのである。

しかし、現実の世界には、国と国、民族と民族の
間の不信感が根強く存在しており、依然として緊張
や対立がある。領土紛争、宗教対立、民族対立など、
潜在的に武力紛争に発展しかねない問題を抱えた地
域が各地に存在しており、世界のほとんどの国が、
自国の安全保障を確保するために、つまり他国から
の侵略や武力による威嚇などから自国を防衛するた
めに、軍備を必要と感じていることは、厳然とした
事実である。軍縮・不拡散の取組は、こうした現実
も踏まえた上で考えていく必要がある。

軍備が各国の安全保障にとって必要なものである
としても、その規模を適正水準に保ち、できれば縮
小する方向で、各国間で協調して調整を進めていく
ことは、それぞれの国にとって利益になる。勢力を
競い合う国同士が、互いに自らの軍事力を優位に保
つことのみを考えて軍備を増強するならば、結果と
して双方が際限なく軍備を拡張していくことにな
る。こうした、いわゆる軍備拡張競争を避けるため
に、各国がその軍備の規模や性能を制限・調整して
いく必要があると考えるようになってきた。

第３節　軍縮・不拡散の現状と課題

第１章
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本書の前版（第５版）が発刊された2011年３月時
点では、NPTで合意された行動計画を各国が着実
に実施することで、軍縮・不拡散に進展が得られる
ことが期待されていた。新 START条約の発効、第
２回核セキュリティ・サミットの開催（2012年３
月）、国際原子力機関（IAEA）追加議定書の締約
国や CTBTの署名・批准国の増加など、一定の前
進がみられた分野もある。

しかし、2010年 NPT運用検討会議での行動計画
への合意後、この２年間で軍縮・不拡散をめぐって
目覚ましい進展が見られないことも事実である。北
朝鮮やイランの核問題は引き続き深刻である。特に
北朝鮮は国際社会の強い反対にもかかわらず「ミサ
イル」を発射し、３回目の核実験を強行しており、
断じて容認できない事態が起きている。CDでは、
兵器用核分裂性物質生産禁止条約（FMCT）の交
渉を開始できない状況が続いており、打開の見通し
は見えない。更なる核軍縮に向けた米露の交渉も開
始できていない。透明性が欠如した形での核戦力の
増強も行われている。シリアの化学兵器の保有・使
用の可能性、またその拡散の危険性も指摘されてい
る。2010年 NPT運用検討会議で合意された2012年
中の中東非大量破壊兵器地帯に関する国際会議も実
現せず、関係国の間では大きな不満が渦巻いている。
このように、軍縮・不拡散をめぐっては未だに多く
の深刻な問題が残っており、国際社会が一丸となっ
て対処することがますます求められている。

えかねないからである。
2007年１月のキッシンジャー元米国国務長官をは

じめとする米国歴代政権の元高官４名による「核兵
器 の な い 世 界（A World Free of Nuclear 
Weapons）」と題するウォール・ストリート・ジャー
ナル紙への寄稿は、こうした状況を打開する大きな
潮目の変化となった。同寄稿は、冷戦崩壊から20年
近く経つ今や米ソ間で作用していた相互確証破壊
(MAD)は陳腐化する一方で、従来の核抑止戦略が効
かないテロリストの手に核兵器が渡る危険性こそ
が、現在の困難かつ新しい安全保障の課題であると
位置づけた上で、核兵器のない世界の実現に向けて
国際社会が努力すべきと訴えた。

この寄稿を契機に核軍縮への機運が高まった。こ
の機運の高まりは､「米国は核兵器のない世界の実
現に向けて具体的な措置を取る」ことを宣言した
2009年４月のオバマ米国大統領によるプラハ（チェ
コ）での演説へとつながった。米露間で再開された
戦略核の削減交渉は、2010年４月の新 START条約
の署名（2011年２月発効）という成果に結実した。
2010年５月に開催された2010年 NPT運用検討会議
では、困難な交渉を経ながらも、NPT体制を支え
る３本柱（核軍縮、核不拡散、原子力の平和的利用）
に関し、将来に向けた具体的な行動計画を含む最終
文書を採択することができた。10年ぶりの成果を受
けて、NPTを中心とする国際的な軍縮・不拡散体
制の維持・強化に向けた一歩前進が図られたと言え
よう。
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第２章

を選択した。このような理念は日本国憲法の中にも
謳われている。日本が、軍事力の強化ではなく、平
和裡に経済発展を遂げ、国民の福祉の向上を図るこ
とを重視し、また、それらを実現する上で不可欠な
国際社会の平和と安定を追求してきたことは、いず
れの国にも明らかであり、世界に誇れるものである。
また、日本には、唯一の被爆国として、核兵器の使
用によりもたらされる惨禍は決して繰り返されるべ
きではないこと、核兵器を廃絶していくべきことを、
世界の人々に強く訴えていく使命があると考えられ
る。

日本の軍縮・不拡散分野における主導的な取組の
実績は日本の貴重な外交資産であり、この分野で引
き続き積極的に取り組んでいくことは日本が確立し
たモデルを世界に広めるという側面も有していると
言えよう。

２．日本の安全保障の観点
日本を取り巻く安全保障環境を見れば、日本に

とって軍縮・不拡散の問題に積極的に取り組んでい
く意義が特に大きいことが分かる。

日本周辺地域には、依然として核戦力を含む大規
模な軍事力が集中しており、多数の国が軍事力を近
代化し、軍事的な活動を活発化させている。また、
領土や海洋をめぐる問題や、朝鮮半島や台湾海峡等
をめぐる問題が存在するなど不透明・不確実な要素
が残されている。特に、北朝鮮は、国際社会が強く
自制を求めたにもかかわらず、2012年に二度にわ
たってミサイルを発射し、2013年２月には３回目の
核実験実施を強行した。北朝鮮のこのような軍事的
な動きは、日本を含む地域の安全保障における喫緊

第１章で述べたような軍縮・不拡散をめぐる国際
的な動向を踏まえつつ、安全保障環境が厳しさを増
している東アジアに位置する日本はどのような考え
方に基づいて軍縮・不拡散外交を行っていくべきで
あろうか。日本の軍縮・不拡散外交の推進は、大き
く以下の４つの基本的な考え方に基づいている。

第一に、日本が拠って立つ日本国憲法の平和主義
の理念と、唯一の戦争被爆国としての道義的責任と
いう日本国民の「使命」としての軍縮・不拡散外交
である。日本が「核兵器のない世界」の実現に向け、
国境を越えた取組を進めていくことは国としての使
命とも言えるものである。第二に、日本の平和と安
全を確保する「安全保障」としての軍縮・不拡散外
交である。日本を取り巻く地域や国際社会の安全保
障環境を安定・改善させるための手段として、軍縮・
不拡散を積極的に活用することが重要である。第三
に、兵器の破壊力・殺傷力の向上に伴い戦争の悲惨
さが加速度的に増大している中で、「人道の精神」
に基づく軍縮・不拡散外交である。第四に、一人ひ
とりの人間の安全を確保するという「人間の安全保
障」の考え方に基づく軍縮・不拡散外交である。以
下、こうした軍縮・不拡散に対する日本の基本的考
え方について詳述する。

１．平和への願いと唯一の被爆国としての使命
日本が、外交政策の重要な柱の一つとして軍縮・

不拡散に積極的に取り組んでいるのは、日本が拠っ
て立つ世界の平和と安全の維持・確保を強く希求し
ているからである。第二次大戦後、戦争の惨禍を二
度と繰り返してはならないとの強い決意から、日本
は国際社会の中で平和国家としての地位を築くこと

軍縮・不拡散における日本外交

第２章

第１節　軍縮・不拡散に対する日本の基本的考え方
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の疑心暗鬼や不信感を増幅させないよう留意しなが
ら進めていく必要がある。このことは、日本の観点
からすれば、「核兵器のない世界」の実現に至る道
のりにおいて、換言すれば、現実に核兵器が存在す
る間、核抑止力を含む米国の拡大抑止が不可欠であ
ることを意味する。したがって、日本が核軍縮を追
求することと、米国の核抑止に依存していることは
矛盾するものではない。

他方で、このような形で米国の核抑止に依存しつ
つも、日本は、同時に、核抑止に依存する必要のな
い国際的な安全保障環境を実現すべく日々努力して
いる。そのためには、冷徹な国際政治の現実を直視
しつつ、いかに遅々とした歩みであっても、どのよ
うにして現実を変えていくことができるかを考え抜
かなければならない。日本は、こうした考え方に基
づいて、核兵器のない平和で安全な世界に向け、核
リスクを確実に最小化していくための現実的な核軍
縮・不拡散措置を追求している。

このように、当面核抑止に依存しつつ国の安全保
障の確保という最重要の責務を果たしていくことと
核軍縮を追求していくこととは、なんら矛盾するも
のではない。

３．人道主義的アプローチ
兵器の破壊力・殺傷力の向上に伴い戦争の悲惨さ

が加速度的に増大していく中で、人道の精神、すな
わち人道主義的なアプローチにより、軍縮・不拡散
に取り組む意義が高まってきている。例えば、1999
年に発効した対人地雷禁止条約（オタワ条約）や
2010年 に 発 効 し た ク ラ ス タ ー 弾 に 関 す る 条 約

（CCM）は人道主義の色合いの濃い軍縮条約である。
日本は安全保障上の観点に加え、こうした人道主義
的な観点も重視しており、オタワ条約を1997年12月
に署名するとともに、1998年９月に条約を批准し、
CCMには2008年12月に署名し、2009年７月に条約
を批准した。

核軍縮・不拡散の分野においても、2010年５月
NPT運用検討会議の最終文書（行動計画前文 A.v）
において、核兵器使用の悲惨な人道的結末に深い懸
念を表明するとともに、国際人道法の遵守の必要性
を再確認することを謳っているなど、人道主義的な
観点が重視されている。また、2012年５月に行われ

かつ重大な脅威であるとともに、核兵器不拡散条約
（NPT）を中心とする国際的な軍縮・不拡散体制に
対する重大な挑戦であり、北東アジア及び国際社会
の平和と安全を著しく損なうものとして断じて容認
できないものである。

このような状況下で日本は、自国の防衛力整備、
日米安保体制の堅持とともに、周辺地域が国際環境
の安定を確保するための外交努力により、自国の平
和と安全を図るとの基本的な立場を取ってきてい
る。その外交努力の重要な施策の一つとして、軍縮・
不拡散が位置づけられる。すなわち、日本を取り巻
く地域や国際社会の安全保障環境の安定・改善のた
めに、軍縮・不拡散を有効な外交手段の一つとして
積極的に活用していくことが重要である。具体的に
は、核実験禁止のための国際的な規範を定着させて
いく努力としての包括的核実験禁止条約（CTBT）
早期発効、核戦力増強を食い止めるための努力とし
ての兵器用核分裂性物質生産モラトリアムや兵器用
核分裂性物質生産禁止条約（FMCT）早期交渉開始、
透明性が欠如する形での核戦力増強によって生じ得
る地域や国際社会での疑念を和らげるための透明性
向上、世界的な核兵器の削減を進めるための核軍縮
交渉の多国間化、地域や国際社会の安定に資するた
めの核兵器の不拡散という規範の強化や検証体制の
強化、核物質や関連資機材の輸出管理の強化、通常
兵器分野での国際的ルール作りへの貢献など、日本
が置かれている安全保障環境の安定・向上のための
様々な施策を有機的にとっている。

なお、こうした施策をはじめ、「核兵器のない世界」
に向けた軍縮・不拡散外交は、日本の安全保障政策
と整合する形で進めなければならないことは言うま
でもない。日本が米国の核抑止に依存しつつ核軍縮
を追求することについて疑問に思う人もいるかもし
れない。しかし、核の惨禍を二度と繰り返さないた
めの最も確かな保証が「核兵器のない世界」を実現
することである一方で、そこに至る道のりの途中に
おいても、核兵器の使用はあってはならない。つま
り、核軍縮を進めるにあたって、諸国間の関係を不
安定なものにして、逆に核兵器の使用の危険性が高
まるようなことになってはならず、核軍縮は諸国間
の安定的な関係の下で進められる必要がある。核軍
縮を進めるに際しては、安全保障を確保し、諸国間
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４．人間の安全保障の観点
軍縮・不拡散は、「人間の安全保障」という観点

からも重要な意義を有する。「人間の安全保障」は、
一人ひとりの人間に着目し、保護と能力強化を通じ
て人間それぞれの持つ豊かな可能性を実現し、人間
一人ひとりの安全を確保するという理念である。紛
争終結後も、紛争地に居住する人々の安全、生活を
脅かす対人地雷や小型武器といった兵器は、「人間
の安全保障」の実現に対する脅威となっている。こ
れらの問題への取組は、復興と平和の前提となる安
全を構築する上で極めて重要であり、「人間の安全
保障」の実現にも欠かせないものである。

た NPT運用検討会議第１回準備委員会においても、
スイスを含む16か国が核兵器の人道的側面に関する
共同の演説を実施し（同年10月の第67回国連総会第
一委員会では上記16か国を含む34か国が同内容の共
同の演説を実施）、2013年３月にはオスロにおいて
核兵器の人道的影響に関する国際会議が開催される
など、国際社会における関心も高まっている。後述
のとおり（第２部第５章参照）、日本も非核特使の
派遣、被爆証言の多言語化、軍縮・不拡散教育等の
取組を通じ、核兵器使用の悲惨さや非人道性を訴え
てきている。

日本は、上記第１節で述べた基本的考え方に基づ
いて、様々な多国間の枠組や二国間の外交機会を最
大限活用しつつ、軍縮・不拡散外交を積極的かつ重
層的に展開していく。具体的には、国連総会（第一
委員会）、核兵器不拡散条約（NPT）運用検討会議
プロセス、ジュネーブ軍縮会議（CD）といった国
際的なフォーラムにおいて、日本の考え方を実現す
べく努めている。例えば、国連総会においては、過
去20年近くにわたって「現実的かつ実践的アプロー
チ」に基づく核軍縮決議を提出し、圧倒的多数の賛
成で採択されている。

日本は、G8のメンバーとして G8の枠組（G8グロー
バル・パートナーシップ）等、これまでもグループ
を通じた軍縮不拡散外交を行ってきたが、基本的に
は、唯一の戦争被爆国として、独自の軍縮不拡散外
交を行ってきた。特に、核兵器国を含む各国との二
国間の意見交換を通じて各種働きかけ等も行ってき

ている。今後もこうした外交努力を行っていくこと
に変わりはないが、さらに効果的な外交を展開する
ため、後述（１）のとおり、日本はオーストラリア
とともに、2010年に10か国からなるグループ（軍縮・
不拡散イニシアティブ（NPDI））を立ち上げ、以来
同グループを主導している。今後とも、こうしたグ
ループをより積極的に活用することで、重層的な軍
縮不拡散外交を展開していく。

（１）軍縮・不拡散イニシアティブ（NPDI）
軍縮・不拡散分野において日本が主導する取組と

してまず挙げられるのが、「軍縮・不拡散イニシア
ティブ（NPDI :Non-Proliferation and Disarmament 
Initiative）」である。このグループは、2010年 NPT
運用検討会議の最終文書（行動計画）において合意
された事項の着実な実施を後押しし、現実的かつ実

第２節　日本の取組

第１回NPDI 外相会合（於：ニューヨーク） 第４回NPDI 外相会合（於：イスタンブール（トルコ））
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相会合では、会議の調整役（ファシリテーター）代
理である、ポルホ・フィンランド外務省政務局大使
より、会議の準備状況、克服すべき課題、関係諸国
の意向、全体的見通しなどにつき聴取し、NPDIと
してあり得べき貢献策について意見交換を行った。
また、同年11月に本件国際会議の開催延期が発表さ
れた際には、会議の早期開催に向け関係者の取組を
求める声明を発出した。

直近では、2012年９月に行われた第５回外相会合
において、2013年春に行われる NPT運用検討会議
第２回準備委員会（於：ジュネーブ）において、６
本の作業文書（① CTBT、②非戦略核、③核兵器
の役割低減、④輸出管理、⑤非核兵器地帯、⑥核兵
器国への保障措置拡大）を提出することで合意した。

このようにグループによる外交を通じて、日本自
身が軍縮・不拡散外交をより積極的に展開できるの
みならず、唯一の戦争被爆国としての軍縮・不拡散
にかかる日本国民の想いをより効果的に実現してい
くことを重視している。

（２）日本提出の核軍縮決議
日本は1994年以降毎年、国連総会に核軍縮決議案

を提出し、核軍縮に向けて努力すべき方向性として
日本が掲げる「現実的かつ実践的アプローチ」を国
際社会に示してきた。この決議は、例年国連総会に
おいて圧倒的多数の国からの賛成を得て採択されて
おり、2012年には、99か国の共同提案国とともに国
連総会に提出され、過去最多となる174か国の賛成
を得て採択された。（国連加盟国は193か国。）

核軍縮決議の内容は、５年毎に開催される NPT
運用検討会議の結果を踏まえて大幅な改訂が行われ

践的な提案を通じて「核兵器のない世界」への途上
における「核リスクの低い世界」を実現すべく、日
本とオーストラリアが主導して2010年９月に立ち上
げた、10か国（日本、オーストラリア、ドイツ、カ
ナダ、オランダ、メキシコ、チリ、ポーランド、ト
ルコ、アラブ首長国連邦）からなる地域横断的な非
核兵器国グループである。NPDIの大きな特徴とし
て、①メンバー国の外相自身のコミットメントによ
るイニシアティブであること、②現実的かつ実践的
なアプローチを通じ、核兵器国と非核兵器国との橋
渡し役を果たしていること、が挙げられる。

2010年９月にニューヨークで開催された第１回外
相会合には、前原誠司外務大臣が出席し、NPT運
用検討会議の成果を前進させ、核兵器の数的削減と
役割の低減、不可逆性、検証可能性及び透明性を伴っ
た 核 軍 縮 プ ロ セ ス の 進 展、CTBTの 早 期 発 効、
FMCTの即時交渉開始、等に関する具体的提案に
つき議論を行い、「核リスクの低い世界」の実現に
向けた現実的取組を進める決意を表明した。

その後 NPDIは、2011年４月に第２回外相会合
（於：ベルリン）、2011年９月に第３回外相会合（於：
ニューヨーク）を行い、核戦力の透明性向上や
FMCT早期交渉に向けたグループの取組等に関し
議論を行った。こうした議論を通じて、2014年に核
兵器国が行うこととなっている核軍縮措置の報告に
関し、NPDIとして報告フォーム案を作成し、核兵
器国に提示する等具体的な成果を積み重ねてきてい
る。

2012年５月にウィーンで開催された2015年 NPT
運用検討会議第１回準備委員会では、グループとし
て①核戦力の透明性向上（核軍縮措置の報告フォー
ム）、② FMCT、③国際原子力機関（IAEA）追加
議定書（AP）、④軍縮・不拡散教育、の４本の作業
文書を提出するとともに共同ステートメントを行う
等、存在感を示した他、非同盟運動や５核兵器国等
他のグループとも積極的に対話を行い、核兵器国と
非核兵器国との橋渡しというグループの役割を積極
的に果たした。

2010年 NPT運用検討会議の合意事項の一つであ
る、中東非大量破壊兵器地帯設置構想に関する国際
会議についても、NPDIとしてどういった貢献が可
能か議論を行ってきている。2012年６月の第４回外

第５回NPDI 外相会合（於：ニューヨーク）
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艦の解体、②化学兵器の廃棄、③核分裂性物質の処
分及び④兵器の研究に従事していた科学者の雇用の
４分野とされた。

2007年のハイリゲンダム・サミット（於：ドイツ）
では、2007年を G8GPの中間点と位置付けて、レ
ビュー文書が作成された。このレビュー文書は、こ
れまでに実施された協力事業の進展・状況を評価
し、2002年以降達成された進展を認識した上で、協
力事業の効率性の向上のためには更なる努力が必要
とし、カナナスキス・サミット（於：カナダ）で合
意された G8GPの目標達成へのコミットメントを再
確認した。また、GPの対象国・参加国の拡大及び
対象分野の拡大に関する議論について、2010年にカ
ナダで開催されたムスコカ・サミットにおいて、首
脳は、①核及び放射線源のセキュリティ、②生物セ
キュリティ、③科学者の雇用、④国連安保理決議第
1540号の履行促進等に焦点を当てつつ、これまでの
成果について評価することとなった。2011年には
2012年以降の G8GPのマンデートの延長が合意さ
れ、2012年は、米国議長下で CBRN（化学・生物・
放射性物質・核）セキュリティやメンバーシップの
拡大を扱うワーキング・グループが立ち上げられよ
り体系的な取組が進められている。

G8GP参加国も随時拡大しており、2003年に６か
国（ノルウェー、スウェーデン、フィンランド、ス
イス、ポーランド、オランダ）、2004年に７か国（オー
ストラリア、ベルギー、チェコ、デンマーク、アイ
ルランド、韓国、ニュージーランド）が支援（ドナー）
国として参加。また、2004年にウクライナ、2011年
にカザフスタン、2012年にメキシコが参加し、現在、
24か国と１機関（EU）が参加している。

また、2003年以降のサミットにおいては、毎年、
G8GPをフォローアップするための年次報告が採択
されている。各々の年次報告では、過去１年間の関
連事業の進捗状況、実質的な成果を達成するための
諸課題の解決策、G8GP参加国のさらなる拡大等に
言及している。

（イ）日本の取組
G8GPの枠組みの下で、日本も大量破壊兵器及び

物質の拡散を防止するための国際的な取組に貢献し
ている。例えば、ロシアを中心に旧ソ連諸国に対し、

る慣行となっている。現在の決議は、2010年の
NPT運用検討会議において10年ぶりに合意が得ら
れたことを受けて大きく改訂されたもので、タイト
ルを新たに「核兵器の全面的廃絶に向けた共同行動」
とし、「核兵器のない世界」に向けた国際社会の具
体的行動を求める内容のものである。主な要素とし
ては、2010年 NPT運用検討会議で採択された「行
動計画」の完全実施の必要性の再確認や、NPT遵
守の重要性の強調、CTBTの早期発効と核実験一時
停止（モラトリアム）の継続の要請、FMCTの即
時交渉開始と早期妥結の重要性の強調等が含まれて
いる。このことは、日本の決議が、非同盟運動

（NAM）諸国が掲げる核兵器禁止条約のような急進
的アプローチを取るのではなく、現存の NPT体制
遵守の重要性を強調した上で、CTBTや FMCTと
いった枠組みを早い段階で成立させようと呼びかけ
ている点で「現実的かつ実践的な」日本のアプロー
チを反映したものであることを示している。

また、日本の核軍縮決議の特徴は、多くの国の支
持を得ているということに加え、核兵器国を含む幅
広い立場の国々からの支持を集めている点にある。
2010年からはそれまで反対していた米国が共同提案
国になり、さらに2012年には英国が16年ぶりに共同
提案国として加わった。またフランスとロシアも引
き続き賛成票を投じている。このようなことからも、
日本が核軍縮決議案を毎年提出することにより、多
くの国が支持する核軍縮の道筋を示すことができ、
それが核軍縮分野における国際社会のスタンダード
となっていることに意義があると言える。

（３）G8を通じた取組
（ア）背景とこれまでの経緯
「大量破壊兵器及び物質の拡散に対する G8グロー

バル・パートナーシップ（G8GP）」は、2002年６月
にカナダで開催されたカナナスキス・サミットにお
いて核、化学、生物兵器及びその関連物資等の拡散
防止を主な目的として、10年のマンデートで設置さ
れた。

この枠組みの下で、まず、ロシアを対象として、
不拡散、軍縮、テロ対策及び環境を含む原子力安全
という分野に関連するプロジェクトが協力して実施
され、具体的な優先分野は、①退役した原子力潜水
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（４）二国間協議における日本の取組
日本は、軍縮不拡散分野における取組をグローバ

ル、地域、二国間のレベルで重層的に行っており、
中でも二国間の協議を通じて日本と特定の国との間
で共有する課題に取り組んできた。2011年１月以降、
2012年末までに計７回の軍縮不拡散協議を実施した

（以下表参照。）。2010年 NPT運用検討会議の成果の
着 実 な 実 施 を は じ め と す る NPT体 制 の 強 化、
CTBTの発効促進、FMCTの即時交渉開始をはじめ、
生物及び化学兵器や通常兵器に関する協力、地域情
勢についての意見交換などの幅広い軍縮不拡散分野
の課題についての包括的な意見交換を行っている。

非核化協力事業を実施しているほか（第２部第11章
旧ソ連諸国に対する非核化協力参照。）、IAEAとの
協力を通じた核セキュリティ分野での取組を行って
いる。また、化学セキュリティや生物セキュリティ
に関するセミナーを実施してきているほか、アジア
不拡散セミナー（ASTOP）、アジア輸出管理セミ
ナーを実施するなど CBRNセキュリティに関する
取組を行ってきている。また、G8GPの他の優先事
項である、安保理決議1540号の履行促進や、国際科
学技術センター（ISTC）と協力しつつ科学者の再
雇用の取組も進めている。

広島平和記念式典（写真提供：広島市）

二国間軍縮不拡散協議の開催実績（2011 年１月〜 2012 年 12月）

2012年
８月13日 日露軍縮・不拡散協議（東京）
６月20日 日イスラエル軍縮・不拡散協議（東京）
５月25日 日印軍縮・不拡散協議（ニューデリー）

2011年

７月　４日 日印軍縮・不拡散協議（東京）
６月10日 日露軍縮・不拡散協議（モスクワ）
２月18日 日韓軍縮・不拡散協議（ソウル）
１月26日 日トルコ軍縮・不拡散協議（アンカラ）
１月24日 日エジプト軍縮・不拡散協議（カイロ）
１月14日 日中軍縮・不拡散協議（東京）
１月11日 日パキスタン軍縮・不拡散協議（東京）
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広島市長による平和宣言及び放鳩（写真提供：広島市）

長崎平和祈念式典における児童合唱（写真提供：長崎市）
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第２部　核軍縮・核不拡散・原子力平和利用

第１章

核兵器不拡散条約（NPT）

えるものとして、核軍縮、核不拡散、原子力の平和
的利用という３つの柱を維持・強化していくことが
重要である。NPTは、1968年７月に署名のために
開放され、1970年３月に発効した（日本は1970年２
月署名、1976年６月批准。）。締約国数は190か国（北
朝鮮を含む。2012年10月現在。インド、パキスタン、
イスラエル及び南スーダンは未加入。）。

議では、核軍縮に関しては，核兵器の廃絶に向けた
具体的で現実的な核軍縮措置について、また、核不
拡散に関しては、未申告の原子力活動がないことを
確認するためのより厳しい査察を可能とする国際原
子力機関（IAEA）追加議定書（AP）や、北朝鮮
やイランの核問題、中東地域の非大量破壊兵器地帯
設置などの問題について、さらに、原子力の平和的
利用に関しては、すべての国が原子力の平和的利用
を行う権利を有することを前提に、途上国もその利
益を享受できるようにするための専門技術や人材育
成等の国際協力のあり方について議論が行われた。
更に、締約国が NPTを脱退するような事例に対する
国際社会の対応の在り方についても議論が行われた。

同会議では、個々の争点をめぐり、すべての締約国
が合意することができるか予断できない状況が続いた
が、最終日に、NPTの３本柱（核軍縮、核不拡散、原
子力の平和的利用）に関し、将来に向けた具体的な行
動計画を含む最終文書を採択することができた。

最終文書における特筆すべき要素は以下のとおり。

核兵器不拡散条約（NPT : Treaty on the Non-
proliferation of Nuclear Weapons）は、米国、ロシ
ア、英国、フランス及び中国の５か国を「核兵器国」
とし、それ以外の「非核兵器国」への核兵器の拡散
を防止するとともに、核兵器国の核軍縮交渉を進め、
更に原子力の平和的利用のための協力を促進するこ
とを主たる目的とする条約である。NPT体制を支

１．2010年 NPT運用検討会議の概要
NPT第８条３は、条約の前文の目的の実現及び

条約の規定の遵守を確保するため、５年ごとに条約
の運用を検討する会議を開催することを規定してい
る。NPTにおいては、核軍縮と核不拡散をめぐる
核兵器国と非核兵器国の対立、核不拡散と原子力の
平和的利用をめぐる先進国と途上国の対立を背景
に、核不拡散と核軍縮の双方において大きな進展が
ない状況が続いた。そのような中で、2005年 NPT
運用検討会議は最終文書の採択に至ることができな
かった。また近年、北朝鮮やイランによる核開発が
進行し、核兵器関連技術の拡散や核物質等を利用し
たテロ行為（核テロリズム）の可能性に対する懸念
も高まっている。

このような国際情勢の中で、2010年 NPT運用検
討会議が同年５月３日から28日まで、ニューヨーク
の国連本部で開催された。同運用検討会議では、
NPTへの求心力を高め、NPTを基礎とする国際的
な核不拡散体制を強化することが目指された。同会

第１節　概要

第２節　2010年NPT運用検討会議
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○○○○

第１章

けた結束を呼びかける緊急閣僚声明を発出した。
また、中根猛ウィーン国際機関日本政府代表部大

使は、原子力の平和的利用を中心に扱う主要委員会
Ⅲの議長を務め、原子力の平和的利用をめぐる先進
国と途上国の厳しい対立がある中、関係国と粘り強
い調整を行い、双方にとって受け入れ可能な最終文
書の文言の基礎を作り上げた。

今次会議で初めて最終文書に盛り込まれた軍縮・
不拡散教育は、日本が今次運用検討プロセスを通し
て主導してきた分野である。日本は、軍縮・不拡散
教育における市民社会の役割や、政府と市民社会と
の連携の必要性を強調する作業文書を提出した。ま
た、日本のイニシアティブにより、42か国が参加し
た共同ステートメントにおいて、この分野の重要性
と、政府・国連を含む国際機関・市民社会の連携の
必要性を訴えた。

２．日本の取組
日本からは、福山哲郎外務副大臣が首席代表とし

て出席し、日本・オーストラリア両政府による共同
提案に盛り込まれた実践的核軍縮・不拡散措置を中
心とする演説を行った。また、日本は、このオース
トラリアとの共同提案のほか、核兵器の惨禍を次の
世代に継承していくための軍縮・不拡散教育、
IAEA保障措置の強化、原子力の平和的利用のため
の IAEA技術協力に関する作業文書を提出し、多く
の国から幅広い支持を得て、その内容は広く最終文
書に反映された。最終文書に向けた交渉においては、
関係国と緊密に連携し、議場内外で核兵器国や非同
盟運動（NAM）諸国等に働きかけを行うなど、合
意形成に重要な貢献を果たした。また、会議の最終
段階では、岡田克也外務大臣のイニシアティブによ
り、オーストラリア、オーストリア、ドイツ、韓国、
ニュージーランドの外相等とともに、合意形成に向

１．核軍縮
○ 2000 年に合意された「核兵器の全面廃絶に対する核兵器国の明確な約束」を再確認
○不可逆性、検証可能性及び透明性の原則の確認
○核兵器国が迅速に関与するよう要請される具体的な核軍縮措置を例示し、2014 年の NPT 運用検討会議準備委

員会へ報告を要請
○核兵器国による標準化された定期報告の様式に関する迅速な合意を奨励
○軍縮・不拡散教育に関する国連事務総長勧告の実施を奨励

２．核不拡散
○北朝鮮に対し、2005 年の六者会合「共同声明」における約束や、関連する義務の履行等を強く要請
○ IAEA 追加議定書のすべての未締結国による可及的速やかな締結及び IAEA による関連支援の促進を奨励
○ IAEA が各国の国内計量管理制度整備を支援することを奨励

３．原子力の平和的利用
○ IAEA の活動に対する今後５年間で 1 億ドルの追加拠出を奨励
○原子力発電を含む原子力エネルギーの開発にあたり、保障措置、原子力安全及び核セキュリティへのコミットメ

ント及び実施の確保
○核燃料サイクルに関する多国間アプローチについての議論を IAEA の場で継続

４．中東決議
○国連事務総長及び中東決議共同提案国（米国、英国及びロシア）の召集による、すべての中東諸国が参加する中

東非大量破壊兵器地帯設置に関する国際会議の 2012 年開催
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原子力安全については、東京電力福島第一原発事
故を受けて、原子力安全を国際的に強化すべき旨の
発言が行われ、IAEAの原子力安全行動計画を着実
に実施すべき旨が指摘された。また、いくつかの国
から、2012年12月の原子力安全に関する福島閣僚会
議に対する期待が表明された。

また、核兵器の人道的側面に関し、スイスが16か
国を代表して発言し、参加各国や NGO等の間で注
目が集まった。中東非大量破壊兵器地帯に関する国
際会議については、同会議の調整役（ファシリテー
ター）を務めるラーヤバ・フィンランド外務次官補
が、これまでの準備状況と各国との協議の結果を報
告したが、具体的日程については現時点では発表で
きるまでには至ってない旨説明があった。

３．日本の取組
日本は、2010年９月にオーストラリアと共催した

核軍縮・不拡散に関する外相会合において、カナダ、
チリ、ドイツ、メキシコ、オランダ、ポーランド、
トルコ、アラブ首長国連邦とともに地域横断的な新
たなグループ（NPDI）を立ち上げた（第１部第２
章第２節（１）参照）。このグループは、NPT運用
検討会議で合意した行動計画の着実な実施と、核軍
縮・不拡散分野での現実的かつ具体的な提案を目指
して活動を行っている。第１回準備委員会では、直
前のトルコにおける局長級会合の結果を踏まえ、４
本の共同作業文書（核戦力の透明性（報告フォーム）、
兵器用核分裂性物質生産禁止条約（FMCT）、軍縮
不拡散教育、IAEA追加議定書）提出、会議初日の
共同ステートメント、周知活動等を行った。（第２
章第２節（１）参照。）

また、第１回準備委員会の機会に開催されたサイ
ドイベントにおいて、廣瀬方人氏（長崎在住）が「非
核特使」（第８部第５章参照）として、自身の被爆
体験を通じて核兵器使用の惨禍の実相を伝達し、核
軍縮の必要性・重要性を訴えた。

１．2015年 NPT運用検討会議に向けて
2010年 NPT運用検討会議では、最終文書を採択

できなかった2005年 NPT運用検討会議と同様の結
果は許されないという危機感、及び何としてでも最
終文書を採択すべきとの各国の強い政治的意思が
あった。このように国際社会が結束した結果、10年
ぶりに最終文書を採択し、危機に直面する NPT体
制を維持できた意義は大きい。この最終文書は、す
べての NPT締約国が協力して核軍縮・不拡散・原
子力の平和的利用を推進していくための共通の基盤
を提供したと言える。

2015年 NPT運用検討会議に向けて、各国が最終
文書に盛り込まれた行動計画を着実に実施していく
ことが重要であり、そのような取組が NPTを基礎
とする国際的な核不拡散体制の強化につながる。

２．第１回準備委員会
2012年５月、ウィーンで第１回準備委員会が開催

された。同会議は、2015年 NPT運用検討会議に向
けたプロセスの出発点であり、また、軍縮・不拡散
イニシアティブ（NPDI）として活動する初めての
NPT関係会議であった。準備委員会の議題の採択
等の手続事項も含め新しく始まる運用検討プロセス
を円滑にスタートさせ、その上で NPT体制の維持・
強化に貢献する実質的な議論を行い、NPTに対す
る国際社会の信頼を維持・強化することが同会議の
重要な課題であった。同準備委員会では、議題の採
択においても各議題での議論においても議論が紛糾
することはなく、議事はスムーズに進行した。同準
備委員会では、北朝鮮の核問題について、日米韓を
含む多数の国より懸念が表明された。４月13日のミ
サイル発射への非難が表明されるとともに、北朝鮮
に対し、完全・検証可能・不可逆的な非核化、核実
験を含む更なる挑発行為の自制等を求める発言があ
り、議長要約（サマリー）においても、このような
発言を反映した総括が行われた。

第３節　2015年NPT運用検討会議へ向けた動き
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第２章

核兵器国の軍備管理と核軍縮

第２章

１．核兵器国
NPTにおいて、「核兵器国」と呼ばれているのは、

米国、ロシア、英国、フランス、中国の５か国であ
る。NPT上の非締約国であるインドとパキスタン
は、核実験を実施し、核兵器保有を宣言しており、
同様に NPT非締約国であるイスラエルは、宣言し
ていないものの既に核兵器を保有しているとみられ
ており、これら３か国は「事実上の核兵器国」とも
言われている。

このうち、米国、ロシア両国は世界の核兵器の大
部分を保有しており、両国による核兵器の削減は、
世界の核軍縮にとって大きな意味を持っている。

なお、NPT第６条では、「各締約国は、核軍備競
争の早期の停止及び核軍備の縮小に関する効果的な
措置につき、（中略）全面的かつ完全な軍備縮小に
関する条約について、誠実に交渉を行うことを約束
する。」ことが定められている。

２．核兵器の種類
核兵器の分類について確立した定義はないが、一

１．概要
戦 略 兵 器 削 減 条 約（START : Strategic Arms 

Reduction Treaty）交渉は、冷戦期に増大していっ
た米国、ロシア両国の戦略核戦力を、初めて削減し
たプロセスであった（中距離核については1987年12
月に両国間で地上配備の中距離核兵器を全廃する中
距離核戦力全廃条約（INF : Intermediate-Range 
Nuclear Forces Treaty）が署名され、1988年６月

に発効している。）。START Ⅰの結果、両国の配備
戦略核弾頭数は冷戦期の約60％となり、STARTは
核軍縮の１つの重要な基礎を構成してきたというこ
とができる。

他方、2001年１月に発足した米国のブッシュ政権
は、その成立当初から、両国が各々１万発以上の戦
略核兵器を保有して対峙していた冷戦時代の敵対的
な関係に決別し、大量破壊兵器や弾道ミサイルの拡

般に、戦争遂行能力の壊滅を目的に、敵対国の本土
を攻撃する核兵器を「戦略核兵器」（「長距離核兵器」
である大陸間弾道ミサイル（ICBM）、潜水艦発射
弾道ミサイル（SLBM）及び重爆撃機を含む。）、そ
れより狭い戦域で使用されるものを「戦域核兵器」

（「中距離核兵器」）、主に戦場で使用されるものを「戦
術核兵器」（「短距離核兵器」）、と呼んでいる。また

「戦域核兵器」と「戦術核兵器」を総称して、「非戦
略核兵器」と呼ぶこともある。米国、ロシア間にお
いては、戦略兵器削減条約（START）等において
戦略攻撃（核）兵器が規定されており、それ以外の
ものが非戦略核兵器と解釈されている。なお、
STARTにおいては、核弾頭の威力（核出力）では
なく、運搬手段（ICBM、SLBM、重爆撃機等）によっ
て規定されている。

ただし、米国及びロシアにとっては「戦域核」で
も、他の国にとってはその地理的位置、国土の広さ
等により「戦略核」となる場合があり、厳密な定義
は難しい。

第１節　総論

第２節　米国とロシアの軍備管理と核軍縮
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散といった脅威に対抗する新たな安全保障体制構築
の必要性を主張していた。この動きは、2001年９月
11日の米国同時多発テロにより加速されるように進
展し、両国間において相互の実戦配備の戦略核兵器
を約2,000発程度の水準まで削減することについて
の合意が形成されていった。その結果、これまでの
STARTプロセスとは別の形で、両国の戦略核弾頭
を削減することを定めた、戦略攻撃能力削減に関す
る条約（モスクワ条約）が成立することとなった。

２．第1次戦略兵器削減条約（STARTⅠ）
及び STARTプロセス

1991年７月に両国により署名された START Ⅰ
は、戦略核の３本柱、すなわち、両国が配備する
ICBM、SLBM及び重爆撃機の運搬手段の総数を、
条約の発効から７年後にそれぞれ1,600基（機）へ
削減することを規定した。また、配備される戦略核
弾頭数の総数は6,000発に制限され、このうち ICBM
及び SLBMに装着される戦略核弾頭の総数は4,900
発を越えてはならないこと等が規定された。

その後、ソ連の崩壊により、旧ソ連の戦略核兵器
が配備されていたウクライナ、カザフスタン、ベラ
ルーシ及びロシアと米国の５か国は、リスボン議定
書によって START Ⅰの当事国となること、並び
にウクライナ、カザフスタン及びベラルーシは非核
兵器国として NPTに加入することが定められた。

START Ⅰは1994年12月に発効し、2001年12月に
両国は、それぞれの配備戦略核弾頭数を6,000発以
下まで削減し、START Ⅰに基づく義務の履行を完
了したことを宣言した。

STARTⅠの発効を待たずして、両国政府は1992
年６月には両国の配備戦略核弾頭数を3,000〜3,500
発以下に削減することなど STARTⅡの基本的枠組
みに合意し、1993年に STARTⅡに署名した。米国
は1996年に STARTⅡを批准したが、ロシア議会が
STARTⅡを批准する際に、米国が対弾道ミサイル
防衛（ABM : Anti- Ballistic Missile）制限条約から
の脱退などを行った場合には、ロシアは STARTⅡ
から脱退する権利を留保する旨の付帯決議が採択さ
れたことなどから、米国では批准プロセスが難航し
たほか、2002年には米国が ABM制限条約から一方
的に脱退したことから、STARTⅡは発効には至ら

なかった。

３．戦略攻撃能力削減に関する条約（モスク
ワ条約）

ブッシュ米国大統領は、就任以前から、冷戦後の
新たな核政策を策定する必要を訴えていた。就任後、
ブッシュ大統領は、新政権の安全保障政策の方向性
を明らかにした米国国防大学での演説（2001年５ 
月）の中で、冷戦後、ロシアはもはや敵ではなく、
核兵器は引き続き米及びその同盟国の安全保障に極
めて重要な役割を有しているが、冷戦が終わったと
いう現実を反映するように、米は、核兵力の規模、
構成、性格を変えることができるし、そうするであ
ろうと述べた。

2001年11月、米露首脳会談（於：ワシントン／ク
ロフォード）が行われ、ブッシュ米国大統領はプー
チン・ロシア大統領に対し、米国は今後10年間で実
戦配備された戦略核弾頭を、米国の安全保障に合致
する水準である1,700〜2,200発まで削減することを
伝えた。

そしてさらなる協議を重ねた結果、両国は、2002
年５月、モスクワで開催された米露首脳会談におい
て、START Ⅰ以降の更なる戦略核兵器の削減を定
めた、モスクワ条約の署名を行った。その後、米国
は2003年３月に、ロシアは同年５月に、それぞれ議
会における批准手続を終え、同年６月１日、サンク
トペテルブルクで行われた米露首脳会談において批
准書が交換され、モスクワ条約が発効した。

【モスクワ条約の概要】
○ 2012 年までの 10 年間で、両国の実戦配備の戦

略核弾頭を各々 1,700 〜 2,200 発に削減する。
○実戦配備された戦略核弾頭数の削減を定めたもの

で、核弾頭、及び運搬手段（ICBM、SLBM 等の
ミサイル本体、爆撃機等）の廃棄は義務付けられ
ておらず、両国とも削減した弾頭の保管が可能。

○（削減せずに保持する）戦略攻撃（核）兵器の構
成、構造については両国が独自に決定する（ICBM、
SLBM、爆撃機等の種類と数、個別誘導複数目標
弾頭（MIRV）の保有等については、規制されな
い。）。

○条約履行のため、両国間の履行委員会を年２回以
上開催。

○削減状況の検証措置等は、START I の規定に基づ
くとともに、履行委員会にゆだねる。
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４．新 START
1994年に発効した START Ⅰは、新たに５年間

の延長が合意されない場合、発効してから15年後に
失効する規定となっていた。STARTⅠは、情報交
換や検証のための措置により両国間の戦略核戦力削
減において信頼性、透明性及び予見可能性を提供し
てきており、モスクワ条約は検証措置等につき
STARTⅠの規定を準用していることから、START
Ⅰに代わる枠組みの作成が必要と考えられてきた。

2007年７月、米露首脳会談の際に、両国は、国家
の安全保障上の要請及び同盟国に対するコミットメ
ントと整合性のとれた最低限の水準まで戦略攻撃力
の削減を実施する意思を再確認するとともに、
STARTの後継の取極の取り進め方を議論し、早期
に成果を得るように議論を継続することを示した

「戦略攻撃力に関する米露共同外相宣言」を表明し
た。

2009年１月に誕生した米国のオバマ政権では、ロ
シアとの戦略兵器削減条約の交渉を優先事項に掲
げ、STARTⅠ失効前に新条約の交渉妥結を目指し、
メドヴェージェフ大統領との間で精力的に作業が行
われた。同年７月には配備戦略核弾頭を1,500〜1,675
の範囲に収まる形で、また、配備戦略運搬手段を
500〜1,100の範囲内に収まる形で削減することをコ
ミットする共同理解を発出した。

しかしながら、同年12月５日の STARTⅠ失効日
までには交渉妥結に至らず、STARTⅠは失効した
が、米露両大統領は、両国間の戦略的安定性を保つ
との相互の意思を確認しつつ、戦略核兵器に関する
新たな条約を可能な限り早期に発効させるという堅
い意思と、失効後も STARTの精神に則り原則に
従って共同で作業を継続するというコミットメント
を表明した。

2010年３月下旬に両国間で削減内容等に合意し、

同年４月、プラハ（チェコ）において両国首脳が新
STARTに署名した。同年12月、米国上院は、同条
約は米国のミサイル防衛の開発及び配備に影響しな
いこと、並びに同条約発効後１年以内の戦術核に関
するロシアとの交渉開始を大統領に求めることなど
を規定した付帯決議を採択しつつ、同条約を無修正
で承認した。

また、2011年１月にロシア議会は同条約を承認す
る際に、戦略攻撃兵器と戦略防衛兵器の連関性に関
する両国の認識の共有が、条約の有効性及び効率性
確保の基本的条件であるとする声明、及びロシアの
戦闘準備態勢の維持並びに戦略核戦力の発展に対し
て特別な注意が払われるべきであるとする声明を併
せて発出した。

同条約は、2011年２月５日、ミュンヘン（ドイツ）
で行われた米国とロシアの外相間における批准書の
交換を以て発効した。

米国国務省は新 START下における米露の配備戦
略攻撃兵器数を公表している。

【新 START の概要】
○条約発効から７年以内に、米国、ロシア各々
・配備核弾頭の上限は 1,550 発（ICBM、SLBM

は搭載された再突入体の数、重爆撃機は１つの弾
頭として計算）。

・配備 ICBM ／ SLBM ／重爆撃機の上限は 700 基
／機。

・配備・非配備 ICBM 発射基／ SLBM 発射基／重
爆撃機の上限は 800 基／機。

○検証・査察手段として、自国の検証技術手段（衛星
など）、データ交換と通告、ナンバー付け、相互主
義に基づく遠隔測定情報（テレメトリー）の交換、
現地査察・展示、二国間協議委員会の設置を規定。

○次の合意に代替されない限り発効後 10 年有効。
合意に基づき最長５年の延長が可能。

○新 START の発効とともにモスクワ条約は終了。
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１．米国
（１）核態勢見直し（NPR : Nuclear Posture 

Review）の発表
オバマ大統領のプラハ演説の具体的措置の表れと

して、2010年４月に公表された「核態勢の見直し
（NPR）」において、核兵器が存在する限り、米国
は安全で防護された効果的な核戦力を維持するとし
た。同時に、米国の核兵器の役割を、米国や同盟国
への核兵器による攻撃の抑止に限定する、いわゆる

「唯一の目的」を採用する用意は現時点では出来て
いないものの、そのような政策を安全に採用できる
条件が整うよう取り組んでいく旨明記した。また、
引き続き通常能力を強化し、核によらない攻撃を抑
止する上での核兵器の役割を低減していく旨述べて
いる。さらに NPRにおいては、新 STARTを超え
る今後の核削減の可能性についての検討を指示して
おり、その際に考慮すべき要因として、①地域的抑
止、ロシア及び中国との戦略的安定性及び同盟国へ
の保証を強化すること、②備蓄弾頭管理計画の実施
及び核関連インフラへの投資を通じて、ヘッジとし

て保持する非配備弾頭の大規模な削減が可能となるこ
と、③すべての核兵器の更なる削減を行うためのロシ
アとの新たな合意を追求することが必要としている。

（２）米国による核兵器の備蓄数の公表
2010年５月の NPT運用検討会議会期の最中、米

国国防省は、世界の核兵器の備蓄数に関する透明性
を高めることは、不拡散の取組と、新 STARTの批
准及び発効後、更なる削減を追求する上で重要であ
るとして、米国の核兵器の備蓄数に関して機密解除
した情報を初めて公表した。その中で、米国は2009
年９月末時点で5,113発の核弾頭を備蓄し、この数
は、1967年会計年度末の最大値（３万1,255発）か
ら84％減少したこと、また1989年後半のベルリンの
壁崩壊時の水準（２万2,217発）から75％超減少し
たことのほか、1994年から2009年にかけて8,748発
の核弾頭を解体した旨公表された。

（３）高信頼性弾頭置換計画
現在、米国は、保有する核弾頭の劣化について弾

第３節　核兵器国等における動き

新 START 下での米露の配備戦略核兵器数（公表数）

赤字：条約上限数内

米国 ロシア 条約
上限数2011 年 2 月 2011 年 9 月 2012 年 3 月 2012 年 9 月 2011 年 2 月 2011 年 9 月 2012 年 3 月 2012 年 9 月

配備 ICBM

配備 SLBM

配備重爆撃機

882 822 812 806 521 516 494 491 700

配 備 ICBM 搭
載弾頭

配 備 SLBM搭
載弾頭

配備重爆撃機
搭載核弾頭

1800 1790 1737 1722 1537 1566 1492 1499 1550

配 備・ 非 配 備
ICBM発射基

配 備・ 非 配 備
SLBM発射基

配 備・ 非 配 備
重爆撃機

1124 1043 1040 1034 865 871 881 884 800

注１）米国務省発表ファクトシート
【2011 年６月１日公表】新 START 発効後 45 日以内（2011 年３月 22 日までに）に行われた最初のデータ交換における値。
【2011 年 10 月 25 日公表】2011 年９月１日の値。
【2012 年４月６日公表】2012 年３月１日の値。
【2012 年 10 月３日公表】2012 年９月１日の値。

注２）条約発効：2011 年２月５日　　履行期限：条約発効後７年以内（条約有効期限は 10 年）
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頭寿命延長計画（LEP : Life Extension Program）
により核弾頭の備蓄管理を行っているが、同計画の
下では核実験なしで長期間にわたる核兵器備蓄の安
全性及び信頼性を維持できるか懸念があるとして、
2005会計年度から「高信頼性弾頭置換計画」（RRW 
: Reliable Replacement Warhead）に関する予算が
認められた。これは、備蓄核兵器の信頼性、持続性
及び確証性を改善するため、既存の核弾頭を置換す
る長期的信頼性の高い弾頭の研究を行うものであ
り、また、既存の核兵器と同じ軍事的能力を有し、
長期的な信頼性を確保することによって、将来の核
実験の必要性を減じるものとされていた。しかしオ
バマ大統領就任後初の2010年度予算教書において、
オバマ政権は、RRW計画は停止し、一方で、核弾
頭の安全・保証・信頼性向上の取組は、LEPを拡充
させることで継続させていくことを表明した。これ
を受けた2010年度国防授権法において RRW計画は
削除された。

（４）今後の核軍縮
オバマ米国大統領は2012年３月にソウルで行った

演説の中で、ロシアと共に戦略核兵器削減のみなら
ず、戦術核兵器と非配備核兵器の削減について議論
していくとの意向を示した。これは、2010年12月の
米国による新 STRAT批准の際に、米政権が表明し
た、新 START発効後１年以内にロシアとの交渉開
始を追求するとの方針をオバマ大統領が再確認した
ものといえる。

2013年からの４年間、オバマ大統領による二期目
の政権においては、新 STARTの削減対象に含まれ
ていない非戦略核や非配備の核弾頭を含む米露の更
なる核軍縮交渉に向けた取組や、CTBT批准へ向け
た取組などの動向が注目される。

２．ロシア
（１）新軍事ドクトリンの発表

2010年２月に、2020年までの国防指針となる「新
軍事ドクトリン」が承認された際、核兵器の使用に
ついて詳述しているとされる「核抑止分野における
2020年までの国家政策の原則」も同時に承認された
が、後者は非公開であるため、ロシアの具体的な核
兵器政策は不明である。核兵器の使用の権利を留保

する基準としては、2000年に承認された「旧軍事ド
クトリン」では、「ロシアの安全保障にとって危機
的（critical）な状況」とされたが、「新軍事ドクト
リン」では、「国家の存在そのものが脅かされた場合」
とされた。また、「旧軍事ドクトリン」では記述さ
れていた一定の条件の下で「NPT上の非核兵器国
に対して核兵器を使用しない」という消極的安全保
証（NSA）（詳細は第５章第１節参照。）にかかる
文言は削除された。

なお、2008年以降、「コンパクト化」、「近代化」、「プ
ロフェッショナル化」を柱に積極的に進められてい
る軍改革の中でも、戦略核兵器の近代化は最優先事
項とされている。特に、ICBM、戦略原潜、重爆撃
機が耐用年数の関係により自然減することから、ミ
サイル防衛突破能力を有するといわれる SLBM「ブ
ラヴァ」の開発を急いでおり、同 SLBMを搭載す
る新型戦略原潜の配備も進めている。

（２）2012年２月、プーチン首相は「強大である
こと：ロシアにとっての国家安全保障」と題
する論文（ロシア新聞掲載）を発表した。

○今後も戦略的抑止力を放棄せず、これを強化する。
○軍事力を増強し軍産複合体を近代化する先例のな

いプログラムを採択・実施しつつあり、今後10年
間に約23兆ルーブルを支出する。

と述べた上で、今後10年の課題として、以下を挙げ
ている。

○軍備再編における優先事項は、核戦力、航空・宇
宙防衛、通信・偵察・指揮・電子戦システム、「無
人航空機」及びロボット化された攻撃システム、
近代的輸送機、戦場における兵士個人の保護シス
テム、精密兵器とその精密兵器への対抗手段。

○グローバルな米国のミサイル防衛（MD）及び欧
州におけるその構成要素に対するロシアの軍事・
技術的な対抗措置は、効果的かつ非対称なものと
なり、また MD分野における米国の措置に完全に
対応して行われる。

○今後10年間で、大陸間弾道ミサイル400基以上、
戦略ミサイル潜水巡洋艦８隻、多目的潜水艦約20
隻、水上戦艦50隻以上、軍事衛星約100基、第五
世代戦闘機を含む近代的航空機600機以上等を装
備する。
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３．中国
中国の核戦力の実態や核軍縮措置は明らかになっ

ていない部分が多いが、国際会議における発言等に
示された同国の核政策は、次のようなものである。

中国は、核兵器の弾頭数等について公表していな
いが、中国の核戦力は、米国及びロシアには及ばな
いものの、約240発の核弾頭を保有している（SIPRI 
YEAR BOOK 2012）との見方がある。運搬手段と
しては、地上発射型ミサイル、潜水艦発射型ミサイ
ル及び爆撃機を保有しており、少数ではあるが、米
国東海岸を射程におさめる ICBMも有しているとみ
られている。また、他の４核兵器国が兵器用核分裂
性物質の生産停止を一方的に宣言しているのに対
し、中国はこのような宣言を行っていない。

2010年１月に公表された「中国の国防」において、
核兵器の第一（先制）不使用や無条件の消極的安全
保証（NSA）について明記されているものの、核
兵器の保有状況については一切記述がない。他方、
核軍縮については、最大保有国が特別かつ優先的な
責任を負っており、また、グローバルな弾道ミサイ
ル防衛計画は戦略バランスと安定を損ない、国際的
及び地域の安全保障に不利益となり、核軍縮の過程
に否定的な影響を作り出すと認識している旨記され
ている。

中国に対しては、日中安保対話、日中軍縮・不拡
散対話等の各種二国間協議の場を通じ、日本から累
次働きかけを行っている。最近では2011年１月、東
京で日中軍縮・不拡散協議を開催し、日本から、核
兵器国による更なる核軍縮・透明性の向上を求める
とともに、CTBTの早期批准、兵器用核分裂性物質
生産モラトリアム宣言を行うよう中国側に要請し
た。

また、同月行われた日中安保対話では、日本側か
ら中国の安全保障分野における国際的協力への積極
的な関与を評価しつつ、周辺諸国の懸念を払拭し、
信頼を醸成させるためにも、中国の国防政策や軍事
力近代化について更なる透明性の向上を求めた。

４．フランス
フランスは1997年９月、地対地核ミサイルの廃棄

を発表して以来、その核戦力において、相手の攻撃
から生き残る第２撃能力の確保を基本とし、残存能
力の高い爆撃機搭載方式と潜水艦発射方式の２方式
を基本としている。1996年に兵器用の核分裂性物質
の生産終了を宣言し、ピエールラット兵器用核分裂
性物質生産施設を閉鎖したほか、核兵器国として初
めて南太平洋核実験施設（於：ムルロア）の閉鎖・
解体を行った。2008年３月、サルコジ大統領は、シェ
ルブール軍港で行われた新型弾道ミサイル発射型原
子力潜水艦「Terrible」の進水式で、フランスは必
要最低限の核戦力を保持するとの原則を堅持し、戦
略環境を再評価した結果、航空核戦力の３分の１を
削減し、世界で初めて核戦力に関する透明性を確保
することとし、核弾頭数は300以下とする旨表明し
た。サルコジ大統領の透明性向上措置の一環として、
フランスは、2008年以降上記の閉鎖した施設を各国
外交官、ジャーナリスト、NGO等に公開した（日
本政府も同視察に参加した。）。

また、2010年９月、国連事務総長主催で行われた
ジュネーブ軍縮会議（CD）ハイレベル会合では、
フランス代表団は2010年 NPT運用検討会議のフォ
ローアップとして、2011年にパリで５核兵器国会合
を開催することを表明した（同年６月にパリ開催さ
れた。）。

５．英国
英国は、1995年に兵器用の核分裂性物質及びその

他の核爆発装置の生産を終了し、2002年には潜水艦
発射弾道ミサイル弾頭シェバラインの廃棄を完了し
たと公表している。2006年12月に公表された「英国
の核抑止力の将来」と題する白書では、運用可能な
核弾頭を200発以下から160発以下へと削減し、核弾
頭数を20％削減する方針を打ち出したほか、2009年
２月に発表された政策ペーパー「核の影の除去：核
廃絶に必要な条件の実現」においては、2006年の白
書で言及した運用可能な核弾頭160発以下への削減
の約束を達成し、冷戦終了時と比較して核兵器の爆
発力の総量を75％削減した旨公表した。同年９月に
は、ブラウン首相が国家安全保障委員会に対して戦
略原潜を４隻から３隻に削減するという方向性につ

○少量の核兵器を保有するのは全くの自衛の必要に
よるものである。

○核兵器の第一（先制）使用及び核兵器を保有しな
い国に対する使用または使用の威嚇をしない。

○核軍備競争に参加しない。
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き報告するよう要請した旨を明らかにした。
2010年５月に誕生したキャメロン新政権において

は、核抑止力を維持し続けるとの方針の下、ヴァン
ガード級弾道ミサイル搭載原潜の後継艦の開発と既
存のトライデント搭載型原潜の延命を決定した。ま
た、2010年 NPT運用検討会議が終盤にさしかかる
中、ヘーグ外相が透明性に関する措置として、英国
が保有するすべての核弾頭数が225発を超えること
はない旨公表した。

2010年10月に発表された「戦略防衛・安全保障見
直し（SDSR : Strategic Defense and Security 

Review）」において、究極の保険政策である独立の
核抑止、24時間体制の核抑止の保持及び更新、並び
に現在のヴァンガード級の原子力潜水艦の活動期間
を延長することなどが記載され、原潜に搭載された
核弾頭数を48発から40発に削減し、これにより実戦
に使用可能な弾頭を上限120に削減することが明ら
かになった。また、ヴァンガード級原子力潜水艦に
搭載された運用可能なミサイル発射管の数を、現在
の12基から数年のうちに８基に削減することも発表
された。

６．英国・フランス間の協力
2010年11月に行われた英仏首脳会談の中で、両国

間で防衛安保協力条約及び核施設関連条約が署名さ
れた。核施設関連条約では、独自の核抑止力を維持
しつつ、各々の核抑止力の発展及び維持に必要なイ
ンフラの効率性を追求することが適当であるとの観
点から、両国が各々に同様かつ効果的な施設を建造
するより、共同の施設を共同で建造することとが規
定されている。具体的には、フランスに所在する核
抑止力に関連した液体力学実験施設及び英国に所在
する技術開発センターを建造・共有することとなっ

ており、2015年からの共同運用が予定されている。

７． 北 大 西 洋 条 約 機 構（NATO : North 
Atlantic Treaty Organization）にお
ける議論

欧州では、冷戦終結以降、前方配備された米国の
核兵器は著しく削減されてきたが、依然として少数
の核兵器が残存している。正確な配備数及び配備国
については非公表であるが、2010年３月、ベルギー、
オランダ、ルクセンブルク、ドイツ及びノルウェー
の外相が、こうした戦術核の問題を含む NATOの

第２章

核兵器国の核兵器配備又は備蓄の状況
核兵器配備又は備蓄の状況（2012 年１月現在）

内訳 核弾頭数 運搬手段

米国
（注１）

ICBM
SLBM
戦略爆撃機
非戦略核兵器

500
1,152

300
200

計 2,150
714
410
111

−
計 1,235

ロシア
（注２）

ICBM
SLBM
戦略爆撃機
非戦略核兵器

1,087
528
820

2,000
計 4,435

322
144

72 計 538

英国
（注３）

地上発射ミサイル
SLBM
航空機

0
225

0
計 225

0
48

0
計 48

フランス
（注４）

地上発射ミサイル
SLBM
航空機（艦載機含む）

0
240

60
計 300

0
48
50

計 98

中国
（注５）

地上発射ミサイル
SLBM
航空機（攻撃機含む）
巡航ミサイル（注６）

130
48
40
…

　計〜 240
（注７）　

130
48
20

（150 〜 350）
計 198

出典：2012 年 SIPRI（ストックホルム国際平和研究所）年鑑
（※）基本的には SIPRI による推測の数。なお，米国は本文既述のとおり、2009 年 9 月末時点の備蓄核弾頭数が 5,113 発である旨公表。
（注１）配備数。但し、訓練・テスト機・予備機等も含んでいることから、新 START 下における数値と異なる。
（注２）配備数。但し、核弾頭数については、運搬手段に割り当てられていると推測される数であることから、新 START 下における数値と異なる。
（注３）核弾頭については備蓄（stockpile）数。運搬手段については配備数。なお、英国は、運用可能な（operationally available）核

弾頭数を 160 発以下に削減した旨公表。
（注４）核弾頭については備蓄（stockpile）数。運搬手段については配備数。
（注５）核弾頭については備蓄（stockpile）数。運搬手段については配備数。
（注６）巡航ミサイル（DH-10）に核搭載能力があるかについては異なる見解あり。「…」は入手不可。
（注７）実際には将来のミサイル搭載用としてより多くの核弾頭が貯蔵（storage）されていると考えられている。
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核政策についての議論を深めることなどを求める書
簡を NATO事務総長宛てに送付するなど、国際的
な核軍縮の機運の高まりにあって、NATO内でも
核政策をいかに再構築していくかという問題が議論
されることなった。

こうした中で、2010年11月にリスボンで開催され
た NATO首脳会合において、11年ぶりに新たな戦
略概念（「NATO加盟国の防衛及び安全保障のため
の戦略概念−積極的関与及び近代的防衛」（「新戦略
概念」））が採択された。「新戦略概念」では、「集団
防衛」、「危機管理」及び「協調的安全保障」が
NATOの中核的任務であると謳っている。また、
NATOとロシアとの間の協力については、戦略的
に重要であり、両者の間で、ミサイル防衛、テロ対
策、海賊対策を含む共通の関心分野における政治対
話及び実務協力を促進するとしている。さらに核兵
器については、NATOとしては核兵器が存在する
限り NATOは核の同盟であるとしつつ、同時に、
核兵器のない世界に向けた条件を創出する決意であ
るとしている。また、欧州の核兵器の更なる削減に
は、ロシアによる核兵器の透明性の向上等が必要と
している。

また、2012年５月の NATOシカゴ首脳会合にお
いては、「抑止と防衛態勢に関する見直し」（DDPR：
Deterrence and Defence Posture Review）が発表
された。これは、上述2010年のリスボン首脳会合に
おいて見直しの実施が合意され、核戦力、通常戦力，
ミサイル防衛及び軍備管理・軍縮・不拡散のバラン
スをいかにとるかということを主要な論点として、
シカゴ首脳会合で文書を採択すべく NATO内で議
論されてきたものである。

【NATO「新戦略概念」ポイント】
○「集団防衛」、「危機管理」及び「協調的安全保障」

が NATO の中核的任務。
○ NATO は国民の安全に対する脅威を抑止・防護

するために必要なあらゆる能力を保持する。
・核・通常兵力の適切な調和を維持。核兵器が存在

する限り NATO は核の同盟。
・弾道ミサイル攻撃から国民及び領土を防護するミ

サイル防衛能力を集団防衛の中核として開発。ミ
サイル防衛に関し、ロシア及び欧州、他の大西洋
地域のパートナーと積極的に協力。

・大量破壊兵器（化学兵器、生物兵器、核兵器等）
の脅威、サイバー攻撃、国際テロに対する防衛能
力の更なる向上。

○ NATO 加盟国の領土及び国民の安全保障上の直
接の脅威となり得る域外の危機及び紛争に対し、
可能かつ必要な場合には、危機の防止及び管理、
紛争後の安定化及び復興支援に関与。

○ NPT の目標に従って、核兵器のない世界に向け
た条件を創出する決意。

○冷戦後、欧州の核兵器は大幅に削減されたが、さ
らなる削減には、ロシアによる核兵器の透明性の

向上等が必要。
○ NATO・ロシア間の協力は戦略的重要性を有する。

ミサイル防衛、テロ対策、海賊対策を含む共通の
関心分野における政治対話及び実務協力を促進。

【「抑止と防衛態勢に関する見直し（DDPR）」ポイント】
○核兵器が存在する限り、NATO は核の同盟。
○ NATO 加盟国は、米国、英国、フランスにより一

方的に提示された消極的安全保証の重要性を認識。
○適当な委員会に対し、NATO が欧州配備の非戦

略核への依存を低減することを決定する場合を含
め、核共有のアレンジメントに可能な限り幅広い
加盟国の参加を確保する概念の構築を指示する。

○ミサイル防衛は NATO の防衛態勢の一体不可分
の部分。NATO は、相互運用可能な NATO ミサ
イル防衛能力の構築の必要性へのコミットメント
の実現を継続。ミサイル防衛は核を補完。

○ NATO のミサイル防衛は、ロシアに向けられた
ものではない。NATO は、ロシアとのミサイル防
衛協力を追求。

○欧州における NATO とロシアの非戦略核戦力態
勢に関する提案を策定し相互理解を高める目標を
掲げつつ、NATO・ロシア理事会においてロシア
との間で、透明性と信頼醸成に関する考えを発展・
交換することを期待。

○ NATO はロシアの方が欧州大西洋地域に配備し
ている非戦略核兵器をより多く保有していること
を考慮しつつ、ロシアによる相互的な歩みという
文脈の中で、NATO に配備される非戦略核の要求
を更に減らすことを検討する準備がある。

○ NATO 加盟国は、NATO が前方基地に置かれた
非戦略核兵器を相当数削減することを認めるに
は、ロシア側のいかなる相互的な行動を期待する
かについて、北大西洋理事会が適切な委員会に、
より広い安全保障環境の文脈で、さらなる検討を
行うよう指示することに合意した。
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核兵器の開発を行うためには、核実験の実施が必
要であり、核実験を禁止することは核軍縮・不拡散
を推進する上で極めて重要である。米国、英国及び
ソ連の三か国による交渉を経て、1963年10月、部分
的核実験禁止条約が発効したが、この条約は地下核
実験を基本的に禁止の対象としていなかったため、
地下核実験を含むすべての核実験の禁止が、国際社
会の大きな課題の一つとされてきた。包括的核実験
禁 止 条 約（CTBT: Comprehensive Nuclear-Test-
Ban Treaty）は、いかなる場所においても核爆発
実験を行うことを禁止する条約であり、核軍縮・不
拡散上極めて重要な意義を有する。

CTBTの交渉は、1994年１月からジュネーブ軍縮
会議（CD）において開始され、２年半にわたる困
難な交渉の後、最終的にはインド等の反対により、

コンセンサス制をとる CDでは同条約を採択するこ
とはできなかった。これを受け、オーストラリアが
中心となって、CDで作成された条約案を国連総会
に提出し、1996年９月、国連総会は圧倒的多数をもっ
て同条約を採択した（賛成：153か国、反対：インド、
ブータン、リビア。棄権：キューバ、シリア、レバ
ノン、タンザニア、モーリシャス。）。

条約の発効には、原子炉を有するなど、潜在的な
核開発能力を有すると見られる特定の44か国（一般
的に「発効要件国」と言われる）の批准が必要とさ
れ、現在のところ、発効要件国８か国が未批准であ
るため、条約はいまだ発効していない。日本は発効
要件国であり、1996年９月に署名、1997年７月に批
准している。

第３章

包括的核実験禁止条約（CTBT）

第３章

第１節　概要
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１．CTBTの主な内容
CTBTは、すべての核実験（核兵器の実験的爆発

及び他の核爆発）の禁止を規定するほか、その遵守
を検証するためにオーストリアのウィーンに CTBT
機関を設置し、国際的な検証制度を設けることを定
めている。この国際的な検証制度は、核実験を探知
するために世界321か所に設置される監視観測所と
16か所の実験施設を含む国際監視制度（IMS : 
International Monitoring System）、協議及び説明、
現地査察（OSI : On-Site Inspection）、及び信頼醸
成措置から構成される。仮に、いずれかの締約国が
核実験を実施する等、条約の遵守に関して問題を引
き起こしている事態を是正することに応じない場合
には、当該締約国が条約に基づく権利及び特権を行
使することを制限・停止し、また締約国に対して国
際法に適合する集団的措置を勧告することができる
旨規定されている。

２．検証制度
CTBTは、条約の遵守について検証するため、①

国際監視制度（IMS）、②協議及び説明、③現地査
察（OSI）及び④信頼の醸成についての措置からな
る検証制度を定めている。
（１）「国際監視制度（IMS）」とは、世界321か所

に設置される4種類の監視観測所（地震学的監視観
測所（注１）、放射性核種監視観測所（注２）、水中
音波監視観測所（注３）及び微気圧振動監視観測所

（注４））により、CTBTにより禁止される核兵器の
実験的爆発又は他の核爆発が実施されたか否かを監
視する制度であるが、2006年10月の北朝鮮による核
実験の際にも、特に地震学的監視及び放射性核種監
視（特に希ガス監視）によりその有効性が確認され
た。監視の結果得られたデータは、ウィーンに設置
されている国際データセンター（IDC）に送付され、
処理される。

なお、IMSは現在約85％の整備が完了しており、
整備済の IMS観測所や実験網が暫定運用されてい

る。また、IDCへのデータ送信及び IDCから署名国
へのデータ配布も定常的に行われている。

（２）「協議及び説明」とは、核兵器の実験的爆発
又は他の核爆発の実施を疑わせる事態が発生した場
合、締約国が他の締約国間で、CTBT機関との間で
又は CTBT機関を通じて、問題を明らかにし、解
決するための制度である。この制度は、疑いをもた
れた締約国による説明を含む。
（３）「現地査察（OSI）」とは、条約の規定に違

反して核実験が行われたか否かを明らかにするこ
と、及び違反した可能性のある者を特定するために
役立つ情報を可能な限り収集することを目的とし
て、査察団が派遣されて実施される。「現地査察」
の実施は、51か国の執行理事会の理事国のうち、30
か国以上の賛成により承認される。
（４）「信頼醸成措置」とは、鉱山などで実施され

ている爆発（化学爆発）を核実験又は他の核爆発と
誤認しないために、締約国が、そのような爆発の実
施について CTBT機関の内部機関である技術事務
局に通報するなどの協力を行う措置をいう。

（注１）地震波を観測する。
（注２）大気中の放射性核種を観測する。
（注３）水中（海中）を伝搬する音波を観測する。
（注４）気圧の微妙な振動を観測する。

現地査察の野外演習で使用された放射性核種測定装置
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１．署名・批准の状況
2013年２月現在、署名国は183か国、そのうち批

准国は158か国である。2012年２月に発効要件国で
あるインドネシアが批准した。発効要件国44か国中
批准国は36か国であり、そのうち署名済みであるが
批准していないのは、中国、エジプト、イラン、イ
スラエル及び米国の５か国。署名も行っていないの
はインド、パキスタン、北朝鮮である。

２．未署名又は未批准の発効要件国の動向
（１）米国はオバマ大統領が2009年４月のプラハ

（チェコ）における「核兵器のない世界」に関する
演説の中で、「即時に、また積極的に CTBTの批准
を追求する」旨明言し、ブッシュ政権時代の CTBT
に対する消極的・否定的な立場を転換した。しかし
ながら、米国においては、CTBTを支持するクリン
トン政権下の1999年に、上院において CTBT批准
法案が一度否決されており、オバマ政権の第一期中
には CTBTの批准はなされなかった。2012年11月
のオバマ大統領の再選によって、第二期目における
CTBT批准の促進が期待されるところであるが、同
時に行われた上院選挙の結果、民主党の議席は55議
席（改選前より２議席増加）となったが、批准には
67票の賛成が必要であり、批准の見通しは引き続き
不透明である。
（２）中国は批准法案が全国人民代表大会で審議

されていると説明しているものの、承認が得られる
時期については定かではない。
（３）エジプト、イスラエル及びイランは CTBT

に署名しているが、中東情勢等を背景として、未だ
批准していない。
（４）インドは CTBTを支持していないが、2009

年12月の日印首脳会談においてシン首相が「もし仮
に米国及び中国がともに批准するのであれば、新た

な状況が生まれるだろう」旨述べた。
（５）パキスタンは CTBTを支持しているが、イ

ンドの署名・批准を自国の署名・批准の条件として
いる。
（６）未署名の北朝鮮は、2006年10月及び2009年

５月25日に続き、2013年２月12日に３回目の核実験
を実施した。これは、2005年９月の六者会合共同声
明や関連安保理決議に違反するのみならず、核実験
禁止を求める国際社会全体の意思及び CTBTに対
する重大な挑戦であり、CTBTの早期発効及び検証
体制の整備の必要性を一層認識させるものとなった。

３．CTBT発効促進努力の意義
以上に述べたとおり、CTBTは、今のところ発効

のめどが立っていないが、署名国は2013年１月現在
183か国に上っており、核実験禁止は国際社会の普
遍的な価値観として根付いてきているとも言えよ
う。また、５核兵器国のすべてが、また、1998年に
核爆発実験を行ったインド及びパキスタンの両国も
その後、核爆発実験モラトリアム（一時停止）を宣
言し、今日まで遵守されてきていることは、戦後
1996年まで核爆発実験がほぼ毎年、最盛期には年
178回も行われていたことを考えれば、CTBTが核
爆発実験を抑止する上で相当の効果をもたらしてい
るとも考えられる。さらに、北朝鮮の核実験実施に
対する国際社会の反応として国連安保理決議をはじ
めとした厳しい反応や、国連総会決議（核軍縮決議
及び CTBT決議）等に見られる CTBTの早期発効
に向けた取組を要請する声があること等を踏まえれ
ば、核爆発実験を行う政治的コストも高まっている
とも言える。日本が国際社会の先頭に立って CTBT
発効を促進しているのも、核爆発実験の禁止を法的
拘束力のあるものとし、また不可逆的なものとする
ためである。

第３章

日本は、NPT体制を基礎とする核軍縮・不拡散
体制を支える重要な柱として、CTBTの早期発効を

核軍縮・不拡散分野の最優先課題の一つとして重視
し、以下のような外交努力を継続してきた。

第２節　CTBTの早期発効に向けて

第３節　発効促進に向けた日本の取組
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１．発効促進会議等への貢献
（１）発効促進会議

CTBTは、署名開放後３年を経過しても発効しな
い場合、批准国の過半数の要請によって、発効促進
のための会議を開催することを定めている。この規
定に従い、1999年10月以降、隔年で計６回発効促進
会議が開催された。

1999年の第１回発効促進会議では、高村正彦外務
大臣が政府代表として出席し、同会議の議長を務め
た。その後、日本は、2001年の第２回発効促進会議
に向けて、「調整国」として非公式会合を開催する
など、各国の意見調整に努め、第２回発効促進会議
では、阿部信泰政府代表（元国連軍縮担当事務次長）
から、前回発効促進会議以降の条約発効に向けた状
況の進展を、「プログレス・レポート」として報告
した。

2011年９月にニューヨークで開催された第７回発
効促進会議では、約60か国が代表演説を行い、未署
名国・未批准国に対する早期署名・批准の呼びかけ
や核実験モラトリアム維持の重要性、CTBT検証体
制の本来機能に加えた民生・科学分野における有用
性等を盛り込んだ最終宣言が全会一致で採択され
た。日本からは玄葉光一郎外務大臣が政府代表とし
て参加し、核兵器国、非核兵器国の対立を越え、す
べての国による CTBT発効促進に向けた共同行動
が必要である旨呼びかける演説を行った。

（２）CTBTフレンズ外相会合
発効促進会議が開催されない年である2002年９

月、川口順子外務大臣のほか、オーストラリア及び
オランダの外相を中心とする CTBT批准国外相が、
ニューヨークの国連本部において CTBTフレンズ
外相会合を開催し、CTBTの可及的速やかな署名及
び批准並びに核実験モラトリアム継続を要請する外
相共同声明を発表した。この声明には、当初、英国、
フランス、ロシアの３核兵器国を含む18か国の外相
が署名し、その後、50か国以上の外相の賛同を得た。

CTBTフレンズ外相会合は、その後、発効促進会
議が開催されない年に隔年で開催されており、2012
年９月にニューヨークで開催された第６回 CTBT
フレンズ外相会合は玄葉外務大臣とオーストラリア
のカー外相が共同議長を務め、約80か国が参加した。

同会合では CTBT発効促進に向けた閣僚共同声明
を採択し、101か国（初めて５核兵器国を含む）の
賛同を得た。玄葉外務大臣は、CTBT発効に積極的
に取り組んでいく決意を表明しつつ、すぐに取るべ
き３つの具体的な共同行動（①核実験禁止の事実上
の国際的な規範化の動きを強化するため、全ての国
が核実験を自制すべきであること、② CTBT未署
名・未批准国に対して可能な限り早期に署名・批准
するよう説得するための、更なる域内のイニシア
ティブを促すこと、③核実験を探知する IMSの整備
を加速すること）を提案する演説を行った。

２．二国間会談等における働きかけ
日本は、従来二国間会談や国際的・地域的フォー

ラム等様々な機会を捉えて CTBTの早期発効の重
要性を呼び掛け、また、未署名・未批准国（特に発
効要件国）に対して署名・批准を働きかけてきてい
る。2011年から2012年にかけては、総理、外務大臣、
政府高官レベルにおいて中国、エジプト、インド、
イスラエル、パキスタン及び米国に対し、二国間の
会談や協議において働きかけを実施した。

３．国際監視制度（IMS）の整備への取組
日本は、CTBTの遵守状況を検証するための IMS

の立ち上げを支援するために、地震観測に関する日
本の高い技術水準を活用して、開発途上国に対する
技術援助を行っている。具体的には、1995年度以降
毎年、グローバル地震観測研修への研修生受入れ

（2012年度までに176名を受入れ）、地震観測機器の
供与（2004年度までに17件。）した他、2014年に予
定されている現地視察大規模統合野外演習（IFE14）
及びその事前演習にも機器の貸与を予定している。

第６回CTBTフレンズ外相会合（於：ニューヨーク国本部）
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2012年は、放射性核種観測所において放射性物質や
化学物質の大気中での移動・拡散の様子を気象デー
タを用いてシミュレーションするための計算プログ
ラムである大気輸送モデル（ATM）強化にも財政
貢献を行った。このような日本の努力は、IMSの整
備に貢献するとともに、CTBT批准に伴う国内実施
を容易にすることにより、未批准国による CTBT
の批准を促進することにつながる。CTBT機関準備
委員会や関係各国からも、このような日本の協力は
高く評価されている。

４．日本における監視観測施設の整備・運営
日本は、CTBT上、10か所の監視観測施設を国内

に設置することとされており、2002年11月、これら
の監視施設を建設・運用するための CTBT国内運
用体制を設立し、2008年末に全施設が CTBT機関
準 備 委 員 会 暫 定 技 術 事 務 局（PTS : Provisional 
Technical Secretariat）の認証を得て、暫定運用を
開始した。

○地震学的監視観測所主要観測所：松代
○地震学的監視観測所補助観測所：大分、国頭、八

丈島、上川朝日、父島
○微気圧振動監視観測所：夷隅
○放射性核種監視観測所：沖縄、高崎（希ガス検知

装置を追加的に設置）
○放射性核種のための実験施設：東海
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第３章



34

第２部 核軍縮・核不拡散・原子力平和利用

第４章

兵器用核分裂性物質生産禁止条約（FMCT）

兵器用核分裂性物質生産禁止条約（FMCT：
Fissile Material Cut Off Treaty）は、通称カットオ
フ条約又は FMCTと呼ばれる。国際的な軍縮交渉
の流れの中では、1996年に包括的核実験禁止条約

（CTBT）が採択された後、国際社会が次に取り組
むべき現実的かつ実質的な多数国間の核軍縮・不拡
散措置と位置付けられている。すなわち、現在の核
不拡散体制の基礎となっている核兵器不拡散条約

（NPT）は、核兵器国から非核兵器国への核兵器や
その他の核爆発装置の移譲を禁止するとともに、非
核兵器国による核兵器の開発・取得を禁止すること
で、新たな核兵器国の出現を封じようとしている。
FMCTは兵器用の核分裂性物質（兵器用高濃縮ウ
ラン及びプルトニウム等）の生産そのものを禁止す
ることで、新たな核兵器国の出現を防ぐとともに、核

FMCTは、1993年９月、クリントン米国大統領
が国連総会演説で提案したものであり、同年11月に
は、その交渉を適当な国際的フォーラムで行うこと
を勧告する国連総会決議がコンセンサスで採択され
た。その後、交渉の場をジュネーブ軍縮会議（CD）
とすることが合意された。

CDにおいては、条約交渉を行うための特別委員
会等の補助機関が設置されることが認められている
が、このような委員会が設置されたのは1995年、
1998年及び2009年のみである。

1995年の特別委員会は、特別調整官として指名さ
れたシャノン・カナダ軍縮代表部大使が CDに提出
した各国との協議の結果に関する報告書に基づき、

設置が決定された。しかし、特別委員会の議長が指
名されなかったため、交渉は行われなかった。

1998年に設置された特別委員会は、インド及びパ
キスタンによる核実験の実施といった新たな状況の
出現を受けて、同年8月に設置された。特別委員会
は同年８月から９月の間に２度にわたり会合を開催
したが、1998年会期終了間際であったこともあり、
各国間の意見交換が行われたのみで、実質的な条約
交渉を開始するまでには至らなかった。

その後も特別委員会設置に向けた議論が行われた
ものの、各国の CD事項の優先度が異なり、またブッ
シュ米国政権が、FMCTに関する政策見直しの結
果、検証制度のない FMCTを主張していたことか

兵器国による核兵器の生産を制限するものであり、核
軍縮・不拡散の双方の観点から大きな意義を有する。

FMCTが成立すれば、米国及びロシア等による
核兵器削減の方向性を支え、新たな核保有国の出現
を防ぎ、また、核軍備競争をなくすことにつながり
得る。これは、核軍縮・不拡散の歴史上大きな意味
をもつだけでなく、国際的な安全保障環境の安定に
も大きく貢献することになる。想定されている条約
上の義務としては、①核兵器その他の核爆発装置の
研究・製造・使用のための兵器用核分裂性物質の生
産禁止、②他国の兵器用核分裂性物質の生産に対す
る援助の禁止などが挙げられる。

なお、NPT上の核兵器国のうち米国、ロシア、英国、
フランスは兵器用核分裂性物質生産モラトリアムを
宣言しているが、中国はこの宣言を行っていない。

第１節　概要と意義

第２節　経緯
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ら、議題ごとに調整役を設置し、非公式の集中討議
を行う努力が続けられたが、FMCTの交渉開始に
は至らなかった。2009年に誕生したオバマ米国政権
が再び検証可能な条約を支持する政策に戻り、条約
交渉開始に向けた動きが高まったこともあり、2009
年５月には FMCT交渉を行う作業部会の設置を含
む作業計画案が採択された。この採択直後から、作
業計画の実施に必要な決定案（作業日程や作業部会
議長等）の協議が行われたが、パキスタンの反対に
より合意に至らず、2009年中の条約交渉開始を含む
作業計画を実施することはできなかった。

2010年、2011年も CDは作業計画を採択できずに
終了し、2011年10月の国連総会第一委員会において、

カナダが提出した FMCT決議案で、CDが2012年会
期で作業計画を採択・実施できない場合は2012年９
月からの第67回国連総会で交渉の選択肢を検討する
ことが決まった。CDは2012年会期においても、作
業計画を採択できずに終了し、2012年10月の国連総
会第一委員会において、カナダが提出した FMCT
に関する政府専門家会合（GGE）の設置を決める
決議案が採択された（同年12月に国連総会本会議で
採択）。同決議は、国連事務総長に対し加盟国の意
向をまとめた報告書を2013年の第68回国連総会に提
出し、2014年及び2015年に GGEを開催することを
要請している。

第３節　交渉促進に向けた日本の取組
日本は、FMCTの核軍縮・不拡散における重要

性に鑑み、交渉の即時開始を重視し、そのための努
力を行ってきた。近年ではほぼ毎年、CDに政治レ
ベルが出席し（2012年３月は山根隆治外務副大臣が
出席）、CDの前進と FMCTの早期交渉開始を訴え
てきた。

また、2008年に行われた FMCTに関する CD非公
式協議では、樽井澄夫軍縮会議日本政府代表部大使

が調整役（コーディネーター）として交渉に向けた
議論を主導したほか、2003年及び2006年には、同条
約に関する日本の考え方を整理した作業文書を CD
に提出した。さらに、2011年２月、３月及び５月に
日本・オーストラリア両政府は CDの機会に FMCT
に関する専門家会合を開催し、「核分裂性物質」や「生
産」の定義や検証制度について、深い技術的な議論
を行った（コラム参照）。
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コラム：ＦＭＣＴに関する専門家会合

　2011 年、FMCT の交渉開始へのモメンタムを高めるため、日本とオーストラリアの両政府は、同条
約の技術的な側面に焦点を当てた専門家会合を CD の機会に開催した。本件専門家会合は、２月、３月及
び５月と３回開催され、CD 加盟国及びオブザーバー国を対象に開催され、約 40 〜 45 か国が出席した。

　第１回会合（２月 14 日〜 16 日）及び第２回会合（３月 21 日〜 23 日）は、ウールコット・オース
トラリア軍縮代表部大使議長の下で、それぞれ、FMCT の下で禁止の対象となる「核分裂性物質」及びそ
の「生産」の定義の案と、FMCT の下で採用される「検証」のあり方について議論がなされた。
　第３回会合（５月 30 日〜６月１日）は、日本の須田明夫軍縮会議日本政府代表部大使が議長を務めた。
第２回会合での国際原子力機関（IAEA）や化学兵器禁止機関（OPCW）の専門家との意見交換を踏まえ、
検証の目的や範囲、検証と定義の関係、既存の検証手段（IAEA 保障措置等）の有効性を中心に活発な議
論が行われた。

　CD の本会議では、多くの国が日本とオーストラリアの取組を評価する発言がなされた。特に、「検証」
について、これまで CD でなされてこなかったレベルでの深い技術的な議論を行うことができた。計量管
理や封じ込め・監視（C/S）といった既存の IAEA 保障措置手段を FMCT においてどのように適用しう
るのか、また新たにどのような手段が必要となるか等につき実質的な議論をさらに深めることができた。
　上記会合での議論は報告書として CD に提出され（CD/1906、CD/1909、CD/1917）、今後の
FMCT に関する議論に資することが期待される。

日本・オーストラリア共催　FMCTに関する専門家会合（於ジュネーブ（スイス））
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第５章

さらなる核軍縮のための課題

１．定義
消 極 的 安 全 保 証（NSA：negative security 

assurance）とは、一般的に、核兵器国が非核兵器
国に対し核兵器を使用しないと保証することをいう。
一方、NSAの他に積極的安全保証（PSA: positive 
security assurance）という概念がある。PSAは一
般的に、非核兵器国が核兵器による攻撃または威嚇
を受けた場合には支援を与えることを約束すること
をいう。

２．経緯
核兵器不拡散条約（NPT）交渉過程で、非同盟

（NAM）諸国を中心とする非核兵器国側が、NSA
及び PSAを NPT条文に挿入するよう要求したが、
核兵器国側はこれらを NPT条文に盛り込むことに
は応えず、1968年の国連安保理決議第255号で PSA
を表明した。その後、核兵器の使用及び威嚇に対し
非核兵器国の安全が保証されるべきであるとの主張
の高まりを受け、1978年の第１回国連軍縮特別総会
において、５核兵器国がそれぞれ NSAに関する一
方的な宣言を行った。1995年 NPT運用検討・延長
会議に先立つ1995年４月には、核兵器国は、従来行っ
てきた一方的宣言（NSA）をほぼそのままの形で
改めて宣言すると共ともに、それら宣言への留意を
含む非核兵器国の安全の保証（PSA及び NSA）に
関する国連安保理決議第984号を採択した。これは
同運用検討・延長会議に向けて、NAM諸国が、
NPT延長の条件として核兵器国が非核兵器国の安
全を保証するための法的拘束力のある措置を要求し
たことが背景にある。

５核兵器国が行った上記宣言で、米国・英国・フ

ランス・ロシアは、NPTを締結している非核兵器
国が自国又は同盟国に対してその他の核兵器国との
協力又は同盟関係の下で侵略・攻撃する場合を除い
て、非核兵器国に対して核兵器を使用しないことを
再確認する旨の宣言を行った。他方、中国は、いか
なる時も非核兵器国又は非核兵器地帯に対して、核
兵器を使用し又は使用するとの威嚇を行わないこと
を約束する旨の宣言を行った。

同年に開催された NPT運用検討・延長会議では、
「消極的及び積極的安全保証に関する全会一致で採
択された国連安保理決議984号及び核兵器国の宣言
に留意し、核兵器の使用又は使用の威嚇に対して非
核兵器国への安全を保証するため更なる措置を検討
するべき。これらの措置は国際的に法的拘束力のあ
る文書の形をとることが可能」との文言を含む「原
則と目標」（第８項）が採択された。

その後、米国は2010年「核態勢見直し（NPR）」
において、 NPT 締約国であり NPT 上の義務を遵守
している非核兵器国に対して、核兵器を使用せず、
また、その使用の威嚇をしないとする強化された
NSAを宣言している。但し、バイオ技術の急速な
進展を踏まえ、生物兵器の今後の進展によっては、
かかる NSAを調整する権利を留保している。英国
も同年発表の「戦略防衛・安全保障見直し（SDSR）」
において、米国とほぼ同様の NSAを宣言している。

３．NSAをめぐる議論
1994年までジュネーブ軍縮会議（CD）において

毎年 NSAに関する特別委員会が設けられてきたが、
特段の成果には至っていない。1995年以降は特別委
員会の設置はなく、通常の CD会期内において議題

第１節　消極的安全保証（NSA）

第５章
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の１つとして取り上げられている。
NSAをめぐる議論には、法的拘束力を有する

NSAとすべきか否かという論点、法的拘束力を有
する NSAとする場合、多国間条約等を通じたグロー
バルな NSAによって直ちに全ての非核兵器国に
NSAを供与するか、あるいは非核兵器地帯条約を
通じた地域的な NSAの積み重ねによって法的拘束
力のある NSAが供与される国を増やしていくのか
といったアプローチの論点、NSAは無条件とすべ
きか条件付きとすべきかという論点、NPT上の義
務に違反している国に対して NSAを供与すべきか
否かという論点、NPTに加入していない核兵器保
有国が NSAを供与する側になると事実上の核兵器
国として認めてしまうことにならないかという論
点、どのフォーラムで NSAは議論されるべきかと
いう論点（NPTに加入していない核兵器保有国も
参加する CDが良いのか、核兵器保有を禁止された
非核兵器国への代償として NPTで議論すべきか）
等、幅広い論点がある。

４．日本の立場
1970年に NPT署名の際に行った演説において、

日本は、核兵器国は非核兵器国に対して核兵器の使
用又は使用の威嚇を行ってはならないことを強調し
た。日本として、この立場は現在も変わっておらず、
NSAの概念を基本的に支持しており、また、「核兵
器のない世界」を実現するための第一歩となる具体

的な手段として注目している。その際、当然のこと
ながら、長期的課題である「核兵器のない世界」の
実現を目指すに当たり、日本の安全保障及び国際的
な安全保障を損なうことはあってはならないと考え
ている。

NSAは核兵器を保有しない非核兵器国としての
正当な関心事項であり、日本は、核兵器国は NPT
上の義務を遵守している非核兵器国に対して核兵器
を使用しないとの強化された NSAを供与するよう
求めている。この観点で、日本は、米国及び英国に
よるかかる強化された NSAの供与を評価している。

さらに、核兵器国を含む全ての関係国の同意等適
切な条件の下で創設された非核兵器地帯は、法的拘
束力を有する形で NSAを実現する実質的な措置と
考えている。

なお、日本としては、2010年 NPT再検討会議最
終文書の行動５にあるとおり、核兵器を保有するす
べての国は、国際社会の安定と平和を促進し、各国
の安全保障を損なわない形で、それぞれの安全保障
戦略における核兵器の役割を低減させることが重要
であると考える。その観点で、NSAは核兵器の役
割低減に貢献するものと位置づけられる。

このような NSAに対する日本の立場は、2012年
５月の2015年 NPT運用検討会議第１回準備委員会、
同年６月の CDなど、様々な機会において表明して
きている。

第２節　透明性の向上

１．意義
透明性の向上は、敵対国の誤解や誤算によって生

じ得る危機を未然に防ぐための信頼醸成措置
（CBM）の一環として発展してきた。特に、大規模
な軍事力が秘密のベールに包まれた状態で集中的に
配備されていた冷戦期の欧州大陸では、透明性の欠
如が互いの軍事行動に関する誤解や誤算を招き、軍
事衝突が発生する危険性があった。これを回避する
ため、欧州では1950年代から、情報交換、相互通知、
検証などを通じて互いの軍事行動に予測可能性を持
たせる提案がなされ、1975年の欧州安全保障協力会
議（CSCE）ヘルシンキ最終文書に結実した。互い

の秘密を減らし、より開かれた状態をつくるという
透明性の向上は CBMの基本的な性質の一つである。

核兵器の軍備管理・軍縮においても、透明性の向
上は、互いの誤解を防ぎ偶発的な核戦争を防止する
という伝統的な CBMの一つとしての意義がある。
また、冷戦時代に米ソ間で起きたような透明性の欠
如によって生じる核軍備競争を避けるため、さらに
は、今後の核軍縮の進展を促すためにも、透明性の
向上が必要と考えられている。

近年では，核軍備管理・軍縮上の義務を実施する
にあたっての３原則（透明性の原則の他、削減され
た核兵器が再び増加しないような措置を施すという
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不可逆性の原則、条約の締約国が条約義務を履行し
ているかを確認できる検証可能性の原則）の一つと
して位置づけられている。透明性なくしては、不可
逆的に核兵器が削減されていることを検証すること
は困難であるので、これら３つの原則の中でも、透
明性の原則は、他の２つの原則の基礎である、すな
わち最も重要な原則であるとの見方もある。

なお、核兵器の透明性としては、①過去に関する
透明性として、過去の核実験、核関連事故、核分裂
性物質生産量、核兵器の生産量、②現在に関する透
明性として、核軍縮努力、ドクトリン、相互査察・
データ交換、既存・閉鎖核関連施設、核分裂性物質
保有量、核兵器保有数、核兵器能力等、様々な側面
がある。

２．これまでの NPT運用検討会議での合意
NPT運用検討プロセスにおいても、近年、透明

性の重要性が認識されてきている。
2000年の NPT運用検討会議の最終文書で合意さ

れた核軍縮に関する13の措置において、各国の核兵
器能力に関する透明性の向上が、すべての核兵器国
がとるべき措置の一つとして初めて合意された。

2010年５月、ニューヨークの国連本部で開催され
た NPT運用検討会議で合意された「行動計画」に
おいては、透明性は、不可逆性及び検証可能性と並
んで、核軍縮・不拡散上の義務を実施するにあたっ
ての３つの原則の一つとして初めて合意された（行
動２）。また、核兵器国は、核兵器国としてとるべ
き具体的な核軍縮措置の進捗状況について、2014年
の準備委員会において報告することが求められた

（行動５）。すべての NPT締約国は、行動計画及び
NPT第６条の実施について定期報告をすべきこと
が合意された（行動20）。さらに、CBMの一つとし
て、核兵器国は、可能な限り早急に行動計画の進捗
状況に関する標準的な報告様式（フォーム）に合意
し、国家安全保障を損なわないよう自発的に標準的
な情報を提供するための適切な報告間隔を決定する
よう奨励された（行動21）。

３．核兵器国の透明性
米国とロシアは、以前から二国間の戦略核制限・

削減条約（START）の枠組みで、条約上の計算ルー

ルに基づいた戦略運搬手段及び核弾頭の配備数を公
表していた。

核兵器国による核兵器の数の公表については、近
年、次のとおり大きな動きが見られた。2008年3月、
核兵器国として初めて、フランスのサルコジ大統領
が同国の「核弾頭」の数を300個以下である旨公表
した。続いて、2010年５月の NPT運用検討会議中に、
米国が「備蓄された核兵器の数」を5,113個と公表、
また、英国が「核弾頭の全体の備蓄」の上限を225
個以下と公表した。英国は、その後、2010年10月の

「戦略防衛・安全保障見直し（SDSR）」において、
2020年代半ばまでに、核弾頭の全体の備蓄の上限を
225個から180個まで削減可能と発表した。

４．日本の取組
日本は、通常兵器の透明性向上のために軍備登録

制度を提唱したように（第４部第７章第１節参照）、
上記１．の意義を踏まえ、従来から軍備の透明性向
上を重要な CBMの一つとして重視してきた。核兵
器に関する透明性の向上についても、従来からその
重要性を指摘してきたところであるが、近年は、よ
り行動指向的な核軍縮を目指すべきとの考えに基づ
いて、具体的かつ実際的な透明性の向上を訴えてき
ている。

例えば、2008年にジュネーブで開催された2010年
NPT運用検討会議第２回準備委員会には、透明性
を向上すべき具体的な項目を列挙した作業文書を提
出した。2009年４月には、中曽根弘文外務大臣が、「す
べての核兵器保有国が、自らの保有する核兵器数、
余剰な核分裂性物質や運搬手段等、核軍備について
の情報を、定期的かつ十分に開示することを強く求
めたい」と述べ、「情報開示の文化」を提唱した。

2010年の NPT運用検討会議における交渉過程で、
日本は、2008年に提案した具体的な項目を行動計画
に盛り込むべく努力したが、一部の核兵器国の強い
反対により、合意には至らなかった。しかし、上述
の核兵器国による核軍縮の進捗状況に関する2014年
の準備委員会での報告（行動５）や標準的な報告
フォームの作成（行動21）は、日本の提案に基づく
ものである。

その後、日本は、報告フォームの一案を作成し、
オーストラリアと共に2010年９月に結成した10カ国

第５章
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による軍縮・不拡散イニシアティブ（NPDI）の提
案として、５核兵器国に提示した。このように、日

本は、核兵器に関するグローバルな透明性向上措置
の構築に積極的に取り組んでいる。

第３節　核兵器禁止条約（NWC）

１．「核兵器禁止条約」の概念
核兵器禁止条約構想は、民間団体「核兵器に反対

する法律家協会（IALANA）」、「核戦争防止国際医
師の会（IPPNW）」、「拡散に反対する科学者国際ネッ
トワーク（INESAP）」により発表され、1997年に
コスタリカがモデル核兵器禁止条約として国連に提
出した。2007年にはコスタリカ及びマレーシアが、
NPT運用検討会議第１回準備委員会に対し作業文
書として同条約案の改訂版を提出し、また、国連に
も提出した。同条約案は、核兵器の完全な禁止及び
検証を伴う廃絶を規定したものであり、締約国の一
般的義務として、①核兵器の開発、実験、生産、貯
蔵、移譲、使用及び使用の威嚇の禁止、②核兵器国
の核軍備（核兵器、核施設）廃棄、③兵器利用可能
な核分裂性物質の生産禁止、④運搬手段の廃棄、を
規定している。

核兵器を全面的に禁止する条約とは別に、その前
段階として、核兵器の使用及び威嚇を禁止する条約
を交渉すべきとの考え方もある。現時点では、直ち
に交渉の対象となりうる条約案はないが、1996年第
51回国連総会以降、インドが国連総会に対し、核兵
器の使用又は使用の威嚇を禁止する国際協定締結の
ための交渉を開始することを要請する決議を提出し
ている。
「核兵器禁止条約」及び「核兵器使用禁止条約」

の何れも NAM諸国、途上国、NGO等からの強い支
持がある。

核兵器禁止条約については、2008年に潘基文国連
事務総長が、核軍縮会合における講演の中で発表し
た５項目の提案の１つとして、「強力な検証システ
ムに裏付けられた核兵器禁止条約の交渉が検討でき
る」と述べている。

さらに、2010年 NPT運用検討会議最終文書行動
計画においては、「核兵器禁止条約の交渉に関する
検討を含む事務総長の５項目提案に留意する」と核
兵器禁止条約に言及している。

２．「核兵器の威嚇または使用の合法性」に関
する国際司法裁判所（ICJ）勧告的意見

1993年、IALANA、 IPPNW等が形成した「世界
法廷プロジェクト」運動の結果、世界保健機関

（WHO）総会において、健康及び環境の見地から、
核兵器の使用の合法性につき ICJ勧告的意見を要請
する決議が採択された。

同年、国連総会第一委員会においても ICJ勧告的
意見を要請する決議案が提出されたが、米国・フラ
ンス等の反対により撤回された。翌1994年、インド
ネシアが再度決議案を提出し、核兵器の使用の合法
性につき ICJ勧告的意見を要請する決議が採択され
た（日本は、多くの西側諸国が反対する中、唯一の
被爆国として、核兵器は二度と使われてはならない
ものの、本件が各国間の対立を助長することになり
がちであるとして棄権した（賛成78-反対43-棄権
38）。）。

ICJは WHOの請求は却下したが、1996年7月、国
連総会からの要請に対し、「核兵器の威嚇又は使用
は、武力紛争に適用される国際法の要件及び特に人
道法の原則及び規則に一般的に違反することとな
る。しかしながら、国際法の現状及び入手可能な事
実関係に鑑み、裁判所は、国の生存そのものが問題
となるような極限状況における核兵器の威嚇又は使
用が合法か違法かを確定的に結論することはできな
い（賛成７-反対７、裁判長の決定票）」としつつ、「厳
格かつ効果的な国際管理の下におけるあらゆる側面
での核軍縮を目指す交渉を誠実に行い、かつ結論に
達する義務が存在する（全会一致）」との勧告的意
見を出した。

３．国連総会決議と日本の立場
上述の ICJの勧告的意見を受けて、1996年の第51

回総会以来毎年、マレーシアが国連に対し、ICJ判
事全会一致の意見である核軍縮交渉を妥結する義務
についてフォローアップを要請する「核兵器の威嚇
又は使用の合法性に関する ICJ勧告的意見フォロー

第５章
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アップ」決議案を提出している。同決議は、核軍縮
交渉の妥結義務を核兵器禁止条約の早期締結につな
がる多国間交渉の開始によってフォローアップする
よう求めている。

日本は、厳格かつ効果的な国際管理の下における
あらゆる側面での核軍縮を目指す交渉を誠実に行
い、かつ結論に達する義務が存在するとした ICJ判
事の全員一致の意見を支持している。その一方で、
核不拡散・核軍縮の着実な進展を達成するために
は、具体的な手段をとるべきであるとの考えである。
核兵器国を含む多くの国が核兵器禁止条約に賛成し
ていない現状では、核兵器禁止条約の交渉を直ちに
開始する状況になく、核廃絶に向けて現実的かつ実
効的な措置を着実に積み重ねていくことが重要であ
る。よって、包括的核実験禁止条約（CTBT）の早

期発効、兵器用核分裂性物質生産禁止条約（FMCT）
の交渉開始・早期妥結等が優先されるべきと考え、
核兵器禁止条約締結のための交渉を開始することに
よって、核軍縮交渉の妥結義務を即時に履行すべき
とする同決議案については、投票理由説明を付して
棄権してきている。

また、インドが毎年国連総会に提出している「核
兵器使用禁止条約」に関する決議案についても、同
様の理由により、日本は棄権している。

なお、現時点での核兵器禁止条約のための交渉開
始については上述立場であるも、核軍縮の最終段階
において、核兵器禁止条約のような多国間核軍縮の
枠組の在り方につき議論に参加する用意がある旨、
2011年１月と2012年５月に CDにおいて軍縮代表部
大使がステートメントの中で述べている。

第４節　非核兵器地帯

１．概要
「非核兵器地帯」とは、一般的には、国際約束に

より、①特定の地域において、域内国が核兵器の生
産、取得、保有、配備及び管理を行うことを禁止す
るとともに、②核兵器国（米国、ロシア、英国、フ
ランス及び中国）によるこれら諸国への核攻撃をし
ないことの誓約（消極的安全保証の供与）を含む議
定書を締結することによって作り出される「核兵器
のない地帯」を意味する。

非核兵器地帯は、当初、世界的な核不拡散体制の
設立に向けた国際社会の努力の補完的措置として検
討された概念で、冷戦時に、東西両陣営間の対立が
核戦争に発展することを恐れた非核兵器国側の地域
的アプローチとして捉えられてきた。

冷戦終結後も非核兵器地帯設置の動きは継続し、
1999年の国連軍縮委員会において非核兵器地帯の設
置に関するガイドラインを含む報告書が採択され、
さらに2009年のペリンダバ条約の発効により南半球
のほぼすべての陸地部分が非核兵器地帯に含まれる
こととなった。また、2010年 NPT運用検討会議に
おいて米国がラロトンガ条約及びペリンダバ条約の
議定書批准に向けた手続開始等を表明する演説を
行ったこと等、国際的な核不拡散体制における役割
が注目されてきている。

なお、2010年４月には「第２回非核兵器地帯条約
締約国・署名国会合」がニューヨークで開催され、
日本もオブザーバーとして参加した。

２．日本の立場
非核兵器地帯に関する日本の基本的立場は、一般

的に適切な条件が揃っている地域において、その地
域内の国々の提唱により非核兵器地帯が設置される
ことは、核拡散防止等の目的に資するというもので
ある。

非核兵器地帯構想が「現実的」なものとなるため
の条件としては、①核兵器国を含むすべての関係国
の同意があること、②当該地域のみならず、世界全
体の平和と安全に資すること、③適切な査察・検証
を伴っていること、④公海における航行の自由を含
む国際法の諸原則に合致していることなどが挙げら
れる。

また、2010年の第65回国連総会に日本が提出し、
圧倒的多数の加盟国の賛成を得た核軍縮決議におい
ても、国連軍縮委員会（UNDC）が採択したガイド
ラインに基づくさらなる非核兵器地帯の創設を促す
旨が盛り込まれた。

第５章
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３．中東非核兵器地帯・中東非大量破壊兵器
地帯

1974年の国連総会においてエジプトが提案した中
東非核兵器地帯構想を歓迎する決議が採択されて以
来、毎年、この構想を実施するために必要な措置を
とるよう求める決議がコンセンサス採択されてきて
いる（ただし、2009年の第64回国連総会では一部分
割投票）。しかし、事実上の核兵器保有国と国際的
にみなされているイスラエルの NPT未締結やイラ
ンの核問題などを背景として、今のところ本構想が
実現される見通しは立っていない。

1995年の NPT運用検討会議において、米国、ロ
シア、英国の共同提案による中東地域における核兵
器を含む非大量破壊兵器地帯の創設を目指す中東決
議が採択されたが、アラブ諸国とイスラエルの立場
の違いもあり、現段階で目立った進展はなく、この
問題は NPT運用検討プロセスにおける議論の焦点
の一つとなっている。

2010年の NPT運用検討会議では、同会議で採択
された最終文書の行動計画において、国連事務総長
及び中東決議共同提案国（米国、ロシア、英国）の
召集による、すべての中東諸国が参加する中東非大
量破壊兵器地帯設置に関する国際会議の2012年開催
が支持された。これを受けて招集者（国連事務総長
及び中東決議共同提案国（米国、ロシア、英国））
の間で調整が行われ、2011年10月、開催地をフィン
ランドとし、調整役（ファシリテーター）をフィン
ランド外務省のラーヤヴァ次官に決定した旨の招集
者による共同声明が発出された。その後、2012年の
会議開催に向けてファシリテーターを中心に調整が
進められてきたが、いわゆる「アラブの春」等の影
響により中東情勢が不安定化し、すべての中東諸国

が参加する会議の開催が困難になったとの判断か
ら、2012年11月、国連事務総長、米国、ロシア、英
国、フィンランドより開催延期が発表された。これ
を受け、日本政府は、同会議が全ての中東諸国の参
加を得て早期に開催されるよう、引き続きファシリ
テーターの努力を支持し、各国と協力していく旨、
外務報道官談話を発出した。また、NPDIとしても
同様のステートメントを発出した。

４．北東アジア非核兵器地帯
日本が位置する北東アジア地域をめぐっては、そ

の厳しい安全保障環境を緩和するアプローチとし
て、内外の研究者や専門家等によって、北東アジア
非核兵器地帯構想の設立が提唱されてきた。提唱者
によってその対象とする国や範囲に若干の幅はある
が、日本を含む幾つかの国や一定の範囲を対象とし、
その域内において核兵器の使用や使用の威嚇を行わ
ないことを約束するものである。特に近年、日本、
韓国及び北朝鮮が非核兵器地帯となり、これに米国、
中国、ロシアが消極的安全保証を供与する「３＋３」
構想が一定の注目を集めている。

非核兵器地帯については、一般論として、適切な
条件が満たされるのであれば、核拡散の防止等に資
するのは前述のとおりである。しかし、北東アジア
地域においては、①依然として安全保障上の不安定
要因や緊張関係が存在していること、②現実に核戦
力を含む大規模な軍事力が存在すること等により、
非核兵器地帯構想の実現のための現実的な環境は未
だ整っているとは言えない。北朝鮮による核開発は、
核軍縮の機運に逆行するとともに、国際的な核不拡
散体制に対する重大な挑戦であり、まずは北朝鮮の
核放棄の実現に向け、努力する必要がある。

第５章

第５節　核兵器の人道的側面

１．経緯
（１）核兵器の人道的側面は、長年国際社会にお

ける重要な課題として議論されてきたところである
が、近年では2010年 NPT運用検討会議で重要な動
きが見られた。同会議で採択された行動計画におい
て、NPT締約国は、核兵器のあらゆる使用がもた
らす悲惨な人道上の結末に深い懸念を表明し、すべ

ての国が国際人道法を含む適用可能な国際法を遵守
する必要性を再確認した。
（２）こうした動きを踏まえ、2012年５月にウィー

ンで開催された NPT運用検討会議第１回準備委員
会において、スイスを含む16か国が共同で「核軍縮
の人道的側面」と題する共同声明を実施した。同年
10月にニューヨークで開催された第67回国連総会第



第
２
部

43日本の軍縮・不拡散外交（第六版）

一委員会においては、上記16か国を含む34か国（注）
が NPT運用検討会議第１回準備委員会時と同内容
の共同声明を実施した。

同共同声明では、核兵器のあらゆる使用がもたら
す悲惨な人道上の結末を深く懸念し、いかなる状況
においても、核兵器が決して再び使用されないこと
が極めて重要であり、全ての国は，核兵器を違法化
し、核兵器のない世界を達成するための努力を強化
しなければならない、としている（以下の参考を参
照）。

２．日本の取組
唯一の戦争被爆国である日本は、従来から、核兵

器の使用がもたらす非人道的な惨禍に鑑みれば、核
兵器は二度と使用されるべきでないとの考えから、
核兵器使用による被害の実相を世界に伝える様々な
取組を進めてきている。例えば、非核特使の派遣や

被爆証言の国際化、海外原爆展の開催等を行い、ま
た、軍縮に携わる各国の外交官や国防省関係者等が
参加する国連軍縮フェローシップ・プログラムにお
いては、参加者の訪日に際して核兵器使用の惨禍の
実相に触れるため広島・長崎訪問の機会を設ける
等、これまで様々な努力を積み重ねてきている（第
８部第４章、第５章参照。）。

上記１．の共同声明については、同共同声明の文
言の中に、日本の安全保障政策の考え方と必ずしも
合致しない表現が盛り込まれていることから、日本
は参加を見合わせることとした。しかし、今後も上
述の考えに基づいて、これまで以上に核兵器使用に
よる被害の実相を世界に伝える努力をしていく考え
である。

この関連で、2013年３月にオスロ（ノルウェー）
で開催された核兵器使用による科学的・客観的な影
響に焦点を当てた核兵器の人道的影響に関する国際
会議に、日本は、政府関係者のみならず、放射線医
学の専門家や被爆者を派遣し、本件に関する議論に
積極的に貢献したところである。

第５章

（注）共同声明実施 34 か国（下線は上記 16 か国
に加え､第 67 回国連総会第一委員会で新たに加わっ
た国。アイスランド、アイルランド、アルジェリア、
アルゼンチン、インドネシア、ウルグアイ、エクア
ドル、エジプト、オーストリア、カザフスタン、コ
スタリカ、コロンビア、サモア、ザンビア、シエラ
レオネ、スイス、スワジランド、タイ、チリ、デンマー
ク、ナイジェリア、ニュージーランド、ノルウェー、
バチカン（オブザーバー）、バングラディシュ、フィ
リピン、ブラジル、ベラルーシ、ペルー、マーシャ
ル諸島、マルタ、マレーシア、南アフリカ、メキシコ、
リヒテンシュタイン）

【参考　核兵器の人道的側面に関する共同声明の主
な内容】
○核兵器のあらゆる使用がもたらす悲惨な人道上の

結末を深く懸念。
○意図的にせよ偶発的にせよ、核兵器の使用によっ

てもたらされる甚大な人道的結末は不可避。
○核兵器の維持、近代化、拡大に、毎年多額の財政

資金を使うことは、国連憲章の目的及び原則に
則った我々の集団的責任と相容れないものである
と考えられる。

○いかなる状況においても、核兵器が決して再び使
用されないことが極めて重要。

○全ての国は、核兵器を違法化し、核兵器のない世
界を達成するための努力を強化しなければならな
い。
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第６章

地域の不拡散問題と日本の取組

第１節　北朝鮮

１．北朝鮮をめぐる最近の情勢
北朝鮮の核・ミサイル問題は、国際社会の平和と

安全に対する重大な脅威であり、特に核問題は国際
的な核不拡散体制に対する重大な挑戦である。2002
年10月に北朝鮮がウラン濃縮計画を有していること
を認めたことを契機として核問題は深刻化し、2006
年７月にテポドン２を含む７発の弾道ミサイルの発
射、10月には核実験実施発表に至った。2007年から
2008年にかけて寧辺の３つの核施設（５MW実験炉、
再処理工場及び核燃料棒製造施設）の無能力化作業
への着手及び核計画についての申告がなされたが、
北朝鮮は、2009年４月にミサイルを発射、５月に核
実験実施を発表した。６月には新たに抽出されるプ
ルトニウム全量の兵器化及びウラン濃縮作業着手を
発表し、７月には複数発の弾道ミサイルを発射、９
月には試験的ウラン濃縮が最終段階に達した旨宣明
する書簡を国連安保理議長宛てに送付し、11月には
使用済核燃料棒の再処理を成功裏に終了した旨を発
表した。2010年11月には、米国のプリチャード元朝
鮮半島和平担当特使、ヘッカー・スタンフォード大
学教授（元ロスアラモス研究所長）が寧辺を訪問し
た際、実験用軽水炉建設現場とウラン濃縮施設を視
察させた旨が報告されている。その際、北朝鮮側は、
軽水炉の建設は国家の電力需要に応えるためであ
り、2012年に稼働させることが目標である、また、
ウラン濃縮施設は右軽水炉用核燃料の製造のためで
あり、2000台の遠心分離機が既に稼働しており、濃
縮度は平均3.5％である旨説明したとされている。
2012年２月29日には、米朝間の対話の結果として、
北朝鮮は長距離ミサイル発射、核実験、ウラン濃縮
活動を含む寧辺での核関連活動のモラトリアム及び

IAEA要員の復帰等を実施し、米側は栄養支援等を
実施するとの内容が発表された。しかし、北朝鮮は、
同年４月及び12月、国際社会が強く自制を求めたに
もかかわらず、ミサイルの発射を強行し、2013年２
月12日には３度目の核実験実施を発表した。

このように強硬姿勢を強めている北朝鮮に対し、
国連安保理は、北朝鮮による核実験やミサイル発射
を非難し、制裁措置を課す内容の決議第1718号（2006
年10月）、同第1874号（2009年６月）及び同第2087
号（2013年１月）をそれぞれ採択し、北朝鮮に対し、
すべての核兵器及び既存の核計画を、完全で検証可
能かつ不可逆的な方法で放棄すること等を義務付け
た。しかし、北朝鮮はこうした安保理決議上の義務
を果たしてきていない。

２．六者会合を通じた北朝鮮の核放棄に向け
た取組

2003年８月に開始された六者会合（日本、米国、
中国、韓国、ロシア及び北朝鮮が参加）は、2005年
９月の第４回会合において共同声明を採択し、北朝
鮮がすべての核兵器及び既存の核計画の放棄、並び
に、核兵器不拡散条約（NPT）及び国際原子力機
関（IAEA）保障措置に早期に復帰することが約束
された。この共同声明は、六者会合のプロセスにお
いて初めての合意文書であり、かつ、その中で、北
朝鮮が「すべての核兵器及び既存の核計画」の検証
可能な放棄を約束している意味は大きく、北朝鮮の
核問題の平和的解決に向けた重要な基礎となるもの
である。

この共同声明に基づき、2007年２月８日から13日
にかけて開催された第５回六者会合第３次会合で
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「共同声明実施のための初期段階の措置」が採択さ
れ、北朝鮮による寧辺の核施設の活動停止及び封印、
必要な監視・検証のための IAEA要員の復帰、さら
に、「初期段階」の次の段階における措置として、
すべての核計画の完全な申告の提出及びすべての既
存の核施設の無能力化等の実施等に合意し、同年７
月には、IAEAにより寧辺の５つの核施設の活動停
止が確認され、封印及び監視に必要な措置がとられ
るに至った。

2007年10月３日には、第６回六者会合第２次会合
において「共同声明実施のための第２段階の措置」
が採択され、非核化については以下の諸点が合意さ
れた。

この合意に基づき、2007年11月、寧辺の５MWe
黒鉛炉、再処理工場、燃料棒製造施設の無能力化作
業が開始され、同月28日には、日本を含む六者会合
メンバー一行が寧辺を訪問し、作業の進捗状況を確
認した。また、申告については、期限から大幅に遅
れたものの、2008年６月26日に六者会合議長国であ
る中国に提出された。その後、非核化を検証するた
め、六者会合の枠組みの中に検証メカニズムを設置
することで合意されたが、その具体的枠組みに関し
て合意に至らず、2008年12月の六者会合首席代表者
会合を最後に、六者会合は膠着状態に陥っている。

日本は、引き続き北朝鮮に対し、2005年９月の六
者会合共同声明に明記された、「すべての核兵器及
び既存の核計画の放棄」に向けた措置を着実に実施
するよう求めつつ、北朝鮮の非核化に向けて引き続
き関係国と緊密に連携していく考えである。

３．核兵器不拡散条約（NPT）・国際原子力
機関（IAEA）等

北朝鮮は、1993年３月12日、NPT脱退を国連安
保理に通知したが、通知後３か月目に当たる同年６

月12日（NPT第10条１では、脱退の通知期間を３
か月前と定めている。）の直前の６月11日、「NPT
脱退発効の中断」を表明する米朝共同声明が発表さ
れ、北朝鮮は NPTにとどまることとなった。その後、
1994年10月に米朝間で合意された「合意された枠組
み」に基づき、北朝鮮は NPTの締約国の地位にと
どまることを改めて受け入れ、同条約に基づく保障
措置協定の履行を認めた。しかし北朝鮮は、2002年
10月にウラン濃縮計画の存在を認めたことを契機と
した核問題の高まりの中で、2003年１月10日、国連
安保理議長宛てに書簡を発出し、「1993年の脱退発
効の中断の解除」、すなわち NPT脱退の意図を表明
した。2010年４月には、北朝鮮外務省が備忘録を発
表し、北朝鮮として、他の核保有国と平等な立場に
立っているとの考えを強調した。2010年５月に開催
された NPT運用検討会議は、北朝鮮に対し、すべ
ての核兵器及び既存の核計画の放棄を含む約束を果
たし、早期に NPTに復帰し、IAEA保障措置協定
を遵守するよう求めるとの内容を含む最終文書を採
択した。IAEAも、総会において北朝鮮の核問題の
解決を促す内容の決議を採択してきており、2010年
９月の総会でも、北朝鮮に対し、NPTを完全に履
行し、包括的保障措置の完全かつ効果的な実施に向
けて IAEAと適切に協力するよう要請し、北朝鮮が
NPT上の核兵器国の地位を有し得ないことを再確
認する内容を含む決議を採択した。

IAEAは、六者会合との関連では、2007年２月８
日から13日にかけて開催された第５回六者会合第３
次会合で採択された「共同声明実施のための初期段
階の措置」において寧辺の核施設の活動停止及び封
印のために必要な監視・検証のための IAEA要員の
復帰が求められ、同年７月14日、IAEA代表団が北
朝鮮入りし、同17日には５つの施設（寧辺の４施設
すなわち①核燃料棒製造施設、②５MWe黒鉛炉、
③再処理工場及び④50MWe黒鉛炉（建設中）、並び
に泰川の⑤200MWe黒鉛炉（建設中））の活動停止
を確認し、同年８月17日、封印及び監視に必要なす
べての措置がとられた旨報告がなされた。日本は同
年９月、こうした IAEAの北朝鮮における監視・検
証のための活動に対して、50万ドルの貢献を行った。

日本は、各種の国際会議、首脳会談等の外交上の
機会をとらえて北朝鮮問題を提起し、諸外国からの

第６章

○「無能力化」：北朝鮮はすべての既存の核施設を無
能力化することに合意。2007 年末までに、寧辺
にある 5MWe 黒鉛炉、再処理工場、核燃料棒製
造施設の無能力化の完了。

○「申告」：2007 年末までに、北朝鮮はすべての
核計画の完全かつ正確な申告を行うことに合意。

○「不拡散」：北朝鮮は、核物質、技術及びノウハウ
を移転しないことを再確認。
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理解と協力を得ている。例えば、G8については、
2012年５月の G8キャンプデービッド・サミット首
脳宣言において、地域の安定を脅かす北朝鮮による
挑発行為及びウラン濃縮計画を含む北朝鮮の核計画
を引き続き懸念することが表明された。また、国連
安保理決議に直接違反する同年４月の発射を非難
し、北朝鮮に対し、自らの国際的な義務に従い、全
ての核・弾道ミサイル計画を完全な、検証可能なか
つ不可逆的な方法で放棄するよう要請した。

４．ミサイル問題
北朝鮮のミサイル計画は、その開発・実験に加え、

従来からの拡散活動を通じ、核問題ともあいまって、
アジア太平洋地域だけではなく、国際社会全体に不
安定性をもたらす要因となっている。

1999年に北朝鮮側がミサイル発射モラトリアムを
発表した後、米朝間でミサイル協議が行われ、2000
年10月のオルブライト米国国務長官訪朝の際にも、
金正日国防委員長他と、ミサイル問題全般について
議論が行われた。日朝間では、2002年９月の日朝平
壌宣言において、北朝鮮は、ミサイル発射モラトリ
アムを2003年以降も更に延長していく意向を表明
し、ミサイル問題を含む安全保障上の問題の解決を
図ることの必要性を確認した。2003年８月、北京で
開催された六者会合において、日本は、日朝平壌宣
言に基づき、北朝鮮の弾道ミサイル問題を含む諸懸
案を解決すべき旨を主張した。同会合の議長総括に
おいては、「六者会合の参加者は平和的解決のプロ
セスの中で、状況を悪化させる行動をとらないこと
に同意した」との言及がなされた。しかし、2005年
３月、北朝鮮は、外務省の発表した「備忘録」の中
で、「我が国はミサイル発射の保留においても、現
在如何なる拘束力も受けていない」と主張した。
2006年７月５日、日本を含む国際社会の事前の警告
にもかかわらず、北朝鮮はテポドン２を含む７発の
弾道ミサイルの発射を強行した。北朝鮮は2009年４
月５日、同年７月４日、2012年４月13日及び同年12
月12日にもそれぞれミサイルを発射した。

北朝鮮による度重なる弾道ミサイル発射は、日本
の安全保障や国際社会の平和と安定、さらには大量
破壊兵器の不拡散という観点から重大な問題である
とともに、日朝平壌宣言にあるミサイル発射モラト

リアムにも違反し、六者会合の共同声明とも相容れ
ないものである。2006年７月の発射に対し、日本は、
北朝鮮に対する制裁措置を実施し、国連安保理も、
日本の提案した決議案を基に、安保理決議第1695号
を全会一致で採択し、北朝鮮による弾道ミサイルの
発射を非難するとともに、北朝鮮が弾道ミサイル計
画に関連するすべての活動を停止し、ミサイル発射
モラトリアムに係る既存の約束を再度確認すること
を要求した。

その後、国連安保理は、決議第1718号においても、
北朝鮮が弾道ミサイル計画を完全で検証可能かつ不
可逆的な方法で放棄すべき旨決定し、決議第1874号
においても、北朝鮮が弾道ミサイル計画に関連する
すべての活動を停止し、ミサイル発射モラトリアム
に係る既存の約束を再度確認すべきことを決定し、
北朝鮮に対する厳しい制裁措置を導入・強化した。
2009年４月、同年７月、2012年４月及び同年12月の
ミサイル発射は、こうした累次の安保理決議に違反
するものであった。2012年４月の発射に際しては、
国連安保理は、これを国連安保理決議の深刻な違反
であるとして強く非難する議長声明を発出するとと
もに、同年５月２日、国連安保理によって設置され
た北朝鮮制裁委員会は、制裁対象団体・品目リスト
の追加・改訂を行った。また、同年12月の発射に対
して、国連安保理は、2013年１月22日（NY時間）、
これを安保理決議違反として非難し、制裁を強化す
る決議第2087号を採択した。

日本は、ミサイル技術管理レジーム（MTCR）
や弾道ミサイルの拡散に立ち向かうためのハーグ行
動規範（HCOC）を通じ、ミサイル及び関連技術の
不拡散を目指す政策協調を図っている。こうした取
組に加え、北朝鮮とミサイル分野で協力関係にある
と見られる国に対し、協力を一切断つように働きか
け、さらにはグローバルな規範を強化していくこと
も重要である。

５．北朝鮮の調達・拡散活動
北朝鮮は、大量破壊兵器及びその運搬手段（ミサ

イル等）の開発のための調達活動や、自らの軍需品・
軍事技術の拡散活動を行っていると見られている。
国連安保理によって設置された北朝鮮制裁委員会専
門家パネルは、2010年11月に発表された最終報告書

第６章
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において、こうした北朝鮮の活動について、次のよ
うな点を指摘している。

さらに、2012年６月に発表された同専門家パネル
の最終報告書は、北朝鮮による制裁回避のパターン
として、品目・輸送先・荷受人の偽装の高度化、複
数の仲介業者の介在、中継地としての中国やマレー
シア等の第三国の活用等を記載し、北朝鮮は引き続
き禁止されている取引に積極的に従事しており、対
北朝鮮措置の実効性の向上のために加盟国の更なる
取組が必要と結論付けている。

６．北朝鮮に対する制裁措置
北朝鮮による2006年７月５日の弾道ミサイル発射

を受け、日本は、万景峰92号の入港禁止等の一連の
措置を発表した。また、国連安保理も、日本の提案
した決議案を基に、安保理決議第1695号を全会一致
で採択した。日本は、同決議の着実な実施の一環と
して、既存の厳格な輸出管理措置に加え、同年９月、
北朝鮮のミサイル・大量破壊兵器開発計画に関連す
る15団体・１個人を指定し、資金移転防止措置を実
施した。

さらに、北朝鮮は同年10月９日、核実験実施を発
表した。北朝鮮による核実験は、日本のみならず東
アジア及び国際社会の平和と安全に対する重大な脅

威であり、NPT体制に対する重大な挑戦であると
ともに、日朝平壌宣言、六者会合共同声明、安保理
決議第1695号等に違反する行為であり、断じて容認
できないものである。日本はこのような立場から、
すべての北朝鮮籍船の入港禁止や北朝鮮からのすべ
ての品目の輸入禁止を含む一連の厳格な措置の実施
を決定した。国連安保理は、安保理決議第1718号を
全会一致で採択した。日本は、厳格な輸出管理等、
安保理決議第1718号の求める措置の多くを従来実施
してきていたが、この決議の採択を受け、同年11月
より、北朝鮮への奢侈品の輸出禁止措置を新たに実
施した。

2009年５月25日、北朝鮮は２度目の核実験実施を
発表した。これを受けて国連安保理は、北朝鮮に対
する制裁措置を強化する決議第1874号を全会一致で
採択した。日本は、「国際連合安全保障理事会決議
第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物
検査等に関する特別措置法」の制定等、同決議の内
容を着実に実施してきている。

2013年2月12日、北朝鮮は３度目の核実験実施を
発表した。これを受けて日本は、直ちに、在日の北
朝鮮当局の職員が行う当局職員としての活動を実質
的に補佐する立場にある者による北朝鮮を渡航先と
した再入国は原則として認めない措置を発表した。

なお、日本は、拡散活動に対する輸出管理の面に
おいて、2002年４月に導入した、大量破壊兵器及び
その運搬手段の開発に用いられる懸念がある物資の
輸出を規制するための「キャッチオール規制」の運
用強化に取り組んでおり、北朝鮮向けの不正輸出を
防止、摘発した事例もある。

第６章

○在外公館と密接につながる貿易事務所を通じた幅
広いネットワークを維持しつつ、外国の犯罪組織
とも関係を築き、物資の輸送を行っている。

○イラン、シリア、ミャンマー等における核・弾道
ミサイル関連活動に関与している可能性がある。

○軍需品の輸出は、北朝鮮の主要な外貨獲得手段。
アジア、アフリカ、南北アメリカへの輸出が多い。

○ 2009 年に国連安保理が制裁対象に指定した企
業の活動を別の企業に素早く移す動きがあった。

○かつては貨物の輸送に北朝鮮籍船舶を使っていた
が、外国所有・外国籍船舶による輸送に切り替え
始めていると見られる。

○海上輸送の際に貨物の真の発送者・受取人や中身
をごまかすような様々な工夫をしている。

○高価なあるいは機微な武器の輸送のために航空機
が利用されている。

○武器の部品を輸送し、相手国内で組み立てる手法
をとることもある。

○様々な手段を用いて送金の実態を隠している。
　日本は、安保理決議に定められたものを含め、下
記６．のような厳しい制裁措置を実施しながら、北
朝鮮による調達・拡散活動の防止に努めている。

（参考）日本の企業による、北朝鮮の大量破壊兵器及
びミサイル開発に関連した機器等の不正輸出の一例
　2002 年 11 月、株式会社明伸が、核兵器開発（ウ
ラン濃縮）への転用が懸念される直流電源安定化装
置３個の北朝鮮向けの輸出を試みたところ、キャッ
チオール規制に基づき、経済産業大臣の許可を申請
すべき旨通知を受けた。しかし、同社は許可の申請
を行わず、2003 年４月、タイを経由し北朝鮮に対
し迂回輸出を試みたところ、日本の要請を受けた香
港税関に差し押さえられた。裁判の結果、2004 年
３月に輸出者に対し懲役１年（執行猶予３年）、罰金
200 万円の刑が確定し、また、経済産業省は、輸
出者に対し、３か月間輸出を禁止する行政制裁を科
した。



48

第２部 核軍縮・核不拡散・原子力平和利用

７．生物・化学兵器問題
北朝鮮は1987年３月に生物兵器禁止条約を批准し

たが、生物兵器使用を目的として研究・開発の能力
を高めているとの見方がある（2012年米国務省報告

書等）。北朝鮮は化学兵器禁止条約（CWC）に加入
しておらず、化学兵器を保有しているとの見方もあ
る（2011年 CIA議会報告書等）。

第２節　イラン及びその他中東諸国

イラン
１．核問題の概要

2002年の反体制派の告発を契機として、イランが
長期間にわたり、拡散上機微な核活動を繰り返し、
IAEA保障措置協定に違反してきたことが明らかと
なった。これに対して、国際社会は強い懸念を表明
し、イランに対して、ウラン濃縮関連・再処理活動
の停止等を求める IAEA理事会決議を2005年９月ま
でに８本採択し、その履行を求めてきた。英国・フ
ランス・ドイツ（EU3）は、イランと交渉し、2004
年11月にウラン濃縮関連活動の停止等についての合
意（パリ合意）に至ったが、その後の EU3とイラ
ンの交渉は不調に終わり、イランが核活動を再開し
たことで合意は継続しなかった。イランは、核兵器
開発の意図はなく、すべての核活動は平和的目的で
あると主張し、ウラン濃縮関連活動等を継続・拡大
した。

2005年９月、IAEA理事会は、イランによる保障
措置協定の違反を認定し、翌2006年２月の IAEA特
別理事会において、イランの核問題を国連安保理に
報告する決議が採択され、これ以降、イランの核問
題は国連安保理でも協議されることとなった。同年
７月末、国連安保理は、決議第1696号を採択し、イ
ランにウラン濃縮関連活動の停止の要求等を行っ
た。2006年12月には、国連憲章第７章第41条の下で
の制裁措置を含む安保理決議第1737号が採択され、
翌2007年３月には制裁内容を強化する決議第1747号
が採択され、国際社会の圧力はさらに高まった。し
かし、その後もイランは安保理決議が求めているウ
ラン濃縮関連活動等の停止を行なわず、2008年には
安保理決議第1803号及び第1835号が採択された。更
に、イランが新たなウラン濃縮施設を建設している
ことが2009年に明らかとなり、また2010年には約
20％のウラン濃縮を開始したこと等を背景に、国際
社会の圧力が一層高まり、2010年６月に安保理決議

第1929号が採択された。2010年12月及び2011年１月
には、EU3及び米国、中国、ロシアの６か国（EU3
＋3）がイランと協議を行ったが、進展は見られな
かった。

2011年11月、IAEAがイランの核計画に関する軍
事的側面の可能性につき詳細に説明した事務局長報
告を発出し、IAEA理事会が決議を採択したことを
踏まえ、欧米諸国はイランに対する制裁を強化した。

2012年１月から IAEAとイランとの協議が複数回
に亘って実施され、2012年４月には EU3＋3とイラ
ンとの協議が再開されたものの、2012年末時点にお
いて、具体的な成果には至っていない。

しかしながら、イランはウラン濃縮関連活動等の
継続・拡大の姿勢を崩しておらず、国際社会の強い
懸念は依然として払拭されていない。

２．IAEA等における核問題の動きと EU3による外
交努力（2002年〜2006年３月）

2002年、イランの反体制派組織は、イランがナタ
ンズとアラクに大規模原子力施設を秘密裡に建設し
ていることを暴露した。IAEA事務局による検証活
動の結果、イランが長期間にわたり、国内各地で、
ウラン濃縮やプルトニウム分離を含む様々な核活動
を IAEAに申告することなく繰り返していたことが
明らかとなり、2003年９月の IAEA理事会は、ウラ
ン濃縮関連活動の停止などをイランに求める日本・
オーストラリア・カナダ提案の決議を採択した。
IAEA理事会は、上記決議以降、2006年２月までの
間に、９本の決議を採択し、拡散上機微な核活動の
停止や過去の核活動の解明に向けた IAEAへの協力
を始めとするイランへの要求を続けた。

イランは、核兵器開発の意図はなく、すべての核
活動は平和的目的であると主張し、2003年末には
IAEA追加議定書に署名するなど、前向きな対応も
みせたが、追加議定書の暫定実施を行ったものの批
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准はしなかった（注）。

イランの核問題発覚以降、EU3各政府は、IAEA
の枠内での外交的解決を目指してイラン政府と交渉
し、2004年11月、イランによる濃縮関連活動の停止
を含む合意（パリ合意）が成立し、イランは濃縮関
連活動を停止した。2005年８月、EU3は、パリ合意
に基づくイランとの交渉の結果として、対イラン協
力に関する包括的な提案を提示したが、強硬保守派
のアフマディネジャード・イラン大統領の新政権は
これを拒否。イランは、パリ合意に基づき停止して
いたウラン濃縮関連活動のうち、ウラン転換活動の
一部を再開し、同月の IAEA特別理事会決議による
ウラン濃縮関連活動の完全な再停止の要求にも従わ
なかった。

このため、2005年９月、IAEA理事会は、IAEA
憲章の規定に基づいて国連安保理に報告しなければ
ならない「違反（non-compliance）」を認定する一方、
国連安保理への報告の時期及び内容については、
IAEA理事会が検討するとした上で、イランに対し
て IAEAへの更なる協力とウラン濃縮関連・再処理
活動の再停止を求める理事会決議を賛成多数（全理
事国35か国中、賛成22（日本を含む）、反対１、棄
権12）で採択した。

2006年１月、イランは IAEA査察官の立ち会いの
下、ナタンズにおけるウラン濃縮関連の研究開発活
動を再開した。これを受け、EU3及び EU、米国、
中国、ロシアは本件を国連安保理に報告する方向で
原則一致した。２月、IAEA特別理事会において国
連安保理への報告等を内容とする決議が賛成多数

（全理事国35か国中、賛成27（日本を含む）、反対３、
棄権５）で採択された。この直後、イランは、追加
議定書の暫定実施を取りやめること等を IAEAに通
報したのに続き、２月中旬、ナタンズのウラン濃縮
施設で小規模のウラン濃縮活動を再開したことを発
表し、IAEA査察官もこれを確認した。

その後、ウラン濃縮をイラン国内ではなく、ロシ
ア国内に設立する合弁企業で行うとのロシア提案を
めぐって、ロシアとイランの協議が行われ、関係国

からイランに対する働きかけも行われたが、イラン
は自国内での研究開発目的のウラン濃縮活動の継続
に固執したため、事態に進展は見られなかった。
2006年３月の IAEA理事会では、理事会決議の採択
は行われず、２月27日発出の IAEA事務局長報告が
国連安保理に伝達された。これに伴い、イランの核
問題は国連安保理においても議論がされることに
なった。

３．国連安保理における動きと外交努力の継続
（2006年３月〜2006年12月）

2006年３月末、国連安保理は、イランの核問題に
関する議長声明を発出し、イランに対して、IAEA
理事会の要求事項を履行するよう求めると共に、す
べての濃縮関連活動及び再処理活動の完全かつ継続
的な停止を再度行うことの重要性を強調した。しか
し、４月、イランは3.5％の濃縮ウランの製造に成
功したことを発表するなど、その後も濃縮関連活動
を継続・拡大した。

2006年５月末、米国は、イランがウラン濃縮関連
活動及び再処理活動を完全かつ検証可能な形で停止
し次第、EU3とともに交渉のテーブルにつく用意が
ある旨の提案を行い、６月初旬、ソラナ EU共通外
交・安全保障政策担当上級代表、EU3、ロシアの代
表がテヘランを訪問し、EU3及び米国、中国、ロシ
アの６か国（EU3＋3）が合意したものとして、イ
ランが国際社会の懸念を十分に払拭した場合に行い
得る協力を含む包括的な提案をイランに提示した。
しかし、イラン側からは真摯な対応がなされず、同
提案をめぐる正式交渉には至らなかった。EU3＋3
は、ウラン濃縮関連活動の停止等を義務化する国連
安保理決議の採択を目指すこと、及び、イランが同
決議に従うことを拒否する場合には、国連憲章第７
章第41条下での制裁措置を含む安保理決議の採択に
向けて作業を行うことに合意した。2006年７月、ロ
シアのサンクトペテルブルクで開催された G8首脳
会議において、これを支持する「不拡散に関する声
明」が発出された。

2006年７月31日、イランの核問題に関する最初の
安保理決議となる決議第1696号が採択（賛成14（日
本を含む）、反対１）された。同決議は、イランに
対しすべてのウラン濃縮関連・再処理活動の停止要

（注）イランは、1970 年に核兵器不拡散条約（NPT）
に加入し、1974 年には IAEA との間で包括的保障
措置協定を締結した。

第６章
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求等を含んでおり、８月末までに同決議を遵守しな
い場合には国連憲章第７章第41条下の適当な措置を
採択するとした。イランは、期限前に EU3＋3の包
括的な提案に対して回答したが、安保理決議第1696
号の要求に応える内容ではなかった。イランのこの
ような対応は、IAEA事務局長報告においても確認
された。

2006年９月に入り、ラリジャニ・イラン国家安全
保障最高評議会（SNSC）書記とソラナ EU上級代
表が数次にわたって会談するなど、イランとの交渉
再開に向けた関係国の外交努力が行われたが、ウラ
ン濃縮関連活動等の停止をめぐる立場の相違を埋め
るには至らず、交渉再開には結びつかなかった。こ
れを受け、10月初旬、EU3＋3外相会合が開催され、
交渉による解決策を引き続き模索しつつも、国連憲
章第７章第41条下の措置を含む国連安保理決議の採
択に向けた議論を開始することに合意した。

４．国連安保理による制裁決議の採択とイランの対
応（2006年12月〜2008年12月）

2006年12月23日、国連安保理は、国連憲章第７章
第41条の下で、イランに対してすべてのウラン濃縮
関連活動、再処理活動及び重水関連計画の停止等を
義務付けるとともに、すべての国に対イラン制裁措
置を義務付け、かつ要請する決議第1737号を全会一
致で採択した（制裁内容は、第６部第２章第３節参
照）。これに対しイランは、決議第1737号を直ちに
拒否し、ウラン濃縮関連活動等を継続・拡大したこ
とから、EU3＋3を中心に、更なる制裁措置を含む
次の安保理決議について協議が開始された。

2007年３月24日、国連安保理は、制裁内容を追加
した決議第1747号を全会一致で採択した。イランは、
決議第1747号にも反発する姿勢を示し、４月９日、
アフマディネジャード大統領は、ナタンズでの「原
子力の日」の祭典において、「イランが核燃料製造
の分野で、産業規模の製造技術を有する国の仲間入
りを果たした」と述べ、濃縮活動を拡大・継続する
意向を改めて明確にした。

安保理決議による制裁措置と並行して、EU3＋3
の外相は、決議第1747号採択直後に、濃縮関連活動
と制裁の「二重の停止」提案の実現を追求する声明
を発出して、交渉による問題解決に向けた努力を継

続した。2007年４月以降も、ソラナ EU上級代表と
ラリジャニ SNSC書記が数回にわたり会談を行った
が、EU3＋3とイランとの正式交渉に向けた具体的
な進展はみられなかった。また、６月にドイツのハ
イリゲンダムで開催された G8首脳会議では、G8の
結束とイランに安保理決議の履行を強く迫る内容を
盛り込んだ「不拡散に関するハイリゲンダム声明」
が採択され、国際社会の圧力はさらに強まった。

2007年６月下旬、エルバラダイ IAEA事務局長と
ラリジャニ SNSC書記がウィーンにおいて２回会談
し、プルトニウム分離実験、濃縮ウランによる汚染
の起源に関する問題や P1及び P2型遠心分離機の技
術獲得の問題を含む「未解決の問題」の解決に向け
た「行動計画（plan of action）」（後に「作業計画（work 
plan）」と呼ばれる。）を２か月以内に作成すること
で合意した。

2007年７月から８月下旬にかけての協議の結果、
イランと IAEAとの間で「作業計画」がまとまり、
IAEAが未解決としている過去のイランの核活動
や、ナタンズの燃料濃縮プラントへの保障措置の適
用などのいくつかの問題の解決に向けた手順や目標
期限が盛り込まれた。また、その直後に発出された
IAEA事務局長報告は、「未解決の問題」のうちプ
ルトニウム分離実験問題は解決したと結論付け、イ
ランが IAEA査察官の新規指名や重水炉へのアクセ
スにつき IAEAの要求の一部に応じる一方で、ウラ
ン濃縮関連活動を継続・拡大していることを確認し
た。

2007年９月末、EU3＋3の外相が会談し、「対話」
と「圧力」のアプローチ（dual track approach）を
取ることを再確認しつつ、11月のソラナ EU上級代
表及びエルバラダイ IAEA事務局長の報告がそれぞ
れの取組につき肯定的な成果を示さない限り、国連
安保理で投票に付すことを念頭に、国連憲章第７章
第41条下での制裁措置を含む３本目の国連安保理決
議案を作成することに合意した。

2007年10月から11月にかけて、ソラナ EU上級代
表とイラン側の協議が行われたが、イラン側からは
前向きな対応は示されず、また、11月に発出された
IAEA事務局長報告は、「未解決の問題」の解決に
向けた一定の進展に言及しつつも、イランが安保理
決議の要求事項を遵守していないと明記した。この
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ような動きを受け、次の安保理決議採択に向けた協
議が継続された。また、12月、米国は、イラン政府
の指示で軍部が核兵器開発を行い、2003年秋以降開
発を停止したが、イランが少なくとも核兵器を開発
する選択肢を維持し続けているとの評価を記した国
家情報評価書を公表した。2007年８月に IAEAとの
間で「作業計画」が策定されてから、イランの核活
動の軍事的側面の可能性に関する「疑わしい研究」
の解明に向け、イランと IAEAとの間で協議が2008
年を通じて断続的に行われた。

2008年３月３日、国連安保理は、イランが国連安
保理決議及び IAEA理事会決議を遵守していないこ
とを受け、制裁措置を更に追加する決議第1803号を
採択した（賛成14、棄権１）。その後、2008年５月、
イランは、EU3＋3に対し、政治・安全保障、経済
協力及び原子力協力を柱とする提案を提示。同年６
月には、EU3＋3も2006年に提示した包括的提案の
改訂版及び今後の交渉の筋道に関する案をイランに
提示した。翌７月には、ソラナ EU上級代表とジャ
リリ SNSC書記会談が会談を行ったが、イランは、
双方の提案の共通項から交渉を開始することができ
るとし、EU3＋3の提案に対する明確な回答は行わ
なかった。米国等は、イランが回答しないことをもっ
て国連安保理で対イラン制裁の強化を議論すべしと
主張し、その後、同年９月にイランに累次の安保理
決議の義務の完全な遵守を要請する安保理決議第
1835号が全会一致で採択された。

５．国連安保理による新たな制裁決議の採択と国際
社会による「圧力」の高まり（2009年１月〜
2012年12月）

2009年１月にイランとの直接対話を通じた問題の
解決を標榜するオバマ新政権が発足した米国は、４
月、イランの核問題に関するイランと EU3＋3との
協議に完全な参加国として出席する旨表明した。し
かし、こうした米国の姿勢の変化に対し、イランは
具体的な行動で判断するとの立場を崩さなかった。
また、イランは、2008年５月に提示した提案の改訂
版を同年９月に EU3＋3に提示したが、その提案で
はイランの核問題については解決済みであり EU3
＋3との協議では議論しないとの立場をとった。

2009年９月には、イラン中部のフォルド（コム近

郊）に新たなウラン濃縮施設を建設中であることが
明らかとなり、国際社会の批判が高まった（オバマ
米国大統領、サルコジ・フランス大統領、ブラウン
英国首相が緊急記者会見でフォルドの存在を指摘
し、批判）。こうした中、10月、イランと EU3＋3
は１年以上行われていなかった協議を実施し、次回
会合の開催、フォルドの新たな濃縮施設への IAEA
査察官の受入れ、約１年以内に燃料切れとなるとさ
れているテヘラン研究用原子炉（TRR）の燃料を
製造するために、ナタンズにおけるウラン濃縮施設
で製造してきた低濃縮ウランをその原料として国外
に輸送することについて原則として合意したとされ
た。しかし、新たな濃縮施設への査察は実施された
ものの、イラン製低濃縮ウランの国外移送について
は、その方法に係る具体的な合意が形成されないま
ま、現在に至っている。

2010年２月、イランが上記 TRRへの燃料が必要
であることを理由に、約20％のウラン濃縮を開始し
た結果、再びイランに政策変更を迫る圧力を高める
べきとの気運が高まり、６月９日、国連安保理は、
武器禁輸の拡大、核兵器運搬可能な弾道ミサイル関
連活動の禁止、資産凍結・渡航制限対象の拡大、金
融・商業分野、銀行に対する規制の強化、貨物検査、
イラン制裁委員会の強化（専門家パネルの設置）等
の包括的な制裁措置等を含む安保理決議第1929号を
採択した（賛成12（日本を含む）、反対２、棄権１）。

2010年12月及び2011年１月、EU3＋3とイランと
の協議が、それぞれジュネーブ及びイスタンブール
において行われたものの、具体的な成果には至らな
かった。2011年11月、イランの核計画に関する軍事
的側面の可能性について詳細に説明した IAEA事務
局長報告が発出され、これを受けて、イランの核計
画に関する未解決の問題について、深くかつ増大す
る懸念を表明する IAEA理事会決議が採択された。
これを踏まえ、各国がイランに対する更なる措置を
実施し、12月、米国において、イラン中央銀行等と
相当の取引を行う外国金融機関への制裁規定を含む

「国防授権法」が成立した。これに対し、イラン側
はホルムズ海峡の封鎖に言及するなど、反発を強め
た。

2012年１月及び２月、IAEA代表団が核計画に関
する未解決の問題の解決に向けイランを訪問した
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が、成果に至らなかった。また、５月14日から15日
にかけ、ウィーンにおいて IAEAとイランとの協議
が実施され、同月21日には天野 IAEA事務局長がイ
ランを訪問し、６月８日及び８月24日にウィーンに
おいて、12月13日にテヘラン（イラン）において、
IAEAとイランとの更なる協議が行われた。しかし、
イランの核計画の軍事的側面の可能性を解明するた
めの新たな検証枠組み（いわゆる「体系的アプロー
チ（structured approach）」）についての合意は得
られず、実質的な進展は得られなかった。こうした
ことから、９月13日、IAEA理事会は新たな決議を
採択し、関連理事会決議及び安保理決議に反してイ
ランが濃縮及び重水関連活動を継続していることに
深刻な懸念を表明し、IAEAが求める関連施設への
アクセスをイランが提供することが不可欠であるこ
とを強調した。

2012年４月、１年３ヶ月振りの EU3＋3とイラン
との協議がイスタンブールで実施され、５月にはバ
グダッドで、６月にはモスクワで協議が実施された。
８月２日にはアシュトン EU上級代表がジャリリ国
家安全保障最高評議会書記と電話会談を行い、９月
28日にも非公式会談を行うなどしたが、現在までの
ところ、具体的な成果には至っていない。

６．核問題に関する日本の立場
イランの核問題について、日本は、国際的な核不

拡散体制の堅持、北朝鮮の核問題への対応との関係、
国際社会のエネルギー供給に大きな影響を有する中
東地域の安定の観点からも、断固たる対応が必要と
考えている。日本を含む国際社会からの呼びかけに
もかかわらず、イランが依然としてウラン濃縮活動
を継続・拡大していることを深刻に懸念しており、
イランに対し、累次の安保理決議及び IAEA理事会
決議の要求を遵守するとともに、IAEAと完全に協
力することを強く求めてきた。日本としては、イラ
ンが、同国の核計画に対する国際社会の懸念を解消
するために速やかに実質的な対応をとることが極め
て重要であると考えている。

また、日本としては、イランが世界の声に耳を傾
けるように国際社会が一致して働きかけていくこと
が重要と考えており、今後とも、本件の平和的・外
交的解決のために積極的役割を果たしていく考えで

ある。これまで問題解決のために外相レベル等での
外交努力を行ってきており、引き続き、あらゆる機
会をとらえイランに対して強く働きかけていく。

制裁措置の実効性を確保するためには、一部の国
だけでなくすべての国連加盟国が制裁を実施すると
いう普遍性が重要であり、日本が国連安保理非常任
理事国を務めた2009年及び2010年の２年間、国連安
保理のイラン制裁委員会の議長国として貢献を行っ
た。

７．ミサイル問題
イランは、近年も、「シャハーブ３」等のミサイ

ル発射実験を行うなど、ミサイル関連活動を継続し
てきているが、イランによるこのような活動は、イ
ランの核問題とも相まって、地域の安定及び国際社
会の安全に対し重大な影響を及ぼしかねないものと
して懸念される。そのような中、日本は、ミサイル
発射を含むイランのミサイル関連活動に対しては、
これまでも、あらゆる機会をとらえて、累次にわた
り遺憾の意を表明してきた。

2010年６月に採択された安保理決議第1929号にお
いては、イランが核兵器を運搬可能な弾道ミサイル
関連活動（弾道ミサイル技術を使用した発射を含
む。）を実施してはならないことが決定された。日
本としては、イランに対し安保理決議を誠実に履行
するよう強く求めていく。

イスラエル
イスラエルは中東において NPTに加入していな

い唯一の国である。イスラエルは既に核兵器を保有
しているとの指摘もあるが、イスラエル政府は、核
兵器の保有を肯定も否定もしないとの立場をとって
いる。アラブ諸国は、イスラエルに対し NPT加入、
核兵器保有の断念等を求めた中東における核拡散の
危険に関する国連総会決議案を提出し、また、
IAEA総会に対しては例年アラブ・グループがイス
ラエルに対し NPTへの加入を求めるとともに、全
ての核施設を IAEA包括的保障措置の下に置くこと
等を呼びかける内容の決議案を提出するなど（但し、
近 年 で は 第55回（2011年 ） 〜 第56回（2012年 ）
IAEA総会には、同決議案は提出されなかった。）、
一貫してイスラエルの姿勢を批判している。これに
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対しイスラエルは、同国の存在自体を否定している
国々も周囲にあること等を理由に挙げ、核政策に関
する曖昧政策の下、NPTに加入することはできな
いとの立場を堅持している。

他方、中東諸国の中には、イスラエルが批准して
いない包括的核実験禁止条約（CTBT）、生物兵器
禁止条約（BWC）、化学兵器禁止条約（CWC）等
につき、同国が NPTに加入するまでは締結しない
との立場をとる国もある。

日本は、あらゆる機会をとらえ、イスラエルに対
し、NPTへの加入も含め、大量破壊兵器等の軍縮・
不拡散体制への参加を強く求め、また、中東におけ
る大量破壊兵器の問題を解決するためにイニシア
ティブを発揮するよう繰り返し要請している。

また、日本は、中東地域のシリア、エジプト、イ
ラン等の各国に対しても、大量破壊兵器の関連条約
への加入等を求めるなど、積極的な働きかけを行っ
てきている。

同様に、日本は、中東非大量破壊兵器地帯の創設
を支持してきており、1974年以降国連総会で毎年採
択されている中東地域における非核兵器地帯の創設
に関する決議や、1995年の NPT運用検討・延長会
議で採択された中東に関する決議を支持している。
この点に関し、2010年 NPT運用検討会議で採択さ
れた行動計画において、国連事務総長及び中東決議
共同提案国（米国、英国、ロシア）の召集による、
すべての中東諸国が参加する中東非大量破壊兵器地
帯設置に関する国際会議の2012年開催が合意され
た。なお、同会議開催に向けてファシリテーター

（フィンランド）を中心に調整が進められてきたが、
「アラブの春」等の影響により中東情勢が不安定化
し、すべての中東諸国が参加する会議の開催が困難
になったとの判断から、2012年11月、国連事務総長、
米国、ロシア、英国、フィンランドより開催延期が
発表された。（第５章第４節参照。）

【参考１　国連総会決議「中東における核拡散の危険」】

１．経緯
　第 34 回総会（1979 年）において、イスラエ
ルが対南アフリカ核協力を含む核武装政策を推進
しているとして、各国にイスラエルとの核協力中
止を要請する旨の決議が採択され、以後同旨の決
議が毎年採択されている。本件は従来「イスラエ
ルの核武装」と題する決議で扱われてきたが、第
49 回総会（1994 年）から決議名が「中東にお
ける核拡散の危険」に変更されている。また、第
51回総会（1996年）から第54回総会（1999年）
までの決議では、「NPT 未加入である中東地域唯一
の国」という形でイスラエルを黙示的に示してい
たが、第 55 回総会（2000 年）以降、同国の国
名を再び明示する形となっている。

２．決議（2012 年）の概要
　本件決議は、2000 年 NPT 運用検討会議にお
ける中東に関する結論を歓迎し、イスラエルが遅
滞なく NPT に加入し、核兵器を開発、製造、実
験又は取得しないこと及び核兵器の保有を断念す
ること、並びに当該地域のすべての国の間での重
要な信頼醸成措置及び平和と安全を促進する措置
として、保障措置下にない原子力施設をすべて
IAEA のフルスコープ保障措置（包括的保障措置
協定）下におくよう要請するもの。

３．決議（2012 年）の採択
　本件決議案は、アラブ諸国からなる共同提案国
を代表してエジプトによって提出され、次の票決
結果にて総会において採択された。
賛成 174（含：日本）−反対６（含：イスラエル）
−棄権６

【参考２　国連総会決議「中東地域における非核兵器
地帯の創設」】

１．経緯
　第 29 回国連総会（1974 年）以降、エジプト
が毎年本件決議案を提出。本件決議案に関しては、
イスラエルが核兵器を放棄すべきであるとする中
東諸国と、中東和平プロセスの推進が先であると
するイスラエルとの間で主張が大きく異なってい
るものの、第 35 回国連総会（1980 年）以降直
近の第 67 回国連総会 (2012 年 ) に至るまでは
イスラエルも反対せず、コンセンサスによる採択
が続いている。
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シリア
報道によれば、2007年９月６日、イスラエル空軍

機がシリア東部砂漠地域にある施設を空爆した。
2008年４月、米国は、2007年９月６日までシリアが
自国の東部砂漠地域にプルトニウムを生産可能な秘
密の原子炉を建設していたこと、北朝鮮が秘密裡の
核活動を支援したこと、建設されていた原子炉が平
和的目的を意図したものではなかったと信じる相当
の理由を米国が有していること、シリアが国際的義
務を無視して IAEAに対して原子炉建設を報告しな
かったことなどを発表した。これを受け、エルバラ
ダイ IAEA事務局長は、2007年９月にイスラエルに

２．決議（2012 年）の概要
　本件決議は、すべての直接的関係国に対し、中
東非核兵器地帯設置提案の実施のための必要な措
置をとることを検討するよう要請し、同目的の促
進のため、関係国に対し、NPT を遵守するよう
求め、すべての加盟国に対し、全面的で完全な軍
縮の目標及び中東非大量破壊兵器地帯設置に貢献
する適切な手段を検討するよう奨励するもの。

３．決議（2012 年）の採択
　本件決議案はエジプトによって提出され、無投
票（コンセンサス）にて採択された。

【参考３　1995 年 NPT 運用検討・延長会議「中東
に関する決議」】

１．経緯
　NPT の無期限延長を決定した 1995 年 NPT
運用検討・延長会議では、「中東に関する決議」も
同時に採択された。これは、イスラエルの核兵器
保有の可能性に懸念を抱くアラブ諸国の要求に基
づき、NPT 無期限延長のためのパッケージの一つ
として、米国、英国、ロシアにより提案されたも
のである。2000 年 NPT 運用検討会議では、中
東に関する決議が NPT 無期限延長の基礎である
ことが確認された。

２．決議の概要
　本件決議は、NPT 遵守の普遍化の早期実現の
重要性を再確認し、中東地域の NPT 未締約国に
対し、NPT に加入し、その原子力施設を IAEA の
フルスコープ保障措置（包括的保障措置）下に置
くよう要請し、中東地域のすべての国に対し、効
果的に検証可能な中東非大量破壊兵器地帯の設置
に向けた前進を目的とする適当なフォーラムにお
いて、実際的な措置を取るよう要請し、また、す
べての NPT 締約国、特に核兵器国に対し、中東
非大量破壊兵器地帯の早期設置のために協力と最
大限の努力を求めるもの。

３．決議の採択後の動き
　2010 年 NPT 運用検討会議で採択された行動
計画では、中東に関する決議を実施するための実
際的措置として、国連事務総長及び中東決議共同
提案国（米国、英国、ロシア）の召集による、す
べての中東諸国が参加する中東非大量破壊兵器地
帯設置に関する国際会議の 2012 年開催が合意さ
れた。なお、同会議開催に向けて調整役（ファシ

リテーター）（フィンランド）を中心に調整が進め
られてきたが、「アラブの春」等の影響により中東
情勢が不安定化し、すべての中東諸国が参加する
会議の開催が困難になったとの判断から、2012
年 11 月、国連事務総長、米国、ロシア、英国、フィ
ンランドより開催延期が発表された。

【参考４　IAEA 総会「イスラエルの核能力」に関す
る決議案】

１．経緯
　IAEA 総会では、一部期間を除いて 1986 年
以降、イスラエルを含む中東のすべての域内国に
NPT 加入等を求める「中東における IAEA 保障
措置の適用」決議がある一方で、アラブ諸国から
の要請に基づき、イスラエルを対象として NPT
に加入し同国が有する全ての原子力施設を IAEA
包括的保障措置の下に置くよう呼びかける内容の

「イスラエルの核能力」決議案が提出されている。

２．決議案の概要
　本件決議案は、イスラエルの核能力について懸
念を表明し、イスラエルに対し NPT に加入する
こと及びそのすべての核施設を IAEA 包括的保障
措置下に置くことを要請し、その目標の達成に向
けて関係国と協働することを事務局長に要請し、
本件に引き続き関与していくことを決定し、事務
局長に対し、この決議の実施について理事会及び
次回総会に「イスラエルの核能力」の議題の下で
報告することを要請するもの。直近では、2010
年にアラブ諸国より本決議案が提出され否決され
ている。
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よって破壊されたシリアの施設は原子炉であったと
の情報が米国より提供され、その信憑性について調
査を行う旨発表した。

その後、2008年６月22日から24日までの日程で
IAEAの査察官がシリアを訪問し、破壊された施設
でのサンプル採取を行った。採取したサンプルの分
析の結果、化学処理の結果として加工された相当数
の天然ウラン粒子が発見された。

シリアは、破壊された施設は何ら核活動に関係し
ていなかったと主張しているものの、当該施設に関
する未解決の問題について2008年６月から IAEAに
協力しておらず、IAEAは、これら問題の解決に向
けた進展を得られていない状況が続いた。

2011年５月24日、シリアの保障措置適用問題に関
する IAEA事務局長報告が発出され、同報告におい
て IAEAは、2007年に破壊された施設は建設中の原

子炉であった可能性が非常に高いと評価した。これ
を受け、６月９日、IAEA理事会は、シリアの保障
措置協定違反を認定し、IAEA全加盟国、国連安保
理及び国連総会にシリアの保障措置協定違反を報告
することを決定する旨の決議を採択した。しかしな
がら、これ以降もシリアは、2007年に破壊された施
設を含む未解決の問題について IAEAに対して十分
な協力を行っていない。

日本は、2007年に破壊された施設は原子炉であっ
た可能性が高いと IAEAが結論付けたことを引き続
き懸念しており、北朝鮮との核関連協力に係る疑念
を含め国際社会の懸念を払拭するためにも、シリア
が IAEAに対して完全に協力すると共に、追加議定
書を締結し、これを実施することが極めて重要である
と考えている。また、日本は、問題解決のために、機
会をとらえシリアに対し直接働きかけを行っている。

第３節　南西アジア

１．インド、パキスタンの核実験（1998年）
インドは、従来、NPTは不平等な内容の条約で

あって受け入れられないとの立場にあり、国際社会
からの呼びかけにもかかわらず、NPT加入を拒ん
できている。また、パキスタンも、インドが NPT
に加入しない限り、自国の安全保障上の観点から
NPTに加入しないとの立場をとってきている。こ
のような中、1998年５月、インド及びパキスタン両
国は相次いで核実験を実施した。

日本は直ちに強く抗議するとともに、両国に対し、
新規の円借款の停止等を内容とする経済措置を実施
した。その後、G8等の様々な機会を捉え NPT加入、
CTBT署名・批准を中心とする核軍縮・不拡散上の
具体的な進展を粘り強く働きかけてきた。

このような日本をはじめとする国際社会からの働
きかけを受け、インド及びパキスタンは1998年６月
以降核実験を実施せず、核実験モラトリアム（一時
停止）を継続する旨表明するとともに、核不拡散上
の輸出管理の厳格化を表明した。このように、日本
の措置が相応の成果をあげたと考えられたこと、ま
た、テロとの闘いにおいてパキスタンの安定と協力
が極めて重要であること、南西アジア地域の安定化
のために大きな役割を果たし得るインドに対し、積

極的な関与を深めていく必要性等の要素を総合的に
考慮し、2001年10月、官房長官談話を発出し、日本
は両国に対する経済措置を停止した。同時に、日本
は、今後とも両国に対し NPT加入、CTBT署名・
批准を含む核軍縮・不拡散上の具体的な進展を引き
続き粘り強く求めていくとともに、核不拡散分野に
おいて両国の状況が悪化するような場合には、経済
措置の復活を含めて然るべき対応を検討することを
同談話において明確にした。

２．日本の取組
今や NPT未締約国は、国連加盟国の中でインド、

イスラエル、パキスタン、及び南スーダンの４か国
のみとなっている。日本を始めとする NPT締約国
は、NPT普遍化の観点から、NPT未締約国に対し、
非核兵器国として NPTに加入するよう繰り返し呼
びかけている。

また、インド及びパキスタンは CTBTに署名し
ていないことから、日本はこれら両国に対し、
CTBT早期署名・批准を求めるとともに、CTBT批
准までの間は、核実験モラトリアムを継続するよう
求めている。

パキスタンについては、2004年に同国のカーン博
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士が核関連技術を流出させたことが明らかになった
が、これは国際社会の平和と安定、核不拡散体制を
損なうものである。流出先の一つは北朝鮮とされて
おり、このことは日本の安全保障にとっても重大な
懸念である。日本政府はパキスタン政府に対し、遺
憾の意を伝えるとともに、本件に関するすべての情
報を日本に提供し、再発防止策等を講ずるよう強く
求めてきた。このような働きかけもあり、2004年、
パキスタンにおいて、核関連資機材・技術等に関す
る輸出管理法が発効した。2005年には、同法を効果
的に運用するため、日本とパキスタンの輸出管理専
門家が意見交換を行うとともに、日本側から、日本
の輸出管理制度につき技術的ブリーフィングを行っ
た。また、2004年以降毎年東京において開催してい
るアジア輸出管理セミナーにパキスタンの輸出管理
専門家を継続的に招待するなど、同国の核不拡散の
ための体制強化に協力している。なお、インドにつ
いても2006年からアジア輸出管理セミナーに招待し
ている。

また、日本は、インド及びパキスタンの核兵器等
の開発計画に資する物資や関連技術の輸出を防止す
るよう奨励する安保理決議等にかんがみ、両国の原
子力関係の技術者に対する査証発給の可否の厳格な
審査、両国に対する核関連資機材・技術の輸出管理
を通じ、日本の原子力関連資機材や技術が両国の核
兵器開発に転用されないよう防止する措置をとって
いる

さらに、日本は、インド・パキスタン間の対話を
通じた信頼醸成の進展を評価しつつも、両国がミサ
イル実験を繰り返していることについては懸念を表
明するとともに、両国に対し、ミサイルの開発・実
験・配備を最大限自制するよう求めている。

このほか、日本は、インド、パキスタン両国に対
し、様々な機会をとらえて軍縮・不拡散上の働きか
けを行ってきている。2009年12月及び2010年10月の
首脳会談後に発出した共同声明においては、核廃絶
に向けた両国のコミットメントを確認するととも
に、インドは核実験モラトリアムの継続を約束した。
2011年12月にインドを訪問した野田佳彦総理大臣と
シン首相との間で発出した共同声明においては、更
に二国間の軍縮・不拡散協議並びに軍縮会議を含む
対話を通じた核軍縮・不拡散における協力の強化が

決定され、2012年５月には、第４回日印軍縮・不拡
散協議が実施された。パキスタンとの間では、2011
年１月に二国間軍縮・不拡散協議を実施し、特に同
国による核軍縮の取組を一層進めるよう強く働きか
けたほか、同年２月にザルダリ大統領が日本を訪問
した際に発出した両首脳間の共同声明において、軍
縮・不拡散のグローバルな目標を共有する旨表明
し、緊密な協議を通じて協力を深化させていくこと
で一致した。日本は、このように、両国に対し、軍
縮・不拡散上の具体的な進展を強く求めてきてお
り、こうした働きかけに対する両国の対応を引き続
き注視していく。

３．インドに対する民生用原子力協力
2005年７月、米国・インド両国首脳は、インドが

軍縮・不拡散に関する様々な措置をとる代わりに、
米国がインドに対する民生用の原子力協力に向けた
努力を行う旨合意した。さらに、2006年３月、両国
首脳は、インドが2006年から2014年までの間に14基
の原子炉を段階的に IAEA保障措置の下に置く等の
措置を取る一方、米国はインドへの完全な民生用の
原子力協力を行うために、関連する米国内法の改正
及び原子力供給国グループ（NSG）ガイドラインの
調整を追求していくとする合意に達した（いわゆる

「民生用原子力協力に関する米印合意」）。
NSGガイドライン上、IAEA との間で包括的保障

措置協定を締結していない国に対する原子力関連品
目の移転は禁止されているが、上記米印合意を受け、
2008年９月の NSG 臨時総会において、インドにつ
いてはこれを例外化する決定がなされ、インドに対
する民生用原子力協力に関する声明が採択された。
これは国際不拡散体制の外側にいるインドに更なる
不拡散への取組を促す契機となるものと考えられ、
日本も、この例外化決定は、最大の民主主義国家で
あり新興市場経済国でもあるインドの戦略的重要
性、同国の原子力の平和的利用が、地球温暖化対策
に貢献するという意義、インドによる核実験モラト
リアムの継続を始めとするインドの核不拡散の一連
の「約束と行動」が前提となっていること等を踏ま
え、大局的観点からコンセンサスに参加した。その
際、日本は、仮にインドによる核実験モラトリアム
が維持されない場合には、NSGとしては例外化措置
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を失効ないし停止すべきであること、また、NSG参
加各国は各国が行っている原子力協力を停止すべき
であること、さらにインドに対し、非核兵器国とし
ての NPTへの早期加入、CTBTの早期署名・批准
等を求めるとの日本の立場に変わりはないことを表
明した。

NSGによるインド例外化決定以降、米国のほかフ
ランス、ロシア、カナダ、韓国等の原子力先進国が
インドとの間で原子力協定を締結、又は交渉を開始
し、インドとの協力を積極的に進めている。日本は、
インドが今後も「約束と行動」を着実に実施してい
くことを前提に、日本がインドとの原子力の平和的
利用分野での協力を行うことは、気候変動・地球温
暖化対策、戦略的重要性を増してきているインドと
の二国間関係の強化、及び原子力の平和的利用分野
での日本の貢献といった観点から有意義と考え、以
上の諸点を総合的に勘案した結果、2010年６月に日・
インド原子力協定交渉を開始することを決定した。
日本は、協定交渉を進めるに際しては、原子力安全
や核軍縮・不拡散に十分配慮していく。

【参考　2008 年９月の NSG によるインドに対す
る民生用原子力協力に関する声明の概要】

（１）2008 年９月６日、NSG 臨時総会において、
NSG 参加各国政府は以下を決定した。

○グローバルな不拡散体制、NPT の規定及び目的
の広範な履行に貢献することを希求する。

○核兵器の更なる拡散を防止することを追求する。
○不拡散に肯定的な影響を与えるためのメカニズム

を追求する。
○原子力に関する保障措置及び輸出管理の原則を促

進することを追求する。
○インドのエネルギー需要に留意する。

（２）NSG 参加各国政府は、インドが自発的にとっ
てきた以下の約束及び行動に係る措置に留意し
た。

○軍民分離計画に従い民生用原子力施設を段階的に
分離し、民生用原子力施設を IAEA に申告する。

○民生用原子力施設に関するインド・IAEA 保障措
置協定の締結。

○民生用原子力施設に関するインド・IAEA 追加議
定書の署名・遵守。

○濃縮・再処理技術の拡散防止及び国際的努力への
支持。

○効果的な国内の輸出管理制度の制定。
○インド国内法の NSG ガイドライン及び規制リス

トへの調和化及び NSG ガイドラインの遵守。
○核実験の一方的なモラトリアムの継続及び FMCT

の締結に向け他国と協働する用意。

（３）上記の約束及び行動に基づき、NSG 参加各国
政府は、インドに対する民生用原子力協力に関し、
以下の方針を採択及び実施する。

○ NSG 参加各国政府は、平和的目的及び IAEA の
保障措置が適用される民生用原子力施設における
使用のために、インドに対し NSG ガイドライン・
パート１及びパート２において規制されている品
目及び関連技術を移転することができる。

○ NSG 参加各国政府は、インドへの規制品目の移
転につき相互に通報する。また、インド政府との
二国間合意を含め、情報交換を行う。

○インドとの対話及び協力を強化するため、NSG
議長とインドとの間の協議を行い、その結果を
NSG 総会に常時通知する。

○本声明のすべての側面の実施に関係する事項につ
いて検討することを目的として、NSG 参加国政
府は協議し、NSG ガイドラインの規定に従って
会合及び行動する。
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保障措置（safeguards）とは、原子力の利用にあ
たりウランやプルトニウムのような核物質等が兵器
目的に資するような方法で利用されないことを確保
するための措置をいう。国際原子力機関（IAEA）
憲章第３条 A5には、このような保障措置の実施が
IAEAの任務である旨明記されており、IAEAは、
これに基づいて各国との間で保障措置協定を締結
し、当該国の原子力活動を検認する役割を担う。
IAEA保障措置は、核兵器不拡散条約（NPT）を中
心とする核不拡散体制の実効性を検証するために不
可欠の制度である。

IAEAは、当初、二国間の原子力協定等に基づい
て核物質等を受領する国との間で保障措置協定を締
結し、当該二国間で移転される核物質及び原子力資
機材のみを対象に保障措置を実施してきた。その後、
1970年に発効した NPT第３条１が、同条約の締約
国である非核兵器国に対して、国内のすべての核物
質を対象とする IAEA保障措置を受諾することを義
務付けた。このため、IAEAは NPT締約国が締結
すべき保障措置協定（包括的保障措置協定）のモデ
ルを作成し、以後このモデルに従って各国と保障措

置協定を締結し、当該国内における保障措置を実施
してきた。

しかし、1990年代初頭、包括的保障措置協定を結
んでいるにもかかわらずイラクや北朝鮮が秘密裏に
核開発を行っていたことで、従来の保障措置の限界
が認識され、保障措置の強化が急務となった。1997
年、IAEA理事会は従来の保障措置協定に追加して
各国が締結すべき追加議定書のモデルを作成し、以
後、同議定書の締結国に対してはより厳格な保障措
置を実施してきている（第３節１．参照）。また、
保障措置の強化とともに、限られた保障措置資源を
効率的に利用すべきとの観点から、2002年以降、従
来の保障措置協定及び追加議定書の実施によって原
子力活動の透明性が確認された国については、合理
化された保障措置（統合保障措置）が適用されてい
る（第３節２．参照）。

日本は、国際的な核不拡散体制の強化のため、追
加議定書の普遍化等に向けた外交努力を行うととも
に、世界有数の原子力大国として、自らの原子力活
動の透明性を維持するべく、IAEA保障措置の実施
に最大限の協力を行ってきている。

第７章

国際原子力機関（IAEA）保障措置

第１節　概要

1．包括的保障措置協定
NPT第３条１は、締約国である非核兵器国に対

し、「原子力が平和的利用から核兵器その他の核爆
発装置に転用されることを防止する」ため、「国際
原子力機関憲章及び国際原子力機関の保障措置制度
に従い国際原子力機関との間で交渉しかつ締結する
協定に定められる保障措置を受諾すること」を義務

付けている。さらに、保障措置は、「当該非核兵器
国の領域内若しくはその管轄下で又は場所のいかん
を問わずその管理下で行われるすべての平和的な原
子力活動に係るすべての原料物質及び特殊核分裂性
物質につき適用される」と定めている。

NPTに加入する多くの非核兵器国が IAEAと締
結しているのは、上記に基づく「包括的保障措置協

第２節　保障措置協定の内容
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定（Comprehensive Safeguards Agreement）」
（IAEAの文書番号から「153型保障措置協定」又は
「フルスコープ保障措置協定」と呼ばれる）であり、
日本については、1977年12月２日に発効している。

包括的保障措置協定における保障措置の目的は、
「有意量の核物質が平和的な原子力活動から核兵器
その他の核爆発装置の製造のため又は不明な目的の
ために転用されることを適時に探知すること及び早
期探知の危惧を与えることによりこのような転用を
防止すること」にある。「有意量（significant quantity）」
は、IAEA 保 障 措 置 用 語 集（IAEA Safeguards 
Glossary 2001 Edition）によれば、１個の核爆発装
置が製造される可能性が排除し得ない核物質のおお
よその量であり、例えばプルトニウムやウラン233
では８kg、ウラン235（濃縮度20％超）では25kgに
相当するとされている。

この保障措置の実施は、包括的保障措置協定の各
締約国に対して同協定の対象となるすべての核物質
の在庫量や一定期間の搬入・搬出量の管理（計量管
理）のための制度の維持や計量管理記録を含む当該
核物質及びその関連施設の IAEAへの申告等を義務
付け、IAEAはこれらが申告どおりか否かについて、
現地における査察を通じて検認することが基本とな
る。査察においては、IAEAは、施設の観察、核物

質に関する独自の測定や試料の採取のほか、「封じ
込め」と「監視」を行うことができる。「封じ込め」
とは、核物質貯蔵容器等に封印を行って核物質を物
理的に封じ込め、仮に容器が勝手に開けられた場合
には IAEAがその行為を把握することができるよう
にする手法を、また「監視」とは、核物質の不正な
移動が行われないようにビデオカメラ、放射線の測
定装置、モニター等を用いて監視する手法をいう。

２．その他の保障措置協定
NPTに基づく包括的保障措置協定が実施される

以前に制定された IAEA文書に基づく保障措置協定
は、「66型保障措置協定」又は「個別の保障措置協定」
と呼ばれ、協定に基づき取り決められた範囲の核物
質や原子力資機材等のみを保障措置の対象としてい
る。このような協定は現在、NPT未加入のインド、
パキスタン及びイスラエルに適用されている。また、
NPT上の５核兵器国（米国、英国、フランス、中
国及びロシア）は IAEA保障措置を受け入れる義務
はないが、核不拡散の重要性等を考慮し、軍事的目
的以外の核物質に対する保障措置を自発的に受け入
れている。これら核兵器国と IAEAが締結している
保障措置協定は、「自発的（ボランタリー・オファー）
保障措置協定」と呼ばれる。

１．保障措置の強化と追加議定書
1990年代初頭、イラクや北朝鮮の核開発疑惑に関

し、従来の包括的保障措置では IAEAが未申告の原
子力活動を検知し、未申告の核物質の軍事転用を未
然に防止することができないという問題が顕在化し
た。包括的保障措置協定は、締結国が国内のすべて
の核物質を申告することを前提とした保障措置であ
るため、秘密裏に行われている活動を探知すること
は極めて困難であった。そのため、IAEAは、未申
告の核物質・原子力活動の探知能力を向上させるこ
とを目的とする保障措置の強化策を検討することに
なった。

1993年、IAEAは保障措置の強化・効率化の方策
を検討する「93＋２計画」を開始し、その結果、包
括的保障措置協定の枠組みの中で実施可能な措置、

及び新たな枠組みを設けて講じるべき措置に関する
提言がなされた。前者については順次実施に移され、
また、後者については、1997年５月、IAEA理事会
において、包括的保障措置協定に追加するモデル議
定書が採択された。既存の包括的保障措置協定に追
加される議定書としての位置付けから、「追加議定
書（Additional Protocol）」と呼ばれている。

追加議定書は、IAEAに提供される情報及び検認
対象並びに IAEA査察官によるアクセス可能な場所
を拡大することにより、従来型の包括的保障措置協
定の下で行われる検認に加えて、未申告の原子力活
動がないことを確認するためのより強化された権限
を IAEAに与えるものである。具体的には、IAEA
に提供される情報について、核物質の使用を伴わな
い核燃料サイクル関連研究開発活動に関する情報、

第３節　保障措置の強化・効率化
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濃縮・再処理等特定の原子力関連資機材の製造・組
立情報、特定の設備・資材の輸出入情報等が新たに
申告対象となり、さらに、未申告の核物質や原子力
活動がないことを確認するために、これら申告対象
等に対する短時間の通告（２時間又は24時間前）で
の立入り（補完的アクセス）やその際の環境サンプ
リング（試料の採取）も可能となった。

近年の核不拡散体制に対する挑戦にかんがみ、核
不拡散体制の維持に不可欠な IAEA保障措置の重要
性が広く認識されるようになってきた。より多くの
国が包括的保障措置協定や追加議定書を締結するこ
とは、核不拡散体制の強化、ひいては世界の平和と
安全の維持のために重要な意義を有する。包括的保
障措置協定の締結国は、NPT上その締結が義務付
けられている190か国の中171か国（2012年12月末時
点）、また、追加議定書の締結国は118か国（署名国
は139か国）（2012年12月末月時点）という状況にあ
る。包括的保障措置協定に加えて追加議定書を普遍
的なものとするための更なる努力が求められている

（第４節１．参照）。

２．保障措置の効率化
一方、保障措置の強化に伴い、保障措置業務の増

大やそのための財源確保の課題も認識されるように
なった。そのため、保障措置の合理化・効率化を目
的とする統合保障措置（integrate．safeguards）の
在り方について活発な議論が行われ、その結果、
2002年３月、IAEA理事会において統合保障措置の

適用方法に関する基本概念が採択された。
統合保障措置とは、従来型の保障措置と追加議定

書に基づく保障措置との有機的な結合を図る概念で
あり、IAEAが包括的保障措置協定及び追加議定書
の実施によって「未申告の原子力活動及び核物質の
不在」の結論を導いた国を対象として、包括的保障
措置に基づく通常査察を合理化するものである。統
合保障措置の適用は、適用国における保障措置の実
施に伴う IAEA及び受入国双方の事務負担や経費の
軽減に資するものとして重要である。統合保障措置
の適用を受けるためには、IAEAが、当該国につい
て保障措置下に置かれた核物質の転用を示す兆候
も、未申告の核物質及び原子力活動を示す兆候もな
いとの「拡大結論」を導出する必要がある。（日本
については2004年度より適用が開始されている（後
述）。2011年を通じて日本を含む49か国に適用。）統
合保障措置の適用に関し、日本については、2004年
６月の IAEA理事会において必要な結論が出され、
2004年９月15日より統合保障措置の適用が始まっ
た。大規模な原子力活動を行う国で統合保障措置が
適用されたのは日本が初めてであり、これにより日
本の原子力活動の透明性の高さが証明されると同時
に、保障措置受入にかかる負担が軽減することが期
待されている。

以上に加え、IAEAは保障措置の効果を損なうこ
となくその効率化を図るための技術（遠隔操作等）
の開発や将来の制度設計の在り方について検討を
行っている。

2009年12月に就任した天野之弥 IAEA事務局長
は、国際的な核不拡散体制の強化のための要となる
保障措置制度の強化・効率化に重点的に取り組んで
いる。

日本は、IAEAの指定理事国（注）として、また、
事務局長の出身国として以下のような取組を通じ、
IAEAの活動に対して適切なサポートを行っている。

１．追加議定書の普遍化に向けた取組
日本は、包括的保障措置協定及び追加議定書に基

づく IAEA保障措置を受け入れ、プルトニウム利用
を含む原子力活動の透明性の確保に努めている。特
に、日本は、世界有数の原子力産業国であり、保障
措置を受け入れている国としても大きな知見を有し
ている。このことから、日本は、IAEAにおけるモ
デル追加議定書の策定過程で積極的な役割を果たす
とともに、1999年12月に原子力発電を行っている国
として初めて追加議定書を締結し、翌2000年から追
加議定書に基づく補完的アクセスを数多く受け入れ

第４節　日本の取組

（注）毎年６月のIAEA理事会で指定される13か国で、
日本を始めとする G8 等の原子力先進国を指す。
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てきている。また、日本は、国際的な核不拡散体制
を強化するために、出来る限り多くの国が追加議定
書を締結することが最も現実的かつ効果的な方途で
あるとの認識の下、追加議定書の普遍化を積極的に
推進している。その取組の一環として、日本は、
2010年５月の NPT運用検討会議において、「IAEA
保障措置の強化」に関する作業文書を提出し、追加
議定書の普遍化の重要性を訴え、多くの諸国から支
持を得た。また、2012年９月の IAEA総会では、可
及的速やかな追加議定書の締結が奨励されるととも
に、日本の提案に基づき、IAEAが要請に応じてそ
の締結を一層支援する勧告が総会決議（GC（56）/
RES/13）に盛り込まれた。日本はこれまで IAEA
と協力し、追加議定書の締結に向けた各国の実施体
制等を支援するため、アジア・太平洋地域など特定
地域の関係国を対象とした IAEA主催地域セミナー

（2006年７月シドニー、2007年８月ベトナム、2009
年３月シンガポール）への人的・財政的支援を実施
すると共に、自国の経験や知見を活用して IAEA等
と連携しつつ保障措置関連の研修，ワークショップ
等を実施してきている。日本は、さらに、二国間協
議やアジア不拡散協議（ASTOP）等の多国間協議
の機会を捉えて、追加議定書の未締結国に対して締
結を促すと共に、G8としての共同の働きかけにも
率先して参画してきている。

２．IAEAの保障措置関連分析能力の強化へ
の貢献

IAEAが各国の保障措置に関する的確な結論を導
出できることが保障措置強化に不可欠であることか
ら、日本は、各国における査察を通じて得た核物質
等の分析能力の向上を支援するため、諸外国とも連
携しつつ、ウィーン郊外にある保障措置分析所の近
代化（例えば、分析関連機器の導入）のための貢献
を行っている。

３．保障措置の効率化のための協力
IAEAは、通常予算の約4割を占める保障措置予

算を中心として、実質ゼロ成長の中で拡大する業務
を効果的に遂行することに困難が生じてきている。
保障措置予算を中心とする IAEAの通常予算は年々
増加してきている中で、天野 IAEA事務局長は、
2012年９月の総会において、今後の IAEA通常予算
が賢明かつ効果的に配分されるよう取り組むとの方
針を打ち出している。このような状況の中で、日本
は限られた IAEAの資源を有効活用する重要性にか
んがみ、IAEA事務局に対して、保障措置活動の一
層の効率化と経費削減を求めてきているほか、
IAEAは効率的な保障措置の手法（統合保障措置）
の活用や技術（遠隔操作等）の開発に協力を行って
きている。
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原子力発電には、核燃料（低濃縮ウラン、使用済
燃料の再処理で得られるプルトニウム等）の安定的
な供給が不可欠である。発電用核燃料を入手するた
めに必要なウラン濃縮・再処理に関する技術、施設
等を自前で獲得するという選択肢は、核兵器不拡散
条約（NPT）に基づく「奪い得ない権利」として
締約国に開かれている一方、現実には、技術、コス
ト等の面から濃縮や再処理を自前で行う国は限られ
ている（濃縮施設及び再処理施設の双方を持つ国は
非核兵器国では日本のみ。）。

IAEAにおいて現在進められている議論の中心と
なっている核燃料供給保証とは、このような状況下

１．「エルバラダイ構想」以前
IAEA憲章は、IAEAの任務の一つとして、「いず

れかの加盟国の要請による他の加盟国のための役務
の実施又は物質、設備及び施設の供給を確保するた
め仲介者（intermediary）として行動」することを
定めており（第３条 A1）、IAEAは本来、核燃料供
給保証に関してかかる「仲介者」としての役割を担
うことが想定されている。

1957年の IAEA発足後、ウラン供給は憲章が想定
したような限られたものではなくなり、国際市場の
形成が進んだことから、「仲介者」としての IAEA
の役割が特段具体化されることはなかった。

その後1974年にインドが平和的利用の施設から回
収したプルトニウムを用いて核実験を実施したこと
を受けて、1977年に米国（カーター政権）が、濃縮・
再処理施設及びその入手可能性を含め各国の核燃料

において、平和的目的の発電用原子炉に核燃料供給
を必要とする国が、供給の途絶えた場合のバック
アップとして低濃縮ウランの備蓄を利用できるよ
う、多国間の仕組みを作っておこうという考え方で
ある。その利用を通じ、原子力の平和的利用の促進
と共に、新たに濃縮・再処理に関する技術、施設等
を獲得するインセンティブを低下させることで核不
拡散の促進を図ることもこの考え方の背景にある
が、最近では、途上国等の意見も踏まえ、2010年に
開催された NPT運用検討会議における位置付けが
示すように、IAEAでは、原子力の平和的利用促進
に比重を置いた議論がなされている。

サイクルを評価し直すことを IAEAに提案し、また
1980〜87年には、米国・EU主導で IAEA理事会の
下に供給保証委員会を設置し、核拡散防止の観点か
ら核燃料の長期安定供給のためのメカニズムを協議
するなどの動きが見られたが、多国間の具体的な取
組に結実することはなかった。

２．「エルバラダイ構想」とブッシュ提案
エルバラダイ IAEA事務局長は、2003年10月に、

「エコノミスト」誌に発表した「より安全な世界に
向けて」と題する論文中で、現行の不拡散体制の下
では、非核兵器国が、濃縮又は再処理技術を保有し、
兵器級の核物質を所持することは違法ではなく、完
全に開発された核燃料サイクル能力を持った国家
が、不拡散のコミットメントから離脱することを決
定すれば、数か月以内に核兵器を生産することがで

第８章

核燃料供給保証

第１節　概要

第２節　背景と最近の動き
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きるため、新たなアプローチが必要である旨述べ（い
わゆる「エルバラダイ構想」）、これを受けて2005年
２月、同事務局長に指名された国際専門家グループ
が報告書（「核燃料サイクルへのマルチラテラル・
アプローチ」）を取りまとめた。

その一方で、ブッシュ米国大統領は、2004年２月、
米国国防大学での演説において、顕在化したばかり
のパキスタンの AQカーン博士の核拡散に関する地
下ネットワークに言及しつつ、核不拡散体制の強化
のため、「原子力供給国グループ（NSG）の40か国（当
時。2010年10月末現在は46か国）は、既に機能して
いるフルスケールの濃縮及び再処理施設を有してい
ないいかなる国に対しても、濃縮及び再処理の機材
及び技術の売却を拒否すべきである」旨の提案を
行った。

これらを契機として、核不拡散と原子力の平和的
利用の両立を目指した様々な提案がなされ、国際的
取組に関する検討が IAEAを中心に活発化した。

３．IAEAにおける最近の動き
（１）IAEAの場で行われてきた様々な諸提案の

うち最も検討の進んだロシア提案に係る決議案が
2009年11月の IAEA理事会で承認され、実施のため
のロシアと IAEAの間の協定が2010年３月に署名さ
れた。

ロシア提案の基本的な仕組みは、発電炉のための

低濃縮ウランの供給途絶に直面している国であって
所定の要件（非核兵器国であること、国内のすべて
の平和的原子力活動が IAEA保障措置下に置かれて
いること等）を満たすと IAEAが認めるものに対し、
核燃料供給の途絶の事態に直面した国からの IAEA
に対する要請に基づいて、ロシア国内の施設に備蓄
する低濃縮ウランを IAEA経由で当該国に供給する
という仕組みである。
（２）さらに、2010年12月理事会においては、米

国提案の「IAEA低濃縮ウラン・バンク」の設置が
承認された。上記のロシア提案と同様に所定の要件

（注：包括的保障措置協定の締結国に限られるなど
の相違はある。）を満たす要請国に対して核燃料を
供給するものであるが、ロシア提案とは異なり、
IAEAが、核燃料の所有者となり、また、IAEAと
取決めを行う国に置かれる貯蔵施設の管理・運営主
体となることが予定されている。

これに加え、2011年３月理事会では、英国提案に
基づき、発電用の低濃縮ウランの輸出入国政府間で
その供給を保証するためのモデル協定が承認され
た。以上の IAEAにおける核燃料供給保証の仕組み
作りにおいては、自ら濃縮・再処理を行う「奪い得
ない権利」に不当な制限を課すものであるとする途
上国との間で意見の隔たりも見られたが、原子力発電
に必要な核燃料へのアクセスを不安定化させないた
めの取組としてその意義が認められたものである。

日本は、「核燃料サイクルへのマルチラテラル・
アプローチ」（MNA）に係る提案については、「そ
れが国際的な核不拡散体制の強化と原子力の平和利
用の推進に如何に資するかを見極めつつ、その議論
に積極的に参画していく」（原子力政策大綱（2005
年10月14日閣議決定））こととしている。2006年の
IAEA総会では、核燃料供給保証に関する国際的な
枠組み作りの議論の活性化に貢献すべく、関係国が
その核燃料供給能力を IAEAに登録することによ
り、供給面での不安の解消と市場の混乱の予防に貢
献することを目指して「IAEA核燃料供給登録シス
テム」を提案した。この提案は、一定の条件の下、

ウラン濃縮に限らず、ウラン原料、転換、燃料加工、
ウラン在庫、備蓄等の核燃料供給全般について各国
がそれぞれの実態に応じて、その供給能力を IAEA
に登録し、供給面での不安の解消と市場の攪乱の予
防に努める制度を IAEAにおいて創設するというも
のである。

日本は、核燃料供給保証の多国間の枠組みが機能
することによって発電のための核燃料供給が不測の
事態においても継続され得ること、そのために
IAEA加盟国間の核燃料供給保証に関する意見の隔
たりを乗り越え、実質的議論を進めることのできる
環境が醸成されることを重視している。

第３節　日本の取組
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コラム：天野之弥 IAEA 事務局長の活動

１．選出
2009 年７月２日〜３日にウィーンで開催された IAEA 特別理事会における投票の

結果、天野之弥ウィーン日本政府代表部大使が、次期事務局長に任命され、その任命

が９月 14 日に開催された第 53 回 IAEA 総会において正式に承認されました。

２．就任
（１）日本人・アジア初の IAEA 事務局長の誕生

　2009 年 12 月１日、天野大使は、日本人として、またアジアから初めて、第５代 IAEA 事務局長に就

任しました。IAEA は核不拡散と原子力の平和的利用の両立を目指す国際機関であり、特に「核兵器のな

い世界」の実現に向けて一層その役割の重要性を増している IAEA の事務局長を日本から出したことの意

義は、日本の軍縮不拡散外交の推進にとり極めて大きいものと思われます。

（２）就任後の取組

　天野事務局長は、就任直後より途上国におけるガン治療プログラムの普及に力を入れるなど、医療、環

境、食糧、水、電力へのアクセスなどの地球規模の様々な課題への対処のための原子力技術協力の強化を

打ち出し、原子力の平和的利用の促進のため先頭に立って取り組んでいます。2011 年３月 11 日に発生

した東日本大震災による東京電力福島第一原子力発電所事故の後には、事故の教訓等を踏まえた世界の原

子力安全の向上に向けた国際的取組をリードしてきました。さらに、2012 年 12 月に日本政府と IAEA

の共催の下で福島県郡山市で開催された「原子力安全に関する福島閣僚会議」において、①これまで開催

されてきた東京電力福島第一原子力発電所事故に関連する国際専門家会合の結論を概観する報告書を提示

すること、及び、②同事故に関する包括的な報告書を 2014 年に最終的にとりまとめるよう準備するこ

とについて、2012 年９月に開催された第 56 回 IAEA 総会において表明しました。同時に、北朝鮮やイ

ランの核問題の解決に向けた IAEA の取組、追加議定書の普遍化を含む保障措置の強化とその効率化など

を通じて核不拡散体制の一層の強化に取り組んでおり、更に 2010 年８月に広島及び長崎の各平和祈念

式典にIAEA事務局長として初めて参加し、核軍縮の実施面でもIAEAが貢献できることを強調しています。

その傍ら、同事務局長は IAEA の活動の効果・効率を一層高めるためのマネージメント改革にも積極的に

取り組むとしています。

（３）日本のサポート

　日本としては、天野事務局長がその責務を十分に果たせるよう、以上に述べた IAEA の重点的な取組を

適切にサポートし、協力を強化していく考えです（第２部第７章参照）。
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近年、国際的なエネルギー需要の増大や地球温暖
化問題への対処の必要性等から、原子力発電の拡充
や新規導入を計画する国が増加しており、2011年３
月11日に起こった東京電力福島第一原子力発電所の
事故後も、原子力発電は国際社会における重要なエ
ネルギー源となっている。

一方、原子力発電に利用される技術や機材、核物
質は、軍事転用が可能であり、また、一国の原子力
事故が周辺諸国にも大きな影響を与え得る。このた
め、原子力の平和的利用においては、3S（核不拡散
を担 保 するための代 表 的 措 置である保 障 措 置

（nonproliferation/safeguards）、原子力安全（nuclear 
safety）及び核セキュリティ（nuclear security）の頭
文字を取ったもの。）（注）の確保が極めて重要である。

日本は、2008年の G8北海道洞爺湖サミットの機
会などを通じ、3Sの重要性を国際社会の共通認識
とするための外交努力を続けてきたが、特に、2011
年の原発事故以降は、事故から得られた知見と教訓
を国際社会と共有し、これにより、国際的な原子力
安全の強化に貢献していくことが、日本が果たすべ
き責務ともいうべき重要な課題となっている。

こうした観点から、日本は積極的な対外発信に取
り組んだ。具体的には、ハイレベルでの説明として、
菅直人総理大臣から日中韓サミット（2011年５月22
日）や G8ドーヴィルサミット（同年５月26、27日）
等において、また、野田佳彦総理大臣から原子力安
全及び核セキュリティに関する国連ハイレベル会合

（同年９月22日）等の場で、日本の状況を直接説明
したほか、首脳会談や外相会談等においても説明を
行った。

同年６月には、原子力安全に関する IAEA閣僚会
議に対し、数百ページにわたる詳細な事故報告書を
提出し、広く国際社会に公表した。さらに、同年９
月の IAEA総会に際し、６月に報告した教訓への取
組状況や、事故に関する追加的情報及び事故収束に
向けた取組の現状等を含めた追加報告書を公表し
た。

さらに、G8や IAEA等での議論において、日本は、
国際的な原子力安全の強化に向け、IAEA安全基準
の強化及び活用の促進、IAEA安全評価ミッション
の拡充、原子力事故時の支援に関する IAEA登録制
度（注）の拡充、原子力安全当局間の連携強化の促
進、原子力安全関連条約の強化を提案した。こうし
た日本の提案は、同年９月22日に IAEA総会で承認
された原子力安全に関する IAEA行動計画にも反映

第９章
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第１節　原子力の平和的利用

（注）
○保障措置：原子力の利用に当たり、核物質等が兵

器目的に資するような方法で利用されないことを
確保するための措置。IAEA 査察官による「査察」
等を通じて実施される（第２部第７章参照）。
　なお、核不拡散を担保するためのその他の措置
として、輸出管理（第７部第１章参照）等がある。

○原子力安全：原子力の適正な利用、事故の防止、
事故の影響緩和を達成し、これにより、放射線の
危険から人や環境を防護するための措置。具体的
には、原子力施設に対する安全規制、事故の際の
緊急時対策の確立、安全確保を最優先とする関係
者の意識向上等がある。

○核セキュリティ：核物質その他の放射性物質を利
用したテロが現実のものとならないようにするた
め、核物質の盗取や施設の妨害破壊等を防止し、
検知し、これらに対応する措置をいう。（第２部第
10 章参照）。
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された。
また、国際的な原子力安全の強化に貢献すべく、

日本は IAEAと共催の下、2012年12月15日から17日
まで福島県郡山市において、「原子力安全に関する
福島閣僚会議」を開催した。（コラム参照。）

二国間原子力協定は、特に原子力の平和的利用の
推進と核不拡散の観点から、核物質、原子炉などの
主要な原子力関連資機材及び技術を移転するに当た
り、移転先の国からこれらの平和的利用等に関する
法的な保証を取り付けるために締結するものであ
る。日本が最近締結した原子力協定には、原子力安
全に関する規定も盛り込まれており、原子力協定は、
原子力安全の強化等に関する協力の促進も可能とす
るものである。

2011年12月には、ヨルダン、ロシア、韓国及びベ
トナムとの原子力協定が日本の国会において承認さ
れ、翌年それぞれ発効した。2012年末までに、日本
は、米国（1988年）、英国（1998年）、カナダ（1980年）、

オーストラリア（1982年）、フランス（1990年）、中
国（1986年）、欧州原子力共同体（EURATOM）（2006
年）、カザフスタン（2011年）、ヨルダン（2012年）、
ロシア（2012年）、韓国（2012年）及びベトナム（2012
年）との間で原子力協定を締結している（注）。

第２節　日本の二国間原子力協定

（注）
１．（　）内の年はいずれも現在有効な協定の発効年。

カナダ及びフランスについては、改正議定書の発
効年。

２．ユーラトムには全ての EU 加盟国が参加してい
るので、ユーラトムと原子力協定が締結されてい
ることにより、全ての EU 加盟国と原子力協定を
締結しているのと同様の意味を持つ。

（注）
　　IAEA は、原子力事故又は放射線緊急事態に際

しての支援における国際協力に関する登録制度
として、緊急時対応援助ネットワーク（RANET 
: Response and Assistance Network：
RANET）を設置し、加盟国の援助実施可能な能
力（分野、専門性等）を登録する制度を有しており、
日本は RANET における支援対象分野の拡大、必
要な資機材リストの作成等を提案してきている。
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第９章

コラム：原子力安全に関する福島閣僚会議

　2012 年 12 月 15 日から 17 日まで、福島県郡山市「ビッグパレットふくしま」において、「原子力

安全に関する福島閣僚会議」が開催された。この会議では、東京電力福島第一原子力発電所事故から得ら

れた知見・教訓が国際社会と共有され、原子力安全の強化に関する国際社会の様々な取組の進捗状況が議

論された。IAEA の共催の下、日本が主催し、117 の国と 13 の国際機関が参加した（46 の国・国際機

関から、閣僚・国際機関の長を含むハイレベルが参加した。）。

　この会議を福島で開催したことにより、原子力安全の強化が重要であることが再確認された。また、原

子力安全に関する IAEA 行動計画（第９章第１節参照）の策定から１年を経たタイミングでハイレベルで

の議論が行われたことにより、国際的な原子力安全を更に強化していくことにつながると期待される。

会議初日の閣僚級本会合においては、共同議長である玄葉光一郎外務大臣及びファディラ・ユソフ・マレー

シア科学技術革新省副大臣から開会挨拶が行われ、さらに、玄葉外務大臣による我が国主催者演説、天野

之弥 IAEA 事務局長の挨拶、潘基文国連事務総長挨拶の代読に続き、各国から演説が行われた。本会合の

終了に際しては、本会合において IAEA 加盟国により示された見解の内容や趣旨を反映した「原子力安全

に関する福島閣僚会議共同議長声明」が発出された。この共同議長声明においては、東日本大震災の被害

を受けた日本国・日本国民に対する国際的な連帯が改めて表明され、また、会議参加者から、福島県を訪

問し、福島の現状を知る機会を得たことへの謝意が表明された。次に、東日本大震災からの復旧・復興に

向けた福島県民・福島県の多大な努力が賞賛されるとともに、原発の安定化、放射線量の大幅な低減など、

東京電力福島第一原子力事故の対応に関して日本が報告した進展が歓迎され、また、除染の進展が認識さ

れた。さらに、原子力安全の国際的な強化に関連し、IAEA の緊急時対応援助ネットワーク（第９章第１

節注参照）の強化に向けた努力等、緊急事態に係る準備及び対応の強化と協力の重要性が強調された。また、

科学的・客観的な情報に基づく対応のためのコミュニケーション強化の重要性が強調されるなど、原子力

安全に関する IAEA 行動計画に盛り込まれた主要な項目の進展が言及された。

　会議の２日目及び最終日には、①「東京電力福島原発事故からの教訓」、②「東京電力福島原発事故を

踏まえた原子力安全の強化（緊急事態に係る準備及び対応を含む。）」、③「放射線からの人及び環境の防護」

をそれぞれのテーマとする３つの専門家会合が開かれた。内外の専門家による基調講演、パネル・ディス

カッションが行われるとともに、各専門家会合において表明された考えや立場を踏まえた議長による概要

が発出された。

　また、この会議の際に、佐藤雄平福島県知事と天野 IAEA 事務局長との間で、「東京電力福島第一原子力

発電所事故を受けた福島県と IAEA との間の協力に関する覚書」への署名が行われた。これにより、今後、

IAEA との間で、①福島における放射線モニタリング及び除染、②人の健康、③緊急事態の準備・対応の

各分野における協力が進むことが期待される。
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2001年９月11日の米国同時多発テロ以降、国際社
会は新たな緊急性をもってテロ対策を見直し、その
取組を強化してきているが、テロ組織は、科学技術
の発展と国際化された現代社会の特性を最大限利用
し、テロ行為、資金・武器の調達、宣伝行為等の活
動を、国境を越えて一層高度化させつつある。原子
力技術は、発電、医療、農業、工業等の広範な分野
で平和的に利用されているが、核物質や放射線源が
テロリスト等の手に渡り悪用された場合、人の生命、
身体、財産に対し甚大な損害がもたらされることが
予想される。国際原子力機関（IAEA）は、テロリ
スト等による核物質や放射線源の悪用が想定される
脅威につき、①核兵器の盗取、②盗取された核物質
を用いて製造される核爆発装置、③放射性物質の発

散装置（いわゆる「汚い爆弾」）、④原子力施設や放
射性物質の輸送等に対する妨害破壊行為の４つの範
疇に分類している。

IAEAは、このような脅威が現実のものとなるこ
とのないようにするために講じられる様々な措置
を、一般的に核セキュリティという概念として捉え
ており、核物質その他の放射性物質、又はこれらに
関連した施設に関する盗取、妨害破壊行為、不法移
転その他の悪意のある行為の防止、検知及び対応策
の全体を核セキュリティに貢献する措置としてい
る。核セキュリティの国際的なレベルでの強化に向
けて、IAEA、国連を中心として様々な取組が行わ
れており、日本もこうした取組を積極的に支援して
いる。

第10章

核セキュリティ

第１節　概観
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第10章

１．IAEAによる取組
（１）核テロリズム防止対策支援のための活動計画

2001年９月11日の米国同時多発テロ直後に開催さ
れた IAEA総会において、核物質やその他の放射性
物質と結びついた形でのテロ行為の防止に向けた
IAEAの活動と事業を再検討し、可及的速やかに理
事会に報告するよう IAEA事務局長に対し要請する
内容の決議が採択された。これを受け、2002年３月
の IAEA理事会において、核テロ対策を支援するた
めに IAEAにおいて実施すべき事業として、核物質
及び原子力施設の防護等８つの活動分野（注）から
構成される第１次活動計画（2002年〜2005年）が承
認されるとともに、この計画の実施のために核物質
等テロ行為防止特別基金（Nuclear Security Fund）
が設立された。2009年９月には、これまでの活動を
見直した上で、ニーズ評価、情報の取りまとめ及び
共有、世界的な核セキュリティの枠組みの強化への
貢献、核セキュリティ・シリーズ文書の提供、脅威
削減とセキュリティの改善、の４つの要素を含む第
３次核セキュリティ計画（2010〜2013年）が承認さ
れた。

（２）放射線源の安全と管理
「汚い爆弾」への転用の懸念が新たな課題として

浮上してきた結果、核物質に比べてアクセスがより
容易な放射線源の管理は、核物質防護と並ぶ喫緊の
課題となったと言える。IAEAは、2000年初頭から
詳細な内容を盛り込んだ「放射線源の安全とセキュ
リティに関する行動規範」の策定に取り組んできた
が、放射線源が「汚い爆弾」に使用され得るとの国
際的な懸念が特に2001年９月の米国同時多発テロ以
降高まったことを踏まえ、セキュリティ関連部分を
強化した「放射線源の安全とセキュリティに関する

行動規範」の改訂が2003年９月の IAEA理事会で承
認された。行動規範は、放射線源の悪意をもった使
用を防止することを目的として、各国に対し、放射
線源の効果的な規制を実施する法制度の整備を要請
している。2004年９月の IAEA理事会では、「行動
規範」の輸出入管理関連部分をより具体化し、放射
線源の輸出入に際し通報と承諾の制度化を要求する

「放射線源の輸出入に関するガイダンス」が承認さ
れた。また、同理事会の直後に行われた IAEA総会
において、各国がこのガイダンスに従って必要な国
内措置をとる旨を IAEA事務局長に対し表明するよ
う働きかける決議が採択された。

（３）核物質防護のための国際基準
IAEAは、核物質防護のための国際基準を整備す

るため、1975年以来、核物質防護に関する勧告文書
（INFCIRC/225）を策定し、改訂してきており、
2011年２月に第５版（Rev.５）が発行された。同文
書は、2005年に採択された改正核物質防護条約と調
和した内容となっており、同条約が掲げた12の基本
原則（注）を踏まえて構成されている。

同文書では、同時多発テロ発生等を受けた原子力
施設等に対するテロの脅威をめぐる国際的な認識の
高まりを踏まえ、妨害破壊行為を中心とする脅威を
低減させるとともに、テロ発生に備えるため、①許
可事業者に防護の実施に対する一義的責任があるこ
と（E:許可事業者の責任）、②物理的防護について
リスク分析の結果を踏まえて整備すること（Ｇ：脅
威、Ｈ：等級別取組、Ｉ：深層防護）、③妨害破壊
行為等発生後の措置を拡充すること（Ｋ：危機管理
計画）、④物理的防護体制を確実に整備すること（Ｆ：
セキュリティ文化、Ｊ：品質保証、Ｌ：秘密保持）
が強調されている。

また、改訂第５版においては、「国による信頼性

第２節　国際社会の取組

（注）８つの活動分野
①核物質及び原子力施設の防護、②悪意をもった核
物質の使用の探知、③核物質の計量管理制度の整備、
④放射性同位元素の管理、⑤原子力施設の安全・保
安の脆弱性評価、⑥不法行為が発生した際の対応、
⑦関連条約・ガイドライン等の実施、⑧核セキュリ
ティの調整及び情報交換

（注）12 の基本原則
Ａ：国の責任、Ｂ：国際輸送中の責任、Ｃ：立法上
及び規制上の枠組み、Ｄ：所管当局、Ｅ：許可事業
者の責任、Ｆ：セキュリティ文化、Ｇ：脅威、Ｈ：
等級別取組、Ｉ：深層防護、Ｊ：品質保証、Ｋ：危
機管理計画、Ｌ：秘密保持
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確認方針の決定」、「立地選定及び設計段階からの核
セキュリティの考慮」、「核物質の計量及び管理情報
の活用」、「スタンドオフ攻撃（注：一定程度離れた
距離からの原子力施設への攻撃）の設計基礎脅威と
しての検討」、「輸送中の核物質への妨害破壊行為に
対する措置の検討」などの項目（措置）が追加され
ている。

（４）核物質の防護に関する条約
「核物質の防護に関する条約」（核物質防護条約）

は、核物質を不法な取得及び使用から守ることを主
たる目的としている。現行条約は、締約国に対し、
国際輸送中の核物質について警備員による監視等、
一定水準の防護措置の確保を義務付けるとともに、
そのような防護措置がとられる旨の保証が得られな
い限り核物質の輸出入を許可してはならない旨を規
定している。また、核物質の窃盗、強取など核物質
に関連する一定の行為を犯罪とし、その容疑者が刑
事手続を免れることのないよう、締約国に対して裁
判権を設定すること及び本条約上の犯罪を引渡犯罪
とすることを義務付けて、容疑者の引渡し又は自国
の当局への付託を義務付けている。現行条約は1987
年２月に発効し、2012年10月現在、締約者は147か
国及び１国際機関（欧州原子力共同体）となってい
る。日本は1988年10月に同条約に加入した。

核物質及び原子力施設の防護に関する国際的な取
組の更なる強化を目的として、2001年以降、核物質
防護条約の改正案の検討が行われた結果、2005年７
月、同条約の改正がコンセンサスにより採択された。
その際採択された改正により、条約に基づく防護の
義務の対象が、国内で平和的目的のために使用、貯
蔵及び輸送されている核物質並びに原子力施設に拡
大され、また、処罰すべき犯罪も、原子力施設に対
する妨害行為等にまで拡大されることとなった。な
お、改正核物質防護条約の発効には、現行条約の締
約国の３分の２（2012年10月現在では99か国）によ
る締結が必要であるが、2012年12月現在、改正核物
質防護条約の締約国は61か国であるため、未発効で
ある。

２．国連による取組
1996年に国連総会において「国際テロリズム廃絶

措置」決議が採択されたことを契機として、1997年
２月、「核によるテロリズムの行為の防止に関する
国際条約」（核テロ防止条約）の交渉が開始された。
交渉は一時停滞したものの2001年９月の米国同時多
発テロの発生を受けて再開され、2005年４月の国連
総会においてコンセンサスにより採択された。この
条約は、2007年７月、22か国が同条約を締結するこ
とにより発効し、2012年12月現在、115か国が署名し、
83か国が締結している。

この条約は、核によるテロ行為が重大な結果をも
たらすこと及び国際の平和と安全に対する脅威であ
ることを踏まえ、核によるテロ行為の防止並びに同
行為の容疑者の訴追及び処罰のための効果的かつ実
行可能な措置をとるための国際協力を強化すること
を目的としている。具体的には、人の死又は身体の
重大な傷害、財産の実質的な損害等を引き起こす意
図をもって放射性物質又は核爆発装置を所持、使用
等する行為、放射性物質の放出を引き起こすような
方法で原子力施設を使用し又は損壊する行為等を国
内法上の犯罪とすることとしている。

３．核テロリズムに対抗するためのグローバ
ル・イニシアティブ

2006年７月、先進８か国（G8）サミットの際に、
米国及びロシア両大統領は、国際安全保障上の最も
危険な挑戦の一つである核テロの脅威に国際的に対
抗していくことを目的として、「核テロリズムに対
抗するためのグローバル・イニシアティブ（GICNT: 
Global Initiative to Combat Nuclear Terrorism）」を
提唱した。その後、2006年10月に開催された第１回会
合には、G8、オーストラリア、中国、カザフスタン、ト
ルコが当初参加国として参加したが、2012年12月現在
では、GICNT参加国は85か国及び４機関（オブザー
バー：EU、IAEA、国際刑事警察機構（INTERPOL）、
国連薬物犯罪事務所（UNODC））にまで増加した。

2006年10月の第１回会合において「原則に関する
声明」が採択され、その後の会合において、「原則
に関する声明」に基づき、具体的な活動計画（セミ
ナー、ワークショップ等）を参加国がそれぞれ提案
し、順次実施していくこととなった。また、参加国
の一層の拡大、訓練の重要性、地方自治体等を巻き
込んだ各国の核テロ対策強化の必要性等について意
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見交換が行われてきた。さらに、2010年６月に開催
された会合において、GICNTの体制強化のための
組織化について合意され、①全体会合の隔年開催及
び多数決による決定の導入、② GICNT活動計画の
管理や個別の活動の調整・優先順位付のための実
施・評価グループの活動の活性化等が決定された。
また、同会合において、核検知と核鑑識が優先分野
とされ、2011年の全体会合で（テロ発生時の）対応
と緩和も加えられ、現在、①核検知、②核鑑識、及
び③対応と緩和の３つの作業グループの活動が行わ
れている。

４．核セキュリティ・サミット
2009年４月、オバマ米国大統領がプラハ（チェコ）

における演説において、核テロは地球規模の安全保
障に対する最も緊急かつ最大の脅威であるとした上
で、翌年中の核セキュリティ・サミットを主催する

ことを提唱し、2010年４月、核セキュリティをテー
マとする初めての首脳会議がワシントン（米国）に
おいて開催された。同サミットには、日本を含む47
か国及び３国際機関から首脳等が参加した。サミッ
トの結果、参加国の間で「すべての脆弱な核物質の
管理を４年以内に徹底する」との目標が共有される
とともに、今後取り組むべき措置を示した「コミュ
ニケ」及びコミュニケを具体化した「作業計画」が
採択された。

2012年３月には、第２回目となるサミットが、東
京電力福島第一原発事故から約１年という節目のタ
イミングでソウルにて開催され、前回サミットで合
意した作業計画の実施状況を検証し、核セキュリ
ティ強化のための国際協力と国内措置及び核セキュ
リティと原子力安全の相乗効果（シナジー）につい
て議論された。

（１）国際協力
日本は、IAEAに設置された核物質等テロ行為防

止特別基金に対し2012年３月までに累計で94万ドル
及び120万ユーロを拠出し、IAEAを支援している。
この資金の一部を活用し、IAEAは、核物質管理シ
ステム改善プロジェクトをカザフスタンのウルバ核
燃料施設で行い、同核燃料施設における問題点の一
つであった工程内のウラン残留量の測定の精度が大
幅に改善した。また、同基金への日本の拠出を利用
し、特にアジアにおいて原子力発電の新規導入国が
増加していることを踏まえ、2006年11月及び2011年
２月、IAEAは日本との共催で、アジアにおける核
セキュリティ強化のための国際会議を開催したほ
か、ベトナム、タイ等における核物質防護の強化や
放射線検知能力向上のための事業を実施している。

さらに、日本は、核物質の適切な管理及び防護が
非核化の推進の観点及び脅威拡散防止のため、ウク
ライナ、カザフスタン、ベラルーシに所在する原子
力研究所や科学研究所等に対し、様々な放射線測定
機器、コンピューター、計量管理ソフト等を含む計
量管理システム用機材を供与し、国内計量管理制度
の確立支援を行うとともに、各種センサー、監視カ

メラ、監視システム等の機材供与を行うことにより、
核物質防護システムを改善し、核セキュリティの向
上に貢献している。また、2006年12月に調査団をカ
ザフスタンに派遣し、同国の核セキュリティの現状
について調査を行った。2007年４月、この調査の結
果を踏まえ、同国のウルバ冶金工場及び原子力物理
研究所に対し、総額５億円を目途とした核セキュリ
ティ向上のための協力を行うことを決定し、現在、
日本、カザフスタン及び IAEAの間で、協力の実施
に向けた調整が進められている。
「核テロリズムに対抗するためのグローバル・イ

ニシアティブ」についても、日本はこれまでに開催
されたすべての全体会合に参加し、積極的に議論に
参加するとともに、日本の取組について紹介し経験
を共有している。

さらに、2010年４月、鳩山由紀夫総理大臣はワシ
ントン核セキュリティ・サミットに参加し、日本は
非核兵器国の道を進むことが唯一の被爆国としての
道義的責任であると考え、核廃絶の先頭に立ってき
たことを述べるとともに、核テロ防止に貢献するた
めのイニシアティブとして、核不拡散・核セキュリ
ティ総合支援センターの設立、核物質の測定、検知

第３節　日本の取組



72

第２部 核軍縮・核不拡散・原子力平和利用

及び核鑑識に係る技術開発、IAEA 核セキュリティ
事業に対する一層の財政的・人的貢献及び世界核セ
キュリティ協会（WINS）会合の2010年中の日本開
催、の４つの国際貢献措置を発表した。また、2012
年３月のソウル核セキュリティ・サミットで野田佳
彦総理大臣は、具体的な国際協力として、①核不拡
散・核セキュリティ総合支援センターを通じた途上
国への人的・物的支援の充実、②輸送分野でのセ
キュリティ強化、情報安全強化などで同志国との連
携強化、③ IAEAとの連携強化等を紹介した。

（２）核セキュリティ強化のための国内の取組
2001年９月の米国同時多発テロ以降、核物質防護

関連措置の強化の必要性が一層高まったことを受け
て、原子力発電所等の原子力施設のテロ対策の一環
として、政府より事業者に対し、自主的な警備強化
を指示している。

また、2005年には、原子力施設における核物質防
護対策を強化するため、IAEAの核物質防護に関す
る勧告（INFCIRC/225/Rev.４）に沿って防護措置
を取るべく、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉

の規制に関する法律」を改正した。この改正では、「設
計基礎脅威（DBT）」の策定、核物質防護検査の実施、
事業者等への秘密保持義務等を導入している。この
法律に基づき、国内の核物質に対し、施設に存在す
る核物質の種類、量に応じて適切に核物質防護のた
めの措置を講じてきている。さらに、日本は、「放
射線源の輸出入に関するガイダンス」を、輸出貿易
管理令の改正、及びこれに伴う放射性同位元素の輸
出確認事務により、2006年１月から実施している。
2009年10月、人の健康に重大な影響を及ぼす危険度
の高い放射線源を対象に、放射線源の識別と所持の
把握及び不法取引等の検知と抑止を目的とした「放
射線源登録制度」を導入するために文科省令を改正
し、2011年１月から放射線源登録制度が施行される
こととなった。

さらに、核テロ防止条約については、日本は、2005
年９月、国連首脳会議の開催に併せて同条約が署名開
放された際に、小泉純一郎総理大臣が署名し、2007年
８月、国際連合事務総長宛に受諾書を寄託し、締約
国となった。2005年７月に採択された改正核物質防
護条約についても、締結に向け検討を行っている。

2012年３月26日及び27日の両日、ソウルにおいて
2010年のワシントン・サミットに引き続いて２回目
となる核セキュリティ・サミットが開催され、日本
からは野田総理大臣が３月27日の行事（午前の全体
会合及びワーキング・ランチ）に参加した。今次サ
ミットでは、世界53か国と４国際機関等から、首脳
級36名（米国、ロシア、中国、インドなど）を含む
代表が参加し、核セキュリティに対する取組みに関
して、各国の基本的姿勢、各国ごとの具体的取組、
国際的協力の分野などにつき議論が行われた。

まず、26日に行われたワーキング・ディナーでは、
各国から、東京電力福島第一原発事故への日本人の
勇気ある対処に対する賞賛が述べられ、①防護強化
への具体的措置の重要性、②装備や訓練の必要性、
核セキュリティ強化のための研修所間の協力の重要
性、③核物質だけでなく原子力技術の流出の脅威、
④核セキュリティ関連の法的な枠組み（核テロ防止
条約や改正核物質防護条約、国連安保理決議1540号

等）への支持が表明された。
27日の全体会合では、「核セキュリティ強化のた

めの国際協力措置と国内措置、将来への約束」をテー
マに議論が行われ、野田総理大臣からは、各国から
の激励と支援を得て復興は着実に進展している旨述
べた上で、福島原発事故から得た知見・教訓をテロ
攻撃などへの備えにも生かす必要性を指摘した。そ
れに引き続き、日本の核セキュリティ強化のための
具体的な国内措置及び国際的な協力を紹介した。

国内での具体的措置としては、①電源装置の増強
や放射線防護車、サーベイメータといった装備の充
実、施設防護の二重化等を通じた原子力施設の脆弱
性克服、②対応手順や訓練の徹底や共同訓練の実施
等を通じた現場における異なる組織間の連携強化、
③武装治安要員の増強や巡視体制の強化等の人的警
備体制の強化、④原子力施設のネットワークの遮断
といった情報セキュリティの強化の取組を紹介し
た。また、国際的な取組については、①核不拡散・

第４節　2012年ソウル核セキュリティ・サミット
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核セキュリティ総合支援センターを通じた途上国へ
の人的・物的支援の充実、②輸送分野でのセキュリ
ティ強化、情報安全強化等の分野における同志国と
の連携強化、③ IAEAとの連携強化等につき言及し
た。

27日のワーキング・ランチでは、「核セキュリティ
と原子力安全の相乗効果」をテーマに議論が行われ、
野田総理大臣から、福島原発事故は自然災害に起因
するものではあるものの、その経験から原子力施設
に対するテロリストの攻撃など人為的な危害への対
策についても共通する教訓があるとの観点から、①
予想外のリスクに備えることの重要性、②自衛隊や
警察の連携など、現場での対処のための実地訓練を
通じ、対応策を共有しておく必要性、③最悪の事態

を常に念頭に、事態への対処を考え続け、備えるこ
との必要性を福島原発事故から得られる核セキュリ
ティ分野における教訓として国際社会と共有したい
と発言した。

2010年のワシントン・サミットに続く今次サミッ
トでは、前回を上回る53か国及び４国際機関から30
名を越える首脳レベルが参加し、核テロの脅威は現
実のものであるとの共通の認識に立って、それに備
えて各国が具体的措置をとる必要性、諸国が連携し
て対処することの重要性などを確認しあうことが出
来たことは一つの成果であった。次回核セキュリ
ティ・サミットは、2014年にオランダにて開催され
る予定である。

2012 年ソウル核セキュリティ・サミット集合写真
（提供：内閣広報室）

2012 年ソウル核セキュリティ・サミット全体会合Ⅰ
（提供：内閣広報室）
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旧ソ連諸国に対する非核化協力

米ソ両国は、1991年７月に第１次戦略兵器削減条
約（STARTI）に署名し、戦略核兵器の削減に取り
組むこととなった。同年12月にソ連が崩壊した時点
で、15共和国のうちロシア、ウクライナ、カザフス
タン及びベラルーシに戦略核兵器が配備されていた
が、1992年５月には、核不拡散のための措置として、
ロシア以外の３か国の核兵器はロシアに移送される
ことが決定された。

これらの核兵器の処理は、第一義的にはこれを引
き継いだロシア等の責任で実施されるものである
が、ソ連解体後の政治・経済・社会的混乱により、
核兵器廃棄や核不拡散上の措置が着実に実施されな
いのではないかとの危惧がもたれた。このような事
態を放置することは、核兵器の拡散、放射能汚染事
故等の危険を招きかねず、国際安全保障にとっても
深刻な懸念材料であったため、ロシア等による核兵
器の処理を支援するための国際的な取組が必要とさ
れていた。

こうした状況を踏まえて、日本は、米国、英国、
ドイツ、フランス、イタリア等の諸国と共に、旧ソ
連諸国の核兵器の安全な廃棄や関係する環境問題の
解決等の協力を行うこととした。具体的な協力とし
て、ソ連時代に核兵器が配備されていたロシア、ウ

クライナ、カザフスタン及びベラルーシとの間で非
核化協力のための協定を結び、1993年４月、総額
１億ドルの協力を実施することを決定した。また、
同協定に基づき1993年10月から1994年３月にかけ
て、日露非核化協力委員会、日・ウクライナ核兵器
廃棄協力委員会、日・カザフスタン核兵器廃棄協力
委員会及び日・ベラルーシ核不拡散協力委員会を設
置し、各国に対し支援を開始した。

1999年のケルン・サミット（ドイツ）において、
日本は、旧ソ連４か国へのさらなる協力促進のため、
総額約２億ドル相当（一部は既に拠出済みの資金か
ら手当。）のプロジェクトに対する協力を表明した

（第３節及び第４節参照。）。
その後、2001年９月の米国における同時多発テロ

事件等を受け、大量破壊兵器の拡散、特にテロリス
トによる大量破壊兵器の入手の防止が国際社会全体
における一層重要な課題となった。G8諸国は、ロ
シアを始めとする旧ソ連諸国に大量に残された大量
破壊兵器及び関連物質・技術の拡散防止に対して一
致して取り組むこととし、2002年６月にカナダで開催
されたカナナスキス・サミットにおいて「大量破壊兵
器及び物質の拡散に対する G8グローバル・パート
ナーシップ」に合意した。（第２章第２節（３）参照）

第１節　概要

１．低レベル液体放射性廃棄物処理施設「す
ずらん」の建設

1993年、ロシアによる日本海での放射性廃棄物の
海洋投棄が大きな問題となった。日本はロシアに対
し、海洋投棄の中止を強く求めるとともに、具体的

な防止のための措置として、日露非核化協力委員会
を通じて、低レベル液体放射性廃棄物処理施設「す
ずらん」の建設に協力することとした。
「すずらん」は、浮体構造型の洋上処理施設で、

年間約7,000立方メートルの低レベル液体放射性廃

第２節　ロシアに対する日本の非核化協力
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棄物を処理する能力を備え、極東に貯蔵されていた
液体放射性廃棄物（約5,000立方メートル）に加えて、
極東において解体される全ての原子力潜水艦から生
じる液体放射性廃棄物（原潜１隻当たり約300立方
メートル）を処理するために十分な能力を有してい
る。「すずらん」は、1996年１月に建設が開始され、
1998年４月に完成、施設の稼働に必要な試運転やロ
シア国内の調整を行い、2001年11月にロシア政府へ
の引渡しが行われた。現在、ウラジオストク近郊ボ
リショイ・カーメニ市のズヴェズダ造船所内に係留
されて、原潜の解体によって生じる低レベル液体放
射性廃棄物の処理を行っている。ロシア側の説明に
よれば、「すずらん」稼働後は、原潜解体に伴う液
体放射性廃棄物は全く日本海に投棄されていない。

２．ロシア極東地域における退役原子力潜水
艦解体プロジェクト「希望の星」

日本に隣接するロシア極東地域には、ロシア太平
洋艦隊から退役した40隻以上の原子力潜水艦が係留
されていたが、その多くは核燃料を搭載したままで、
長期間の係留により船体の腐食が進み、放置すれば
深刻な放射能汚染を引き起こす危険性があるため、
日本海の環境や漁業の安全にとっての潜在的な脅威
となっていた（実際に、同地域では1980年代に原子
力潜水艦の臨界事故が発生し、周辺地域で放射能汚
染が生じているが、この事故原潜も未処理のまま係
留されていた。）。また、艦内に残された核物質が不
法に持ち出され、テロリストなどの手に渡る危険性
も存在した。

これら退役原潜の迅速かつ安全な解体は、第一義
的にはロシアの責任で行うべきものであり、ロシア

も自国で解体を進めていたが、核軍縮・核不拡散及
び日本海の環境保護の観点から、日本を始め周辺諸
国にとっても重要かつ緊急の課題となっていた。

日本は、ロシア政府との間で「軍縮と環境保護の
ための日露共同作業」（1999年５月）、「軍縮・不拡散・
核兵器廃棄支援分野における日本国政府とロシア連
邦政府との間の協力に関する覚書」（2000年９月）
を策定、日露非核化協力委員会を通じて、極東にお
ける退役原潜解体関連プロジェクトの実施に向けた
調査を実施し、2002年11月には新藤義孝外務大臣政
務官がウラジオストクを訪問して、直接ロシア側関
係者と協議を行った。

2003年１月、小泉純一郎総理大臣のロシア訪問時
に日露首脳により採択された「日露行動計画」にお
いて、非核化協力プロジェクトの実現を加速するた
めの活動調整メカニズムの強化と、極東における退
役原潜解体事業の着実な実施が明記された。この訪
問の際、小泉総理大臣の演説の中で、本事業は、原
潜解体の現場となる造船所の名称「ズヴェズダ」（ロ
シア語で「星」）にちなんで「希望の星」と命名さ
れた。

2003年２月、日露非核化協力委員会は、「希望の星」
の最初の事業として、ヴィクターⅢ級退役原潜１隻
の解体に協力することを決定し、同年６月、同委員
会とロシア原子力省（現 国営公社「ロスアトム」）
との間で同事業に関する基本文書に署名がなされ
た。同年12月、解体を行うための契約署名とともに、
解体事業に対する協力が開始され、2004年12月、解
体が完了した。

2005年１月、日露非核化協力委員会は、新たに５

日露非核化協力事業で建設・供与された
低レベル液体放射性廃棄物処理施設「すずらん」

ズヴェズダ造船所において解体中のロシア退役原潜
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隻の退役原潜の解体に関する協力の実施を検討する
ことを決定し、同年11月、プーチン・ロシア大統領
の訪日時に、本件協力に関する実施取決めが署名さ
れた。これら５隻（ヴィクターＩ級１隻、ヴィクター
Ⅲ級３隻及びチャーリーⅠ級１隻）の解体作業は順
調に進み、2009年12月、日本の協力による退役原潜
の解体を完了した（合計６隻）。なお、2010年３月
には、西村知奈美外務大臣政務官がウラジオストク
等を訪問し、「希望の星」完了行事に出席した。

３．原子炉区画陸上保管施設建設協力
原子炉区画陸上保管施設建設協力は、「希望の星」

事業で協力してきたロシア極東における退役原潜解
体事業の一環として、核兵器の廃棄に関する環境問
題の観点から、ロシア極東の海上に一時保管されて
いる解体済み原潜の原子炉区画を、より安全かつ安
定的に長期保管し、極東地域における放射性廃棄物
による環境汚染の低減を図ることを目的として日露
非核化協力の下で実施した事業である。

冷戦終結後、ロシア極東には70隻以上の退役原潜
が存在したが、1990年代以降、日本の「希望の星」
事業を始めとする西側諸国の協力及びロシア自身に
より解体が進められ、現在ではほぼすべての退役原
潜の解体が完了している。解体の際には、船体を艦
首、艦尾及び原子炉区画とその両脇の区画を含めた
３原子炉区画（３CRU）に分離した上で、艦首部
及び艦尾部はスクラップとして処理し、３CRUは
密閉処理を施した上で、ロシア沿海州地方のチャジ
マ湾に海上保管されていたが、2000年以降、海上保
管における問題点（長期保管の困難性及び環境への
影響）が認識されるようになったことから、米国・
フランス等で採用されている原子炉区画の陸上保管
への移行が決定され、2003年に露側により陸上保管

施設建設が開始された。
2007年１月、日露非核化協力委員会として、原子

炉区画のより安全で安定的な陸上での保管は重要で
あり、喫緊に必要との観点から、同施設の運用上不
可欠な機材として、タグボート（海上にある３
CRUの点検、整備及び浮きドックへの搭載）、浮き
ドック（海上にある３CRUの陸揚げ）及び32トン
と10トンのジブクレーン（３CRUを単区画化する
際に生じるスクラップ及び固体放射性廃棄物の搬出
等）の３機材を供与することを決定した。

2011年から2012年にかけて、ウラジオストクの南
東約45kmに位置する、ラズボイニク湾とチャジマ
湾に接するウストリチヌイ岬のほぼ全域に建設され
ている原子炉区画陸上保管施設に、上記３機材を供
与し、2012年５月、原子炉区画陸上保管施設建設事
業機材供与完了式典を行った。

2012年９月、供与した機材を使用して、重量約
2000トンの３CRUが極東において初めて陸揚げさ
れた。

海上保管されている３CRU

タグボート（日本名：すみれ）

ジブクレーン（32トン・10トン）
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４．塗装関連施設の建設協力
2008年４月、高村正彦外務大臣のロシア訪問の際、

極東における退役原潜の解体に目処が立ったことを
受け、非核化協力に係る追加的な協力を検討する事
を決定した。以降、核軍縮・不拡散及び日本海の環
境保護の観点から、日露間での協議を重ねた結果、
陸揚げした３CRUを解体して抽出した単原子炉区
画を、約70年間屋外で保管するため、防食塗装の施
工に必要な資機材の建設協力を行うことを2012年６
月に決定した。

浮きドック（日本名：さくら）
３原子炉区画を陸揚げする様子
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１． ウクライナ
（１）国内計量管理制度（SSAC）・核物質防護等

の核セキュリティ関連支援
SSACとは、国内に存在する核物質の種類や量、

また、一定期間に搬入・搬出された核物質の種類や
量を正確に計量管理するとともに、これら核物質の
流出を防ぐために、封じ込め・監視を行うための制
度であり、核兵器不拡散条約（NPT）に基づく非
核兵器国としての義務である国際原子力機関

（IAEA）保障措置の受諾の前提となるものである。
日・ウクライナ核兵器廃棄協力委員会は、ソ連か

ら分離独立後、非核兵器国として NPTに加入した
ウクライナの SSAC確立を支援するため、IAEA等
とも調整しつつ、1995年から2000年にかけて、ハリ
コフ物理技術研究所、国家原子力規制委員会及びキ
エフ原子力研究所に対し、計量管理及び核物質防護
システム等を供与した。

また、2010年３月には、ウクライナ国内の SSAC
強化及び核物質防護システムの近代化に関する協力
の実施を決定し、現在、事業を実施中である。

（２）核兵器廃棄要員等のための医療機器供与
核兵器廃棄の過程で発生する放射能汚染や有毒な

ミサイル燃料の漏出等による被害を受けた軍人及び
チェルノブイリ原子力発電所の解体に従事した要員
に対する検診・治療を行うため、日・ウクライナ核
兵器廃棄協力委員会は、国防省付属軍病院21か所に
対し、1994年から2001年の間に４次にわたり医療機
器等を供与した。

２． カザフスタン
（１）SSAC・核物質防護等の核セキュリティ関

連支援
日・カザフスタン核兵器廃棄協力委員会は、カザ

フスタンが非核兵器国としての義務である IAEA保
障措置を受諾するのに必要な SSACを確立するた
め、1994年から1998年にかけて、アクタウの高速増
殖炉（BN-350）、カザフスタン原子力庁及び原子力
物理研究所に対し、核物質計量管理及び核物質防護
システム等を供与した。

（２）セミパラチンスク核実験場周辺地域の放射
能汚染対策

ソ連時代に核実験場が置かれていたセミパラチン
スクでは、核実験により約82万人（カザフスタン保
健省の統計による）が被曝した。日・カザフスタン
核兵器廃棄協力委員会は、被曝者の治療及び汚染地
域の調査等を目的として、1995年から1999年にかけ
て、大祖国戦争障害者病院、国立核センター、セミ
パラチンスク医科大学付属病院及びセミパラチンス
ク放射線医学環境研究所に対し、医療機材、医薬品
及び被曝測定機材等を供与した。このうち、セミパ
ラチンスク医科大学付属病院に対する遠隔医療診断
システム支援については、長崎大学医学部からの協
力を得て実施した。

（３）核セキュリティ防護資機材の整備
核物質を取り扱う核物理研究所及びウルバ冶金工

場両施設の核セキュリティ向上のため、2006年８月、
小泉総理大臣のカザフスタン訪問時に署名された

「原子力の平和利用の分野における協力の促進に関
する覚え書」を受け、2007年４月、両施設に対する
核セキュリティ防護資機材等を供与することを決定
した。現在、早期完成に向けた作業を実施している。

また、2011年４月、IAEAとの協力により、同両
施設のセキュリティに係るトレーニングを実施し
た。

３．ベラルーシ
（１）SSAC・核物質防護等の核セキュリティ関

連支援
日・ベラルーシ核不拡散協力委員会は、ベラルー

シが非核兵器国としての義務である IAEA保障措置
を受諾するのに必要な SSACを確立するため、 1994
年から2000年にかけて、非常事態省産業原子力安全
監督局及びソスヌイ科学技術研究所に対し、核物質
計量管理及び核物質防護システム、放射線測定機材
等を供与した。

（２）退役軍人の職業訓練センターに対する機材

第３節　ウクライナ、カザフスタン、ベラルーシに対する日本の非核化協力
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供与
旧ソ連国防省直轄部隊であった戦略ロケット軍の

解体に伴い職を失った軍人や核兵器解体に従事した
軍人等の再就職促進と、退役軍人が持つ核関連技術
の流出防止を目的としてリーダ市（ソ連時代に戦略
ミサイル基地が所在）に開設された「退役軍人職業
再訓練センター」に対し、日・ベラルーシ非核化協
力委員会は、1998年から1999年にかけて、車両整備
機材、コンピュータ等を供与した。

ISTCは、ソ連時代に大量破壊兵器及びその運搬
手段の研究に従事していた科学者・研究者の国外流
出を防止するために、これらの科学者・研究者が平
和目的の研究プロジェクトに従事する機会を提供
し、軍民転換及び大量破壊兵器等にかかる頭脳の不
拡散を促進することを目的とする国際機関である。
日本は1992年、米国、EU及びロシアとともに「国
際科学技術センター（ISTC）を設立する協定」に
署名し、1994年３月、ISTCがモスクワに本部を置
き活動を始めて以来、運営理事国として継続して支
援を行っている。

ISTCは、科学技術面での協力を通じ、旧ソ連諸
国に対し多国間で非核化・不拡散に取り組んでお
り、旧ソ連諸国の研究機関等が実施するプロジェク
トの発掘、選考及びそれらに対する資金提供を行う
とともに、プロジェクトが適正に実施されるよう監
視している。ISTCのプロジェクトは、基礎研究、

エネルギー、環境、医療、電子工学、コンピュータ、
材料、航空・宇宙等の広範に亘っており、現在、日
本を始め、米国、EU、カナダ、ロシア、韓国、ノ
ルウェー、ベラルーシ、カザフスタン、アルメニア、
グルジア、キルギス及びタジキスタンが参加してい
る。

これまで約2,750件を越えるプロジェクトに対し、
約８億６千万ドルの支援が決定され、延べ74,500人
以上の旧ソ連諸国の科学者・研究者がプロジェクト
に参加している（2012年12月現在）。日本は260件を
越えるプロジェクトに対し、約6,400万ドルの支援
を行っており、ISTCを通じて、旧ソ連諸国からの
大量破壊兵器関連技術の拡散防止に貢献しているほ
か、日本と旧ソ連諸国の科学者・研究者の交流及び
旧ソ連諸国との科学技術分野における協力を促進し
ている。

（３）国境における核・放射性物質の不法移転防
止システムの強化

2010年３月、ベラルーシ国境における核・放射性
物質不法移転防止システム強化事業として、国境に
おける戦略対応・管理対応用移動ラボ（核・放射性
物質の分析機器を搭載した特殊車両）、被爆医療検
査移動ラボ、国境検問所用放射線管理機材、放射線
モニタリング情報システム及び放射線管理要員の教
育訓練機材等を供与し、2011年８月、事業を完了し
た。

第4節　国際科学技術センター（ISTC）を通じた日本の非核化協力

第11章
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非核兵器地帯

これまで中南米、南太平洋、東南アジア、アフリ
カ及び中央アジアを対象地域とする非核兵器地帯条
約がそれぞれ策定され、すべて発効している。

１．ラテンアメリカ及びカリブ核兵器禁止条
約（トラテロルコ条約、1967年採択、
1968年発効）

世界で最初に作成された非核兵器地帯条約。1962
年10月のキューバ危機を契機に中南米地域の非核化
構想が進展、メキシコのイニシアティブにより条約
策定作業が開始され、1967年２月に署名開放、1968
年４月に発効した。中南米33か国が対象であり、現
在までにすべての国が批准を完了している（最後に
加入したキューバは2002年10月批准）。

条約は、締約国領域内における核兵器の実験・使
用・製造・生産・取得・貯蔵・配備等を禁止してい
る。また、議定書は、核兵器国が条約の適用地域に
おいて非核化の義務に違反する行為を助長しないこ
と及び条約本体の締約国に対し核兵器の使用又は使
用の威嚇を行わないことを規定しており、すべての
核兵器国が批准している。

国連総会においては、定期的にトラテロルコ条約
を強化する動きを歓迎する決議がコンセンサス採択
されている。

２．南太平洋非核地帯条約（ラロトンガ条約、
1985年採択、1986年発効）

1966年からフランスが南太平洋地域において核実
験を開始したことを背景に、この地域において核実
験反対の気運が高まり、1985年の南太平洋フォーラ
ム（SPF）総会において条約が採択・署名開放され、

1986年12月に発効した。太平洋諸島フォーラム（PIF
（旧 SPF））加盟の16の国と地域（自治領）が対象
であり、2012年11月現在の締約国・地域の数は13（ミ
クロネシア連邦、マーシャル諸島、パラオは未署名）
である。

条約は、南太平洋非核地帯の内部または外部にお
ける核爆発装置の製造・取得・所有・管理、自国領
域内における核爆発装置の配置・実験等を禁止し、
また、非核地帯内の海洋（公海を含む）への放射性
物質の投棄を禁止している。

議定書は、核兵器国が条約本体の締約国に対して
核兵器の使用又は使用の威嚇を行わないことを禁
止、及び、非核地帯内（公海の一部を含む）におけ
る核実験を行わないことを規定している。核兵器国
のうち、ロシア、中国、英国及びフランスは批准済
みである。米国は署名のみで批准していないが，
2010年核兵器不拡散条約（NPT）運用検討会議の
一般討論演説においてクリントン国務長官が、米国
はアフリカ非核兵器地帯条約と南太平洋非核地帯条
約の議定書への批准を上院に求める旨発表し、2011
年５月にオバマ大統領が批准を求めるために議定書
を上院に提出した。

３．東南アジア非核兵器地帯条約（バンコク
条約、1995年採択、1997年発効）

東南アジア諸国連合（ASEAN、1967年創設）は、
1971年の ASEAN臨時外相会議における「クアラル
ンプール宣言」において、東南アジアに対する域外
国のいかなる干渉からも自由、平和かつ中立的な地
帯を設立することを目的とした「東南アジア平和・
自由・中立地帯（ZOPFAN）構想」を掲げ、本構

第１節　発効済みの非核兵器地帯条約
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想を実現させるための一要素として、1984年に非核
兵器地帯構想を検討することが合意された。その後、
冷戦の終結により条約実現に向けた動きが進展し、
1995年12月の ASEAN首脳会議において東南アジア
10か国の首脳により署名、1997年３月に発効した。
ASEAN諸国10か国が対象であり、現在までにすべ
ての国が批准を完了している（ただし、2002年に独
立し、ASEAN未加盟の東ティモールは未締結）。
条約発効10周年目に当たる2007年には、条約上の義
務の履行の一層の確保などを目的とする2012年まで
の行動計画が採択されている。

条約は、締約国による核兵器の開発・製造・取得・
所有・管理・配置・輸送・実験・使用、地帯内（締
約国の領域に加えて、大陸棚及び排他的経済水域を
含むと規定されている。）における放射性物質等の
投棄及び大気中への放出を行わないことを規定する
とともに、自国領域内において他国がこれらの行動

（核兵器の運搬を除く）をとることを許してはなら
ないと規定している。

議定書は、核兵器国が条約本体の締約国に対して、
また、非核兵器地帯内において核兵器の使用及び使
用の威嚇を行わないことを規定するとともに、核兵
器国が条約を尊重し、条約及び議定書の違反行為に
寄与しないことなどを規定している。

東南アジア非核兵器地帯条約については、大陸棚
や排他的経済水域も非核兵器地帯としての対象地域
となっていること等が問題点として指摘され、2012
年11月現在、いずれの核兵器国も議定書に署名して
いない。しかし、2009年の東南アジア非核兵器地帯
条約に関する国連総会決議以来、ASEANと５核兵
器国との協議が模索され、2010年 NPT運用検討会
議の一般討論演説において、クリントン米国国務長
官が、東南アジア非核兵器地帯条約（及び中央アジ
ア非核兵器地帯条約）の締約国と協議し、米国とし
てこれら議定書への署名に向け合意に達するよう努
力する用意がある旨表明した。この結果、2011年11
月にインドネシアのバリで行われた ASEAN関連首
脳会合に際して、５核兵器国と ASEANの間で、５
核兵器国が議定書に加入することを可能にするため
の協議が妥結した。日本は、同条約が東南アジア地
域における平和と安定及び国際的な核軍縮の進展に
資するものとして、５核兵器国と ASEANの間の協

議の妥結を歓迎する外務報道官談話を発表した。

４．アフリカ非核兵器地帯条約（ペリンダバ
条約、1996年採択、2009年発効）

1961年に国連でアフリカ非核兵器地帯化宣言が採
択され、1964年にアフリカ統一機構（OAU）首脳
会合でアフリカを非核兵器地帯とするカイロ宣言が
採択された。1991年に南アフリカが核兵器を放棄し、
非核兵器国として NPTを締結したことから条約化
実現に弾みがつき、1995年６月の OAU首脳会議に
おいてアフリカ非核兵器地帯条約の最終案文が採択
され、翌年4月にアフリカ諸国42か国が条約に署名
した。

アフリカ諸国54か国（日本未承認の西サハラを含
む）を対象とし、28か国の批准及び OAUの後継組
織であるアフリカ連合（AU）への寄託が発効要件
となっていたが、2009年にブルンジが28か国目とし
て批准・寄託したことにより同年７月に発効した。
2012年11月現在の締約国は36か国。

条約は、締約国による核爆発装置の研究・開発・
製造・貯蔵・取得・所有・管理・実験を行わないこ
とを規定し、及び自国領域内における核爆発装置の
配置、実験等を禁止している。

議定書では、核兵器国が条約本体の締約国に対し
て核爆発装置の使用又は使用の威嚇を行わないこと
を規定し、また、非核兵器地帯における核爆発装置
の実験をしないことを規定している。核兵器国のう
ち、ロシア、フランス、中国及び英国は批准済みで
ある。米国は署名のみであり、まだ批准していない
が、2010年 NPT運用検討会議の一般討論演説にお
いてクリントン国務長官が、米国はアフリカ非核兵
器地帯条約と南太平洋非核地帯条約の議定書への批
准を上院に求める旨発表し、2011年５月にオバマ大
統領が批准を求めるために議定書を上院に提出し
た。

５．中央アジア非核兵器地帯条約（2006年
採択、2009年発効）

この条約は、1997年２月の中央アジア５か国（カ
ザフスタン、キルギス、タジキスタン、トルクメニ
スタン及びウズベキスタン）の首脳会談の際に採択
された「アルマティ宣言」に端を発する。その後、
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当時の国連軍縮局（国連アジア太平洋平和軍縮セン
ター）が設置した専門家グループによる条約案の起
草や札幌等での会合を経て、2005年２月にタシケン
ト（ウズベキスタン）で開催された域内会議におい
て条約及び議定書案について合意された。2006年９
月にカザフスタンのセミパラチンスクで５か国の外
相レベルの代表者が条約に署名、各国の批准を経て
2009年３月に発効した。

条約は、締約国による核兵器又は核爆発装置の研
究・開発・製造・貯蔵・取得・所有・管理をしない
こと、他国の放射性廃棄物の自国領域内での処分を
認めないことを規定している。

議定書は、核兵器国が条約本体の締約国に対して
核兵器の使用又は使用の威嚇を行わないことを規定
するとともに、条約又は議定書の違反行為に寄与し
ないことを規定している。中央アジア非核兵器地帯

条約については、域内の集団的安全保障条約などの
既存の条約の権利・義務に影響しないとの規定（第
12条）によって、非核兵器地帯条約としての有効性
に疑問が投げかけられるといった幾つかの問題点が
指摘されている。このような問題点を背景として、
2012年11月現在、いずれの核兵器国も議定書に署名
していない。2010年 NPT運用検討会議の一般討論
演説において、クリントン米国国務長官が、中央ア
ジア非核兵器地帯条約（及び東南アジア非核兵器地
帯条約）の締約国と協議し、米国としてこれら議定
書への署名に向け合意に達するよう努力する用意が
ある旨表明したものの、これまでのところ、協議に
具体的な進展は見られていない。

なお、日本は、国連に対して中央アジア非核兵器
地帯条約起草支援のための資金を拠出する等により
条約の成立を支援してきた。

1992年の国連総会において、モンゴルのオチルバ
ト大統領は、自国領域を非核兵器地帯とすることを
宣言し、核兵器国に対して、こうした非核の地位を
尊重し安全の保証を供与するよう求めた。これを受
けて、1998年、国連総会において、モンゴルによる
非核の地位宣言を歓迎する決議（A/RES/53/77D）
が採択された。以降、同趣旨の決議が隔年でコンセ
ンサス採択されており、2010年には初めてすべての
核兵器国が共同提案国となった決議が採択された。

本件宣言に関しては、2000年10月、５核兵器国が
前述の決議実施のために協力すること及び1995年に
表明した NPTを締結している非核兵器国に対する
一般的な消極的安全保証の供与をモンゴルについて

も再確認するとのステートメントを発表した。その
後、モンゴルと５核兵器国との間で協議を重ねた結
果、2012年９月に、５核兵器国が上記内容を再確認
した上で、モンゴル非核の地位を尊重し、これを侵
害するいかなる行為にも寄与しないことを宣言する
共同宣言に署名した。これと併せて同時にモンゴル
は、５核兵器国の共同宣言を歓迎し、核兵器を含む
他国の軍隊や兵器を自国領域内に配備させないこ
と、モンゴルとして自国領域内において核兵器の開
発・製造・実験等を行わないこと等を宣言した。

なお、2001年９月には、札幌において、モンゴル
の非核の地位を国際法的観点から考察することを目
的とした専門家会合が開催されている。

第２節　モンゴル非核の地位

上述した非核兵器地帯のほか、日本も参加して特
定の場所・空間において核兵器を始めとする大量破
壊兵器等の配備を行うことを禁止している条約には
以下のものがある。

１．南極条約（1959年採択、1961年発効、
日本は1960年批准）

第１条において、南極地域は平和目的のみに利用
され、軍事基地の設置、あらゆる型の兵器の実験等
軍事的性質の措置を特に禁止することを規定してい
る。また、第５条１において南極地域におけるすべて
の核爆発及び放射性廃棄物の処分を禁止している。

第３節　南極、海底の非軍事化
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参　考

２．海底核兵器禁止条約（1971年採択、
1972年発効、日本は1971年批准）

第１条において、領海の外側（12海里以遠）に核
兵器及び他の種類の大量破壊兵器並びにこれらの兵

器を貯蔵し、実験し又は使用することを特に目的と
した構築物、発射設備その他の施設を置かないこと
を規定している。
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第３部　生物・化学兵器

第１章

総論

生物・化学兵器の歴史は古く、学問や産業の進歩
とともに、人体に有害な生物剤・化学物質に関する
研究も発展し、戦争におけるこれらの使用が研究・
開発されてきた。

第一次世界大戦では、化学兵器が初めて本格的に
使用され、その被害は死傷者130万人以上、そのう
ち死者は10万人に達したとされる。各国は第一次大
戦の終了後も化学兵器を生産・保有等し続けたが、
同時に生物・化学兵器の悲惨さは国際社会によって
強く認識され、1925年、生物兵器及び化学兵器を規
制する初めての国際条約として「窒息性ガス、毒性
ガス又はこれらに類するガス及び細菌学的手段の戦
争における使用の禁止に関する議定書」（以下「毒
ガス等使用禁止に関するジュネーブ議定書」とい
う。）が作成された。ただし、毒ガス等使用禁止に
関するジュネーブ議定書は、これら生物・化学兵器
の戦争における使用は禁止したが、平時における生

産・保有等については何ら規定していなかった。
その後、1966年の第21回国連総会において化学兵

器及び細菌兵器の使用を非難する決議が採択され、
さらに、1969年、ウ・タント国連事務総長が「化学・
細菌（生物）兵器とその使用の影響」と題する報告
書を提出すると、これらの兵器の規制の重要性につ
いて軍縮委員会や国際連合の場で活発に議論される
ようになり、それぞれの兵器を平時における生産・
保有等を含めて規制する条約の作成が目指されるよ
うになった。当初は、生物・化学兵器を一括して禁
止する条約の作成が目指されたが、最終的には、比
較的作成が容易と見られた生物兵器を禁止する条約
をまず作成し、その後化学兵器を禁止する条約を作
成することとなった。こうして、1975年に生物兵器
禁 止 条 約 (BWC）、1997年 に 化 学 兵 器 禁 止 条 約

（CWC）が発効した。
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第２章

第２章

生物兵器禁止条約（BWC）

第２章

２．日本によるBWCの批准
日本は、1982年６月に BWCを批准し、日本国内

におけるBWCの実施を確保するため、「細菌兵器（生
物兵器）及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止
並びに廃棄に関する条約の実施に関する法律」

（BWC実施法）を制定し、生物・毒素兵器の製造、
所持、譲渡し、譲受けを罰則をもって全面的に禁止
した。また、2001年12月には、爆弾テロ防止条約締
結に際して BWC実施法を改正し、生物・毒素兵器
の使用罪及び生物剤・毒素の発散罪を設け、この罪
については国外犯も処罰の対象とした。

１．	生物兵器禁止条約（BWC）の成り立ち
と概要

国連事務総長の報告書等を受け、軍縮委員会にお
ける議論を経て、1971年に軍縮委員会において生物
兵器禁止条約（「細菌兵器（生物兵器）及び毒素兵
器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する
条約（BWC: Biological Weapons Convention）」）が
作成された。この条約は同年の第26回国連総会決議
の採択を経て、1972年４月に署名のために開放され、
1975年３月に発効した。

BWCは生物兵器を包括的に規制する唯一の国際
法上の枠組みであり、2013年１月現在の締約国数は
167、署名国数は12に上る。

第１節　概要

１．BWCの課題
BWCは生物兵器の開発、生産、貯蔵、保有につ

いて戦時・平時を問わず包括的に禁止しているが、
その一方で、化学兵器禁止条約（CWC : Chemical 
Weapons Convention）と異なり、締約国の条約の
遵守を検証する手段に関する規定がない。

1994年に開催された締約国特別会議において、検
証議定書を検討するための政府専門家アドホック・
グループ（AHG）が設置されたが、そもそも生物
兵器の場合、使用される生物剤は殺菌による証拠隠
滅も容易であるという特性がある等の理由から、検
証そのものが極めて難しいという問題があって、交
渉は難航した。結局、2001年４月には同グループ議
長案が提示されたが、2001年11月の第５回運用検討
会議（運用検討会議は５年に一度開催）以降、検証

議定書交渉は中断されている。
一方、イラクに対する国連特別委員会（UNSCOM）

／国連監視検証査察委員会（UNMOVIC）による一
連の査察報告でも、同国が湾岸戦争以前から高度な
生物兵器戦計画を有し、ボツリヌス毒素、炭疽菌等
の生物剤を保有していたことが明らかになるなど、
依然として国家による生物兵器の研究は国際平和へ
の脅威となっている。また、近年では、1995年のオ
ウム真理教によるボツリヌス毒素・炭疽菌の開発、
2001年の米国における炭疽菌事件を受けて、非国家
主体による危険な生物剤を用いたテロ行為発生の可
能性が現実的なものとして国際社会において受け止
められるようになっている。現在は、こうした脅威
に対抗することも含めた条約の強化が課題となって
いる。

第２節　BWCの課題と強化に向けた取組
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アルユース）問題への取組、より実効的な次期会期
間活動の必要性、CBM強化等を通した条約実施強
化の重要性を強調する演説を行った他、作業文書を
提出し、議論に貢献した。また、運用検討会議期間
中に、バイオ技術・生物剤が悪用・誤用され得ると
いうデュアルユース問題に関する科学者への教育・
意識向上をテーマとしたサイドイベントをスイスと
共同で開催し、運用検討会議での議論に積極的に貢
献した。

 

日本は、2007年から2010年の間に開催された専門
家会合において作業文書を提出し、専門家によるプ
レゼンテーションを実施した他、締約国会合におい
て日本としてのみならず JACKSNNZ（日本、オー
ストラリア、カナダ、韓国、スイス、ノルウェー、
ニュージーランドからなる非 EU西側諸国による非
公式グループ）の一員としても共同作業文書を提出
し、議論の活性化に貢献した。

2011年12月の第７回運用検討会議においては、日
本のバイオ脅威を巡る基本姿勢、二重用途性（デュ

病発生状況等につき情報提供を行う信頼醸成措置
（CBM）の申告内容改善、ISUの任期延長、締約国
間の国際協力・支援を促進するためのデータベース
の立ち上げ等新たな措置が合意された。また、第８
回運用検討会議（2016年）まで専門家会合と締約国
会合を毎年開催することも合意され、条約の実施・
強化につながる具体的な方策について締約国間で共
通理解をより深めていくために３つの常設議題と２
つの２カ年議題が設けられ、引き続き議論が行われ
ている。

 

２．BWC強化に向けた取組
検証議定書交渉の中断後、BWCの強化に向けた

取組として、次の運用検討会議開催までの間に専門
家会合と締約国会合を毎年開催し、BWCの強化に
関する共通の理解と実効的な措置を促進するための
議論を継続することが第５回運用検討会議で決定さ
れた。第６回運用検討会議（2006年11月～12月）で
も、専門家会合と締約国会合を第７回運用検討会議

（2011年）まで毎年開催し、各国の国内法制の強化
や病原体の保安管理、締約国間の相互支援、国際機
関との連携等について議論することとなった。また、
第６回運用検討会議では、事務局機能を有する履行
支援ユニット（ISU）の設置等、新たな措置につき
決定されたことで、締約国間の情報共有が合理化さ
れた。

３．第７回運用検討会議
2011年12月に開催された第７回運用検討会議で

は、毎年自国内にある研究施設、生物防護計画、疾

第３節　日本の取組

第７回運用検討会議での天野万利軍縮会議日本政府代
表部大使ステートメントの実施

【2012 ～ 2015 年の年次会合トピック】
○国際協力・支援（常設議題）
○科学技術の進展のレビュー（常設議題）
○国内実施強化（常設議題）
○ 信 頼 醸 成 措 置（CBM） 提 出 促 進（2012 年、

2013 年）
○条約第７条（生物兵器使用疑惑の際の防護支援）

実施強化（2014 年、2015 年）

（参考）
　　生物兵器とは、天然痘ウィルス、コレラ菌、炭疽

菌、ボツリヌス毒素等の生物剤や、これらを保有・
媒介する生物を使用して、人、動物、又は植物に害
を加える兵器をいう。生物兵器は、使用された場合
でも自然発生の疾病との区別が困難であり、また感
染性のあるものについては、一旦使用されるとその
効果が広範かつ長期的に持続するという特性を有す
る。また、消毒することにより証拠隠滅が可能なた
め、開発・生産の現場を検知することが困難である
とされる。
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コラム：バイオ脅威の増大

　

　　2008 年 12 月、米国の大量破壊兵器拡散・テロ防止委員会（Commission on the Prevention of 

WMD Proliferation and Terrorism）は、テロリストが大量破壊兵器を使用するリスクについてまと

めた報告書「World at Risk」において、比較的入手が容易であることからテロリストは核兵器よりも

生物兵器を使用する可能性が高く、生物兵器の拡散を制限しバイオテロの可能性を低減するために積極

的対応を行う必要があると結論づけており、米国において、バイオテロはもっとも大きな脅威の１つと

して認識されている。

　　また、近年のバイオ技術の急速な発展は、医療・製薬、農業、食品加工、化学工業、環境保護の各分

野において多大な恩恵をもたらしている一方、故意又は過失により生物兵器や有害な病原体の開発につ

ながりうるというデュアルユース的側面を有している。特に、インターネット上でそういった技術に係

る情報に容易にアクセス可能な今日、バイオ技術の悪用・誤用予防のために、こうしたリスクを考慮す

る必要性が高まっている。

　　さらに、生物兵器使用と自然発生の疾病との区別が発生時には困難で、感染性のあるものについて

は、生物兵器使用か自然発生かを問わず、その影響が広範かつ長期的に持続するという点に鑑みれば、

H5N1 型高病原性鳥インフルエンザ、H1N1 新型インフルエンザといった国境を越えて急速に拡大す

る新興感染症も、バイオ脅威を増大させるものである。

　　BWC の第７回運用検討会議においても、日本を含む多くの締約国から、バイオ脅威への懸念と BWC

強化の必要性が提起され、2012 ～ 2015 年の年次会合で BWC 強化について議論されるが、バイオ

脅威への対応は、テロ対策や公衆衛生の観点から、政府、産業界、学術界等、様々な関係者を交えて、

BWC の枠組みを含め、様々な枠組みでの取り組みが必要となっている。
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２．	日本によるCWCの批准
日本は1995年９月に CWCを批准し、日本国内に

おける CWCの実施を確保するため、化学兵器禁止
法（「化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関す
る法律」）を制定し、化学兵器の使用、製造、移譲
等を罰則をもって禁止した。また、化学兵器の製造
のために用いられ得る化学物質については、経済産
業大臣からの許可の取得等の義務が課された。2001
年12月の爆弾テロ防止条約締結に際しては、同法を
改正し、毒性物質又はこれと同等の毒性を有する物
質の発散罪を設け、この罪については国外犯も処罰
の対象とした。なお、1995年３月に東京都心で発生
した地下鉄サリン事件が化学兵器の脅威を高めたこ
とも日本が CWCを早期に批准する一つの契機と
なった。

世界有数の化学産業国である日本は、1997年４月
の CWC発効に際し、化学産業関連事業所などに関
する冒頭申告を OPCWに対して行った後、毎年約
500にも上る事業所などを OPCWに申告している。
これらの申告された事業所などに対し、OPCWか
ら査察団が派遣されるが、日本が2012年末までに受
け入れた産業査察数は累計160回以上に達し、すべ
て問題なく終了している。なお、1995年３月の地下
鉄サリン事件で使用されたサリンを製造するための
工場であった「第７サティアン」（注：オウム真理
教の施設）は、日本政府から化学兵器生産施設とし
て OPCWに申告され、OPCWより派遣された査察
官の検証の下、1998年12月に廃棄されている。

３．	CWCの課題と国際社会の取組
CWCは条約発効後15年を超え、いくつかの課題

１．	化学兵器禁止条約（CWC）の成り立ち
と概要

化学兵器については、1970年代には軍縮委員会で
議論されていたが、1980年代に入ると、軍縮委員会

（ジュネーブ軍縮会議（CD）の前身）に化学兵器禁
止特別委員会が設立され、1984年に同特別委員会に
おいて化学兵器を禁止するための交渉が本格的に開
始された。その後イラン・イラク紛争での化学兵器
の使用や湾岸戦争を経て、化学兵器を禁止するため
の交渉の早期妥結の気運が高まり、1992年、化学兵
器禁止条約（「化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使
用 の 禁 止 並 び に 廃 棄 に 関 す る 条 約 」（CWC : 
Chemical Weapons Convention））の条約案が軍縮
会議において採択された。CWCは翌1993年に署名
のため開放され、1997年４月発効した。

CWCは、サリンなどの化学兵器の開発、生産、
保有等を包括的に禁止し、同時に、締約国が保有し
ている化学兵器を一定期間内（原則として CWC発
効から10年以内、したがって2007年４月以前。）に
全廃することを規定している。CWCは、一つの範
疇の大量破壊兵器を完全に禁止し、廃棄させるのみ
ならず、これらの義務の遵守を確保する手段として、
詳細な検証制度をもつ初めての条約であり、軍縮条
約史上、大きな意味を持っている。また、CWCは、
化学兵器や化学兵器生産施設といった化学兵器に直
接関連したものだけでなく、民生用の化学製品を生
産するための化学物質を製造などしている一般の化
学工場や研究所などについても化学兵器禁止機関

（OPCW、第２節参照）に申告し、査察を受け入れ
る義務を定めている。

化学兵器禁止条約（CWC）

第１節　総論
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合がシンガポールにおいて初めて開催されたのを皮
切りにその後も毎年開催（最近ではシンガポール

（2011年10月）、スリランカ（2012年６月）されてお
り、日本を含む参加国間で CWCの国内実施、産業
査察に係る経験などにつき活発な意見交換が行われ
ている。

４．	日本の取組
日本は、CWCの実効性を高めるため、国際社会

の取組に積極的に参加しているほか、日本独自の取
組として、非締約国への個別の働きかけを行うとと
もに、特にアジア地域を対象とした国内実施法制定
等の支援を行っている。具体的には、2008年には、
OPCW技術事務局等と協力してカンボジア及びラ
オスで CWCの国内実施措置の強化のためのワーク
ショップを開催した。これらワークショップでは、
日本における CWC実施の経験や国内での実施体制
の整備等を紹介することにより、締約国における
CWCの国内実施措置の強化を促進している。化学
兵器の不拡散の観点からは、アジア地域における化
学産業における化学プロセスの安全管理体制の確
立・発展を目的として、「化学プロセスの安全管理
に関するワークショップ」（2009年11月）を OPCW
技術事務局と協力し東京で開催したほか、「CWCと
化学の安全管理に関するセミナー」（2010年７月）
及び「国際協力及び化学セーフティー・セキュリ
ティ・セミナー」（2011年９月）（いずれも於：ハー
グ）に日本人専門家を派遣した。更に、「CWC及び
化学物質の安全マネジメントに関するセミナー」

（2012年５月）（於：マレーシア）には、日本の化学
産業界関係者を派遣し、セミナーの開催を支援した。
そのほか、2004年以降毎年、OPCWの「アソシエー
ト・プログラム」の下で、日本の化学産業の事業所
にアジア地域の途上国政府関係者を受け入れ、化学
工場における安全管理等に関する研修を実施してい
る。

 
 

を抱えつつも、様々な面で進展を見せている。
2012年11月現在の締約国数は188に上るが、北朝

鮮、ミャンマーや一部中東諸国等が依然未締結であ
り、シリアによる化学兵器の保有と使用の可能性、
その拡散の危険が指摘される中、これら諸国の締結
を促進し、さらに普遍性を強化していく必要がある。
また、CWCの締約国のなかでも、化学兵器の使用、
開発などを罰則をもって禁じるなどの包括的国内法
を整備している国は全締約国の５割程度である。
CWCを締結していなかったり、締結はしていても
化学物質を管理する国内法制度が整備されていない
国があれば、テロ組織などがこれら諸国において化
学兵器の開発、獲得を試みるおそれがある。このた
め、テロ組織などの非国家主体による化学兵器の使
用が現実の脅威となっている現在、CWCの普遍性、
国内法制定等の実施措置の強化は国際社会における
安全保障上の大きな課題である。

2003年４月に開催された第１回 CWC運用検討会
議で普遍化の促進及び国内実施措置の強化の重要性
が確認され、同年10月の第８回締約国会議などで

「CWC普遍化に関するアクション・プラン」及び
「CWC国内実施措置アクション・プラン」が策定さ
れるに至り、その後も定期的にフォローアップがな
されている。

CWCの柱の１つである化学兵器の廃棄について
は、申告された備蓄型化学兵器の約78％が既に廃棄
されている（2012年10月）。これまで、アルバニア、
インドを含む３か国が自国の貯蔵化学兵器の完全廃
棄を達成している。米国、ロシア及びリビアが保有
する化学兵器の廃棄期限は2012年４月まで延期され
ていたが、2011年の第16回 OPCW締約国会議にお
いて、これら保有国による化学兵器の廃棄の進展と、
今後も保有国が化学兵器の廃棄を継続するとのコ
ミットメントを確認し、可能な限り早い時期に化学
兵器の廃棄を完了するよう慫慂し、OPCWが中心
となりその廃棄の進展を確認するための措置をとる
ことを骨子とする決定が採択された。同決定は、
CWCの実効性及び信頼性を高める措置として注目
される。

さらに、CWCに基づく義務の履行等の促進のた
めの地域協力についても着実な進展が見られる。ア
ジア地域では、2003年10月にアジア地域国内当局会



92

第３部 生物・化学兵器

また OPCWは、普遍化、国内実施支援、化学兵
器に対する防護、産業検証等に関するセミナーや研
修を開催し、CWCの実施を促進するとともに、締
約国間の協力を積極的に推進している。　　　

日本は、米国に次ぐ OPCW第二の拠出国であり、
OPCWと緊密な協力関係を築いている。技術事務
局には、専門的知識を持つ自衛官及び経済産業省職
員を派遣している。2010年12月には、外務省賓客と
してウズムジュ事務局長が訪日し、前原誠司外務大
臣をはじめとする日本政府関係者等と会談を行うと
ともに、慶応大学において「OPCWの将来の課題」
のテーマで講演を行い、OPCWが今後直面する課
題について述べ、一般聴衆や関係者との対話を行っ
た。また、2012年12月にはアシルワタム事務局次長
が訪日し、風間直樹外務大臣政務官を始めとする日
本政府関係者との会談等を行った。

 

化学兵器禁止機関（OPCW）は、CWCの実施状
況を検証することを主な任務とする機関として、
1997年４月に発効した CWCによりオランダのハー
グに設立された。設立以来約4,800回の現地査察を
実施してきている。その内訳は、米国及びロシアな
どが OPCWに申告した化学兵器貯蔵施設や廃棄施
設への現地査察と、化学産業を有する締約国が
OPCWに申告した特定の化学物質を扱っている施
設・事業所への現地査察に大別される。後者の査察
は、通称「産業査察」と呼ばれており、化学兵器の
開発・製造が化学産業という隠れ簑の下で秘密裡に
行われていないことを確認するため行われるもので
ある。また、CWCの下では、条約違反の可能性に
ついて明らかにするため、締約国は他の締約国の施
設又は区域に対する申立てによる現地査察（チャレ
ンジ査察）の実施を要請する権利を有する。このチャ
レンジ査察は、被査察国が申告していない施設又は
区域に対しても査察が行われる点で画期的である
が、CWC発効後まだ一度も実施されていない。

OPCWは、通常年１回開催される締約国の総会
である締約国会議、通常年４回開催される各地域代
表41か国（日本を含む。）から成る執行理事会及び
技術事務局により構成されている。技術事務局長は
トルコ出身のアフメット・ウズムジュ氏で、任期は
2010年７月から４年間である。技術事務局の職員数
は約480名で、うち約230名が検証・査察活動に従事
している（2012年９月現在）。

アソシエート・プログラム参加者の研修

CWC締約国会議

第２節　化学兵器禁止機関（OPCW）

（参考）化学兵器の種類
　　化学兵器は実験室や化学工場等で比較的容易に生

産することが可能である。これまでに化学兵器とし
て開発された毒性化学物質には、大きく分けて「血
液剤」（塩化シアンなど血液中の酸素摂取を阻害し
身体機能を喪失させる）、「窒息剤」（気管支や肺に
影響を与え窒息させる。ホスゲン等。）、「びらん剤」

（皮膚や呼吸器系統に深刻な炎症を引き起こす。マ
スタード等。）、「神経剤」（神経伝達を阻害し筋肉痙
攣や呼吸障害を引き起こす。サリン等。）などの種
類があり、このうち神経剤が最も致死性が高い。
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談において日本側から移動式処理設備の導入を表明
し、2010年10月から南京において ACWの廃棄を開
始し、2012年６月、同地における ACWの廃棄（約3.6
万発）が完了した。2012年12月現在、中国北部（石
家荘）への２台目の移動式処理設備による廃棄及び
吉林省ハルバ嶺での発掘・回収作業が開始され、ま
た、ハルバ嶺での試験廃棄処理の開始に向けた準備
作業が行われている。このように、日本は一日も早
い廃棄の完了を目指して最善の努力を行っている。

２．	国内における老朽化化学兵器 (OCW)
国内で発見された旧日本軍の残した老朽化化学兵

器についても、日本は CWCに基づき誠実に廃棄義
務を履行し、OPCWの検証・査察活動に協力して
いる。

これまでの老朽化化学兵器事案（OPCWに申告
し、廃棄を実施）は以下のとおり。

 

 

１．	中国遺棄化学兵器
中国遺棄化学兵器問題とは、第二次大戦終了前ま

でに中国に持ち込まれ、遺棄された旧日本軍の化学
兵器の処理問題であるが、日本と中国は、ともに
CWC締約国であり、CWCの発効に伴い、日本はこ
れらの遺棄化学兵器（ACW）を廃棄する義務を負
うことになった。CWCは ACWについて、遺棄締
約国が ACWの廃棄のため、すべての必要な資金、
技術、専門家、施設その他の資源を提供すること、
また、領域締約国は適切な協力を行うことを定めて
いる。1997年５月、累次の現地調査の結果を踏まえ、
日本も ACWに関する申告を OPCWに対し提出し、
その後も随時修正を行っている。この申告内容を確
認することなどを目的とした OPCWによる査察は
既に45回実施されている。ACWは、北は黒龍江省
から南は広東省まで広い範囲で存在が確認されてい
るが、吉林省ハルバ嶺地区には30～40万発が埋設さ
れていると推定されている。なお、中国国内の各地
でこれまでに約５万発の ACWが発掘・回収され、
OPCWに申告されている。（以上、2012年12月時点）。

1999年３月、閣議決定により、政府全体として
ACWの廃棄に取り組むために、廃棄処理事業の実
施を総理府（2001年１月の省庁再編後は内閣府）が
担当することを決定し、同年４月に総理府の中に「遺
棄化学兵器処理担当室」を設置した。また、1999年
７月には遺棄化学兵器の廃棄に関する基本的枠組み
として日中覚書（「日本国政府及び中華人民共和国
政府による中国における日本の遺棄化学兵器の廃棄
に関する覚書」）が作成された。

ACW廃棄処理事業は、長期間にわたって地中等
に埋設された大量の古い化学兵器を、安全や環境に
留意し、中国の法律等を遵守しつつ廃棄するという、
極めて難易度の高い困難な作業であることから、
2006年には日中共同で廃棄期限を2012年４月まで延
期することを要請し、OPCW執行理事会で承認さ
れた。また、2012年２月には、OPCW執行理事会
において、2012年４月以降も日中両国が合意した廃
棄計画に基づき ACWの廃棄を継続していく旨の決
定が採択された。

廃棄の実施に関しては、2007年４月の日中首脳会

第３節　遺棄・老朽化化学兵器問題

中国・石家荘のACW移動式処理設備
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中国遺棄化学兵器に関するOPCWの査察

○北海道屈斜路湖（1995 年 10 月、湖底から 26
発の化学弾を発見）

○広島県大久野島（1999 年３月、防空壕跡で不審
物９発を発見、鑑定により旧日本軍の「大あか筒」
と判定。）

○福岡県苅田港（2000 年 11 月以来、数次にわた
り旧日本軍の爆弾らしき物体を発見）

○神奈川県寒川町（さがみ縦貫道工事現場）（2002
年９月、同工事現場にて不審物入りの瓶を発見。
分析の結果、内容物はマスタード等と判明。）

○神奈川県平塚市（2003 年４月、工事現場にて球
状ガラス瓶を発見。うち一部からシアン化水素を
検出。）。

○静岡県浜松市（2007 年８月、掘削調査を実施し、
旧日本軍のきい剤運搬貯蔵容器と推定されるドラ
ム缶１個を発見）

○千葉県千葉市（2007 年 5 ～ 8 月及び 2010 年、
計 176 発の砲弾を発見。鑑定の結果化学弾と判
定。）
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第４部　通常兵器

第１章

総論

通常兵器とは、一般に大量破壊兵器以外の武器を
意味し、地雷、戦車、軍艦、戦闘機、大砲、ミサイ
ルから、けん銃などの小型武器まで多岐にわたる。

通常兵器の問題は、各国の安全保障に密接に関わ
るのみならず、人道・開発等様々な分野に影響を与
えている。これらの問題について国際社会で行われ
ている取組には、信頼醸成措置と国際的な基準・規
範の作成、これら基準・規範に基づく協力・支援の
活動が挙げられる。

信頼醸成措置は、過大な通常兵器の蓄積は地域の
不安定につながることから、通常兵器の国際的な移
譲、軍備の保有等の透明性を向上させ、それにより
地域や国際社会における国家間の信頼を醸成し、各
国による過度の軍備の蓄積を防止しようとするもの
である。国連軍備登録制度や国連軍事支出報告制度
がこれに当たる。

国際的な基準・規範の作成としては、人道上の懸
念のある特定の通常兵器の使用等を禁止する条約や
各国による取組の方向性を示す政治文書の作成があ
る。対人地雷禁止条約やクラスター弾に関する条約
は、特定の兵器がもたらす人道上の懸念に対処する
ため、これら兵器の使用等を禁止する条約である。
国連小型武器行動計画は最近の紛争で実際に市民を
殺傷し、「事実上の大量破壊兵器」と呼ばれる小型

武器について、各国が実施すべき取組を網羅した政
治文書である。これらの条約や政治文書の実施には、
対人地雷やクラスター弾を含む不発弾の除去・廃棄
や、非合法な小型武器の除去・廃棄も含まれる。

通常兵器に関する国際的な基準・規範に基づく協
力・支援は重要である。日本はこのような分野にお
いても積極的な活動を行っている。小型武器、対人
地雷やクラスター弾を含む不発弾により影響を受け
た国々において、現地の人々と共に現場の状況に即
したこれら武器の除去、回収、廃棄の活動を行って
いる。

最近では、通常兵器の「責任ある移譲」を確保す
るため、国連の枠組における武器貿易条約（ATT）
の作成が注目を集めてきている。これは、通常兵器
全般について信頼醸成措置に止まらず各国による国
際移譲そのものを法的拘束力のある国際文書に基づ
き各国が管理する枠組を構築しようとする取組であ
る。武器貿易条約の作成は単に通常兵器の非合法の
取引の防止だけでなく、国際人道・人権法に違反す
るおそれのある国への通常兵器の輸出を未然に防ご
うとする試みである。2012年７月の国連 ATT会議
においては、条約作成までには至らなかったが、引
き続き条約作成を目指して、2013年３月に再度国連
会議が開催される予定である。
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第２章

対人地雷

第２章

km²の地雷を廃棄した（2009年ランドマイン・モニ
ター）。またこの10年間に4,200万発以上の対人地雷
が除去・廃棄され、死傷者数は相当減少している

（2009年カルタヘナ宣言）。2013年２月現在、対人地
雷禁止条約の締約国数は161か国に上り、条約の関
連会議には非締約国も出席している。対人地雷禁止
条約は対人地雷についての世界的な取組の中核と
なっている。

紛争地域を中心に埋設された地雷は、非戦闘員で
ある一般市民に対し無差別な被害を与えるという、
人道上極めて重大な問題を引き起こし、地域の紛争
終結後の復興と開発にとって大きな障害となってい
る。1999年から2008年までの間の死傷者数は、少な
くとも119か国で73,576人に上るが、1999年の対人
地雷禁止条約の発効以降、少なくとも90以上の国・
地域で地雷敷設地域1,100 km²及び戦闘地域2,100 

第１節　対人地雷問題と国際社会の取組

（１）1996年10月に作成された対人地雷禁止条約
は、1999年３月１日に発効した（2013年２月末現在、
日本を含め161か国が締結。）。同条約は、対人地雷
の使用、貯蔵、生産、移譲等を全面的に禁止し、貯
蔵地雷の４年以内の廃棄、埋設地雷の10年以内の除
去等を義務付けるとともに、地雷除去、犠牲者支援
についての国際協力・援助等を規定している。2004
年には条約発効後初の検討会議がナイロビで開催さ
れ、「行動計画」、「ハイレベル宣言」等の文書が採
択された。

（２）2009年11月29日から12月４日にかけてコロ
ンビア・カルタヘナで第２回検討会議が開催され、
締約国は条約発効から10年間の道のりを評価し、今
後の課題につき議論し、コミットメントを新たにし
た。当時の全締約国156か国のうち108か国が出席し
たほか、18の国際機関及び、地雷禁止国際キャンペー
ン（ICBL）等の NGOも団体参加した。また、未締
結国のうち条約関連会合初参加の米国のほか、中国、
インド、ロシア等19か国がオブザーバー参加した。

第２回検討会議においては「カルタヘナ行動計画」
及び「2009年カルタヘナ宣言」が採択され、今後５
年間の具体的行動（犠牲者支援の社会・経済への統
合、迅速な除去活動による開発や人間の安全保障の
確保等）が明らかとなった。

 

第２節　対人地雷禁止条約（オタワ条約）

対人地雷禁止条約第 2 回検討会議
（コロンビア、カルタヘナ）会議場の模様



98

第４部 通常兵器

の三角協力に力を注いでいる。2011年11月に開催さ
れた第11回締約国会議開催期間中には、日本政府と
国際協力機構（JICA）との共催にて、南南協力や
三角協力の有効性に対する理解を深めることを目的
としたサイド・イベントを実施した。

（３）また、二国間支援の他に、NGO等を通じた
草の根レベルでの地雷対策支援スキームを活用し、
被害を受けたコミュニティによる自助努力を後押し
する支援を推進している。更に、日本は、被害国政
府が地雷対策を統括する機関を有していない場合
や、緊急の支援が必要な場合には、国際機関を通じ
た支援を行っている。例えば、2012年３月には、国
連の地雷対策機関 UNMASを通じた総額830万ドル
の地雷対策支援を決定し、数多くの地雷が残存する
アフガニスタン、スーダン、ソマリア、コンゴ（民）
において、地雷除去及び地雷危険回避教育等を実施
している。
（４）できるだけ多くの国がこの条約を締結する

ことが対人地雷問題の徹底した解決に資するとの立
場から、日本は機会あるごとに、各国政府、特に中
央アジアを含むアジア太平洋諸国や、地雷を多く保
有する国々に対して条約の締結を働きかける普遍化
活動に力を入れている。2011年10月には、条約の普

（１）クラスター弾同様、地雷被害国の多くは発
展途上国であり、対人地雷禁止条約に規定される10
年の地雷除去期限内に除去を完了するためには、先
進国からの支援を必要とするケースが多い。日本は
1998年から2012年までの間、42か国に対し、地雷除
去、被害者支援、リスク低減教育を含む約4億6,800
万ドルの支援を行ってきており、地雷対策分野でも
日本は世界の主要ドナーであるといえる。2009年の
第２回検討会議において、日本は、これまでの支援
を通じた教訓と、今後の支援の方向性として、①被
害国・被害者とのパートナーシップ重視、②産・官・
学・民一体の地雷問題への取組、③地雷対策と被害
地域開発の包括的アプローチを表明した。

   
（２）日本の地雷対策支援のあり方としては、特に、

被害国や被害コミュニティとの協議を通じ、現地の
人々が設定した目標に対し具体的成果を得るような
支援を続けてきた。例えば、カンボジアの地雷対策
センター（CMAC）に専門家を派遣し、連携しな
がらカンボジア政府の「国家地雷活動戦略プラン」
に沿って迅速な除去活動や被害地域のインフラ整備
を行ってきた。最近では、1990年代からの CMAC
に対する組織強化支援による知見の蓄積を他の地雷
被害国と共有し、被害国のオーナーシップを高める
観点から、南南協力が有効であると認識しており、
日本とカンボジアとコロンビア、アンゴラ等との間

ルタヘナ行動計画」の中間評価が行われ、ジュネー
ブ進捗報告がまとめられた。

（３）2014年の第３回運用検討会議に向けて、
2012年12月に開催された第12回締約国会議では、「カ

第３節　日本の取組

対人地雷禁止条約第 11 回締約国会議（2011 年 11 月
プノンペン、カンボジア）において、日本の地雷分野

に関する国際協力を広報するブース
（写真提供：JICA）

コロンビアの対人地雷総合対策機関 PAICMA とカンボ
ジア地雷対策センター CMAC との南々協力 / 三角協力

（写真提供：JICA）
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障害者リハビリテーションセンター及びコマツ地雷
除去機枚方工場の視察等を通じて、日本の地雷対策
分野における官・民・NGOの取組みを紹介しつつ、
今後の条約の普遍化に関する意見交換を行った。

遍化特使を務めているミルアド・ヨルダン国家地雷
除去復興委員会委員長（ヨルダン王子）を日本に招
へいした。中野穣外務大臣政務官及び大島賢三
JICA顧問との会談、地雷関係 NGOとの協議、国立

モザンビークに対する日本製地雷除去機供与
（官民連携事業）機材は山梨日立建機社

国立障害者リハビリテーションセンターを視察する、
対人地雷禁止条約普遍化特使の

ミルアド・ヨルダン王子（2011 年 10 月）
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（１）クラスター弾に関する条約（CCM: Convention 
on Cluster Munitions）は、クラスター弾による人
道上の問題に効果的に対処するため、クラスター弾
の使用、開発、生産、取得、貯蔵、保有又は移譲等
を禁止するとともに、貯蔵弾の廃棄を義務付け、さ
らにクラスター弾による被害者に対する援助及び国
際的な協力の枠組の構築等について規定している。
同条約は2010年２月16日に条約発効に必要な30番目
の批准書等の国連事務総長への寄託が行われたこと
を受け、同年８月１日、発効した。

（２）2010年11月、クラスター弾の最も深刻な被
害を受けた国・ラオスの首都ビエンチャンにおいて
条約の第１回締約国会議が開催された。この会議で
は、クラスター弾による被害を絶つという締約国に

よる力強い決意が確認されたことに加え、締約国が
今後条約を履行する上での具体的な行動指針となる

「ビエンチャン行動計画」が採択され、「ビジョンか
ら行動へ」（2010年ビエンチャン宣言）移行する体
制が整えられた。また、2011年にはベイルート（レ
バノン）で第２回目の会議が行われ、第１回締約国
会議において採択された「ビエンチャン宣言」、「ビ
エンチャン行動計画」等の文書を踏まえ、貯蔵弾廃
棄、不発クラスター弾の除去、国際協力、被害者支
援等の諸分野で見られた進展を確認する「ベイルー
ト進捗報告」（Beirut Progress Report）」が提出され、
今後も条約の履行を支え続けるという締約国の意思
を反映させた「ベイルート宣言」が採択された。

（３）2012年９月には、オスロにて第３回締約国

の禁止に関する法律」を制定し、罰則をもってクラ
スター弾の製造を禁止、所持を規制し、2009年７月
に本条約を受諾した。

2007年に特定通常兵器使用禁止制限条約（CCW）
の枠組みにおけるクラスター弾（注）への取組（第
４章第２節参照）を不十分とするノルウェーを始め
とする有志国が CCWの枠外で国際会議を開催し、
文民に許容し難い被害をもたらすクラスター弾を禁
止する国際約束を2008年中に策定する旨のオスロ宣
言を採択した。この宣言に端を発するオスロ・プロ
セスにより作成された条約案は、2008年５月、ダブ
リン会議（アイルランド）において採択され、同年
12月、ノルウェーのオスロにおいて署名式が行われ
た。

その後、日本は日本国内における条約の実施を確
保するため、「クラスター弾の製造の禁止及び所持

クラスター弾

第１節　国際社会の動き

（注）クラスター弾とは、一般的に、多量の子弾を入
れた大型の容器が空中で開かれて、子弾が広範囲
に散布される仕組みの爆弾及び砲弾等のことをい
う。１個の弾薬の爆発力を分散し、通常の弾薬に
はできないような広範囲に効果を及ぼすことがで
きる反面、不発弾となる確率が高いとも言われて
いる。　

　　最近の例として、2006 年、イスラエルがレバ
ノンに対して行ったクラスター弾による攻撃の結
果、その不発弾によって民間人に被害が生じてお
り、クラスター弾の規制を求める声が高まった。

第２節　クラスター弾に関する条約（CCM）
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ための国際的な協力及び援助についても規定してお
り、援助を提供することの可能な締約国が、クラス
ター弾の被害国に対して義務の履行を支援すること
で、除去や被害者支援等の対策が迅速に実行される
ことが期待される。条約の実効性を高め、被害を最
小化し、日本の豊富な開発協力の経験をこの分野に
おいても生かす観点から、今後も不発弾処理・被害
者支援等の分野において積極的に貢献していく。

（３）クラスター弾に関する条約の締約国は2013
年２月現在、77か国となった。日本は、第１回締約
国会議以来３年間に亘り、普遍化活動を促進する「議
長フレンド」又は「普遍化調整役」の役割を担い、
非締約国に対する条約加入の働きかけを行ってき
た。第３回締約国会議終了をもって普遍化調整役の
任務を終了したが、今後もアジア大洋州諸国を中心
に条約の締結を働きかけ、条約の普遍化促進に引き
続き取り組んでいく。

 

（１）日本は条約を国内において適確に実施する
ための法律「クラスター弾等の製造の禁止及び所持
の規制等に関する法律」の作成等、必要な準備を整
え、2009年７月に本条約を受諾した。クラスター弾
の汚染国ではない日本は、まずは、貯蔵クラスター
弾の廃棄義務を履行する必要がある。クラスター弾
に関する条約は、条約が自国について効力を生じた
後できるだけ速やかに、遅くとも８年以内に貯蔵ク
ラスター弾を廃棄し、又はその廃棄を確保すること
を義務づけている（第３条）ところ、日本は、2018
年の期限までに、自衛隊が保有するクラスター弾を
廃棄する予定であり、その準備に着手した。

（２）また、これまで日本は、クラスター弾等の
不発弾に汚染された地域・国に対して、不発弾の除
去及び被害者の支援を実施してきており、条約署名
後から2012年までの間、クラスター弾のみに関する
案件でその額は約1,000万ドルに上る（地雷・その
他の不発弾案件を含めるとさらに大きな額となる）。
地雷同様、クラスター弾の被害を受けた国の多くは
開発途上国であり、被害国のみの力で除去・被害者
支援等の義務を十分に履行することが困難な場合が
ある。本条約は、締約国が条約上の義務を履行する

会議が開催された。第３回締約国会議では、条約の
運用に関する締約国の具体的な取組（条約の普遍化、
貯蔵されたクラスター弾の廃棄、不発クラスター弾
の除去・廃棄、リスク低減教育、犠牲者支援等）に

ついて議論が行われ、「ビエンチャン行動計画」、「ベ
イルート進捗報告」等の文書を踏まえた上で、第２
回締約国会議以降の進展について報告する「オスロ
進捗報告」が採択された。

クラスター弾に関する条約第３回締約国会議において、
一般討論演説を行う天野万利軍縮会議日本政府代表部

大使（2012 年９月　於：オスロ（ノルウェー）） 第３回締約国会議開催期間中にラオス政府・JICA との
共催で実施したサイド・イベントの様子。

第３節　日本の取組
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日本が支援しているラオス－カンボジア間の南南協力の事例：ラオスの不発弾対策機関 UXO Lao の
長官・職員がカンボジアの地雷対策機関 CMAC の研修センターを視察している様子

（2011 年 7 月）（写真提供：JICA）
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コラム：クラスター弾に関する条約第３回締約国会議
～ラオス政府との共催サイドイベント～

　　2012 年９月 11 日、クラスター弾に関する条約第３回締約国会議のサイド・イベント（注）として、

日本政府とラオス政府及び国際協力機構（JICA）との共催で、ラオスにおけるクラスター弾対策につき

紹介した。

　　本イベントに出席したキティクン・ラオス副外相は、冒頭で、「継続的にラオスを支援している日本

に感謝申し上げる。ラオスは不発弾の傷跡が深く、クラスター弾に関する条約の除去義務を完了するの

に大きな障害がある」と述べた。これに対し、天野万利軍縮会議日本政府代表部大使は、「ラオスが直

面している課題はあまりに大きく、日本からの継続的支援のみならず、他の援助パートナーからの協力

が必要である」旨呼びかけた。クラスター弾等の不発弾による深刻な被害を抱えるラオスに対して、日

本政府はこれまで除去、被害者支援、リスク低減教育等の対策を積極的に支援してきた。CCM の第１

回締約国会議以降、不発弾対策は強化されてきたが、2011 年には、対ラオス不発弾対策に特化したも

のとして、①不発弾 (UXO) 専門家の派遣、②機材供与、③南南協力の３つの柱から成るプロジェクト

が形成された。この３本の柱は、ラオスにいまだ多数残存する不発弾の除去速度を加速させることを目

的としており、本イベントでは、こうした援助政策の詳細について、JICA の平和構築専門員及び不発

弾専門家が発表した。

　　このうち、南南協力については、カンボジアのカンボジア地雷除去センター (CMAC) とラオスの不発

弾対策機関 UXO Lao との間の３年間に亘るプロジェクトを紹介した。両国間で知識・経験の共有が深

まるワークショップの実施を通じて、除去の生産性が高まることが期待される。ラオスに派遣されてい

る JICA 不発弾専門家は、これまで３度実施したワークショップの効果として、両国の除去機関職員の

現状認識や、職務に対する自信やモチベーションが高まっており、確かな効果を実感していると報告し

た。

　（注 ）会議と会議の空き時間に、各国政府・NGO・国際機関等が、条約に関連するテーマでプレゼンテー

ションやディスカッションを行う。

　

カンボジア地雷除去センター（CMAC）の地雷回避教育活動をラオスの
不発弾対策機関 UXO Lao の長官・職員が視察している様子（2011 年 7 月）（写真提供：JICA）
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特 定 通 常 兵 器 使 用 禁 止 制 限 条 約（CCW: 
Convention on Certain Conventional Weapons）は、
過度に傷害を与え又は無差別に効果を及ぼすことが
あると認められる通常兵器の使用を禁止又は制限す
るもので、手続事項等を定めた枠組条約及び個別の
通常兵器等について規制する附属議定書から成る。
現在、以下の５つの附属議定書が成立している。

 
日本は枠組条約及び改正議定書Ⅱを含む議定書Ⅰ

～Ⅳを締結している。

（１）CCWの枠組みの下、クラスター弾の不発弾
等による人道上の懸念についても議論が行われてき
た。2006年11月の CCW第３回運用検討会議の結果、
2007年は、特にクラスター弾に焦点を当てて議論を
行うことが決定された。翌2007年11月に行われた締
約国会議においては、CCWの枠組みでクラスター
弾の人道上の懸念に早急に対応するための交渉を行
うことがコンセンサスで決定され、2008年２月以降、
政府専門家会合が開催され交渉が継続していた（ク
ラスター弾に関する条約（CCM）の作成経緯につ
いては、第３章参照）。しかし、2011年の第４回運
用検討会議では第６番目となる新たな議定書案が提
示され、交渉が行われたものの、クラスター弾の大
量生産国・保有国と、2010年に発効した CCMと両
立する新議定書案の作成を求める諸国の立場の隔た
りの溝は埋まらず、結局、議定書案に対するコンセ
ンサスが得られなかった。

（２）日本は、主要生産国も参加する CCWの枠
組みにおいて、クラスター弾に関する国際約束の交
渉を行うことを支持してきたが、近い将来、CCW
の下でクラスター弾に関する議論が行われる可能性
が低いため、クラスター弾について高い基準の規制
を定める CCMの締約国として、CCMの普遍化に取
り組んできており、今後も普遍化の努力を継続して
いく。

（３）2011年の第４回運用検討会議においては、
翌2012年 ４ 月 に 対 車 両 地 雷（MOTAPM: Mines 
Other Than Anti-Personnel Mines）に関する専門
家会合を開催することが決定された。MOTAPMは、
CCWの枠組みで、2002年から2006年の間の５年間、
実質的な規制の策定に向けた議論が行われていた
が、推進国と慎重国との間に大きな立場の相違があ
り、合意に至らなかった。2012年４月の専門家会合

特定通常兵器使用禁止制限条約（CCW）

○議定書Ｉ：検出不可能な破片を利用する兵器に関
する議定書（1983 年発効）

○改正議定書 II：地雷、ブービートラップ（注：食物、
玩具など外見上無害な物の中に爆発物等をしかけ
たものを言う）及び他の類似の装置の使用の禁止
又は制限に関する議定書（1998 年発効）

○議定書 III：焼夷兵器の使用の禁止又は制限に関す
る議定書（1983 年発効）

○議定書 IV：失明をもたらすレーザー兵器に関する
議定書（1998 年発効）

○議定書 V：爆発性戦争残存物に関する議定書
（2006 年発効）

第１節　概要

第２節　最近の動き
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継続することが決定された。IEDは、非国家主体に
よる使用により被害が増加していることが問題と
なっている。また、IEDに使用される材料が容易に
入手できるため、規制・管理が困難な兵器である。
CCWの枠組では、国家を対象とした新たな IED規
制を策定するアプローチではなく、各国のベスト・
プラクティスや既存のガイドライン、具体的対策に
ついての勧告をとりまとめる作業が継続していく見
込みである。

では、５年が経過してもなお推進国と慎重国の立場
の違いに変化が無いことが明らかとなり、2012年11
月の CCW締約国会議では、2013年に議論を継続す
るための MOTAPM専門家会合開催のマンデート
に合意が得られなかった。

（４）CCW改正議定書Ⅱの枠組みで、即席爆破装
置（IED）等に関する議論が行われており、2012年
11月の同改正議定書Ⅱ締約国会議において、議論を

特定通常兵器使用禁止制限条約（CCW）関連会議
（写真提供：CCW 履行支援ユニット（ISU））



106

第４部 通常兵器

第５章

報を保存し、国際捜査等で必要な際にお互いに情報
交換することにより非合法小型武器の追跡を効率的
に行おうとするものである。トレーシング国際文書
は2005年に作成された。

（３）非合法小型武器ブローカリング政府専門家
会合（GGE : Group of Governmental Experts）は
2007年の会合における議論をとりまとめ報告書を作
成した。法的規制が手薄な途上国等に仲介者（ブロー
カー）が移動し口利き等の方法で武器の売手と買手
を結びつけることにより非合法な武器の輸出入を行
う非合法ブローカリングが横行している。このよう
な非合法ブローカリングを取り締まるため、非合法
小型武器ブローカリング GGEは、2007年、ブロー
カリングの規制に関する国内法の要素（模範例）、
国際協力の促進措置、勧告を含む行動志向の報告書
を作成した。

（４）国連小型武器行動計画のプロセスは、2006
年の国連小型武器行動計画履行検討会議では成果文
書の作成に至らなかったが、その後の隔年会合にお
いて過去の実施状況を確認し、また今後の実施強化
に向けた取組に関する報告書が順調に採択されてい
る。2008年の会合では国際協力と支援、非合法ブロー
カリング、備蓄管理と余剰廃棄及びトレーシングに
関する議論が行われ、2010年の会合では国際協力と
支援、トレーシングの他、国境管理、フォローアッ
プ・メカニズム等に関する議論が行われた。特に
2010年の会合におけるフォローアップ・メカニズム
の議論では隔年で行われる会合の他に６年サイクル
で履行検討会議を開催することが有用とされ、また

紛争や犯罪で主な武器として使用され、実際に人
を殺傷しているのは小型武器であり、このため、小
型武器は「事実上の大量破壊兵器」と呼ばれている。
小型武器は、紛争を長期化、激化させるだけではな
く、紛争終了後、国連などによる人道援助活動や復
興開発を阻害し、紛争の再発、犯罪の増加等を助長
する原因となっている。

  

（１）2001年７月に国連小型武器会議が開催され
「小型武器行動計画」が採択された。この行動計画
を指針としてその後の国際社会における取組が行わ
れている。その後、行動計画に基づいて作成された
文書として「トレーシング国際文書」と「ブローカ
リング政府専門家会合報告書」がある。

（２）トレーシング国際文書は「国家が時宜を得
た信頼できる方法で非合法小型武器を特定し追跡す
ることを可能にするための国際文書」との正式名称
が示すとおり、各国が輸入、製造時に小型武器への
刻印を行うとともに、刻印等の小型武器に関わる情

小型武器

第１節　小型武器問題の背景と国際的取組

（参考）2002 年の国連事務総長報告によれば、小
型武器の使用により、毎年少なくとも 50 万の人
が命を落としていると言われている。

（参考）いわゆる「小型武器」とは、国連小型武器
政府専門家パネルの報告書によれば、兵士一人
で携帯、使用が可能な狭義の小型武器（small 
arms）、兵士数名で運搬、使用が可能な軽兵器

（light weapons）、弾薬及び爆発物の３種類があ
り、一般的にはこれらを総称して広義の「小型武
器」と呼んでいる。
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（２）行動計画の地域レベルにおける着実な履行
のため、行動計画実施に関わる地域会合の開催を支
援している。また、日本は小型武器により被害を受
けた国における小型武器対策プロジェクトも積極的
に実施してきている｡ 2011年には、日本の資金協力
により、国連アジア太平洋平和軍縮センターがネ
パールにおいて法執行機関関係者への研修プロジェ
クトを実施した。同研修には、ネパールの警察、武
装警察や税関の中堅幹部が参加し、国際刑事機構、
世界税関機関、インド警察等の専門家から小型武器
の非合法取引を防止するための具体策について講義
を受けた｡ 　　　

 

（１）日本は、小型武器問題が国際社会に提起さ
れて以来、国連を中心とする枠組みを通じて、この
問題について主導的な役割を果たしてきており、特
に2001年国連小型武器会議の前後の小型武器に関わ
るプロセスが軌道に乗る過程で議論を牽引する役割
を果たした。2012年の第２回国連小型武器行動計画
履行検討会議においては、日本は副議長を務めると
ともに、同会議の成果文書の一構成部分について調
整役（ファシリテーター）として調整を行い、成果
文書の採択に大きく貢献した｡  

また、南アフリカ及びコロンビアと共同して毎年
小型武器決議案を提出しており、これら決議案はコ
ンセンサス又は圧倒的多数の支持を得て採択されて
きている。

回国連小型武器行動計画履行検討会議が開催された
｡ 同会議においては、国連小型武器行動計画及び同
関連文書である国際トレーシング文書について、各
国の履行状況について報告が行われるとともに、第
３回履行検討会議までの作業スケジュールや国際協
力や履行推進のための方策が盛り込まれた成果文書
がコンセンサス（※巻末の用語解説集を参照）で採
択された｡

絞られた特定テーマについての政府専門家会合の開
催についても今後検討されることとなった。これを
受けて、2011年には、小型武器の刻印・記録保持・
追跡に関して、専門的見地から情報・意見交換する
ための専門家会合が開催された｡

（５）2012年には、８月27日から９月７日まで、
オグウ議長（ナイジェリア国連常駐代表）の下第２

ネパールにおける小型武器問題に関する人材育成研修（於：カトマンズ）

第２節　日本の取組
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コラム：国連における小型武器の取組と日本の貢献

（１）従来、軍縮といえば核兵器などの大量破壊兵器や大型の通常兵器の軍縮に関心が集まりがちであっ

たが、実際に人々の命を奪っているのは小銃や機関銃などの小型武器である。冷戦終結後に激化した地

域紛争は、その深刻な実態を浮き彫りにした。このような事態を受けて、1995 年、ガリ国連事務総長

は、「平和への課題（追補）」で小型武器などの「ミクロ軍縮」の必要性を訴えた。

（２）その要請にいち早く応じたのが、日本である。日本は、国連の枠組みの中で小型武器問題に取り組

む重要性を認識し、同年、この問題の検討を国連でスタートさせるための国連総会決議を提出した。そ

の後、日本のイニシアティブにより設置された政府専門家グループと政府専門家パネルにおける検討を

経て、1999 年、国連は、2001 年の国連小型武器会議の開催を決定した。同会議は、国連主催の軍

縮関連国際会議としては 1987 年の第３回軍縮特別総会以来の国連イニシアティブであり、日本は、

小型武器問題を国連の主要な取組に主流化する上で主導的な役割を果たしたといえる。日本（堂之脇光

朗・元外務省参与）は、政府専門家パネル等の議長に加えて、同会議の副議長を歴任して、会議の成功

に貢献した。

（３）2001 年の国連小型武器会議で採択された「国連小型武器行動計画 (Programme of Action. 通

称 PoA) は、国連加盟国が小型武器問題に取り組むうえでの行動指針となっている。国連加盟国は、

PoA に基づいて独自に小型武器問題の解決に取り組むとともに定期的にその実施状況を見直している。

2003 年中間会合では、日本（猪口邦子軍縮日本政府代表部大使）が議長を務めた。

（４）2012 年８月 27 日から９月７日までニューヨークの国連本部で開催された第２回国連小型武器行

動計画履行検討会議（議長は、オグウ・ナイジェリア国連常駐代表）では、コンセンサスで成果文書が

採択された。同文書には、①国内法制度の一層の整備や履行を担当する職員の研修、②小型武器の輸出

入や国内における流通の管理の強化を通じた非合法市場への流出防止、③地域の特性を踏まえた地域協

力や地域を超えた国家相互及び国際機関との協力及び支援、④国別報告書の一層の提出促進による情報

の共有と交換、⑤小型武器問題の解決に向けた政策決定への女性の参加促進などの今後の具体的な優先

課題が盛り込まれた。

　　また、今後６年間にわたる国連の取組として「第２回履行検討会議後のフォローアップ」が主要議

題となったが、日本（石垣友明国連代表部参事官）がファシリテーター（４人のうち、１人）を務め、

2016 年の第３回履行検討会議までのフォローアップの合意のとりまとめに貢献した。
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第６章

回国連総会では、2010年、2011年に準備委員会を開
催し、通常兵器の移譲のための最も高い国際共通基
準に関する法的拘束力を有する文書を作成するた
め、2012年に４週間の ATT国連会議を開催するこ
と及び ATT国連会議はコンセンサスを基礎として
取り進められること等を内容とする決議が提出さ
れ、賛成151、反対１、棄権20で採択された（過去
の決議に反対票を投じてきた米国は、2012年の国連
会議がコンセンサスで実施されることを条件に賛
成。）。

（４）上記国連決議を受けて、2010年から2011年
までにニューヨーク国連本部において開催された第
１回から３回までの準備委員会では、条約の構成要
素となる原則・目標、対象範囲、移譲基準、国際協
力・支援、実施メカニズム、最終規定について議論
が行われた｡ その結果、条約全体について主要な要
素を取りまとめた議長ペーパーが提示された。また、
2012年３月に実施された第４回準備委員会において
は、同年７月の ATT国連会議の手続事項について
議論が行われ、実質事項についてはコンセンサスで
決定されることを規定した手続規則に合意した。

（５）2012年７月２日から27日まで国連本部にお
いて、ロベルト・モリタン（アルゼンチン元筆頭外
務副大臣）議長の下、 ATT国連会議が開催された。
会議は、一般演説の後、２つの主要委員会に分かれ、
条約の要素ごとの交渉が行われた｡ １か月にわたる
交渉においては、各国の立場・見解の相違は大きく、
合意形成のための交渉は難航した｡ 集中的な議論を
行ったが、７月26日にモリタン議長が提示した条約

これまで、通常兵器一般についての全世界的な取
組は信頼醸成措置である国連軍備登録制度等に限定
されていた。通常兵器の分野における動きの中で近
年注目を集めてきているのが、武器貿易条約（ATT 
: Arms Trade Treaty）構想の進展である。武器貿
易条約構想とは、通常兵器の輸出入及び移譲に関す
る国際的な共通基準を確立する国際基準の作成を通
じて、通常兵器の国際的な取引の管理の強化を図る
ものである。

（１）ATT構想についての議論は90年代後半から
有識者 ･NGOの間で広がり、2004年ストロー英国外
相による ATT構想への支持表明、2005年 G8外相会
議後の英議長国声明で言及がなされる等の背景があ
る。2006年に入り英国や日本を含む原共同提案国（英
国、日本の他はアルゼンチン、オーストラリア、コ
スタリカ、フィンランド、ケニア）が ATTについ
て議論を深めるための政府専門家会合（GGE）の
立上げを主眼とした国連決議案を国連総会に提出
し、圧倒的多数で採択された。

（２）2008年、GGEは通常兵器の移譲問題の複雑
さに鑑み、ATTについて国連の枠組みで、さらに
検討が必要であると結論した報告書をとりまとめ
た。その後、2009年には国連加盟国が参加して
ATTについての国連オープンエンド作業部会

（OEWG）が開催され、「管理されない武器貿易が
引き起こす問題に対処するため国際的な取組が必要
であること」で一致した。

（３）OEWGにおける結論を受け、2009年の第64

武器貿易条約をめぐる動き

第１節　国際社会の動き
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して積極的に交渉に参加した｡ 会議冒頭のハイレベ
ル・セグメントでは、中野穣外務大臣政務官が強力
で普遍的な ATTの作成を強く訴えた｡ また、具体
的交渉過程においても、日本代表団は他の ATT推
進国や NGOとも連携しつつ、条約交渉に大きく貢
献した｡

（３）今後は2013年３月の国連会議における条約
作成を目指して、原共同提案国として積極的に作業
に関与していく。

（１）上述のとおり、日本は国連の枠組みにおい
て武器貿易条約の作成を目指すプロセスにおいても
積極的な貢献をしてきている。ATTは通常兵器の
移譲に関する管理の強化を目指すものであり、武器
の厳格な輸出管理体制の確立を目指している。

（２）日本は、国際紛争等の助長を回避すること
とし、幅広い国の参加が得られる実効的な国際約束
の作成を目指すべきとの立場から2012年７月の
ATT国連会議では、副議長国及び原共同提案国と

の採択を目指すための最後の国連会議を開催するこ
とを内容とした国連総会決議を提出した。同決議は、
同年12月に採択され、2013年３月に ATT最終国連
会議が開催されることとなった｡

案のコンセンサスが得られず、条約の採択には至ら
なかった｡  

（６）2012年10月、日本を含む原共同提案国は、
2012年７月の ATT国連会議の成果を踏まえて条約

第２節　日本の取組

ATT 国連会議ハイレベル・セグメントで演説する中野外務大臣政務官
（2012 年 7 月　於：ニューヨーク国連本部）
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コラム：武器貿易条約 (ATT) 国連会議

　　2012 年７月、ニューヨーク国連本部で一か月間にわたり、武器貿易条約を作成するための交渉会議

が開かれた。武器貿易条約については、2006 年から６年にわたり国連における議論が行われていたが、

１か月で条約の採択にこぎ着けるのは決して容易ではない。

　　会議は初日、パレスチナの参加資格の問題に直面した。その問題が片付くまでに、ほぼ２日を要した

ので、閣僚級参加者は、予定していた演説をしないままニューヨークを去らねばならなかった。そのよ

うな中、日本の中野穣外務大臣政務官は、滞在期間を延長して、他に残ったノルウェーとオーストラリ

アの閣僚と共に演説を行い、会議の成功を訴えた。

　　さらに、会議の開催形式をめぐる問題（２つの委員会に分かれて同時に協議を行うか否か。公開か非

公開か。）も浮上したので、２つの主要委員会に分かれての実質的な議論が始まったのは、会議４日目

であった。

　　まず、交渉は、２つの主要委員会における個別事項ごとの検討が始まった。主要委員会１（議長はモロッ

コ）は、前文、目標と目的、移譲基準などを、主要委員会２（議長はオランダ）は、条約の規制対象や

実施メカニズムなどを扱った。各主要委員会議長は、事項ごとに提示された各国の提案を取りまとめて、

主要委員会議長自身の案を作成した。モリタン議長は、第３週の半ばになると主要委員会とは別の議論

の場として、夕刻から深夜まで非公式会合を開き、各国の立場の溝を埋めようと努力した。第３週目の

週末は返上してこの非公式会合が行われた。また、イスラム圏諸国の代表は、ラマダンの中、精力的に

交渉に参加した。

　　集中的な議論を経て、モリタン議長が作成した条約案が非公式ながらも初めて提示されたのは、既に

会議最終週の２日目（24 日）であった。各国の代表団は、ただちに本国に指示を仰ぐとともに引き続

き非公式会合の場で交渉を継続した。会合は、100 以上の国の代表が参加しており、その場で意見の

隔たりを縮めるのは容易ではない。モリタン議長は条約案の改訂版を作成し、これが会議最終日の前日

に公式な条約案として初めて提示され、同日深夜まで合意形成に向けて最後の努力がなされた。

　　残念ながら、会議最終日（27 日）になり、条約案の改訂版に合意ができないことが明らかとなった。

しかし、多くの国に条約の採択の方向に向けて近づいているという認識があったことも確かである。

　　2013 年３月、再度国連会議が開催されることになった。日本は、これまで副議長や原共同提案国の

立場で、他の国や NGO とも連携の上、条約の作成過程に大きく貢献してきており、引き続き、条約の

採択に向けて積極的に取り組んでいきたい。
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第７章

として、国連の枠組みにおける国連軍備登録制度と
国連軍事支出報告制度がある。

各国の軍備の公開性と透明性を向上させることで
信頼醸成を図り、過度の軍備の蓄積を防止する取組

（１）この制度は、1991年の湾岸戦争においてイ
ラクの過大な武器の蓄積が地域の不安定につながっ
たという反省も踏まえ、日本が「湾岸危機後の中東
の諸問題に対する当面の対策」を発表し、①主要武
器輸出国に対する自粛と②通常兵器の国際取引の国
連登録制度設立を呼びかけたことに端を発し、日本
と EC諸国が共同で国連決議案を作成し、同年成立
させたものである。通常兵器の国際的な移転を中心
とする軍備の透明性を向上させ、それにより各国の
信頼醸成、過度の軍備の蓄積の防止を図ることを目
的とした画期的な取組である。

（２）この制度は、国連加盟国に対し、大型の攻
撃兵器として位置付けられた７カテゴリー（注）の
通常兵器につき、報告年前年の輸出入に関する情報、
具体的には１年間の輸出入量、その輸出入相手国な
どを予め定められた書式に記入し国連事務局に提出
することとなっている。また各国は軍備保有、国内
生産を通じた調達に関する情報等のデータの提出を
奨励されている。

 

（３）本制度について３年毎に開催される政府専

門家会合において、７カテゴリーの定義、スコープ、
運営等の見直しが行われる。

2003年の会合では「Ⅲ . 大口径火砲システム」の
口径を100ミリから75ミリへ引き下げ、「Ⅷ . ミサイ
ル及びミサイル発射装置」にはサブカテゴリーとし
て携帯式地対空ミサイル（MANPADS）が追加さ
れた。さらに、小型武器の輸出入に関する追加情報
を加盟国が自主的に提出することが勧告された。

2006年の会合では「小型武器」登録のための書式
（使用は任意）が作成されたほか、「Ⅵ . 軍用艦艇」
の敷居値が750トンから500トンに引き下げられた。

2009年の会合では、小型武器を新たなカテゴリー
として報告対象とする提案が重点的に議論されたが
合意に至らなかったことから、小型武器のカテゴ
リー化について各国の見解を求めることが勧告され
た。日本は小型武器のカテゴリー化に賛成する主旨
の見解を2010年に提出した。

（４）この制度には主要な武器輸出国がこの登録
を行っていることから、ほとんどの国際武器移譲を
カバーしている。これまでに少なくとも１回は本制
度への登録を行った国の数は173か国に上っている｡
但し、近年、 毎年の登録数は減少傾向にあり、2010
年に登録した国は、72か国であった。2011年には、
84か国に微増したが、今後本制度の一層の周知、参
加促進を図ることが重要である。

（５）日本は、本制度発足（1993年）以降毎年登

信頼醸成措置

第１節　国連軍備登録制度

（注）報告対象となる７カテゴリーの兵器
　Ⅰ . 戦車　Ⅱ . 装甲戦闘車両　Ⅲ . 大口径火砲シ

ステム　Ⅳ. 戦闘用航空機　Ⅴ. 攻撃ヘリコプター
Ⅵ . 軍用艦艇　Ⅶ . ミサイル及びミサイル発射装
置
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15回、中国３回、韓国７回である。

（４）本件制度への参加国数については最初の10
年間は20か国台、冷戦後の90年代は30か国台であっ
た。その後、本件制度に関する国連決議の共同提案
国であるドイツとルーマニアの努力により、2001年

（61か国）、2002年（80か国）と急増し2008年までは
同レベルで推移していたが、2009年（59か国）及び
2010年（49か国）に大幅に減少した｡ 2011年（50か
国）は前年比微増となっている。

（５）発足から、30年を経た本制度の運用状況を
見直すために、2010年及び2011年に政府専門家会合
が開催された。その結果、本制度の信頼醸成措置と
しての有効性が確認されるとともに、報告様式の改
訂等の改善策がとりまとめられた｡

（１）国連軍事支出報告制度は、1980年の国連総
会決議35/142Bにより設立され、1981年より実際の
運用が開始された。同制度は特定の国について当該
国政府が公表した報告情報の蓄積により軍事費増減
の動向を推定することが可能であり、その意味で透
明性向上、信頼醸成に貢献するものとなっている。

（２）国連軍事支出制度の報告対象は、①人件費
やメンテナンス費用等の運営費用、②調達及び建設
費用、③研究開発費用であり、各項目の内訳も報告
される。

（３）日本は1982年に最初の報告を行い、1997年
以降毎年報告している（2010年までの総報告回数は
22回）。主要国の2010年までの総報告回数は米国23
回、英国29回、フランス22回、ドイツ29回、ロシア

を検討するため原則３年ごとに開催されてきた政府
専門家会合に毎回（次回は2013年に開催予定）参加
し、中心的な役割を果たしてきている。

録を行うとともに、当初より本制度普及のため各国
政府にデータを提出するよう働きかけを行うととも
に、本制度強化のためのワークショップ開催への支
援等の貢献を行ってきた。また、本制度の運用状況

第２節　国連軍事支出報告制度
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第１章

第５部　宇宙空間における制度的枠組み

総論

国際社会は、宇宙空間における軍事利用を禁止又
は制限する幾つかの国際的な枠組みを既に作成して
きている。例えば、1967年に発効した宇宙条約は、
宇宙を宇宙空間と月その他の天体とに分け、宇宙空
間については、「核兵器及び他の種類の大量破壊兵
器を運ぶ物体を地球を回る軌道に乗せ」ること、及
び「他のいかなる方法によってもこれらの兵器を宇
宙空間に配置」することを禁止している。天体につ
いては、「もっぱら平和的目的のために」利用され
るものとし、「天体上においては、軍事基地、軍事
施設及び防備施設の設置、あらゆる型の兵器の実験
並びに軍事演習の実施」を禁止している。

宇宙条約以外では、1963年に発効した部分的核実
験禁止条約が、宇宙空間における核実験を禁止して
いる。1978年に発効した環境改変技術禁止条約は、
宇宙空間の構造に変更を加える技術の軍事的使用そ
の他の敵対的使用を禁止している。1984年に発効し
た月協定は、「月」を天体と宇宙空間の双方を含む
概念と定義した上で、月は「もっぱら平和的目的の
ために」利用されるものとし、月における武力の行
使、武力による威嚇等を禁止した。しかし、月協定
の締約国は、主要な宇宙活動国を含まない13か国に
留まっている。
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第２章

宇宙空間における軍備競争の防止
（PAROS）

第２章

「宇宙空間における兵器配置防止条約案（PPWT）」
を CDに提出した｡ CDは長年にわたって、軍縮条
約の交渉を行うための作業計画を採択できずにいた
が、2009年に12年ぶりにコンセンサス採択された作
業計画では、兵器用核分裂性物質生産禁止条約

（FMCT）交渉のための作業部会の設置が合意され
るとともに、PAROSについては実質的議論を行う
ための作業部会の設置が合意された。しかし、採択
された作業計画を実施するための作業日程等につい
ての合意が見られず、結局進展は得られなかった。

長年、宇宙空間における軍備競争の防止（PAROS: 
Prevention of Arms Race in Outer Space）は CD
の議題の１つとして議論されてきた。1985年から
1994年まで軍縮会議において「宇宙空間における軍
備競争の防止（PAROS）」に関する特別委員会が設
置され、宇宙条約を補完する新たな条約の作成の必
要性、衛星攻撃兵器、対弾道ミサイル・システムの
評価などにつき議論が行われた。しかし、実質的な
成果は得られず、その後、PAROSに関する特別委
員会は設置されていない。2008年、中国及びロシア
が、宇宙空間への兵器の配置を禁止することを含む

第１節　ジュネーブ軍縮会議（CD）におけるPAROSに関する議論

日本は、宇宙空間における軍備競争は防止される
べきであるとの観点から、宇宙における軍備競争の

問題に関する様々な論点につき総合的に検討し、
CDにおける議論に積極的に参加している。

第２節　日本の立場
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第３章

事会において、国際社会に対して提案するものとし
て、宇宙活動に関する国際行動規範案を採択した。
その後、各国との協議を踏まえ、EUは、2010年９月、
EU総務・対外関係理事会において国際行動規範案
の改訂版を採択した。EUは、その後も各国との協
議を続け、2012年６月、同行動規範の多国間外交プ
ロセスを正式に開始するため、ウィーンにおいて、
すべての国連加盟国に開かれた最初の多国間会合

（multilateral meeting）を開催した。今後、数回の
多国間専門家会合（multilateral expert meeting）
を経て、署名のための外交会議が開催される予定で
ある。

１．経緯
近年、宇宙利用国や宇宙ゴミ（スペースデブリ）

の増加、2007年の衛星破壊（ASAT: Anti-Satellite 
weapon）実験のような不透明な宇宙活動等の問題
に対処する必要が生じている。この状況に対して、
CD及び国連宇宙空間平和利用委員会（COPUOS）
を含む宇宙関連の多国間協議の場で法的拘束力を有
する新たな条約の策定が困難な中、いわゆるソフト
ローの策定により、各国の関連の条約等の適切な履
行を確保し、宇宙ガバナンスを構築するとの時流が
形成されつつある。

そうした中、2008年12月、EUが、法的拘束力を
有しないソフトローとして、EU総務・対外関係理

２．EU提案の国際行動規範案の概要
宇宙活動の活発化に伴って、宇宙活動の軍事利用

と民生利用の境目が曖昧になる中、EUが提案する
国際行動規範案は、軍事利用と民生利用の両方の宇
宙活動をカバーすることを意図している。また、各

国の宇宙活動の透明性及び信頼を醸成する、透明性・
信頼醸成措置（TCBM）の一環と位置づけられて
いる。具体的には、署名国は、事故、衝突その他の
有害な干渉可能性を最小化する措置をとること、宇
宙ゴミ（スペースデブリ）発生低減のため宇宙物体

宇宙活動に関する国際行動規範

第１節　概要

地球を取り巻く大量の宇宙ゴミ（スペースデブリ）のイメージ（現在軌道が判明しているデータを基に解析）
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第３章

きたイニシアティブを歓迎し、本件に関する国際的
な議論に積極的に参加する用意がある」旨表明した。
日本は、同行動規範案が実効的かつ普遍的なものと
なり、多くの国が同行動規範案に参加できるよう、
アジア諸国をはじめ、関係国と密接に協力・意見交
換している。

日本は、宇宙ガバナンスの構築を目的としたソフ
トローの整備が、宇宙活動国間の信頼醸成及び日本
の安全保障に貢献し、国際社会の宇宙活動の利益と
もなるとの立場を踏まえ、国際行動規範案の基本的
な概念や原則を支持している。2012年１月には、玄
葉光一郎外務大臣が、日本として「EUが主導して

活動を行っていると信ずるに足る理由を有する場合
に協議を要請することができること等が規定されて
いる。

の意図的な破壊等を差し控えること、宇宙物体への
危険な接近をもたらす可能性のある運用予定、軌道
変更、再突入、衝突等のリスクを通報すること、参
加国は、他国が同規範のコミットメントに矛盾する

第２節　日本の立場と取組
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第１章

第５部　宇宙空間における制度的枠組み

総論

国際社会は、宇宙空間における軍事利用を禁止又
は制限する幾つかの国際的な枠組みを既に作成して
きている。例えば、1967年に発効した宇宙条約は、
宇宙を宇宙空間と月その他の天体とに分け、宇宙空
間については、「核兵器及び他の種類の大量破壊兵
器を運ぶ物体を地球を回る軌道に乗せ」ること、及
び「他のいかなる方法によってもこれらの兵器を宇
宙空間に配置」することを禁止している。天体につ
いては、「もっぱら平和的目的のために」利用され
るものとし、「天体上においては、軍事基地、軍事
施設及び防備施設の設置、あらゆる型の兵器の実験
並びに軍事演習の実施」を禁止している。

宇宙条約以外では、1963年に発効した部分的核実
験禁止条約が、宇宙空間における核実験を禁止して
いる。1978年に発効した環境改変技術禁止条約は、
宇宙空間の構造に変更を加える技術の軍事的使用そ
の他の敵対的使用を禁止している。1984年に発効し
た月協定は、「月」を天体と宇宙空間の双方を含む
概念と定義した上で、月は「もっぱら平和的目的の
ために」利用されるものとし、月における武力の行
使、武力による威嚇等を禁止した。しかし、月協定
の締約国は、主要な宇宙活動国を含まない13か国に
留まっている。
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第２章

宇宙空間における軍備競争の防止
（PAROS）

第２章

「宇宙空間における兵器配置防止条約案（PPWT）」
を CDに提出した｡ CDは長年にわたって、軍縮条
約の交渉を行うための作業計画を採択できずにいた
が、2009年に12年ぶりにコンセンサス採択された作
業計画では、兵器用核分裂性物質生産禁止条約

（FMCT）交渉のための作業部会の設置が合意され
るとともに、PAROSについては実質的議論を行う
ための作業部会の設置が合意された。しかし、採択
された作業計画を実施するための作業日程等につい
ての合意が見られず、結局進展は得られなかった。

長年、宇宙空間における軍備競争の防止（PAROS: 
Prevention of Arms Race in Outer Space）は CD
の議題の１つとして議論されてきた。1985年から
1994年まで軍縮会議において「宇宙空間における軍
備競争の防止（PAROS）」に関する特別委員会が設
置され、宇宙条約を補完する新たな条約の作成の必
要性、衛星攻撃兵器、対弾道ミサイル・システムの
評価などにつき議論が行われた。しかし、実質的な
成果は得られず、その後、PAROSに関する特別委
員会は設置されていない。2008年、中国及びロシア
が、宇宙空間への兵器の配置を禁止することを含む

第１節　ジュネーブ軍縮会議（CD）におけるPAROSに関する議論

日本は、宇宙空間における軍備競争は防止される
べきであるとの観点から、宇宙における軍備競争の

問題に関する様々な論点につき総合的に検討し、
CDにおける議論に積極的に参加している。

第２節　日本の立場
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第３章

事会において、国際社会に対して提案するものとし
て、宇宙活動に関する国際行動規範案を採択した。
その後、各国との協議を踏まえ、EUは、2010年９月、
EU総務・対外関係理事会において国際行動規範案
の改訂版を採択した。EUは、その後も各国との協
議を続け、2012年６月、同行動規範の多国間外交プ
ロセスを正式に開始するため、ウィーンにおいて、
すべての国連加盟国に開かれた最初の多国間会合

（multilateral meeting）を開催した。今後、数回の
多国間専門家会合（multilateral expert meeting）
を経て、署名のための外交会議が開催される予定で
ある。

１．経緯
近年、宇宙利用国や宇宙ゴミ（スペースデブリ）

の増加、2007年の衛星破壊（ASAT: Anti-Satellite 
weapon）実験のような不透明な宇宙活動等の問題
に対処する必要が生じている。この状況に対して、
CD及び国連宇宙空間平和利用委員会（COPUOS）
を含む宇宙関連の多国間協議の場で法的拘束力を有
する新たな条約の策定が困難な中、いわゆるソフト
ローの策定により、各国の関連の条約等の適切な履
行を確保し、宇宙ガバナンスを構築するとの時流が
形成されつつある。

そうした中、2008年12月、EUが、法的拘束力を
有しないソフトローとして、EU総務・対外関係理

２．EU提案の国際行動規範案の概要
宇宙活動の活発化に伴って、宇宙活動の軍事利用

と民生利用の境目が曖昧になる中、EUが提案する
国際行動規範案は、軍事利用と民生利用の両方の宇
宙活動をカバーすることを意図している。また、各

国の宇宙活動の透明性及び信頼を醸成する、透明性・
信頼醸成措置（TCBM）の一環と位置づけられて
いる。具体的には、署名国は、事故、衝突その他の
有害な干渉可能性を最小化する措置をとること、宇
宙ゴミ（スペースデブリ）発生低減のため宇宙物体

宇宙活動に関する国際行動規範

第１節　概要

地球を取り巻く大量の宇宙ゴミ（スペースデブリ）のイメージ（現在軌道が判明しているデータを基に解析）
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きたイニシアティブを歓迎し、本件に関する国際的
な議論に積極的に参加する用意がある」旨表明した。
日本は、同行動規範案が実効的かつ普遍的なものと
なり、多くの国が同行動規範案に参加できるよう、
アジア諸国をはじめ、関係国と密接に協力・意見交
換している。

日本は、宇宙ガバナンスの構築を目的としたソフ
トローの整備が、宇宙活動国間の信頼醸成及び日本
の安全保障に貢献し、国際社会の宇宙活動の利益と
もなるとの立場を踏まえ、国際行動規範案の基本的
な概念や原則を支持している。2012年１月には、玄
葉光一郎外務大臣が、日本として「EUが主導して

活動を行っていると信ずるに足る理由を有する場合
に協議を要請することができること等が規定されて
いる。

の意図的な破壊等を差し控えること、宇宙物体への
危険な接近をもたらす可能性のある運用予定、軌道
変更、再突入、衝突等のリスクを通報すること、参
加国は、他国が同規範のコミットメントに矛盾する

第２節　日本の立場と取組
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第６部 軍縮機関

第１章

第６部　軍縮機関

総論

軍縮・不拡散問題を扱う国際的な機関としては国
際連合（国連。UN：the United Nations）の他、国
連外の機関として、５核兵器国及びその他の60か国
により構成され「唯一の多国間軍縮交渉機関」と称
されているジュネーブ軍縮会議（CD）、そして化学
兵器禁止機関（OPCW）、包括的核実験禁止条約機
関（CTBTO）、国際原子力機関（IAEA）がある。
国 連 軍 縮 部 は こ れ ら を ま と め て 軍 縮 機 関

（disarmament machinery）と位置づけており、上
述のうち、OPCW、CTBTO、及び IAEAは非国連
組織と分類している。

国連は、創設以来積極的に軍備管理・軍縮問題に
取り組んできている。全国連加盟国により構成され
る国連総会、及び同総会の下部組織として軍縮・国
際安全保障に関する議題を議論する第一委員会、並
びに特定の問題に焦点を当てて議論する国連軍縮委
員会といった場の他、国際の平和と安全に第一義的
な責任を負う機関である国連安全保障理事会におい
ても、軍縮・不拡散問題が取り上げられてきている。

国連は、軍縮問題に関する議論や決議の採択を行
う形で国際社会に影響を与えてきた。冷戦終結後に
は国連軍備登録制度の設置や、包括的核実験禁止条
約（CTBT）の採択（注）、国連小型武器行動計画
の採択など具体的な成果をあげている。国連総会で
は、これまで軍縮問題に特化した国連軍縮特別総会
が1978年、1982年及び1988年の計３回開催された。
また、国連の軍縮機関には、国連事務総長の諮問機

関であって、軍縮問題一般につき事務総長に直接助
言を行う国連軍縮諮問委員会や、国連内にあって自
律的な立場で軍縮分野の研究を行う国連軍縮研究所

（UNIDIR）もある。
CDは米国・英国・フランス・ソ連の４か国合意

（1957年）により設立された「10か国軍縮委員会」
を起源とし、「18か国軍縮委員会」、「軍縮委員会会議」
といった変遷を経て、第１回国連軍縮特別総会（1978
年）における決定により設立された「軍縮委員会」
を母体として、1984年に「軍縮会議」と名称変更さ
れ現在に至っている。

CDでは核軍縮、兵器用核分裂性物質生産禁止条
約、宇宙空間における軍備競争の防止、消極的安全
保証を始めとする事項が扱われているが、国や地域
グループにより各事項の優先度が異なること、採択
はコンセンサスが原則であることから、1996年に
CTBTを作成（注）して以降、実質的な交渉が行わ
れない状況が続いている。国連総会における決定は
過半数による多数決によっているが、CDにおいて
はコンセンサス方式が採用されているため、CDで
合意された条約は実効的なものとなる見込みが得ら
れるという側面がある一方、CDにおける合意の達
成は国連総会に比してより困難となる側面もある。

このような長年の CDの停滞状況を打開するため
に CDの手続規則の改訂や、CDの外での交渉の可
能性等、今後の軍縮機関の在り方が、今後の課題と
して議論が続けられている。

（注）CTBTの交渉は1994年からCDの核実験禁止特別委員会において本格的に交渉が開始された。CDにおける交渉は
２年半にわたって行われたが、インドの反対によってコンセンサスで採択することはできなかった。しかし、CTBT成立
に対する国際社会の圧倒的案支持と期待を背景とし、オーストラリアが中心となって、CDで作成された同条約案を国連
総会に提出し、1996年 9月、国連総会は圧倒的多数にて同条約を採択した。
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国際連合

第２章

安保理が果たす役割は近年急速に増大している。
なお、国連事務局にあった軍縮局は、国連によるこ

れらの活動を支え、軍縮担当の事務次長ポストを1987
年から1992年まで明石康氏が、2003年５月から2006年
１月まで阿部信泰氏（元外務省軍備管理・科学審議官、
元駐スイス大使）が、2006年４月から2007年２月まで
田中信明氏（元駐トルコ大使）が務めた。同局は2007
年２月に採択された国連総会決議により、同年４月廃
止され、軍縮は事務総長の直轄事項となり、事務次長
レベルの上級代表が統括することとなった。2007年７
月から2012年２月までブラジルの元外交官のデュアル
テ氏が、同年３月以降はドイツ出身で国連職員として
経験豊富なケイン氏が同代表を務めており、同事務局
の下に、大量破壊兵器部門、通常兵器部門、地域軍縮
部門、査察・データベース・情報部門、ジュネーブ軍
縮会議（CD）事務局及び会議支援部門の５部門が置
かれている。

国連事務総長も核軍縮・不拡散の問題について積極
的役割を果たしている。潘基文国連事務総長は、2008
年10月に開催された会合の基調講演において５項目提
案を行ったほか、2010年５月核兵器不拡散条約（NPT）
運用検討会議における一般討論演説において５つの基
準を提示した。2010年９月には、1996年以降実質的な
交渉や議論を行えていない CDの再活性化に関するハ
イレベル会合を開催した（第３章第２節参照）。更には、
2010年８月、広島で開催された戦後65回目となる平和
記念式典に国連事務総長として初めて出席し、2012年
８月の広島及び長崎における平和記念式典にはケイン
国連軍縮担当上級代表が国連事務総長の代理として出
席し、国際社会に向けて核廃絶と核不拡散を呼びかけ
る等、イニシアティブを発揮している。

国際連合は、1945年の創立以来、国連憲章第11条
（国連総会が、軍縮について審議し、加盟国もしく
は安全保障理事会（以下、安保理）に勧告を行うこ
とを規定。）等に基づき、軍縮問題についても積極
的に取り組んできた。

冷戦時代は、非同盟運動（NAM : Non-Aligned 
Movement）諸国のイニシアティブによって、1978
年、1982年、1988年と計３回の国連軍縮特別総会が
開催されるなどの動きはあったものの、全体として
は国連を通じた具体的な軍縮・不拡散上の成果は限
定的であり、むしろ二国間又は地域的な枠組みを通
じて主要な軍縮の合意が形成されてきた。

他方、国連は基本的に総会における議論及び決議
の採択という形で軍縮に関与してきている。これら
の議論や決議は、その時々の国際情勢、安全保障環
境の中で国際社会の軍縮・不拡散問題についての関
心や考えを反映したものであり、中長期的にみれば、
これらの問題についての国際世論の形成に大きな役
割を果たしてきた。

冷戦終焉後は、国連軍備登録制度の設置（1991年）、
包括的核実験禁止条約（CTBT）の国連総会における
採択（1996年）、国連小型武器行動計画の採択（2001年）、

「核によるテロリズムの行為の防止に関する国際条約」
の採択（2005年）等、国連総会の場を通じて軍縮・不
拡散の具体的な成果を上げている。また、安保理は、
2001年の米国同時多発テロ以降の、テロ組織等の非国
家主体に対する大量破壊兵器拡散への懸念の高まりを
受けて、2004年４月には不拡散に関する安保理決議第
1540号を採択した。また、2006年以降、北朝鮮やイラ
ンといった個別の地域問題等について制裁を含む決議
を採択しており、国際的な不拡散体制の強化について

第１節　国際連合における議論
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【潘基文国連事務総長の５項目提案（2008 年 10 月　東西研究機関主催核軍縮会合における基調講演）】
①すべてのNPT締約国、特に核兵器国は、NPT上の義務である核軍縮に向けた効果的な措置につき交渉

を行う。これらの国は、強力な検証制度に裏付けられた核兵器禁止条約の交渉を行うことも検討できよう。

②安保理常任理事国は、核軍縮プロセスにおける安全保障問題に関する議論を行うべき。常任理事国は、

非核兵器国に対し、核兵器の使用又はその威嚇の対象とならないとの明確な保証を与えることができよ

う。安保理は、核軍縮に関する首脳会合を開催することができよう。

③CTBTの早期発効、及びCDにおける兵器用核分裂性物質条約 (FMT) の交渉の無条件・即時の開始を

実現するための新たな取組が必要。

④核兵器国は、自国の説明責任及び透明性のための取組に関する情報を国連事務局に対して提出し、広く

配布するよう奨励する。核兵器国は、核兵器保有量、核分裂性物質のストック等に関する情報提供量を

拡大できよう。

⑤国連総会は「軍縮・不拡散及びテロリストによる大量破壊兵器の使用に関する世界サミット」について

のブリックス委員会の勧告を受け入れることができよう。

【2010 年 NPT 運用検討会議における潘基文国連事務総長演説（2010 年５月）】
　核軍縮・不拡散への機運創設のための５つの基準

①核軍縮に向けた真摯な進展

　　核兵器国は核廃絶に向けた「明確な約束」を再確認すべき。2000年NPT運用検討会議で合意され

た13の措置を更新・拡大するよう奨励する。

②NPTの普遍化に向けた動き

　　NPT非締約国は早期にNPTに加入すべき｡ 加入までの間、これらの国の核兵器 ･技術の安全及びセ

キュリティを確保する必要あり｡ 核実験モラトリアム及び核分裂性物質の厳格な輸出管理等も必要｡

③法の支配の強化

　　CTBTの早期発効に向けて、批准のための時間枠組みを設定することを真剣に検討すべき。CTBTを

間もなく批准するとのインドネシアの発表を歓迎する。他国はこれに倣うべき。

　　本年又は来年、核テロ条約の運用状況を検討するための会議の開催を呼びかける。

　　CDは FMCT交渉を即時に開始すべき｡ CDが作業計画に合意できない場合には、高い政治レベルの

より強固な後押しが必要。

　　各国は IAEA追加議定書を批准すべき。

④中東及びその他の地域における非核兵器地帯実現に向けた進展

　　中東非大量破壊兵器地帯の設置に向けた努力を強く支持。本件に係る粘り強い議論に関与すべき。

　　イランの核開発計画について、イランは、国連安保理決議を完全に遵守し、IAEAに十分に協力すべき。

　　北朝鮮に対し、朝鮮半島の検証可能な非核化を実現するために、無条件かつ可能な限り早期に六者会

合に復帰するよう奨励する。

⑤NPT運用検討プロセスを強化

　　不履行に対する効果的な措置の欠如は制度上の欠陥である。安保理は、前年の核軍縮・不拡散に関す

る安保理首脳会合のフォローアップのための定期的な閣僚レベル会合の開催などを通じて、この欠陥を

補完するために特別かつ重要な役割を担う。
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降第一委員会では主として軍縮・国際安全保障問題
が議論されてきている。この委員会は、毎年秋の国
連総会一般討論後、約４週間の会期で開催される。

第一委員会では毎年数多くの軍縮関連の決議が採
択され、国際的な気運を高め、方向性を示す役割を
果たしている。また、その動向は軍縮・不拡散の流
れを見極める上で極めて重要である。日本も毎年、
この分野における重要事項の決議案を提出してい
る。

具体的には、日本は、1994年から1999年まで「究
極的核廃絶決議案」を提出し、2000年以降は、同年
５月の NPT運用検討会議の成果を踏まえて、全面
的核廃絶に至るまでの具体的道筋を示した決議案

国連において軍縮・不拡散分野の問題は、主に、
すべての加盟国が参加できる総会の中で軍縮・国際
安全保障関係のテーマを議論する「第一委員会」に
おいて行われている。そのほか、総会の補助機関と
して特定の問題をその都度重点的に取り上げて議論
する「国連軍縮委員会（UNDC）」も存在する。

１．第一委員会
従来、国連総会の第一委員会においては、軍縮問

題が、政治、安全保障、技術の問題等と一緒に議論
されていたが、1978年の第１回国連軍縮特別総会は、

「総会の第一委員会は、軍縮問題及び関連する国際
安全保障問題のみを取り扱う」旨の決定を行い、以

【潘基文国連事務総長講演「今がその時（Now is the Time）」要旨（2010 年８月６日　広島）】
○自分は平和の巡礼として広島を訪問した。全世界の指導者が我々に加わるべき。

○軍縮は国連の最も重要かつ崇高な目標かつ優先課題の一つであり、自分の一生を捧げ続けてきた目標。

○各地で機運が高まり、広島の名が響き渡っている。これは、爆心地（グランド・ゼロ）から核兵器のな

い世界（グローバル・ゼロ）を目指す行動を求める世界的な呼びかけだ。

○核兵器国からも新たにコミットメントが示されている。即ち、米国とロシアの新START、米国での核

セキュリティ・サミットでの重要な進展、NPT運用検討会議の前進、とりわけ市民社会からの良心の

唱和である。秋葉広島市長、田上長崎市長を始め、４千を超える市長がこの動きに参加している。

（北朝鮮・イラン）

○北朝鮮に対し、朝鮮半島の検証可能な非核化に向け、具体的措置を講じるよう求める。

○イランに対し、関連安保理決議をすべて履行し、IAEAに全面的に協力し核開発プログラムに関する疑

念を払拭するよう求める。

（安保理首脳会合・５項目提案）

○今こそ政治的機運を築く時である。

・定期的に核セキュリティ・サミットを開催しフォローアップを図るべき。

・日本政府に対し、核軍縮・不拡散に関する５項目提案を前進させるための地域会合の開催を検討するよ

う求める。

（核軍縮措置に関する時間枠の設定）

○今こそ、

・CTBTの早期発効を図るべき時。目標を2012年に設定。

・兵器用核分裂性物質の生産禁止すべき時。

・核兵器の不使用への道を開くために先制不使用政策に関する合意に向けて歩みを進める時。

○平和市長会議が定めた、2020年までに核兵器のない世界を実現するという目標は完璧なビジョン。

○我々の子ども達に軍縮を通じた平和という正しい道を教える。その教育には被爆者証言の翻訳も含まれ

る。

第２節　国連総会（第一委員会）
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在の UNDCを設立することが決定された。
UNDCは、その翌年の1979年より毎年、４月の時

期に約３週間の会期でニューヨークにて議論を行っ
ており、慣行として、同一の議題を２～３年間継続
して扱う。1997年から1999年までの３年間は、「非
核兵器地帯」、「第４回軍縮特別総会」及び「実際的
軍縮」の３つの議題について議論され、非核兵器地
帯の設立に際しての原則とガイドラインについて合
意された。　　

2000年から2003年までは、新しく「核軍縮プロセ
スを進めるための方法と措置」及び「通常兵器の分
野における実効的な信頼醸成措置」の２つの議題が
取り上げられたが、参加国間で実質的な合意が達成
されなかった（2002年は例外的に非開催。）。また、
2004年からは新たな議題で議論が行われる予定で
あったが、2004年、2005年とも議題について合意が
得られないまま会期が終了した。

2006年からは、「核軍縮及び核兵器不拡散の目的
を達成するための勧告」、「通常兵器分野における現
実的な信頼醸成措置」及び「UNDCの作業の効率性
向上のための措置」が議題として取り上げられ、
2008年会期における成果を目指して活発な議論が進
められたが、実質的な合意は達成されなかった。

2009年からの会期では、核軍縮の機運の高まりを
受け「第４次軍縮の10年宣言」及び「核軍縮及び核
兵器不拡散の目的を達成するための勧告」、また、
これらの議題に加え2011年には「通常兵器分野の実
効的信頼醸成措置」についても議論が行われたが、
実質的な合意は達成されなかった。

2012年は、過去10年以上 UNDCが機能不全に陥っ
ている現状打開を目指し、「UNDCの作業方法」に
焦点を当てた議題が西側を中心に提案されたが、
NAM諸国は「軍縮の10年宣言」を議題に入れるこ
とを主張した。結局、今次３年サイクルでは、前回
サイクルと同一の「核軍縮・核不拡散の目的を達成
するための勧告」及び「通常兵器分野における現実
的な信頼醸成措置」を議題とすることが決定され、

「UNDCの作業方法」及び「軍縮の10年宣言」は、
非公式会合の形で議論されることとなった。

「核兵器の全面的廃絶への道程」を提出した。2005
年以降は、同年５月の NPT運用検討会議の決裂、
９月の国連首脳会合で採択された成果文書における
軍縮・不拡散への言及の欠如を踏まえて、新たに「核
兵器の全面的廃絶への新たな決意」決議案を提出し、
いずれの決議もこれまで圧倒的支持を得てきた。
2010年には、タイトルを「核兵器の全面的廃絶に向
けた共同行動」とし、同年５月の NPT運用検討会
議において10年ぶりに全会一致で最終文書が採択さ
れたことを受け、従来に比べ包括的で、「核兵器の
ない世界」に向けた国際社会の具体的行動を求める
内容となっており、2010年、11年、12年ともに圧倒
的多数により採択された。なお、日本提出の核軍縮
決議案には2009年以降核兵器国である米国が共同提
案国となっており、2012年には米国に加え核兵器国
である英国も16年ぶりに共同提案国となった。

また、日本は、小型武器問題が国際社会で本格的
に提起された1995年からほぼ毎年、小型武器に関す
る決議案を提出している。2012年の決議案は、同年
８月末に開催された第２回国連小型武器行動計画履
行検討会議の成果文書を支持し、同行動計画の実施
をさらに強化するために各国に対し、有効な国際協
力・支援等を呼びかけるとともに、2018年の第３回
国連小型武器行動計画履行検討会議までの会議スケ
ジュールを決定する内容となっており、日本は、南
アフリカ及びコロンビアと共同提案し、第一委員会
及び国連総会本会議においてコンセンサスで採択さ
れた。

２．国連軍縮委員会（UNDC）
国連は、軍縮問題について研究・勧告を行う目的

で、当初「原子力委員会」と「通常軍備委員会」の
２つの委員会を設置した。その後、1952年の第６回
国連総会において、両者の業務を統合し、軍縮条約
に盛り込まれるべき提案を用意する新たな機関とし
て「 国 連 軍 縮 委 員 会（UNDC : United Nations 
Disarmament Commission）」が設置された。この
委員会は、軍縮問題で見るべき成果を上げることが
できず、長い間休眠状態にあった。1978年の第１回
国連軍縮特別総会において、この委員会を改編し、
すべての国連加盟国が参加して軍縮分野における問
題を検討し勧告する国連総会の補助機関として、現
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令整備・法執行体制等が欠けている国からの要請に
応え、適切な支援を提供するよう各国に呼びかけて
いる。なお、同委員会の設置期間は、安保理決議第
1673号（2006年４月採択）及び安保理決議第1810号

（2008年４月採択）により累次延長され、安保理決
議第1977号（2010年４月採択）により、2021年４月
まで延長された。

日本は、同決議に基づき、決議の実施に関して日
本が取っている措置を1540委員会に報告するととも
に、同決議を各国が完全に実施するよう呼びかけ、
そのために必要な支援を行う用意がある旨表明して
きている。

また、2009年９月には、オバマ米国大統領が議長
を務め、核不拡散・核軍縮に関する安保理首脳会合
が開催された。日本からは鳩山由起夫総理大臣が出
席し、全会一致にて安保理決議1887号を採択した。
同決議は、核軍縮、不拡散、原子力の平和的利用、
核セキュリティのそれぞれの分野について、国際社
会として取り組むべき方向性を示すとともに、その
実現にむけた協力を呼びかけた。

安保理は、上記のように、安全保障や軍縮・不拡
散一般に関する決議・議長声明を発出してきている
が、これらとは別に、個別の地域問題についても、
決議や議長声明を発出してきている（第２部第６章
参照。）。特に、2006年以降、北朝鮮及びイランの核
問題等に関して一連の決議が採択されたことは、不
拡散分野における安保理の取組として大きな進展で
ある。なお、日本は、いずれの決議も誠実に履行し
ている。

北朝鮮については、現在まで制裁措置を含む複数
の安保理決議が採択されている。2006年７月に実施
された北朝鮮のミサイル発射に対して、安保理は、
北朝鮮の弾道ミサイル発射を非難し、北朝鮮及び加
盟国に具体的な措置の実施を求める安保理決議第
1695号を全会一致で採択した。同決議は、北朝鮮に
対し、弾道ミサイル計画活動の停止、モラトリアム
再確認、六者会合復帰等を要求するとともに、すべ
ての加盟国に、厳格な輸出管理、資金移転防止措置
等を要求している。

同年10月の北朝鮮による核実験実施の発表を受け

軍縮・不拡散の問題は、国際の平和と安全に第一
義的な責任を負う機関である安保理においても取り
上げられてきている。

NPTが成立した1968年には、いわゆる「積極的
安全保証（PSA）」（核兵器の使用の犠牲になったか、
或いはその威嚇を受けている非核兵器国に対して積
極的に援助を与えること。）に関する安保理決議第
255号が採択され、また、1995年には、NPT交渉過
程から非核兵器国により問題提起され続けてきたい
わゆる「消極的安全保証（NSA）」（核兵器国が非
核兵器国に対して核兵器を使用しない、又は使用す
るとの威嚇を行わないこと。）に関する安保理決議
第984号が採択された。さらに、1992年１月には、
軍縮、軍備管理及び不拡散における進展が国際の平
和と安全の維持に果たす決定的な役割を再確認し、
大量破壊兵器の拡散は国際の平和と安全に対する脅
威であるとする安保理議長声明が発出された。

安保理は、2004年４月に、不拡散に関する安保理
決議第1540号を全会一致で採択した。これは、大量
破壊兵器及びその運搬手段の拡散が国際の平和と安
全に対する脅威を構成することを明記した国連憲章
第７章下の初の安保理決議である。決議の主な内容
は、①大量破壊兵器及びその運搬手段の開発、取得、
製造、所持、輸送等又は使用を試みる非国家主体に
対し、すべての国がいかなる形態の支援を提供する
ことも差し控えることを決定、②非国家主体が、特
にテロの目的で、大量破壊兵器等を製造、取得、所
持、開発、輸送等又は使用すること及びそうした活
動に関与、共犯として参加、支援又は資金提供する
ことを禁じる適切で効果的な法律をすべての国家が
採択、実施することを決定、③大量破壊兵器等の拡
散を防止するため、関連物資等に対する国内管理を
確立するための効果的な措置をすべての加盟国がと
ることを決定し、物理的防護措置、国境管理、法執
行措置、厳格な輸出管理を策定、維持することを決
定するものである。この決議に基づき、安保理の下
に設置期間を２年間とする委員会（通称「1540委員
会」）が置かれ、すべての加盟国が、本件決議の実
施につき報告することが定められた。また、自国領
域内においてこの決議の条項を実施するにあたり法

第３節　安全保障理事会
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縮諮問委員会が設置されたことに始まる。当時の委
員会は、計７回の会合を開催して1981年にその任務
を 終 了 し た が、1982年、 第37回 国 連 総 会 決 議

（37/99K）によって同委員会の復活が決定され、現
在に至っている（1989年に現在の名称に改定。）。

この委員会は、毎年２回（例年２月及び７月）、
ニューヨークとジュネーブで会合を開催している。

国連軍縮諮問委員会は、国連事務総長の諮問機関
であり、軍縮問題一般につき事務総長に直接助言を
行う。また、ジュネーブの国連軍縮研究所（UNIDIR）
の運営を監督する理事会としての機能も併せ持つ。

この委員会は、1978年の第１回国連軍縮特別総会
でワルトハイム国連事務総長が行った提案に基づ
き、事務総長の下に30人の有識者より構成される軍

に、すべての加盟国に対し、イランに対する核・ミ
サイル関連物資・技術及び関連する資金の移転防
止、核・ミサイル関連品目のイランからの調達禁止、
イランの核活動等に関与する団体・個人の資産凍
結、入国・通過の監視・通知を義務づけるとともに、
関連する分野での専門教育・訓練の監視・防止等の
措置を要請している。

2007年３月に採択された決議第1747号では、資産
凍結措置等の対象となる団体・個人を追加し、イラ
ンからの武器調達禁止を義務づけるとともに、イラ
ンへの大型武器輸出等の監視及び抑制、イランへの
新規無償援助・借款等の停止（人道・開発目的を除
く）等の措置をとるよう加盟国に要請した。

2008年３月に採択された決議第1803号では、資産
凍結措置等の対象となる団体・個人を追加するとと
もに、特定の個人についての入国・通過防止措置を
決定し、イランに所在するすべての銀行との取引の
監視、輸出信用等を含めた公的な金融支援の実施の
監視、イランの特定企業が所有・運航する航空機及
び船舶に対する輸出入禁止品目の疑いがある貨物の
検査等の措置を加盟国に要請した。

さらに、イランによる累次の安保理決議違反等を
受け、2010年６月、安保理は決議第1929号を採択し
た。同決議では、イランに対する追加的な措置とし
て、武器禁輸の強化、資産凍結及び入国・通過防止
措置等の対象となる団体・個人の追加、輸出入禁止
品目の疑いがある貨物の検査の強化等を決定すると
ともに、一定の条件下での金融サービス等の提供の
防止やイランの銀行による自国企業との合弁企業設
立や取引関係（コルレス関係）確立の禁止等を要請
する等の金融面の措置、イラン制裁委員会の強化（専
門家パネルの設置）などを含んでいる。

て、日本が議長国を務めていた安保理は、安保理決
議第1718号を全会一致で採択した。同決議は、北朝
鮮に対し、すべての核兵器及び既存の核計画、大量
破壊兵器・弾道ミサイル計画の放棄等を要求すると
ともに、すべての加盟国が、軍関連及び核・ミサイ
ル・大量破壊兵器関連の特定品目等の供給防止、奢
侈品の輸出禁止、関係者の入国禁止、資産凍結等を
行うことを要請している。

また、2009年５月の北朝鮮による核実験を受け、
同年６月に安保理は、安保理決議第1874号を全会一
致で採択した。同決議には、北朝鮮に対する制裁措
置として、武器禁輸の強化、輸出入禁止品目の疑い
がある貨物の検査の強化、資産凍結やモニタリング
等の強化による金融資産の移転の抑止や新規援助及
び貿易関連の公的資金支援禁止の要請といった金融
面の措置、北朝鮮制裁委員会の強化（同決議により
新たに設置された専門家パネルについては、安保理
決議第1928号、第1985号及び第2050号によりマン
デートを約１年ずつ延長）などが盛り込まれている。

また、国際社会の度重なる要求を無視してウラン
濃縮関連活動等を行ってきたイランに対して、安保
理は、2006年３月、イランの核問題に関する IAEA
理事会の要求事項を履行するよう求めた議長声明を
採択したのに続き、同年７月には、イランに対し、
すべての濃縮関連・再処理活動の停止を要求する内
容の安保理決議第1696号を採択した。同決議の採択
にもかかわらず、イランは濃縮関連活動を続けたた
め、イランに対する制裁措置を含む以下の安保理決
議を全会一致で採択した。

同年12月に採択された安保理決議第1737号では、
イランに対し、すべてのウラン濃縮関連・再処理活
動及び重水関連計画の停止等を義務づけるととも

第４節　国連軍縮諮問委員会
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が委員を務めた。2010年７月に開催された第54回国
連軍縮諮問委員会では、2010年 NPT運用検討会議
後の会合であったことから、運用検討会議の結果と
ともに、2002年の軍縮不拡散教育専門家による報告
書のフォローアップについて議論が行われた。2011
年及び2012年の会合では CD機能不全の現状打開に
向けた CD再活性化や、通常兵器の規制について議
論が行われた。

また、同委員会は、個人の識見を基礎として、公平
な地域代表の原則を考慮して事務総長から個人の資
格で任命される約15名で構成される。日本からは、
1992年から1998年まで堂之脇光朗氏（元軍縮代表部
大使）が、1999年から2002年まで田中義具氏（元軍
縮代表部大使）が、2003年から2006年まで猪口邦子
氏（元軍縮代表部大使）が、2008年から2012年まで
は阿部信泰氏（元国連事務次長、元駐スイス大使）
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ロシアを中心とする東側グループ（６か国）、③途
上国を中心とする G21グループ（33か国）、④中国、
により構成される（日本は1969年に加盟）。

CDはこれまで、前身の機関も含めて、核兵器不
拡散条約（NPT、1968年）、生物兵器禁止条約（BWC、
1972年）、化学兵器禁止条約（CWC、1993年）、包
括的核実験禁止条約（CTBT、1996年）等、重要な
軍縮関連条約を作成したものの、CTBT作成以降、
実質的交渉や議論を行うことができていない。

ジ ュ ネ ー ブ 軍 縮 会 議（CD : Conference on 
Disarmament）は、唯一の多国間軍縮交渉機関で
ある。国連を中心とした第二次世界大戦後の軍縮努
力がなかなか進展しない中、1959年に米国、英国、
フランス、ソ連を中心に国連の外での軍縮交渉の場
として設置された「10か国軍縮委員会」が発展し、
現在の会議となった。

現在の加盟国は65か国であり、①先進７か国（G
７）諸国を始めとする西側グループ（25か国）、②

１．CDにおける作業計画をめぐる交渉
CDでは、核軍縮、兵器用核分裂性物質生産禁止

条約（FMCT）、宇宙空間における軍備競争の防止
（PAROS）、消極的安全保証（NSA）をはじめとす
る事項が取り扱われているが、地域グループや国に
より各事項の優先度が異なること、採択はコンセン
サス（※巻末の用語解説集を参照）が原則であるこ
とから、実質的交渉や議論を行うために必要な年間
の作業計画を採択することができない状況が続いて
いる。

2009年５月、議長国アルジェリアから、FMCT
については交渉を、PAROS及び NSAについては実
質的議論を、核軍縮については意見及び情報交換を
行うことを決定する作業計画案が提案され、コンセ
ンサスで採択された。その後、パキスタンが作業計
画案を実施するための日程案等を定める作業計画の
実施決定案の採択に反対し、一旦合意済みの作業計
画を実際に実施できない状況となった。こうした状
況は、その後も続き、2012年会期も、作業計画を採

択できずに終了した。（FMCTの交渉開始に関する
詳細は、第２部第４章参照。）

２．CD再活性化に関するハイレベル会合
　2010年９月、ニューヨークにおいて、このよう

な状況を打開し CDの活動を再活性化させるため、
国連事務総長主催 CDハイレベル会合が開催され
た。CDに政治的推進力を与えその状況を前進させ
るための議論が行われ、国連においても同会合の
フォローアップを行っていく旨の議長総括が発出さ
れた。日本からは前原誠司外務大臣が出席し、①
CDは一定の期限を設けて議論し、②それが困難な
場合は代替案を検討すべき、③ FMCT交渉の目処
が立たなければ、日本が他の賛同国と共に、交渉の
場の提供等のイニシアティブを取る用意がある旨を
表明した。2011年７月、上記ハイレベル会合のフォ
ローアップ会合が国連総会で行われたが、実質的な
成果はなく終了した。

ジュネーブ軍縮会議（CD）

第１節　概要

第２節　CDの停滞と打開への努力
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めの提言を策定する作業部会設置を決める決議案を
提出し、投票により採択された。これにより、2013
年にジュネーブで最長３週間、国際機関や市民社会
の参加も得て同作業部会が開催されることとなる。

３．国連総会決議
CDが2012年会期も作業計画を採択できずに終了

したことを受け、2012年10月の第67回国連総会第一
委員会において、オーストリア、メキシコ、ノル
ウェーの３か国が多国間核軍縮交渉を前進させるた

CD公式本会議において演説を行う阿部俊子外務大臣政務官（2013 年２月 26日）
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【わ】 
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輸出管理レジーム

材料、ソフトウェア等）はどのようなものかにつき
共通の理解を持ち、それを詳細にリスト化している。
参加国はこのリストに掲載されている品目について
国内法に基づき厳格な輸出管理を行っている。また、
これらの輸出管理レジームでは、拡散懸念国等の動
向に関する情報交換や、非参加国に対する輸出管理
強化の働きかけなども行われている。

輸出管理レジームを通じた輸出管理についての協
調は、不拡散体制の基礎となる極めて有効な手段で
あるが、不拡散の目的を達成するためには必ずしも
十分とはいえない。特に、レジームに参加せず厳格
な輸出管理も行っていない国からの物資調達など、
抜け穴が存在する。途上国の中には、これらの輸出
管理レジームは技術移転を妨げる差別的な先進国ク
ラブである、といった反発も見られる。したがって、
日本自身の輸出管理体制の堅持のほかに、そうした
国々が不拡散の努力に参加するよう働きかけていく
ことも重要である。この観点から、日本はアジア地
域における不拡散体制の強化を重視しており、アジ
ア諸国の不拡散政策担当者を招いてのアジア不拡散
協議（ASTOP）やアジア輸出管理セミナー等各種
セミナーや研修などを積極的に行う等、輸出管理レ
ジーム非参加国が、輸出管理の重要性への認識を深
め、輸出管理体制の強化を徹底するよう呼びかけて
いる（第４章参照）。

輸出管理レジームとは、兵器やその関連汎用品の
供給能力を持ち、かつ不拡散に同意する国々（主に
先進工業国）が集まり組織する、輸出管理について
の協調のための、国際条約に拠らない枠組みである。
現在、核兵器、生物・化学兵器、ミサイル、通常兵
器のそれぞれに対応した以下①〜⑤の５つの輸出管
理レジームが存在する。

日本はこれらすべての輸出管理レジームに参加し
ている。輸出管理は拡散懸念国やテロ組織など、大
量破壊兵器やその関連物資を入手又は拡散しようと
する者に対し、いわば供給サイドから規制を行うた
めの枠組みであり、日本はこれらの枠組みを積極的
に活用しつつ、輸出管理レジーム自体の強化にも貢
献している。

これらの輸出管理レジームにおいては、それぞれ
が対象とする兵器の開発に資するような汎用品・技
術（例えば高性能コンピューター、工作機械、先端

第１節　概要

①原子力供給国グループ（Nuclear　Suppliers　
Group（NSG）：核兵器）

②ザンガー委員会（Zangger Committee：核兵器）
③オーストラリア・グループ（Australia　Group
（AG）：生物・化学兵器）

④ミサイル技術管理レジーム（Missile Technology 
Control Regime（MTCR）：ミサイル）

⑤ ワ ッ セ ナ ー・ ア レ ン ジ メ ン ト（Wassenaar 
Arrangement（WA）：通常兵器）



135日本の軍縮・不拡散外交（第六版）

第
７
部

第１章

ること、②受領国において IAEAの包括的保障措置
（第２部第５章第２節１．参照）が適用されている
こと、③受領国において外部からの侵入・接触から
核物質を保護するための措置がとられていること、
④受領国が輸入した品目を第三国へ再移転しようと
する場合には、原供給国に与えた保証と同一の保証
を当該第三国から取り付けることの４条件を受領国
に義務付けることとされている。

（２）NSGガイドライン・パート２
湾岸戦争後、イラクが密かに核開発計画を進めて

いたことが発覚したことをきっかけとして、従来の
ガイドラインより広範な品目を規制の対象とする必
要が認識された。このため米国のイニシアティブに
より交渉が開始され、1992年に作成された指針

（「NSGガイドライン・パート２」）は、原子力関連
汎用品及び関連技術を輸出管理対象としている。こ
れにより、産業用機械、材料、ウラン同位元素分離
装置及び部品、重水製造プラント関連装置、核爆発
装置開発のための試験及び計測装置等が新たに対象
品目となった。このNSGガイドライン・パート２は、
原子力関連汎用品及び関連技術の輸出が、①非核兵
器国における核爆発活動、又は IAEAの保障措置の
適用を受けていない核燃料サイクル活動に使用され
る場合、②上記①の活動への転用の容認しがたいリ
スクがある場合、又は対象品目の移転が核兵器の拡
散を防止するという目的に反する場合、もしくは③
核テロへの転用の容認しがたいリスクがある場合に
は、その輸出を許可すべきでないことを基本原則と
している。

３．最近の動きと日本の取組
NSGは、1991年以降、毎年総会を開催し、原子力

に関連する資機材及び技術の輸出を管理するための
制度の整備・強化に努めている。また、協議グルー
プ会合を中心とした会合を年複数回開催している。
現在、上述の２つのガイドラインの総合的な見直し
作業が専門家会合において進められている。

NSGは原子力関連資機材・技術の国際的な輸出管
理を通じて核不拡散に貢献することを目的としてい

１．概要
1974年、インドが、国際原子力機関（IAEA）に

よる保障措置の下にありながら、核実験（インドは、
これを「平和的核爆発」と呼んでいる）を行い、核
の拡散が現実の問題として認識されるようになっ
た。これを契機として、原子力関係の資機材を輸出
する際には、核拡散の危険性をできる限り排除する
ために条件を付すことが必要との認識が高まるよう
になった。原子力供給国グループ（NSG）は、この
ような認識に基づき、原子力関係の資機材を供給す
る能力のある国の間で輸出の条件について調整する
ことを目的として1978年に設立された。

設立当初以来、NSG参加国政府は、原子力活動に
使用するために特別に設計又は製造された品目（い
わゆる「専用品」）及び関連する技術の輸出の条件
を定めた指針である NSGガイドライン・パート１

（ロンドン・ガイドラインとも呼ばれる。）に従った
輸出管理を行っている。輸出管理対象は、その後、
通常の産業等にも用いられるが、原子力活動にも使
用し得る資機材（いわゆる「汎用品」）及び関連す
る技術にも拡大されている（NSGガイドライン・
パート２）。2012年12月末現在、日本を含む47か国
が NSGに参加している。

こうした輸出管理は、参加国の国際法上の義務と
して行われているわけではなく、参加国政府が、指
針という、いわば紳士協定を尊重し、国内法令等に
基づいて実施している。

２．輸出管理の方法
（１）NSGガイドライン・パート１

原子力活動に使用するために特別に設計又は製造
された品目（専用品）及び関連技術は、「NSGガイ
ドライン・パート１」と呼ばれる指針に従って各参
加国で輸出管理が行われている。この指針では、輸
出管理の対象としてリスト（通称「トリガーリスト」）
に列挙されている品目（プルトニウム・ウラン等の
核物質、原子炉及びその付属装置、重水・原子炉級
黒鉛、再処理プラント・濃縮プラント等）の非核兵
器国への輸出に際しては、①核実験等の核爆発目的
に使用しない旨の受領国政府からの公式の保証を得

第２節　原子力供給国グループ（NSG）
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した。2008年８月及び９月には臨時総会が開催され、
NSGガイドラインからのインドの例外化について議
論が行われ、その結果、「インドに対する民生用原
子力協力に関する声明」がコンセンサスにて採択さ
れた。2010年６月の総会では NSG規制リストの総
合的見直しに関する議論等が行われた。

日本は高度な原子力技術を有し、その平和的利用
を積極的に推進しているが、同時に日本から輸出さ
れる原子力関連資機材・技術が、他国の核兵器開発
に利用されることがないよう厳格な輸出管理を行う
責任を国際社会に対して負っている。このため、
NSGを通じた核不拡散に積極的に取り組んでおり、
在ウィーン国際機関日本政府代表部が NSGの連絡
事務局を務めるなど、NSGの活動に対して積極的な
貢献を行っている。

るが、最近では参加国間の輸出管理の協調にとどま
らず、核不拡散に対する様々な挑戦に機動的に対応
する組織体としても、その活動の幅を広げている。
例えば、2002年には核テロ対策のためのガイドライ
ンの改正が行われた。2005年６月の総会においては、
保障措置協定に違反している国への原子力移転の停
止に関するガイドライン改正について合意された。
北朝鮮による2006年10月の核実験実施の発表及び
2009年５月の核実験を受け、直後の NSG会合にお
いてそれぞれ深い憂慮と懸念及び拡散上の懸念につ
き言及する NSG議長声明及びパブリック・ステー
トメントが発表された。更に、北朝鮮及びイランに
関し、NSGガイドラインを引用した国連安保理決議
が採択されたことを受け、これら決議の国内実施に
つき意見交換を行うとともに、各参加国の国内輸出
管理制度を通じた決議の実施状況につき情報を共有

のような相違点も見られる。

（１）NSGは、NPTの枠組みにとらわれることな
く、核不拡散に対する様々な挑戦に迅速かつ柔軟に
対応するという機能を果たしてきている。一方、ザ
ンガー委員会は、NPT第３条第２項の解釈を行う
任意の会合であり、その活動内容もあくまで NPT
の枠組みの範囲内にとどまるものである。

（２）具体的な活動内容の面では、NSGは、原子
力専用品及び関連技術、並びに原子力関連汎用品及
び関連技術を輸出管理対象品目としているが、ザン
ガー委員会は、原子力専用品のみを輸出管理対象と
している。また、NSGでは、輸出の際の４条件の１
つとして受領国における包括的保障措置の適用を要
求しているのに対し、ザンガー委員会では、移転さ
れる核物質等に対し保障措置が適用されていればよ
いとする。

なお、ザンガー委員会のザンガーリストと NSG
ガイドライン・パート１のトリガーリストとは内容
面で整合性を確保することとされており、どちらか
のリストが改正された場合には、他のリストにおい

１．概要
1970年に発効した核兵器不拡散条約（NPT）の

第３条第２項は、特定の原子力資機材について輸出
管理を行うことを規定しているが、対象品目の記述
などかなり一般的なものにとどまっている。このた
め、スイスのザンガー教授の提唱により、協議が行
われ、1974年、輸出管理の対象となる品目がザンガー
リストとして合意された。ザンガー委員会参加国で
は、現在、同リストに掲載される品目について輸出
管理が行われている。2010年10月末現在、日本を含
む37か国がザンガー委員会に参加し、通常年１回会
合が開催されている。

なお、ザンガー委員会は、NPT上の規定により
明示的に設置されたものではなく、各国が自発的に
参加するものであり、NPT締約国に対して参加が
義務付けられているわけではない。また、NSGと同
様、ザンガーリストに基づく輸出管理は、参加国の
国際法上の義務として実施されているわけではな
く、参加国政府が申し合わせを尊重し、国内法令等
に基づいて実施している。

なお、NSGとザンガー委員会は、国際的な輸出管
理を通じて核不拡散に貢献することを目的とする点
においては共通しているが、両レジームには主に次

第３節　ザンガー委員会
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移転品目が使用される施設によって生産・加工・使
用される核物質が核兵器又はその他の核爆発装置に
転用されないこと、② NPTに加入していない非核
兵器国への輸出の場合、上記①の核物質及び移転さ
れた品目に IAEA保障措置を適用すること、並びに
③再輸出先の国が再輸出される品目に保障措置を適
用する旨受け入れない限り、NPTに加入していない
非核兵器国に核物質及びその他の原子力資機材を再
輸出しないことの３つが基本的な条件とされている。

ても検討の上、その改正を反映させることとなって
いる。

２．輸出管理の方法
輸出管理の対象はプルトニウム・ウラン等の核物

質、原子炉及びその付属装置、重水・原子炉級黒鉛
等、再処理プラント・濃縮プラント等である。これ
らの品目について、① NPTに加入していない非核
兵器国への輸出の場合、直接移転された核物質又は

通の目的を達成するため、AGの下で行われる情報
交換、政策協調を国内の輸出管理に反映させること
で、自国の輸出管理をより有効なものとすることを
目指している。

AGにおいて合意されている規制品目は以下のと
おり。

参加国政府は規制品目の輸出審査にあたって、こ
れらの輸出が生物・化学兵器の開発などに用いられ
ることがないよう、慎重に輸出管理を行っている。

３．最近の動きと日本の取組
生物・化学兵器は、核兵器と比べて安価で開発、

製造が可能であることから「貧者の核兵器」とも呼
ばれており、その拡散は現在も国際社会が直面する
課題である。生物・化学兵器の包括的禁止について
は、化学兵器禁止条約（CWC）及び生物兵器禁止
条約（BWC）が存在しているが、両条約発効後も
非締約国の存在や違反国もあり得ることなど、生物・
化学兵器開発に関する懸念はなくなったわけではな
い。したがって、これらの条約を補完し、生物・化
学兵器の不拡散体制を実効的なものとするため、
AGの存在は重要である。日本も、AGを通じた生物・
化学兵器関連汎用品・技術に関する輸出管理につい

１．概要
1984年、イラン・イラク戦争の際に、イラクによ

り化学兵器が用いられていたことが国連の調査団に
より明らかになった。イラクが化学兵器開発のため
に用いた原材料の多くは、民間の化学産業にも用い
られるものであり（いわゆる汎用品）、通常の貿易
を通じて入手されたものであった。この事実は、各
国に、自国の化学産業が他国の化学兵器開発に悪用
されることがないよう、化学兵器の開発に用い得る
化学剤の輸出管理を強化する必要性を認識させるも
のであった。しかし、各国の輸出管理の対象範囲や
運用方法に差がある限り、化学兵器の開発を行おう
とする国が規制の緩い国を抜け穴として用いるおそ
れがある。そのため、化学剤の生産能力を持つ国が
輸出管理政策の協調を行うようオーストラリアが提
案し、1985年６月にベルギーのブリュッセルで第１
回会合が開催された。

この枠組みは、オーストラリアが発案したことか
ら「オーストラリア・グループ（AG）」と呼ばれる
ようになり、第１回会合以降、オーストラリアが議
長及び事務局を務めている。AGは、その後、化学
兵器関連汎用品・技術、生物兵器関連汎用品・技術
へと規制対象を拡大し、それらの輸出管理における
協調を通じて、化学・生物兵器の懸念国等への拡散
を防止することを目的として活動してきている。
2012年12月末現在、日本を含む40か国が参加、年１
回総会を開催している。

２．輸出管理の方法
AGの参加国は生物・化学兵器の不拡散という共

第４節　オーストラリア・グループ（AG）

①化学兵器原材料（化学物質）
②化学兵器製造設備（反応器、貯蔵容器等）及び関

連技術
③生物兵器関連生物剤（人、動物、植物に対するウィ

ルス・毒素等）
④生物兵器関連製造設備及び関連技術
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器を開発・取得し、これを実際に使用する危険性が
現実のものであることを示した。このような状況を
受け、AG参加国は、国家による開発・製造・保有
などを防ぐことに加えて、テロ組織などの非国家主
体への生物・化学兵器関連物資・技術の拡散防止策
も強化していく必要があるとの認識で一致しており、
規制対象の拡大等を通じた機能強化を進めている。

2011年総会では、法執行能力，査証審査方法、
キャッチオール規制等の実施に関する情報共有を通
じて協力を深化させていくことに合意するととも
に、機微な技術の移転やブローカリング業務の規制
に対する意識向上を含め、産業界及び学界をＡＧの
作業に関与させることの重要性が強調された。

ての各国との政策調整や情報交換を、生物・化学兵
器の不拡散努力の一つの柱として重視している。

AGは主に生物・化学兵器関連物資の供給能力を
持つ先進国からなる非公式な集まりであることか
ら、開発途上国を始めとする非参加国からは、途上
国のバイオテクノロジー産業や化学産業の発展を阻
害しており、閉鎖的、差別的であるなどの批判が根
強い。このため、非参加国にも AGの目的や活動概
要を明確にすべく、ウェブサイトの開設や非参加国
に対する説明等の努力が行われている。

また、日本において1995年に発生した地下鉄サリ
ン事件、2001年に米国において発生した炭疽菌事件
などは、テロ組織などの非国家主体が生物・化学兵

３．最近の動きと日本の取組
日本は、日本の安全保障及び地域や世界の平和と

安全の観点から、ミサイルの不拡散を重視してきて
おり、設立当初より MTCRに参加し、厳格な輸出
管理に努めてきている。最近の主な活動は以下のと
おりであり、日本は、今後も MTCRを通じた取組
に貢献していく考えである。
（１）2003年、MTCRは、従来の規制品目リスト

に基づく輸出管理に加え、非リスト規制品目であっ
ても、ミサイル開発に寄与する可能性がある場合は
輸出許可申請の対象とする制度（キャッチオール制
度）を MTCR参加国が導入することにつき合意した

（日本は、これに先立つ2002年4月に同制度を導入。）。

１．概要
ミサイル技術管理レジーム（MTCR）は、大量

破壊兵器の運搬手段となるミサイル及びその開発に
寄与しうる関連汎用品・技術の輸出を規制すること
をその目的とする、国際的な輸出管理協調の枠組み
である。核兵器の運搬手段となるミサイル及び関連
汎用品・技術を対象に、G7が中心となって1987年
４月に発足し、その後1992年７月に核兵器のみなら
ず、生物・化学兵器を含む大量破壊兵器を運搬可能
なミサイル及び関連汎用品・技術が規制対象とされ
ることになった。2012年12月末現在、日本を含む34
か国が参加している。

２．輸出管理の方法
MTCR参加国は、ミサイル（宇宙ロケットも含む）

及び関連汎用品・技術（例えば、航法装置やソフト
ウェアなど）を輸出管理の規制対象とすべき品目と
してリスト化し、国内法令（日本においては、「外
国為替及び外国貿易法」及びこれに基づく「輸出貿
易管理令」、「外国為替管理令」等）に基づき、それ
らリスト上の品目につき輸出管理を実施している。
MTCRの主な規制品目は以下のとおり。

第５節　ミサイル技術管理レジーム（MTCR）

①カテゴリーⅠ品目（目的に関わらず原則輸出禁
止）：

　射程 300km 以上・搭載能力 500kg 以上の完成
したロケット・システムや完成した無人航空機シ
ステム、誘導装置や再突入機等のサブシステム。

②カテゴリーⅡ品目（ケース・バイ・ケースで慎重
審査。大量破壊兵器の運搬用と判断される場合は、
原則輸出禁止）：

　射程 300km 以上・搭載能力 500kg 未満の完成
したロケット・システムや完成した無人航空機シ
ステム、推進薬、構造材料、ジェットエンジン、
加速度計、ジャイロスコープ、（一定容量の）噴霧
器付無人航空機（射程に関わらず規制）等。
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となりつつある。日本は、アジア地域における数少
ない MTCR参加国（日本・韓国）として、従来、
あらゆる機会を捉えてアジア諸国に対しかかる働き
かけを行ってきている。
（３）2012年年次総会においては，ミサイルの拡

散への取組及びそのために MTCRが果たす役割に
ついて再確認された他、2012年は MTCR創設25周
年に当たるところ、これを記念するプレスリリース
が発出された。

（２）MTCRでは、MTCR参加国のみならず、MTCR
非参加国によるミサイル関連物資・技術の輸出管理
も重要であるとの認識から、MTCR非参加国が
MTCRガイドライン及び規制品目リストを自国の
輸出管理制度に取り入れるよう、MTCR議長国を
中心に MTCR非参加国に働きかけを行ってきた。
現在、MTCR非参加国の中にも MTCRガイドライ
ン及び規制品目リスト（MTCR附属書）を遵守す
る国は増大しており、これらは輸出管理の国際基準

との闘いの一環として、テロリストグループ等によ
る通常兵器及び関連汎用品・技術の取得を防止する
ことにある。

２．輸出管理等の方法
WAでは、①参加国による協議を通じて、輸出管

理対象とすべき武器・汎用品の品目及びその性能水
準を確定する作業（具体的には、技術の進歩等に対
応した輸出管理対象品目リストの作成・改訂）、及
び②どの国にどのような武器・汎用品を移転したか
といった各種情報交換を通じて兵器等の蓄積状況を
把握する作業によって、上述の目的を達成しようと
しており、参加国には WA内で合意された管理品
目リストに基づく輸出管理の実施と、各種情報提供
が求められている。

３．最近の動きと日本の取組
日本は、日本自身の安全保障及び世界の平和と安

全の維持の観点から、WAの目的に賛同し、設立前
より積極的に WAの成立に関与してきており、WA
の規制対象となる汎用品・技術に対して、厳格な輸
出管理を実施してきている。また、日本は原則とし
て武器輸出を行っておらず、WAや国連軍備登録制
度において、各国に対し武器移転の透明性拡大を強
く主張してきており、今後とも透明性拡大を通じた
紛争の予防を目指し、積極的に取り組んでいく考え
である。

2011年は４年に一度の WAの機能見直し年に当
たり、技術の進歩や市場の動向に対応していくため、
輸出管理対象品目リストの改訂を含む WAの機能

１．概要
冷戦の終結に伴い、1994年３月、西側諸国による

共産圏諸国に対する戦略物資の輸出規制を目的とし
たココム（COCOM）は、その役割を終え解消され
た。他方、イラクによるクウェート侵攻に象徴され
るように、新たな地域紛争の多発が問題となった。
そのため、地域の安定を損なうおそれのある通常兵
器（核、生物・化学兵器といった大量破壊兵器を除
いた武器：軍用艦艇、戦車など）及びそうした武器
を製造するのに必要とされる汎用品・技術の過度の
蓄積の防止という新たな国際社会の課題に対応する
ため、輸出管理体制設立の必要性が強く認識される
ようになった。旧ココム参加国を中心にロシアも含
め２年半余り協議を行った結果、1995年にオランダ
のワッセナー市において、新輸出管理体制の設立に
合意、1996年７月の設立総会をもって正式に「通常
兵器及び関連汎用品・技術の輸出管理に関するワッ
セナー・アレンジメント（WA）」が発足した。2012
年12月末現在、日本を含む41か国が参加している。

WAは、通常兵器及び関連汎用品の製造・供給能
力を有し、かつ、こうした武器・汎用品の不拡散の
ために努力する意思を有する参加国による、法的拘
束力のない紳士的な申し合わせとして存在してい
る。ココムがその対象地域を共産圏に限定していた
のに対し、WAでは特定の対象国・地域に的を絞る
ことなくすべての国家、地域及びテロリスト等の非
国家主体を対象としている。

WAの目的は、①通常兵器及び関連汎用品・技術
の過度の蓄積を防止することによって、地域及び国
際社会の安全と安定に寄与し、②グローバルなテロ

第６節　ワッセナー・アレンジメント（WA）
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トプラクティス・ガイドライン」、「第三国間の通常
兵器の移転の管理に関する要素」の採択が行われ、
また「通常兵器の不安定化をもたらす蓄積に関する
客観的な分析及びアドバイスに係る要素」の改正が
行われた。

強化のための措置について集中的に議論を行った。
また、2011年総会では、「汎用品・技術についての
輸出管理内部規程ベストプラクティス・ガイドライ
ン」、「汎用品及び汎用技術の輸出管理内部規程に関
するベストプラクティス・ガイドライン」、「通常兵
器システムの再移転（再輸出）の管理に関するベス

て日本に仮陸揚げしたものについて規制を行う積替
規制、④外国相互間の貨物の移動を伴う売買、貸借
及び贈与について規制を行う仲介貿易・技術取引規
制等を行ってきている。

また、貨物の輸出や技術の提供を継続的に行う企
業、研究機関等（輸出者等）における自主管理の取
組を強化することが重要との観点から、輸出者等の
内部管理体制の整備を含む輸出者等遵守基準を定め
るとともに、組織内部の規程として輸出管理内部規
程（CP：Compliance Program）を制定すること求
めている。

日本は、上記の全ての国際輸出管理レジーム
（NSG、MTCR、AG、WA）の規制品目リスト、各
種国連安保理決議等に基づき、外国為替及び外国貿
易法（外為法）、輸出貿易管理令（輸出令）、外国為
替令（外為令）その他の法令・告示・通達等を通じ、
厳格な輸出管理を実施してきている。

具体的には、①大量破壊兵器や通常兵器の開発等
に用いられるおそれのある機微な貨物・技術をリス
ト化して規制するリスト規制、②リスト規制品目以
外にも用途・需要者により規制を行うキャッチオー
ル規制、③日本以外の国を仕向地とする貨物であっ

第７節　輸出管理における日本の取組
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MTCR参加国以外のミサイル保有国からの協力を
得たりする国もあり、先進諸国が技術流出を防ぐだ
けではミサイル技術の拡散を食い止めることはでき
なくなってきている。北朝鮮は、日本のほぼ全域を
射程下におく弾道ミサイルであるノドンを実際に配
備しているが、1998年には北朝鮮が発射したテポド
ン１を基礎とした弾道ミサイルが日本の上空を飛び
越える形で太平洋側に着弾したこと、さらに2006年
にもテポドン２を含む７発の弾道ミサイル発射を実
施し、2009年４月及び2012年４月にも日本を含む関
係各国が自制を求めたにもかかわらず、ミサイル発
射を強行したことは、日本にとってミサイルが大き
な脅威を構成し得るものであること、北朝鮮の弾道
ミサイル活動が北東アジアの平和と安定に関わる重
要な問題であることを改めて示した。さらに、イン
ドやパキスタン、イランが発射実験を繰り返すなど、
今や相当数の国が弾道ミサイルの技術を保有するよ
うになっている。

６月のマドリッド会合（96か国参加））を経て、
2002年11月、オランダのハーグで「弾道ミサイルの
拡散に立ち向かうためのハーグ行動規範（HCOC）」
が93か国の参加を得て採択された。

２．概要
（１）HCOCの法的性格

HCOCは、弾道ミサイルの規制を目指す初めての
国際的枠組みであり、弾道ミサイルの拡散防止、弾
道ミサイルの実験開発・配備の自制などの原則と信

核兵器等大量破壊兵器の有効な運搬手段であるミ
サイルについて何らかの制限を課すことは、核兵器
等大量破壊兵器の製造や保有等を禁止・制限する国
際約束を補完するものとして重要な意義を有する
が、現在、ミサイルの製造や保有を制限するような
国際約束は存在していない。とりわけ、弾道ミサイ
ルは、一旦発射されると極めて短時間で目的地に到
達し、また爆撃機などに比べれば弾道ミサイルの弾
頭ははるかに小さいため、通常のレーダーで追尾す
ることも困難である。弾道ミサイルは、核兵器や生
物・化学兵器が積まれていれば、多少精度が悪くて
も大変な惨事をもたらす。

先進７か国（G7）は、こうしたミサイルの拡散
を防ぐため、1987年に「ミサイル技術管理レジーム

（MTCR）」を創設し、厳格な輸出管理を通じてミ
サイル技術の流出を防ぐことに取り組んできた（前
述）。

しかし、ミサイル技術を自ら開発したり、また

１．採択の経緯
このように弾道ミサイル拡散が国際的な懸念とな

る状況の中で、MTCRにおいて、これまでの輸出
管理の協調だけでは弾道ミサイルの拡散を防止する
ことができず、これを補完する国際的な枠組みが必
要であるとの気運が高まり、MTCRを中心にグロー
バルな枠組み作りについて検討を開始した。2001年
９月の MTCRオタワ総会以降は、MTCR内での議
論を終了し、すべての国に開かれた普遍化のプロセ
ス（2002年２月のパリ会合（78か国参加）、2002年

第１節　問題の現状

第２節　ハーグ行動規範（HCOC）
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への参加を促している。なお、HCOCへの参加はす
べての国に開かれており、中央連絡国であるオース
トリア政府に HCOCへの参加を表明する外交文書
を提出すれば参加できる。

（４）HCOCに関する国連総会決議及びHCOC創
設10周年を記念する共同声明

2004年12月、第59回国連総会において、HCOCに
関する国連総会決議が161か国の支持を得て採択さ
れた。その後も、2005年の第60回国連総会、2008年
の第63回国連総会及び、2010年の第65回国連総会に
おいて同様の決議が採択されている（これらの国連
総会決議には、HCOCの立ち上げを歓迎し、HCOC
への参加を促す内容が盛り込まれている）。日本は、
これらの決議案の共同提案国となり、採択に向け
HCOC議長国などと共に HCOC非参加国に対して決
議案への支持を働きかけた。

また、2012年は HCOC創設10周年に当たるとこ
ろ、過去の HCOC議長国、現議長国、次期議長国（日
本）等により HCOC創設10周年を記念する共同声
明が作成され、国連事務総長に提出された。

頼醸成のための措置などを主な内容とする。HCOC
は、法的拘束力をもつ国際約束ではなく、参加国が
HCOCの原則や措置に従うとの政治的意思を示す文
書である。

（２）HCOCの内容
HCOCは、弾道ミサイル拡散防止の原則、弾道ミ

サイルの実験・開発・配備の抑制、宇宙ロケット計
画を用いて弾道ミサイル計画を隠蔽してはならない
との原則、国際的軍縮・不拡散条約の義務や規範に
反して大量破壊兵器の開発を行っている可能性のあ
る国の弾道ミサイル開発計画を支援・支持しないと
の原則、信頼醸成措置（弾道ミサイルや宇宙ロケッ
トの事前発射通報、政策に関する年次報告など）を
主たる内容とする。同時に、HCOCはこうした信頼
醸成措置の実施が弾道ミサイル活動を正当化するこ
とにはならないことも定めている。

（３）HCOC参加国
2012年12月末現在、HCOC参加国は採択当初の93

か国から134か国に増加した。HCOCのさらなる普
遍化に向けて、HCOC議長国が中心となり、HCOC

置されたミサイル問題を多角的に検討するための国
連ミサイル政府専門家パネルには、日本からも専門
家が参加し、ミサイル問題への取組の重要性につき
積極的に発言するなどの貢献を行った。

２．HCOCにおける取組
日本は、HCOCの内容を策定する過程で、北朝鮮

の弾道ミサイル活動を念頭に置き、様々な具体的な
提案を行ってきた。宇宙ロケット計画を用いて弾道
ミサイル計画を隠蔽してはならない、事前発射通報
の実施は弾道ミサイルの発射を正当化することには
ならないとの趣旨は、こうした日本の提案が反映さ
れたものである。さらに、HCOCの採択に先立ち、
オーストラリア及び韓国とともに、HCOCの意義に
ついて３回にわたり ASEAN諸国に対し共同説明を
行った。また、日本は2013年〜2014年に HCOC議
長国に就任する。

１．弾道ミサイル拡散問題への取組
弾道ミサイル拡散問題は、日本の安全保障上も重

要な問題である。弾道ミサイル拡散問題への対処は、
拡散懸念国への働きかけや輸出管理、さらに多国間
の枠組み作りなど様々な方策がある。日本は、
MTCRの枠組みにおける国際協調を重視し、HCOC
をめぐる議論にも積極的に参加してきている。また、
ミサイル活動を行っている国に対しては、様々な機
会を通じて日本としての懸念を伝えてきている。特
に、北朝鮮が、日本のほぼ全域を射程下におくノド
ンを配備し、弾道ミサイル発射を行うなどの懸念す
べき活動を行っていることは、日本の安全保障のみ
ならず国際社会の平和と安全に関わる重大な問題で
あることから、日本は北朝鮮に対し、弾道ミサイル
の開発、実験、配備及び輸出の停止を強く求めてき
た。

また、2001年から2008年にかけて３回にわたり設

第３節　日本の取組
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実施に貢献するとの立場から、他の国に先駆けて、
平和目的の宇宙ロケットの事前発射通報を行うとと
もに、早いタイミングで宇宙ロケットの政策に関す
る年次報告を提出した。また、2005年11月には、
HCOCの信頼醸成措置の一環として、HCOC参加国
による日本の宇宙センターの国際視察を実施した。
このような積極的な実践姿勢は、他の HCOC参加
国からも評価を得ている。日本は、自国の安全保障、
地域や世界の平和と安全のために、HCOCが普遍的
かつ実効的な規範として弾道ミサイルの不拡散に寄
与するよう貢献を行っていく考えである。

HCOCの今後の課題は、さらなる普遍化と円滑な
実施であることから、日本は、各種セミナーや説明
会、アジア不拡散協議（ASTOP）や二国間の協議
など、様々な機会を通じて、特に ASEAN諸国に対
して HCOCへの理解と参加を促している。現在、
HCOC参加国は ASEAN諸国ではフィリピン、カン
ボジア及びシンガポールのみであるが、今後も引き
続き、また、特に2013年〜2014年は次期議長国とし
て、ASEAN諸国に対して働きかけを行っていく考
えである。

さらに、日本は、HCOCの信頼醸成措置の円滑な
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必要性を提唱した。
2003年５月31日、ブッシュ米国大統領は、訪問先

であるポーランドのクラコフ市で演説を行い、拡散
を阻止するための新たな取組として、「拡散に対す
る 安 全 保 障 構 想 」（PSI: Proliferation Security 
Initiative）を発表し、日本を含む10か国に参加を呼
びかけた。PSIは、「大量破壊兵器と闘う国家戦略」
で打ち出されている概念である「拡散対抗（counter-
proliferation）」の中の「阻止（interdiction）」の項
を精緻化したものと言える。

PSIは、国際社会の平和と安定に対する脅威であ
る大量破壊兵器・ミサイル及びそれらの関連物資の
拡散を阻止するために、国際法・各国国内法の範囲
内で、参加国が共同してとりうる移転（transfer）
及び輸送（transport）の阻止のための措置を検討・
実践する取組であり、現在では、100か国以上が、
PSIの活動の基本原則を定めた「阻止原則宣言」を
支持し、実質的に PSIの活動に参加・協力している。

２．各種会合を通じた活動内容の精査
発足後２年間、局長級の総会及び局次長級の専門

家会合において PSIの活動内容に関する議論を深め
た結果、PSIは、①国際社会全体に対する脅威であ
る大量破壊兵器等の拡散に対抗すべき枠組みであっ
て、特定の懸念国に対するものではないこと、②参
加国を現在の参加国に限るものではないこと、③既
存の国際法及び各国の国内法等に基づく活動であっ
て、法的権限を越えた活動により拡散を阻止するも
のではないこと等が確認された。2003年９月の第３

国際社会の平和と安全に対する脅威である大量破
壊兵器・ミサイル及びそれらの関連物資の拡散防止
のための国際的な取組としては、核兵器不拡散条約

（NPT）等の国際条約に基づく不拡散体制のほか、
種々の国際的な輸出管理レジームが重要な役割を演
じている。

しかし、国際的取組の存在は極めて重要であるが、
その一方で関連条約や輸出管理レジームのみでは十
分に防止できていないのが実情である。

このような背景を踏まえ、米国のブッシュ政権は
大量破壊兵器やミサイルの拡散問題を重視し、特に、
2001年の米同時多発テロ以後は北朝鮮、イラク、イ
ランを始めとする拡散懸念国やテロリスト等の非国
家主体による大量破壊兵器及びミサイルの開発及び
移転への懸念を強めた。2002年12月には、「大量破
壊兵器と闘う国家戦略」を発表し、その中で拡散を
食い止めるための包括的なアプローチ（①拡散対抗、
②不拡散、③大量破壊兵器使用の結果への対処）の

１．参加国・協力国の拡大に向けた努力（ア
ウトリーチ活動）

PSIの下で行われる大量破壊兵器等の拡散阻止活
動においては、複数の国による連携が鍵となること
から、参加国・協力国の範囲を拡大し、拡散阻止の
ための網の目を細かくすることが重要である。発足
当初、PSIの参加国は11か国に過ぎなかったが、そ
の後の精力的なアウトリーチ活動の結果、PSIに対
する支持を表明する国の数は現在では100か国を超
えている。

第１節　成立の背景と概要

第２節　これまでの動き
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に初めて同専門家会合を東京において主催した。

３．阻止訓練の精力的な実施
実際に大量破壊兵器等の拡散を阻止する際のオペ

レーションを成功に導くため、PSI発足後、陸上・
海上・航空等、様々な形態の阻止訓練が世界各地域
において実施されている。これらの訓練の主な成果
として、①各国の関係機関による大量破壊兵器等の
拡散阻止に関する能力の向上、②各国の軍隊、法執
行機関、税関当局等の相互の連携の強化、③ PSI非
参加国に対するアウトリーチ効果等が挙げられる。

回総会（於：パリ）では、「阻止原則宣言」が採択
され、PSIの目的や PSIが行う阻止活動の基本原則
が定められた。2006年６月には、PSI３周年を記念
して、ハイレベル政策会合がワルシャワで開催され、
2008年９月には、PSI５周年を記念して、PSI５周
年会合がワシントンで開催された。

日本を含む21か国が参加するオペレーション専門
家会合（OEG）が PSI発足以降定期的に開催されて
きており、PSIの活動内容の精査、訓練実施計画の
策定、法的問題の検討等を行い、PSIの活動の主た
る内容を実質的に決定している。日本は2010年11月

【これまでのPSI 阻止訓練】（2012年 12月末時点）

  ［2003 年］
  9 月 12-14 日 オーストラリア主催海上阻止訓練（Pacific Protector）（於：オーストラリア沖）
10 月   8-  9 日 英国主催航空阻止指揮所訓練（於：ロンドン（英国））
10 月 14-17 日 スペイン主催海上阻止訓練（Sanso 03）（於：地中海）
11 月 24-28 日 フランス主催海上阻止訓練（Basilic 03）（於：地中海）

  ［2004 年］
  1 月 11-17 日 米国主催海上阻止訓練（Sea Saber）（於：アラビア海）
  2 月 19 日 イタリア主催航空阻止訓練（Air Brake）（於：シチリア（イタリア））
  3 月 31日 -  4 月 1日 ドイツ主催航空阻止訓練（Hawkeye）（於：フランクフルト（ドイツ））
  4 月 13-22 日 イタリア主催海上阻止訓練（Clever Sentinel）（於：地中海）
  4 月 19-21日 ポーランド主催陸上阻止訓練（Safe Borders）（於：ポーランド）
  6 月 23-24 日 フランス主催航空阻止指揮所訓練（ASPE 04）（於：パリ（フランス））
  9 月 27 日 -10 月 1日 米国主催海上阻止机上訓練（PSI Game）（於：米海軍大学（米国））
10 月 25-27 日 日本主催海上阻止訓練（Team Samurai 04）（於：相模湾沖合及び横須賀港内）
11 月  8 -18 日 米国主催海上阻止訓練（CHOKE POINT 04）（於：キーウエスト（米国））

  ［2005 年］
  4 月  8-15 日 ポルトガル主催海上阻止訓練（NINFA 2005）（於：リスボン（ポルトガル）

及びポルトガル沖合）
  5 月 31日 -  6 月 2 日 チェコ・ポーランド共催陸上阻止訓練（Bohemian Guard）（於 : オストラバ

（チェコ））
  6 月  7-  8 日 スペイン主催航空阻止訓練（Blue Action 2005）（於：西地中海地域及びサ

ラゴサ空軍基地（スペイン））
  8 月 15-19 日 シンガポール主催海上阻止訓練（Deep Sabre 2005）（於：シンガポール及

び同周辺海域）
10 月  3-  7 日 ノルウェー主催机上訓練（PSI Game 2005）（於：ベルゲン（ノルウェー））
11 月 14-18 日 英国主催海上阻止訓練（Exploring Themis 05）（於：各国首都（指揮所訓練：

14 〜 16 日）インド洋（実働訓練：17 〜 18 日）

  ［2006 年］
  4 月 4-6 日 オーストラリア主催航空阻止訓練（Pacific Protector 06）（於：ダーウィン

（オーストラリア））

第３章
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  4 月  4-  5 日 オランダ主催海上阻止訓練（Top Port）（於：ロッテルダム（オランダ））
  5 月 24-26日 トルコ主催阻止訓練（Anatolian Sun 2006）（於：各国首都（指揮所訓練：

24 〜 26 日）、アンタリア（トルコ）（実働訓練：25 〜 26 日））
  6 月 21-22日 フランス主催阻止訓練（Hades 06）（於：フランス国内）
  9 月 13-15 日 ポーランド・ロシア・デンマーク共催海上阻止訓練（Amber Sunrise）（於：

バルト海沿岸）
10 月 25-31日 米国主催海上阻止訓練（Leading Edge）（於：各国首都（指揮所訓練：25 〜

27 日）、ペルシャ湾（実働訓練：29 〜 31 日））

［2007 年］
  4 月 26-27日 リトアニア主催（ポーランド、ラトビア及びエストニア共催）航空阻止訓練

（Smart Raven）（於：ビリニュス及びシャウレイ（リトアニア））
  5 月 27-29日 スロベニア主催海上阻止訓練（Adriatic Gate 2007）（於：コペル港（スロ

ベニア））
  6 月 18-22日 米国主催机上訓練（PSI Game）（於：米海軍大学（米国））
10 月 13-15 日 日本主催海上阻止訓練（Pacific Shield 07）（於：伊豆大島東方海域、横須賀

港及び横浜港）
10 月 29-31日 ウクライナ・ポーランド・ルーマニア共催　陸・海上阻止訓練（Eastern 

Shield 2007）（於：オデッサ（ウクライナ））

［2008 年］
  3 月 10-12 日 フランス・ジブチ共催海上阻止訓練（GUISTIR）（於：ジブチ港（ジブチ））
  5 月 12-14 日 クロアチア主催海上阻止訓練（ADRIATIC SHIELD 08）（於：リエカ（クロ

アチア））
  9 月 15-19 日 ニュージーランド主催海上阻止訓練（MARU）（於：オークランド（ニュージー

ランド））

［2009 年］
10 月 24-28日 シンガポール主催海上阻止訓練（Deep Sabre II）（於：シンガポール及び同周

辺海域）

［2010 年］
  1 月 24-28日 米・アラブ首長国連邦共催海上阻止訓練（Leading Edge 2010）（於：アブ

ダビ（アラブ首長国連邦））
  9 月 15 日 オーストラリア主催航空阻止訓練（Pacific Protector 10）（於：ケアンズ（オー

ストラリア））
10 月 14-15 日 韓国主催海上阻止訓練（Eastern Endeavor 10）（於：釜山（韓国））

［2012 年］
  7 月 3-5 日 日本主催航空阻止訓練（Pacific Shield 12）（於：北海道札幌市、千歳市（新

千歳空港、航空自衛隊千歳基地））
  9 月 26-27日 韓国主催海上阻止訓練（Eastern Endeavor 12）（於：釜山及び釜山沖（対馬

海峡の公海上））
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オブザーバー派遣国とを合わせて、2004年の訓練の
２倍近い40か国からの参加を得た。

2012年７月３〜５日には、日本初の航空阻止訓練
「Pacific Shield 12」を北海道札幌市、千歳市（新千
歳空港・航空自衛隊千歳基地及び周辺施設）におい
て実施した（コラム参照）。

また、日本は、これまでに行われている各国主催
訓練のほぼすべてにオブザーバーを派遣して参加し
ており、特に、以下①〜⑦の訓練には、艦船等が参
加し、積極的に貢献を行っている。

日本は、輸出入管理、国内管理のみならず、輸送
段階を含むすべての過程において不拡散の取組を強
化する必要があるという考えをとっており、これま
で日本が行ってきた大量破壊兵器等の不拡散に関す
る取組に沿ったものとして、また、日本の安全保障
の向上に資するものとして、以下のように、PSIの
活動に積極的に参加してきている。

１．アウトリーチ活動の積極的な展開
アジアにおける不拡散体制の強化に向けた取組の

一環として、また、アジア諸国が、日本とともに、
大量破壊兵器等の拡散を阻止するための活動に協
力・連携することは、日本の安全保障に資するとい
う認識の下、アジア諸国による PSIへの理解の促進
と支持の拡大を目指す活動（アウトリーチ活動）を
積極的に展開してきている。日本は、今後とも、多
くの国々、とりわけ、近隣のアジア諸国が、PSIの
原則に賛同し、その活動に参加、協力するよう、積
極的な働きかけを行っていく考えである（第４章第
１節参照）。

２．PSI阻止訓練に対する積極的な参加（日本
による訓練主催、各国主催訓練への参加）

2004年10月25〜27日、日本は、相模湾沖合及び横
須賀港内において、日本主催として第１回目となる
海上阻止訓練「Team Samurai 04」を実施した。日
本からは、海上保安庁及び防衛庁（当時）・自衛隊
の艦船・航空機が参加したほか、他国からも装備・
人員派遣国及びオブザーバー派遣国を合わせて計21
か国が参加した。

2007年10月13〜15日には、２回目の日本主催海上
阻止訓練「Pacific Shield 07」を実施した。日本か
らは、防衛省・自衛隊の他、警察、税関、海上保安
庁から艦船、航空機や乗船・検査チーム等が参加し
た。また、装備・人員等を派遣した豪州、フランス、
ニュージーランド、シンガポール、英国及び米国と

第３節　日本の取組

第３章

① オ ー ス ト ラ リ ア 主 催 海 上 阻 止 訓 練「Pacific 
Protector」（2003 年９月）

　海上保安庁巡視船・特殊部隊が参加。
②シンガポール主催海上阻止訓練「Deep Sabre 

2005」（2005 年８月）
　海上保安庁巡視船並びに海上自衛隊護衛艦（搭載

型ヘリコプター含む）及び哨戒機が参加。
③オーストラリア州主催航空阻止訓練「Pacific 

Protector 06」（2006 年４月）
　警察庁・警視庁及び財務省・税関の検査チームが

参加。
④ニュージーランド主催海上阻止訓練「Maru」
（2008 年９月）

　警察庁及び財務省・税関の検査チーム並びに海上
自衛隊哨戒機が参加。

⑤シンガポール主催海上阻止訓練「Deep Sabre Ⅱ」
（2009 年 10 月）

　警察庁及び財務省・税関の検査チーム並びに海上
自衛隊護衛艦（搭載型ヘリコプター含む）及び哨
戒機が参加。

⑥韓国主催海上阻止訓練「Eastern Endeavor 10」
（2010 年 10 月）

　海上自衛隊護衛艦（搭載型ヘリコプター含む）が
参加。

⑦韓国主催海上阻止訓練「Eastern Endeavor 12」
（2012 年９月）

　海上自衛隊護衛艦（搭載型ヘリコプター含む）及
び哨戒機が参加。
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コラム：日本主催PSI 航空阻止訓練（2012年７月）

　本年７月３日から５日にかけて、北海道において、日本主催 PSI 航空阻止訓練「Pacific Shield 12」

が開催された。日本によるPSI阻止訓練の主催は2004年10月、2007年10月（いずれも海上阻止訓練）

に次いで３回目であり、航空阻止訓練の主催は初めて。

　本訓練には、日本より、外務省、内閣官房、警察庁、財務省、国土交通省、防衛省等の関係省庁が参加した他、

検査訓練に参加した豪州、韓国、シンガポールを含め約 20 ヵ国からの参加を得た。７月４日に行われた

実動訓練及び検査訓練の内容は以下のとおり。

◎午前の部（日本による実動訓練及び検査訓練）─────────────────────────
　（１）拡散懸念国からの放射性物質を輸送している疑いの強い民間貨物機（訓練には航空自衛隊の U-4

多用途支援機を使用）が我が国領空に侵入したとの事態を想定し、航空自衛隊が要撃機（F-15 戦闘機２機。

当日は天候上の理由から参加せず。）を発進させ、容疑機を空自千歳基地に着陸させる訓練（実動阻止訓練）

を実施。

　（２）新千歳空港において当該貨物を北海道警察・函館税関が検査し、容疑機から下ろす訓練（検査訓練）

を実施。続いて、陸上自衛隊（第７化学防護隊及び中央特殊武器防護隊）が除染に関する展示訓練を行った。

◎午後の部（各国検査訓練）──────────────────────────────────
　豪州（オーストラリア原子力科学技術機構（ANSTO））、韓国（国防部化生放防護司令部、韓国税関）、

シンガポール（シンガポール軍 CBRE 防護群）が放射性物質または化学剤の検知を行う検査訓練を実施。

　今回の訓練は、主に以下の目的を達成するという点において大変重要な機会であった。

日本の検査訓練

豪州による検査訓練

陸上自衛隊による除染に関する展示訓練

シンガポールによる検査訓練
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（１）拡散阻止に向けた明確かつ力強いメッセージの発出
　日本初の PSI 航空阻止訓練の主催を通じ、大量破壊兵器及びその関連物資の拡散阻止に向けた日本及び

国際社会の意思を内外に表明する。また、実動訓練の一部始終をオブザーバーやメディアに公開し、PSI

の目的や内容、その重要性等についての理解の向上を図る。

（２）各国の措置についての相互理解の促進、関係機関相互の連携の強化
　日本の訓練を通じ航空自衛隊、警察、財務省（税関）の相互の連携を強化することに加え、オーストラリア、

韓国、シンガポールの各国が放射性物質や化学剤の検知に係る貨物検査を実施することを通じて、各国の

検査方法についての相互理解を促進し、拡散阻止のための措置の実効性向上を図る。机上訓練においては、

各国が実動訓練と同様のケースに対していかに対応するかについての議論を通じて、各国の制度について

の相互理解の深化を図る。

（３）幅広い国々からの参加
　日本主催の初めての PSI 航空阻止訓練に対し、アジア大洋州、北米・中南米、中東、欧州から、PSI 未

参加国を含む幅広い国からの参加を得て、これらの国々が PSI 及び不拡散一般に対する取組の重要性や各

国の政策についての理解を深める。

第３章
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第４章

不拡散政策の普及（アウトリーチ）

このような状況において、アジア諸国が国際的不
拡散体制に積極的に参画し、域内で協力して不拡散
の問題に対処していくことは一層重要になってい
る。日本は、アジア不拡散協議（ASTOP）（第１節
参照）やアジア輸出管理セミナー（第２節参照）な
ど各種会合を主催し、拡散問題に対する地域的取組
の強化を率先して進めているほか、アジア域内の
PSIへの参加を呼びかけるミッションを2003年及び
2010年に派遣している。

れた。さらに、IAEA保障措置及び核セキュリティ
の分野における人材育成等の協力についても議論が
行われた。また、拡散関連の移転を阻止するための
取組として、国連安保理決議に基づく制裁の実施や、
各国における輸出管理法制の整備について、具体的
な取組を紹介しつつ意見交換が行われたほか，PSI
についても議論が行われた。

こうした努力の結果、各国の不拡散分野での取組、
特に IAEA追加議定書の締結や PSIの分野での取組
が着実に進展している点が確認されるとともに、関
連安保理決議の履行を含め各国の国内体制整備等に
関する経験を他の参加国と共有することによって、
理解が増進され、今後の積極的な取組を促進する効
果が生まれている。また、アジア各国が不拡散に関
する措置を国内的に実施していくために必要な支援
や協力の内容が明らかになり、今後の具体的協力の
方向性が明確に示されるといった成果を挙げてい
る。

アジアを舞台とした大量破壊兵器関連物資の不正
な調達活動の事例が複数報告されているように、こ
の地域における不拡散体制の整備・充実は喫緊の課
題となっている。この背景には、域内各国における
大量破壊兵器やその開発に転用可能な物資などの生
産・供給能力の増大や、中継貿易地としての同地域
の重要性の増大の一方で、不拡散の重要性に対する
認識や輸出管理体制の整備が十分でないことが挙げ
られる。

日本は、2003年以来、ASEAN諸国、中国、韓国
そしてアジア地域の安全保障に共通の利益を持つ米
国・オーストラリア・カナダ・ニュージーランドか
ら局長級の不拡散政策担当者を招いてアジア不拡散
協議（ASTOP、エーストップ）を開催してきている。
同協議は、アジアにおける大量破壊兵器・ミサイル
関連物資等の不拡散に対する取組強化・認識の向
上、及び、2003年５月に発足した「拡散に対する安
全保障構想」（PSI）（第３章参照）をアジア諸国に
紹介し、PSIへの協力の態様等について議論するこ
とを主眼として開始された。

同会合は、その後もほぼ毎年開催されており、最
近では、2011年12月１日に第８回協議が開催され、
IAEA保障措置をどのように強化するかについて、
国際社会や各国の取組について意見交換が行われ
た。また、2012年３月に韓国において核セキュリ
ティ・サミットが開催されることを踏まえ、核セ
キュリティの強化について、同サミットに向けた国
際社会の動きや各国の取組について意見交換が行わ

第１節　アジア不拡散協議（ASTOP）
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出管理制度の強化及び不拡散体制の整備のために
は、アジア諸国・地域間の協力が必要不可欠との認
識の下、アジア地域の輸出管理の重要性に対する共
通認識を高め、その輸出管理制度を強化することを
目的としている。

アジア輸出管理セミナーは、アジア諸国・地域の
不拡散・輸出管理担当者を対象に、外務省及び経済
産業省の協力の下で一般財団法人安全保障貿易情報
センター（CISTEC）の主催により、1993年から毎
年開催されている。同セミナーは、アジア地域の輸

第２節　アジア輸出管理セミナー

第４章

コラム　第20回アジア輸出管理セミナー（2013年 2月）

　日本は、2013 年２月に 20 回目の節目となるアジア輸出管理セミナーを開催しました。1993 年の

第１回アジア輸出管理セミナーは、８のアジア諸国並びに米国及びオーストラリアの計 10 か国の参加の

下で開催されましたが、2013 年２月に開催した第 20 回アジア輸出管理セミナーでは、アジアを主とす

る 15 か国・地域、米国、英国、EU、４の国際輸出管理レジーム（WA、NSG、AG、MTCR）、国連安

保理 1718 委員会専門家パネル等の参加も得て、日本を含め計 41 か国・地域・機関から過去最大の約

120 名が参加しました。

　アジア諸国・地域、特に ASEAN 諸国においては、経済発展に伴い、将来的に大量破壊兵器等の開発に

転用可能な物資の生産能力を有する可能性があることに加え、日本を含む先進国の投資先及び第三国への

中継貿易地として発展を遂げているところもあり、これらの国・地域が拡散者による違法な調達活動に意

図せずして関わることへの懸念が高まっています。

　第 20 回アジア輸出管理セミナーでは、①アジア諸国における国内法令整備の進捗状況、②産業界との

連携、③国内外関係機関との連携、の３つのテーマを設定し、アジア地域全体の不拡散に向けた取組等に

ついて意見交換や議論を行いました。

　アジア輸出管理セミナーを通じて、アジア地域における輸出管理強化の重要性についての共通認識及び

担当者間のネットワークが更に深まり、地域における輸出管理の強化につながっていることが期待され、

今後とも日本としてこれらアジア諸国・地域との協力を継続していく方針です。

冒頭挨拶 輸出管理に関する専門家からの発表
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第１章

第８部　市民社会との対話・協力

総論

近年、地球規模の課題に対処する上で、非政府組
織（NGO）をはじめとする市民社会の果たす役割
は益々大きくなっている。特に、紛争終了直後の緊
急援助などの活動においては迅速な活動ができる
NGOと各国・国際機関との連携が不可欠となって
いるほか、軍縮・不拡散の分野においても、国際的
な取組を前進させるための機運を盛り上げたり、犠
牲者支援などの現場プロジェクトを実施していく上
で、NGO等の市民社会の取組が重要な役割を担っ
ている。

核兵器の分野では、広島市及び長崎市が中心とな
り、2020年までの核兵器廃絶を目指す行政指針「2020
ビジョン」を策定した「平和市長会議」（注）が世

界中の多くの都市の市長の参加を得て開催されてい
るほか、 2010年５月の2010年核兵器不拡散条約

（NPT）運用検討会議において開催された NGOセッ
ションでは、日本から渡航した被爆者を含む15団体
の NGO代表等が演説を行った。また、通常兵器の
分野では、例えば対人地雷問題における、いわゆる

「オタワ・プロセス」に象徴されるような NGO間で
の国際的な連携も強まっており、各国政府に対する
影響力も増大している。

軍縮・不拡散に取り組む上で、NGOをはじめと
する市民社会の意見に十分耳を傾け、これらとの連
携を進めることは有意義であり、日本政府としても、
近年、市民社会との対話・協力を強化している。

（注）平和市長会議
　　1982 年 6 月､ ニューヨークの国連本部で開催された第２回国連軍縮特別総会において､ 荒木武広島市長（当時）が，

世界の都市が国境を越えて連携し、ともに核兵器廃絶への道を切り開こうと「核兵器廃絶に向けての都市連携推進計画」
を提唱。平和市長会議は、この計画に賛同する世界各国の都市で構成された団体。世界 153 か国・地域 5,536 都市の賛
同を得ている。（2013 年２月１日現在。平和市長会議ホームページより。）
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第２章

シンポジウム・ワークショップの開催
及びNGOとの対話・協力

第２章

る応募があり、同サイドイベント開催日に、コンテ
ストの優秀者の表彰式を行った。Facebookという、
若者に受け入れられやすいメディアを活用したこと
により、それら若い世代が被爆者の証言を直接聞き、
軍縮の重要性を考えるよい機会を提供することと
なった。特に、インターネットを通じ、多数の若者
が参加する機会を提供したことは、軍縮・不拡散教
育の今後の進め方の一つの方向性を示すものとなっ
た。

2012年５月に開催された2015年 NPT運用検討会
議第１回準備委員会（於：ウィーン）においては、
毎年、米国にて米国とロシアの高校生と教師を招待
した軍縮・不拡散教育プログラムを実施している米
国モントレー不拡散研究所、オーストリア政府及び
日本外務省が共催により、軍縮・不拡散教育プログ
ラムのサイドイベント「Critical Issues Forum」を
開催した。同サイドイベントでは、天野之弥 IAEA
事務局長が基調講演を行った他、小澤俊郎ウィーン
国際機関日本政府代表部大使及び長崎市出身の非核
特使がスピーチを行った。

また、2012年８月に、日本外務省と国連大学が共
催で「軍縮・不拡散教育グローバル・フォーラム」
を長崎市にて開催した。このフォーラムでは、19か
国４国際機関から政府関係者、NGO、メディア関
係者等約250名が参加し、「核兵器のない世界」の実
現に向けた軍縮・不拡散教育の役割とあり方、教育
を実践していく上での課題等について議論を行っ
た。（第８部第４章３節参照。）

さらに、同年10月、第67回国連総会第一委員会（於：
ニューヨーク）において、日本外務省、国連軍縮部
及びフリードリッヒ・イーバート財団（FES）の共

世界で唯一の戦争被爆国である日本では、核兵器
廃絶への市民の願いは切実であり、被爆地である広
島・長崎の地方自治体や、被爆者を含め核兵器廃絶
を追求する NGOの活動が活発である。核兵器使用
の惨禍が再び起こらないよう国際社会に訴えていく
ことは重要であり、政府は、これらの NGO等と対
話を行っている。

例えば、毎年８月に広島市及び長崎市において
各々開催される平和記念式典に、総理大臣を始め日
本政府関係者が参列しているほか、同式典に併せて
開催される被爆者との会合にも出席している。さら
に、国連総会等の国際会議前後や会議開催中に、東
京や現地で多くの NGOと頻繁に意見交換を行い、
また NGO主催の会合にも出席している。

2011年11月、第66回国連総会第一委員会（於：
ニューヨーク）において、日本外務省及び国連の共
催により、軍縮週間における被爆証言に関するサイ
ドイベントを開催した。同イベントには、節子・サー
ロー氏及び据石和（本名：据石和江）氏の２名の非
核特使を派遣した。非核特使のニューヨーク訪問の
関連行事には、各国外交官や国連職員、NGO関係
者等が参加するのみならず、地元ニューヨークの中
学校・高校の生徒も多数参加、また報道各社も多く
取材する等、日本が軍縮・不拡散教育に取り組んで
いる具体的な形を示す上で有意義な機会となった。
また、同年春より、外務省及び国連は、被爆証言の
国際化に取組み、複数の言語に翻訳した被爆証言を、
それぞれのホームページに掲載し、これら被爆証言
を若い世代が直接聞き、感じたことを「詩」の形式
で Facebookに投稿する「平和の詩」コンテストを
開催した。このイベントには世界中から740を超え

第１節　核軍縮・不拡散
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世界最大の被害国の一つで第１回締約国会議の議長
国）、難民を助ける会（AAR）によるプレゼンテー
ションが行われた。この集いには国会議員、在京各
国大使館関係者、有識者、NGO等約120名が参加し
た。

また、同年10月、国連本部で開催された国連第一
委員会の機会に、日本はクラスター弾に関する条約
特別イベントを開催した。同イベントは2010年11月
の第１回締約国会議開催に向け、条約普遍化の議長
フレンドを務める日本が議長国ラオスと協力しつ
つ、条約未締約国の条約への理解促進、第１回締約
国会議への参加促進、各国の締結に向けた検討状況
の報告機会の提供を目的とするもので、70か国を超
える代表団が出席するとともに、NGOからも50名
を超える参加があり、参加者合計は130名に上った。

（３）小型武器
2007年３月、外務省主催で「平和なコミュニティ

の保護・育成の観点からの小型武器問題」と題する
小型武器東京ワークショップが開催され、18か国か
ら計26名の政府関係者に加え、国会議員、国際機関
関係者、国内外 NGO関係者、有識者計29名が参加
した。

小型武器問題への取組は、核軍縮の推進とともに、
日本軍縮外交の重要な柱であり、今回のワーク
ショップは、小型武器問題への日本の積極的姿勢を
内外に示すとともに、国際社会が引き続き国連小型
武器行動計画に基づき取組を進めていくことの必要
性を確認し、小型武器問題における市民社会との連
携を深める契機となった。

（４）武器貿易条約（ATT）
2009年２月、「武器貿易条約（ATT）アジア太平

（１）対人地雷
2007年12月、外務省及び「特定非営利活動法人　

難民を助ける会」の主催で、「対人地雷禁止条約（オ
タワ条約）署名10周年記念シンポジウム」を開催し
た。本シンポジウムでは、国連機関、地雷被害国政
府機関、国際 NGOなど海外から地雷対策の専門家
の参加を得つつ、産官学及び NGOの関係者がこれ
まで地雷対策に関わったそれぞれの立場から過去の
取組を紹介し、今後のさらなる取組の可能性を議論
することを目的として、活発な意見交換を行った。
また、日本政府の1998年以降の地雷対策支援の具体
例及び事業の効果につき報告し、参加者の理解を深
めることができた。

2009年11月から12月にかけてコロンビア・カルタ
ヘナで開催された第２回検討会議において日本は産
官学民の協力と条約普遍化への取組を披露するた
め、「犠牲者支援シンポジウム：支援の現状と今後
の取組」及び「オタワ条約・オスロ条約普遍化シン
ポジウム」を NGOと共催した。この他、会場にお
いて、日本製地雷除去機の展示及びデモンストレー
ション、地雷探知機、技術開発関連資料の展示や解
説、英文パンフレットの配布を行い、日本の技術力
を活かした除去活動加速化の実例を紹介した。

（２）クラスター弾に関する条約
2010年３月、武正公一外務副大臣の主催により、

地雷やクラスター弾等の不発弾による被害の実態を
認識し、クラスター弾に関する条約の普遍化、不発
弾除去活動の促進を目的とする「『クラスター弾に
関する条約』促進・普遍化の集い」を開催し、武正
外務副大臣、駐日ノルウェー王国大使、日本地雷廃
絶キャンペーン（JCBL）代表による挨拶の他、ラ
オス外務省担当課長（ラオスはクラスター弾による

2010年からは、外務省において、外務省と NGO
諸団体との意見交換会が実施されており、2011年７
月には徳永久志外務大臣政務官、2012年４月には浜
田和幸外務大臣政務官、同年11月には風間直樹外務
大臣政務官が出席して活発な意見交換が行われた。

催により、ワークショップを開催した。このワーク
ショップには、各国の政府関係者や NGO等80名以
上が参加し、軍縮・不拡散教育に関する国連事務総
長報告書発出10周年を記念し、軍縮・不拡散教育の
役割等についてパネル・ディスカッションを通じて
活発な議論を行った。

第２節　通常兵器



第
８
部

157日本の軍縮・不拡散外交（第六版）

第２章

武器産業、市民社会等あらゆる関係者の関与が重要
であることが確認された。本会合はアジア太平洋諸
国における ATTに焦点を当てた最初の会合である。

この他、2010年９月にボストンで開催されたシン
ポジウムには、34か国の政府関係者、国際機関、有
識者・NGO等が集い、条約の主要な要素について
の議論を深めた。また、国内においてもオックスファ
ム・ジャパンを含む NGO関係者や有識者との意見
交換を行っている。

洋地域会合」が外務省及び国際 NGOオックスファ
ム（Oxfam）の共催により開催され、アジア太平洋
地域12か国16名の政府関係者、11か国16名の NGO
関係者の他、国際機関関係者、有識者等計47名が出
席し、二日間にわたり活発な議論が行われた。会合
では様々な出席者から無責任な武器移譲に伴う多方
面の影響（重大な国際人道・人権法の違反、貧困増
大、教育・医療・福祉資源の好ましくない転用等）
が指摘され、国際的な武器移譲に起因する問題への
対応に当たっては、武器輸出入国、武器の通過国、
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縮に関する国際的な議論を活性化するという意味で
の国際貢献として意義がある。また、日本の地方都
市で開催することにより、軍縮に対する関心を国民
に広く浸透させ、意識の高揚を図ることにも繋がる
とともに、会議及びそれに伴うサイドイベントでは
一般市民や高校生・大学生等の若い世代に対する軍
縮・不拡散教育の一環としても重要な意義を有して
いる。

日本政府は、本会議に協力するとともに、会議の
冒頭に政府代表演説を行ってきている。

1988年の第３回国連軍縮特別総会における竹下登
総理大臣の演説を契機に、翌1989年（平成元年）よ
り毎年国内地方都市において開催されてきている。

国連軍縮会議は、国連総会やジュネーブ軍縮会議
（CD）など政府代表で構成される通常の軍縮会議と
異なり、決議やアピールを行うものではなく、世界
各国から政府高官や軍縮問題専門家等が個人の立場
で参加し、テーマに沿った討議を行うものである。

国連軍縮会議を日本で開催することは、日本の軍
縮に対する積極的姿勢を国内外に示すとともに、軍

国連軍縮会議

第 24回　国連軍縮会議 in 静岡（写真提供：国連軍縮部）

第 24回　国連軍縮会議 in 静岡（写真提供：国連軍縮部）
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以降同グループの作成した報告書にある軍縮・不
拡散教育の活性化のための一連の勧告の実施を求め
る決議案「軍縮・不拡散教育に関する研究」が国連
総会にて隔年で全会一致で採択されている（日本は
共同提案国）。軍縮・不拡散教育を活性化していく
ためには、政府、国際機関、NGO、メディアを含
む市民社会といったそれぞれの主体が緊密にコミュ
ニケーションを取っていくことが重要である。唯一
の戦争被爆国として市民社会の活動が活発な日本に
とっては、軍縮・不拡散外交の分野において最も存
在感を示すことができる取組の一つである。日本政
府の取組として、非核特使の派遣（下記第５章参照）、
被爆証言の多言語化（様々な言語への翻訳（下記６．
参照））、各国若手外交官の被爆地研修（下記５．参
照）等を通じた被爆の実相の伝達、NPT運用検討
会議のプロセスにおける作業文書の提出やステート
メントの実施、日本における国連軍縮会議開催への
協力を行っている。また、市民社会の取組として、
被爆者証言イベントの開催や国内にとどまらない市
民運動の展開、報道や特集番組を通じて核兵器を含
む様々な兵器のもたらす影響を紹介し、世論を喚起
する活動等が挙げられる。

以下では、軍縮・不拡散教育における政府の代表
的な取組を紹介する。

軍縮・不拡散教育とは、世界的な軍縮・不拡散の
着実な進展に向けた政府や市民社会の取組を支える
基礎となるものである。同教育は、核兵器を含む様々
な兵器による破壊的な作用がもたらす帰結、及びそ
れら兵器の拡散の危険性並びに対処の必要性につい
て個人・社会の意識を向上させ、そのような知識及
び実践を基礎として、国際安全保障や軍縮・不拡散
問題への国・社会・個人の各レベルにおける具体的
な取組の在り方について、自ら考え行動する能力を
高めることを目的としている。

国連における軍縮・不拡散教育の動きとしては、
まず、2000年にニューヨークで開催された国連軍縮
諮問委員会において、現在の核軍縮の停滞を打破す
るためには、若い世代の教育から精力的に取り組む
必要があるとの問題提起がなされた。これを踏まえ
て、同年に開催された第55回国連総会で、軍縮・不
拡散教育の研究を行うよう事務局長に要請する決議
案が全会一致で採択された。

この決議に従い、2001年から軍縮・不拡散教育政
府専門家グループ（日本の天野之弥在米大使館公使

（現国際原子力機関（IAEA）事務局長）を含む10
名の政府・NGO・研究所の専門家より構成）会合
が計４回開催され、2002年８月、「軍縮・不拡散教
育に関する報告書」が事務総長に提出され、事務総
長から同年の国連総会に報告された。

2010年 NPT運用検討会議では、国連大学と共同
で軍縮・不拡散教育に関する作業文書を提出した

（下記４．参照）。更に、42か国の共同提案国を代表

して日本の須田明夫軍縮会議日本政府代表部大使が
軍縮・不拡散教育に関する共同ステートメントを行
うなど、これらの日本による率先した取組により、

軍縮・不拡散と教育

第１節　総論

第２節　軍縮・不拡散教育に関する作業文書の提出等
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会との連携の必要性を訴えるとともに、被爆の実相
を次世代へ伝えるためのデジタル技術の活用、市民
社会との対話の場の提供及び「軍縮・不拡散教育グ

日本は、2010年 NPT運用検討会議において、国
連大学と共同で軍縮・不拡散教育に関する作業文書
を提出し、軍縮・不拡散教育における政府と市民社

日本政府は、国連と広島市・長崎市間の調整を側面
支援した上で、広島市・長崎市に代わり、本件常設
展に関する覚書に国連欧州本部とともに署名した。
また、オープニングセレモニーでは、天野万利軍縮
代表部大使がレセプションを主催するなど、国連関
係者、各国軍縮代表部関係者、メディア等に対する
広報活動を支援した。

なお、国連本部（於：ニューヨーク）には、第２
回国連軍縮特別総会（1982年６月）で決定した世界
軍縮キャンペーンの一環として、広島、長崎被爆資
料・写真パネル常設展が設置されている。

核兵器の使用による被害の悲惨さと、これを繰り
返してはならないという強い願いを諸外国の国民に
伝える目的で、政府は、在外公館による共催や後援
名義の付与等を通じ、広島市や長崎市をはじめとす
るさまざまな団体が海外で開催する原爆展を支援し
てきている。また、2005年以降毎年、国立長崎原爆
死没者追悼平和記念館が海外原爆展を開催してい
る。近年は、海外原爆展を開催するに際しては、非
核特使の派遣を行い、核兵器使用の惨禍の実相を国
際社会に対して発信している。

2011年11月には、国連欧州本部（於：ジュネーブ）
において、広島市と長崎市が原爆常設展を開設した。

ら市民社会への一方向ではなく、政府、国際機関、
NGO、マスメディア等の相互作用を通じて互いに
学 び 合 う こ と の 重 要 性 を 強 調 し、YouTube、
Twitterや Facebook等のソーシャル・ネットワー
キング・サービス（SNS）やアート等の文化を活用
することを奨励した。

NPT運用検討会議の成果文書として初めて軍縮・
不拡散教育に関する文言が盛り込まれた。

2015年 NPT運用検討会議第１回準備委員会にお
いては、日本がリード国となり軍縮・不拡散イニシ
アティブ（NPDI）として、軍縮・不拡散教育に関
する共同作業文書を提出した。そこでは、次世代を
担う若い世代に重点を置くことの重要性や、政府か

第３節　海外原爆展の開催・支援

第４節　軍縮・不拡散教育グローバル・フォーラム

展示物
左：“Good  VS  Evil”（国連提供）
右：浦上天主堂の天使像

展示パネルの様子

国連欧州本部（ジュネーブ）の原爆常設展
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茨城県東海村にある日本原子力研究機構（JAEA）
の研究機関を訪れ、原子力の平和利用に関する日本
の技術や核セキュリティに対する取組、IAEAの保
障措置への対応について学んだ。その他、国際問題
研究所の軍縮・不拡散促進センターにおける軍縮専
門家との意見交換や、気象庁での核実験の監視シス
テムの見学等の活動を行い、様々な観点から日本の
軍縮・不拡散分野における取組について学んだ。　

現在、世界の軍縮外交の第一線で活躍する各国外
交官の中には本プログラムの出身者も多く、その多
くが日本でのプログラム、特に被爆地である広島・
長崎の訪問に非常に感銘を受けたと述べている。こ
のように、本件研修の実施は、核兵器使用の非人道
性を広く世界に訴えるとともに、軍縮・不拡散や原
子力の平和利用分野における日本の取組を世界にア
ピールしていく上で非常に有意義である。

 
 

1978年の第１回国連軍縮特別総会において、特に
開発途上国における軍縮専門家を育成するために、
国連軍縮フェローシップ・プログラムを実施するこ
とが決定された。これに従い、1979年以来毎年、軍
縮に携わる各国の中堅外交官や国防省関係者等がこ
のフェローシップ・プログラムに参加し、軍縮・不
拡散に関係のある国際機関、研究施設や関係国を訪
問し、見識を深めている。

日本との関係では、1982年の第２回国連軍縮特別
総会において、鈴木善幸総理大臣が、このフェロー
シップ・プログラムの参加者を広島及び長崎に招待
する提案を行い、翌1983年以来、毎年約30名の日本
への招待を実現してきている。フェローシップ・プ
ログラムでの日本への招待は2012年で30回目を迎
え、この間、延べ786名の各国の外交官等が日本を
訪問した。2012年のプログラムにおいては、まず外
務省で日本の軍縮・不拡散政策についての全般的な
説明を受けた後、広島市と長崎市を訪問した。両市
においては、地元自治体の協力を得て、被爆者の証
言を聞いたり、原爆資料館を訪問したりして、核兵
器使用の惨禍の実相についての理解を深めた。また、

様々な分野から選出したパネリストの議論に対し、
会場の一般参加者から積極的な意見が出され、活発
な 議 論 を 行 っ た。 議 論 の 様 子 は、Facebookや
Twitterといった SNSを活用し、リアルタイムで発
信した。

また、同フォーラムの総括会議において、幅広い
主体間における、軍縮不拡散の実施に向けた対話や
協力の強化や、若い世代へのアプローチ、ソーシャ
ルメディアを含む双方向的なコミュニケーション機
能の活用を含む軍縮・不拡散教育の促進に向けた決
意を表明する長崎宣言を採択した。

さらに、同フォーラム開催のために立ち上げた
Facebookペ ー ジ（Global Forum on Disarmament 
and Non-Proliferation Education） や Twitter（@
global_forum）を、軍縮・不拡散教育活動のため及
び関係者間で意見やアイデアを交換するための国際
的なプラットフォームとして現在も活用している。

ローバル・フォーラム」の開催を提案した。これを
受け、2012年８月、日本外務省と国連大学が共催で、
長崎市の原爆資料館において、同フォーラムを開催
し、19か国４国際機関から政府関係者、NGO、メディ
ア関係者等約250名が参加を得て、「核兵器のない世
界」の実現に向けた軍縮・不拡散教育の役割とあり
方、教育を実践していく上での課題等につき議論を
行った。

同フォーラムでは、田上富久長崎市長が開会の挨
拶を行い、野田佳彦総理大臣及び天野之弥 IAEA事
務局長からのビデオメッセージに続き、ケイン国連
軍縮担当上級代表及びトート包括的核実験禁止条約
機関（CTBTO）準備委員会事務局長が基調講演を
行った。続いて、①「核兵器のない世界」に向けた
軍縮・不拡散教育の役割、②「中東非大量破壊兵器
地帯構想」を事例とした軍縮・不拡散教育における
多面的思考のあり方、③軍縮・不拡散教育の実践に
おける教育者及び NGOの経験と見解をテーマとし、

第５節　国連軍縮フェローシップ・プログラム
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爆証言映像の提供を受け日本外務省及び国連のホー
ムページに掲載した。また、これら被爆証言体験記
の一部について、フランス語・スペイン語・ロシア
語に翻訳し、日本外務省ホームページに掲載してい
る。

更に、2012年８月、日本外務省及び国連大学が共
催で開催した「軍縮・不拡散教育グローバル・フォー
ラム」に際して、在京大使館の協力を得て、英語・
フランス語・ロシア語・オランダ語等13か国の言語
に翻訳してもらった被爆証言（証言者：節子・サー
ローさん）を、同フォーラム公式ブログ（http://
blog.canpan.info/global-forum/）及び外務省ホーム
ペ ー ジ（http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/
hibakusya/index.html）に掲載している。

日本は、核兵器使用の惨禍の実相を広く国際社会
に伝えることは、日本が重視する軍縮・不拡散教育
の観点から極めて重要と考え、被爆者証言の次世代
への伝達という軍縮・不拡散教育の中心的課題に取
り組んでいる。2010年、長崎平和祈念式典挨拶で菅
直人総理大臣が「核軍縮・核不拡散に向けた教育活
動を世界に広げるため、長崎・広島両市や国連と連
携し、被爆者の体験談を英語等外国語に翻訳し、各
国に紹介する取組を進めたいと考えております。」
と表明した。また、同年、潘基文国連事務総長も、
来日した際に、被爆証言の多言語化につき言及した。

具体的には、2011年、日本は、国立広島・長崎原
爆死没者慰霊平和祈念館から、英語・中国語・韓国
語に翻訳された15名分の被爆体験記及び５名分の被

第６節　被爆証言の多言語化

2012 年国連軍縮フェローシップ・プログラムでの広島市訪問
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記念式典（正式名称：広島市原爆死没者慰霊式並び
に平和記念式典）及び８月９日の長崎平和祈念式典

（正式名称：長崎原爆死没者慰霊平和祈念式典）に
おいて、菅直人総理大臣が「今後は、被爆者の方々
が例えば『非核特使』として日本を代表して、様々
な国際的な場面で、核兵器使用の悲惨さや非人道性、
平和の大切さを世界に発信していただけるようにし
たいと考えています。」と挨拶し、「非核特使」制度
の立ち上げを表明した。
「非核特使」の制度は、被爆者の方が「非核特使」

として自らの実体験に基づく被爆体験証言を行うこ
とにより、核兵器使用の惨禍の実相を国際社会に広
く伝えることを目的としている。これまで独自に又
は政府を含む各種団体とともに被爆体験証言に取り
組んでこられた被爆者の方々に、日本政府が「非核
特使」としての業務委嘱を行うことにより、証言を
聞く人々に対する強いアピールになることはもちろ
ん、これら活動に関する国内外への発進力を高める
ことにつながる。

毎年８月、原爆が投下された広島・長崎では原爆
死没者の慰霊と世界の平和を祈念するための平和記
念式典が開催されている。核兵器使用による惨禍の
実相に関する記憶を忘れないために、これらの式典
の開催や被爆者自身による被爆証言の実施は、被爆
地を始めとする自治体や市民社会による取組とし
て、世界中の人々に対して核兵器廃絶に向けて真摯
な訴えを繰り返してきた。一方で、年月の経過に伴
い被爆者の高齢化が進み、実体験に基づく被爆体験
の将来世代への継承が課題となっている。

日本政府は、核兵器使用の惨禍の実相や非人道性
を国際社会及び将来の世代に継承していくことが人
類に対する日本の責務であるとの認識の下、軍縮・
不拡散教育を重視している。「核兵器のない世界」
に向けた機運を維持・強化していく上で、市民社会
の熱意と関心の維持は不可欠であり、被爆者の高齢
化が進む中、軍縮・不拡散教育の促進において政府
と市民社会との効果的な連携が益々求められてい
る。

このような観点から、2010年８月６日の広島平和

非核特使

「軍縮・不拡散教育グローバル・フォーラム」におけ
る「非核特使」の被爆証言

「国連軍縮フェローシップ」における「非核特使」の
被爆証言
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コラム：核不拡散・核軍縮に関する国際委員会（ICNND）
　

　核不拡散・核軍縮に関する国際委員会（ICNND）は、2010 年核兵器不拡散条約（NPT）運用検討会

議及び同会議以降において、核不拡散と核軍縮に関する国際的な議論を政治的に高いレベルにおいて再

活性化することを目的に、日本・オーストラリア両政府の共同イニシアティブとして 2008 年に設置

された。個人の資格で選ばれた 15 人（共同議長を含む）から構成されており、川口順子元外務大臣と

エバンズ元オーストラリア外相が共同議長を務めた。

　　ICNND は、特に NPT 運用検討会議における国際的なコンセンサスの形成に貢献するために、NPT

に関連するすべての事項を取り上げつつ実践的な提言を提示することを目的に、シドニー（オースト

ラリア）、ワシントン（米国）、モスクワ（ロシア）、広島で、計４回にわたる本会合を開催した。また、

並行して、サンチアゴ（チリ）、北京（中国）、カイロ（エジプト）、ニューデリー（インド）において

地域会合を開催し、核軍縮・不拡散に関する課題の地域的な側面についても検討した。

　　2009 年 12 月、東京において、川口・エバンズ両共同議長は、ICNND 報告書「核の脅威を絶つために：

世界の政策立案者のための実践的な計画」を鳩山由起夫総理大臣とラッド首相に提出した。ICNND に

よる 2010 年 NPT 運用検討会議に向けた核軍縮に関する 20 項目の提案を踏まえ、日本・オーストラ

リア両政府は、同運用検討会議において実践的核軍縮・不拡散措置に関する提案を出した。同運用検討

会議で採択された行動計画には、核兵器の役割低減等、その多くが反映された。

　　ICNND 報告書の和訳を含めた日本語の関連情報は、外務省のウェブサイト（http://www.mofa.

go.jp/mofaj/gaiko/icnnd/）に掲載しており、また、オーストラリア政府によるウェブサイト（http://

www.icnnd.org）でも同報告書、委員リスト等関連情報を公開している。

核不拡散・核軍縮に関する国際委員会（ICNND）の委員（於：広島）
川口順子元外務大臣（前列左から３番目）、エバンズ元外相（中央）他
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コラム：日本の若い世代の取り組み　～インターン生の声～

国際ステューデント・プレゼンテーションにおける発表を聞いて（東京学芸大学4年）
　　国際ステューデント・プレゼンテーションは、軍縮・不拡散教育の一環として、さいたま市主催で開

催されました。市内の高校生が平和や軍縮・不拡散について考え、そこから学んだことを国連や外務省

の職員、専門家の前で発表するという取り組みです。

  

　　　私は長崎県出身です。長崎の人は皆、幼稚園の頃から原爆について学びます。ところが、東京へ出

てきた時、周りの人々の原爆に対する意識の薄さに驚き悲しくなりました。そして被爆地以外の人々が

原爆について学ぶ機会はあるのだろうかと疑問を持ちました。

　　そんな私でしたが、国際ステューデント・プレゼンテーションでさいたま市の高校生の発表を聞いて、

非常に感銘を受けました。日常生活とは関係ないものに見える軍縮・不拡散の問題を重要だと認識し興

味を持っている若い世代がいるのを知って、とてもうれしくなりました。このように若いうちから軍縮・

不拡散について学ぶ機会を作ることで、皆で核のない世界を訴えられるのではないかと思いました。

インターンを経験して（東京大学大学院修士1年）
　　私がインターンをさせていただいた軍備管理軍縮課は、軍縮不拡散問題に関する外交政策や国内にお

ける取組を扱う課です。インターンをする前までに抱いていた、外務省というどこか堅いイメージとは

違い、課室は省員の方々の活気にあふれていて、とても有意義なインターンの 1 ヶ月を過ごさせていた

だきました。

　　実習では、ホームページの改訂作業や、来年度の軍縮白書作成への準備、またちょうど直前に迫って

いた軍縮・不拡散イニシアティブ（NPDI）の資料作成などをおこないました。

　　ホームページ改訂では、見やすさ・使いやすさの観点からレイアウトを変更し、内容も最新の情報へ

と更新するように改訂案を作成しました。課内の方々の了承を得るため決裁書をまわしてサインをもら

い、IT 広報室へと提出し、そして最終的には実際に自分の改訂案どおりにホームページが改訂されるの

を確認することができました。

　　軍縮白書作成の準備では、目次の選定作業に携わりました。改訂版ではどのようなカテゴリーを設け

てどのような内容を掲載するか、課内での会議に参加し、それらを踏まえて目次案を作成しました。また、

このコラムの執筆も任せていただきました。

　　ほかにも課内会議用や国際会議用の資料作成を任されたり、外務省内外での行事に同行させていただ

いたりと、普段の学生生活では味わえない貴重な体験をさせていただきました。

　　そのなかで、軍縮不拡散・科学部長とオーストラリア政府次官との電話会議に同席させていただいた
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時のことが特に印象的でした。会議では NPDI のこれからの運用に関して、国際電話で時折ジョークを

織り交ぜながらの話合いがおこなわれていました。「軍縮・不拡散」という外交トピックから連想され

るのは、まさに国家と国家、パワーとパワーによる折衝といったイメージでした。しかし私が実際に見

た軍縮不拡散外交は、まさに人と人の関係でした。この白書に取り上げられている様々な国際的取組の

背後には、そういった軍縮・不拡散に携わる外交官のみなさんの努力があるのだと改めて感じ、たいへ

ん感慨を受けました。

　　軍備管理軍縮課での 1 ヶ月は、これから大学で国際問題を考えるうえでも、また自分自身のキャリア

パスを考えるうえでも、たいへんすばらしい経験になったと思います。この場を借りて、お世話になっ

たみなさまに感謝したいと思います。ありがとうございました。



 

172 
 

フィッシング ······························ 83 

フォルダ ···································· 51 

フォント(文書作成の) ·········· 121, 123 

フォントサイズ(文書作成の)········· 121 

太字(文書作成の) ······················· 122 

プライバシーポリシー ·················· 82 

ブラインドカーボンコピー ············ 72 

ブラインドタッチ ··················· 24, 30 

フリーズ ····································· 8 

プレースホルダー(プレゼンテー 

ションの) · 137, 138, 143, 144, 147 

プレゼンテーション ········· 29, 133- 56 

文書ウィンドウ(文書作成の)······ 44, 46 

文書校正(文書作成の) ················ 128 

文書作成ソフトウェア ············· 35, 36 

文書ファイル(文書作成の) ······ 51, 131 

文書を印刷する(文書作成の)······ 49, 50 

文書を閉じる(文書作成の) ············· 48 

文書を開く(文書作成の) ················ 48 

文書を保存する(文書作成の)··········· 47 

文章の移動(文書作成の) ·············· 120 

文章の複写(文書作成の) ········ 119, 120 

ページ番号(文書作成の) ············· 124 

ヘッダーとフッター(文書作成の) ·· 124 

ヘルプ ························ 8, 18, 59, 119 

変更履歴(文書作成の) ················· 129 

返信(電子メールの) ················· 68, 70 

放送授業科目の登録申請(システム

WAKABAの) ····················97-99 

放送大学エキスパート ·················· 95 

放送大学情報セキュリティ 

ガイドライン ····················89-90 

放送大学図書館 ··················· 106-114 

ホームページ ······························ 62 

ボット ······································· 77 

【ま】 

マウス ·································· 10-18 

マウスポインタ ··························· 10 

右クリック ···························· 11, 12 

右揃え ····································· 123 

迷惑メール ·················· 77, 79, 81, 82 

メーラー ······························· 29, 67 

メールアドレス ··························· 66 

メールクライアント ····················· 67 

メールサーバー ······················ 66, 86 

メモリ ········································ 2 

面接授業科目の登録申請 ······· 100, 101 

【や】 

ユーザー補助 ························· 14, 15 

よくある質問(キャンパス 

ネットワークの) ···················· 95 

余白(文書作成の) ······················ 124 

予約サービス(放送大学附属図書館の) ··  

 ········································ 107 
【ら】 

リボン ························· 45, 121, 136 

ローマ字入力 ··············· 19, 23, 24, 36 

ログアウト(=ログオフ) ················ 162 

ログイン(=ログオン) ······ 8, 67, 92, 162 

ログイン ID ················· 8, 67, 92, 107 

ログオフ(=ログアウト) ················ 8, 9 

【わ】 

ワープロ(=ワードプロセッサー) · 29, 35 

ワンクリック詐欺 ························ 84 

 

  



用
語
解
説
集

169日本の軍縮・不拡散外交（第六版）

用語解説集

●アジア不拡散協議 (ASTOP : Asian Senior-level Talks on Non-Proliferation)

ASEAN10か国、日本、中国、韓国、及びアジア地域の安全保障に共通の関心を持つ米国、オーストラリア、
カナダ、ニュージーランドの局長級の不拡散政策担当者が一堂に会し、アジアにおける不拡散体制の強化に
関する諸問題について議論を行う協議。2003年11月に第１回協議が開催され、最近では2011年12月に第８回
協議が開催された。（開催地はすべて東京）

●宇宙空間における軍備競争の防止（PAROS : Prevention of Arms Race in Outer Space）

宇宙空間の軍事的利用の制限については、宇宙条約その他の国際約束で規定されており、一定の枠組みが
存在するが、1978年、第１回国連軍縮特別総会最終文書において、「宇宙空間における軍備競争の防止」のた
めに更に追加的措置がとられるべきであるとされた。1997年以降、多国間軍縮交渉機関であるジュネーブ軍
縮会議（CD）では交渉テーマに関する各国の立場の調整がつかず停滞状況に陥っており、PAROSについて
も交渉は行われていない。（→ジュネーブ軍縮会議（CD）参照。）

●宇宙条約

正式名称は「月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約
（Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, 
including the Moon and Other Celestial Bodies）」。1967年発効。大量破壊兵器の宇宙空間への配置、天体に
おける軍事施設の設置等を禁止している。

●ウラン濃縮（uranium enrichment）

ウランに含まれるウラン235の割合 (濃縮度 )を高めること。ウランを核分裂させると大きなエネルギーが得
られることが知られているが、天然ウランは核分裂を起こしにくいウラン238及び核分裂を起こしやすいウラ
ン235から成り、後者は平均で約0.7％しか含まれていない。一般に原子力発電用に用いられるウラン燃料の
濃縮度は３～５％、核兵器の製造に用いられるウランは濃縮度90％以上と言われ、濃縮度を高めるためにガ
ス拡散法、遠心分離法といった方法が用いられる。（→「遠心分離法」、「高濃縮ウラン」参照。）

●遠心分離法（centrifugation）

ウラン濃縮の方法の一つ。ウラン235とウラン238のわずかな質量の違いを利用し、遠心力を用いて両者を
分離する。

●オーストラリア・グループ（AG : Australia Group）

化学・生物兵器の開発・製造に使用し得る関連汎用品及び技術の輸出管理を通じて、化学・生物兵器の拡
散を防止することを目的とする国際輸出管理レジーム。1985年６月設立。2013年２月現在、41か国で構成さ
れている。

【ア行】
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●オスロ条約（CCM）　　

「クラスター弾に関する条約」を参照。

●オタワ条約（Ottawa Treaty）

「対人地雷禁止条約」を参照。

●化学兵器（CW : Chemical Weapons）

化学兵器禁止条約（CWC）では、①生命活動に対する化学作用により、人または動物に対し、死、一時的
に機能を著しく害する状態または恒久的な害を引き起こし得る化学物質及びその前駆物質、②こうした物質
を放出するために特別に設計された弾薬類及び装置、③②の弾薬類及び装置の使用に直接関連して使用する
ように特別に設計された装置と定義されている。（→化学兵器禁止条約（CWC）参照。）

●化学兵器禁止機関（OPCW : Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons）

1997年５月、化学兵器禁止条約（CWC）の発効に伴いオランダのハーグに設置された国際機関。CWCに
基づき化学兵器の廃棄のために化学兵器及び生産施設の廃棄の進捗を、査察を通じて検証し、また化学兵器
の不拡散のために毒性化学物質を扱う産業施設等に対しても査察を行っている。（→化学兵器禁止条約（CWC）
参照。）

●化学兵器禁止条約（CWC : Chemical Weapons Convention）

正式名称は「化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約（Convention on the 
Prohibition of  the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their 
Destruction）」。開発、生産、保有を含めた化学兵器の全面的禁止及び厳密な検証制度を盛り込んでいる。
1997年発効。この条約に基づき、化学兵器禁止機関（OPCW : Organisation for Prohibition of Chemical 
Weapons）が1997年５月にハーグに設立され、世界的な化学兵器の軍縮及び不拡散の実施の任に当たっている。
2013年２月現在の締約国数は188か国。

●（日本提出の）核軍縮決議

日本が、1994年以来毎年、国連総会に提出し、圧倒的多数の支持を得て採択されてきている核軍縮に関す
る決議。この決議は５年毎に開催される核兵器不拡散条約（NPT）運用検討会議の結果を踏まえてアップデー
トする慣行があり、2012年12月に採択された核軍縮決議は、2010年５月に行われた第８回 NPT運用検討会議
において10年ぶりに最終文書が採択されたことを受けて、2010年に大幅に改訂した決議を基本的なラインと
して踏襲したものであり、従来に比べ一層包括的で、「核兵器のない世界」に向けた国際社会の具体的行動を
求める内容となっている。

●拡散に対する安全保障構想（PSI : Proliferation Security Initiative）

2003年５月、ブッシュ米国大統領が提唱した取組であり、国際社会の平和と安定に対する脅威である大量
破壊兵器・ミサイル及びそれらの関連物資の拡散を阻止するために、参加国が共同してとり得る移転

（transfer）及び輸送（transport）の阻止のための措置を、国際法・各国国内法の範囲内で検討・実践するもの。
こうした PSIの活動の基本原則は、「阻止原則宣言」にまとめられており、2013年２月現在、約100か国がこ

【カ行】
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れを支持し、実質的に PSIの活動に参加・協力している。PSIでは、阻止訓練の実施や情報交換等を通じ、関
係国間の連携強化を図るとともに、PSIへの理解・支持を拡大するための取組（アウトリーチ活動）を積極的
に行っている。

●核実験モラトリアム（moratorium on nuclear-weapon test explosions）

核実験を自主的に一時停止すること。

●核セキュリティ（Nuclear Security）

核物質等を使用したテロ（核テロ）が現実のものとならないようにするための様々な措置・対策。国際原
子力機関（IAEA）は、「盗取、妨害破壊行為、不法アクセス、不法移転その他の悪意を持った行為であって
核物質その他の放射性物質又はそれらの関連施設を巻き込むものに対する予防、検知及び対応」と定義して
いる。（→国際原子力機関（IAEA）参照。）

●核態勢の見直し（NPR : Nuclear Posture Review）

米国の核政策・核態勢等に関する包括的な見直し。これまで、1994年、2002年、2010年の３回作成されて
いる。2010年に公表された直近の NPRは、向こう５年～10年の米国の核政策、戦略、能力及び戦力態勢を定
めるとともに、核兵器の役割の低減、削減された核戦力における戦略的抑止と安定の維持、同盟国・パートナー
国への拡大抑止の保証、及び核兵器のない世界に向けた条件及び取組についての姿勢等を説明している。

●核不拡散・核軍縮に関する安保理首脳会合

2009年９月にニューヨークで開催（オバマ米国大統領が議長、日本からは鳩山総理大臣が出席）。核軍縮、
核不拡散、原子力平和利用、核セキュリティといった主要分野を広くカバーした、安保理決議第1887号が採
択された。同決議では、オバマ大統領によるプラハ演説（2009年４月）で高まった核軍縮の機運を反映し、「核
兵器のない世界」に向けた条件を構築する決意が表明されたほか、核兵器不拡散条約（NPT）の重要性の確認、
包括的核実験禁止条約（CTBT）の早期発効、兵器用核分裂性物質生産禁止条約（FMCT）の早期交渉開始
といった重要な点が確認されている。

●核兵器（nuclear weapon）

原子核の分裂又は核融合反応より生ずる放射エネルギーを破壊力又は殺傷力として使用する兵器。

●核兵器不拡散条約（NPT）

正式名称は「核兵器の不拡散に関する条約（Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons）」。1970
年発効。米国、ロシア、中国、英国、フランスの５か国を「核兵器国」と定め、それ以外の非核兵器国によ
る核兵器取得等の禁止と保障措置の受入れ義務、核兵器国による核軍縮のための誠実な交渉義務等を定めて
いる。また、原子力の平和利用を締約国の「奪い得ない権利」と規定するとともに、原子力の平和利用の軍
事技術への転用を防止するために、非核兵器国が国際原子力機関（IAEA）の保障措置を受け入れる義務を
定めている。2010年６月現在の締約国は190か国。（→「国際原子力機関（IAEA）」、「保障措置」参照。）

●核兵器不拡散条約（NPT）運用検討会議（NPT Review Conference）

NPT第８条３の規定により、５年に一回、NPTの運用状況について検討する締約国間の会議。2010年 NPT
運用検討会議では、具体的な行動計画を含む最終文書を採択した。次回運用検討会議は2015年に開催予定。
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●汚い爆弾（dirty bomb）

核兵器と異なり、核爆発は起こさないが、通常爆薬を用いて放射性物質をまき散らすことにより、人を殺
傷し、又は財産若しくは環境に損害を与える爆弾。9.11同時多発テロを契機に、汚い爆弾を用いての核テロ
の危険への認識が高まり、核兵器の材料となる核物質以外の放射性物質についても規制が強化されつつある。

●「希望の星」（“Star of Hope”）

極東ロシアにおける退役原子力潜水艦の解体に関する日本とロシアの協力事業。解体作業が行われる「ズ
ヴェズダ造船所」（ズヴェズダはロシア語で「星」の意味）に因んで、「希望の星」と命名された。また、「希
望の星」は2002年のカナナスキス・サミットで G8により合意された「G8グローバル・パートナーシップ」の
下の取組の一環としても位置づけられる。低レベル液体放射性廃棄物処理施設「すずらん」の建設協力とと
もに、日本の旧ソ連諸国に対する非核化協力の中で中心的な協力事業である。2003年の事業開始以降合計６
隻の解体を実施し、2010年３月に事業完了式が行われた。（→「G8グローバル・パートナーシップ」、「すず
らん」参照。）

●キャッチオール規制（catch-all controls）

大量破壊兵器や通常兵器の関連汎用品・技術の輸出管理を補完・強化することを目的とした規制で、輸出
管理の対象品目として規制リストに載せられていない品目であっても、大量破壊兵器や運搬手段の開発等の
用途に用いられるおそれがあると判断されるときや、通常兵器の開発等の用途に用いられる恐れのある場合
であって、武器禁輸対象国等一定の国に輸出する時には、当該輸出を各国の輸出管理当局の許可にかからし
める制度。（→「輸出管理」参照。）

●クラスター弾 (cluster munitions)

一般的には、多量の子弾を入れた大型の容器を空中から投下または、地上から発射し、地上からある程度
の高度になった時、容器が開き、子弾が広範囲に散布される仕組みの爆弾・砲弾等。

●クラスター弾に関する条約（CCM : Convention on Cluster Munitions）

クラスター弾の禁止に賛同する国及び NGOが中心となり開始されたオスロ・プロセスを通じ作成された条
約。2010年８月発効。クラスター弾の使用、開発、生産等を禁止し、貯蔵弾の原則８年以内の廃棄を義務付
けている。2013年２月現在の締約国は77か国。

●軍縮・不拡散イニシアティブ（NPDI : Non-Proliferation and Disarmament Initiative）

2010年５月の核兵器不拡散条約（NPT）運用検討会議で合意を得た「行動計画」を着実に実施し、中長期
的な核軍縮・不拡散の方向性に関し、現実的な提案を打ち出すべく、日本とオーストラリアが主導して立場
の近い10か国で形成した地域横断的グループ。日豪の他、ドイツ、オランダ、ポーランド、カナダ、メキシコ、
チリ、トルコ及びアラブ首長国連邦（UAE）が参加。2012年までに５回の外相会合を開催し、2012年の NPT
運用検討会議第１回準備委員会では、核戦力の透明性（報告フォーム）を含む４本の作業文書を提出して、
議論に貢献した。（→「核兵器不拡散条約（NPT）運用検討会議」参照。）

●軽水炉（LWR : Light Water Reactor）

通常の水（軽水）を減速材及び冷却材として用いる原子炉。重水を用いる一部の原子炉（重水炉）と区別
する呼称。日本で現在稼働中の商業用発電炉はすべて軽水炉である。
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●検証（verification）

条約の締約国が、その条約の義務を誠実に履行しているかどうかを確認すること。

●原子力安全（Nuclear Safety）

原子力の適正な使用、事故の防止、事故の影響緩和を達成することによって人や環境を放射線の危険から
防護すること。

●原子力基本法

日本の原子力活動に関する最も基本的な法律。1955年制定。第２条により、日本の原子力研究、開発及び
利用は平和目的に限定されている。

●原子力供給国グループ（NSG : Nuclear Suppliers Group）

核兵器開発に使用され得る資機材・技術の輸出管理を通じて核兵器の拡散を防止することを目的とする国
際輸出管理レジーム。原子力専用品・技術の規制指針であるロンドン・ガイドライン・パート１（1978年成立）
と、原子力関連汎用品・技術の規制指針であるロンドン・ガイドライン・パート２（1992年成立）を指針と
して、NSG参加国政府が国内法令に基づいて輸出管理を行っている。2013年２月末現在、47か国が参加。

●原子力ルネッサンス（Nuclear　Renaissance）

国際的なエネルギー需要の顕著な増大と地球温暖化問題への対処の必要性等を背景に、温室効果ガスの排
出量が少なく、基幹電源となりうる原子力発電が再評価され、その拡充および新規導入を企図する国が増加
している潮流のこと。

●原子炉区画陸上保管施設（The Long-Term on-shore Storage Facility for Reactor Compartments）

原子力潜水艦を解体した後に残る原子炉区画を、陸上で安全かつ安定的に長期間保管するための施設。

●原子炉等規制法

正式名称は「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」。1957年制定。核原料物質、核燃料
物質及び原子炉に関し、①平和的利用に限定、②計画的利用実施の確保、③災害防止と核燃料物質の防護に
よる安全確保、を図るための規制等を定めている。また、国際規制物資に関し、二国間原子力協定、その他
の国際約束を実施するための規制等を定めている。

●高濃縮ウラン（highly enriched uranium）

ウラン235の濃縮度が20％以上であるウランをいう。核兵器に用いるには、一般的に濃縮度が90％以上であ
る必要があると言われている。（→「ウラン濃縮」参照。）

●小型武器（small arms and light weapons）

一般的に、狭義では、兵士一人で携帯、使用が可能な武器（自動拳銃、小銃等）を指すが、広義では、数
人で運搬・使用する「軽兵器」（重機関銃、携帯式対戦車ミサイル等）及び「弾薬・爆発物」を併せた３種類
の総称としても用いられる。

●国際科学技術センター（ISTC : International Science and Technology Center）
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旧ソ連下で大量破壊兵器の研究に従事していた科学者・研究者の国外流出を防止するために、これらの科
学者・研究者が平和目的の研究プロジェクトに従事する機会を提供し、軍民転換を促進することを目的とし
て設立された国際機関。1994年設立。参加国は、ロシア、米国、EU、カナダ、日本など。本部はモスクワ。

●国際原子力機関（IAEA : International Atomic Energy Agency）

原子力の平和的利用を促進するとともに、原子力が軍事的に利用されないことを確保するための保障措置
の実施を目的とした国際機関。1957年設立。①保障措置の実施、②原子力発電及び核燃料サイクル分野での
企画、研究、及び開発、③医療、水資源管理、鉱工業、食品、農業等への放射線利用及び応用の促進、④原
子力安全上の基準の作成及び普及、⑤原子力の平和的利用に係る技術協力といった幅広い活動を行う。事務
局長は IAEA理事会が総会の承認を得て４年間の任期で任命。

●国際原子力機関追加議定書（IAEA Additional Protocol）　

IAEAと包括的保障措置協定締結国との間で追加的に締結される保障措置強化のための議定書。1990年代
のイラクや北朝鮮の核問題等を契機として、従来の保障措置のみでは未申告の原子力活動を探知・防止する
には不十分であることが明らかとなったことから、1997年の IAEA理事会でそのひな形となるモデル追加議
定書が採択された。追加議定書では、IAEAに申告すべき原子力活動情報の範囲や検認のための立ち入りの
対象場所が拡大されるほか、原則24時間前までの通告でそれらの場所に立ち入ることが認められる等、IAEA
の権限が強化されている。2013年２月現在の締結国数は119か国。日本は1999年12月に締結。
（→「包括的保障措置協定」及び「保障措置」参照。）

●国内計量管理制度（SSAC : State System of Accounting for and Control of Nuclear Material）

各国国内に存在する核物質の種類及び量を正確に管理するための仕組み。広義では、核物質の不法な取得
及び使用を防ぐための防護や、これらを国として管理するための法的枠組みをも含む。IAEAと保障措置協
定を締結した国は原則として、保障措置を適用する際の前提として、計量管理制度を整備・維持する義務を
負う。核物質の計量管理とは、原子力施設にどのような核物質がどれだけあり、一定期間にどれだけ搬入・
搬出されたか、そして現在どのような核物質がどれだけ残っているかを正確に管理する手法。

●国連アジア太平洋平和軍縮センター

　（United Nations Regional Centre for Peace and Disarmament in Asia and Pacific）

アジア太平洋諸国の平和・軍縮への活動を支援するために1988年、国連軍縮局（現在の軍縮部）の中に設
立された組織。通称「カトマンズ・センター」。日本政府協力の下、毎年日本において国連軍縮会議を開催し
ている。また、1997年、1998年の国連決議に基づき行われた中央アジア非核兵器地帯条約案の起草支援は「カ
トマンズ・プロセス」として各方面から高い評価を受けている。

●国連宇宙空間平和利用委員会（COPUOS : Committee on the Peaceful Uses of Outer Space）

1959年に国連総会の下に設置された委員会。「宇宙空間の平和目的利用を維持するための方策と手段」との
議題で、宇宙の秩序の問題を検討してきたが、近年、この委員会で宇宙の軍備管理・軍縮問題を取り扱うか
否かについて各国の意見が分かれており、軍縮・不拡散の観点からの議論はほとんど行われていない。

●国連軍縮委員会（UNDC : United Nations Disarmament Commission）

国連総会第一委員会と並んで、軍縮問題に関して議論するための国連総会の補助機関。1952年設立。第一
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委員会が毎年秋に約４～５週間の日程で開催され、軍縮問題全般を扱うのに対し、UNDCは、通常毎年４月
頃に３週間の日程で行われ、特定のテーマを３年間継続して取り上げ、議論する。

●国連軍縮会議（United Nations Conference on Disarmament Issues）

アジア・太平洋地域において、軍縮・安全保障問題に対する意識を高め、対話を促進する観点から、1989
年より毎年開催されている会議。国連アジア太平洋平和軍縮センター主催。日本政府による協力の下、毎年
日本国内の地方都市で開催されている。

●国連軍縮研究所（UNIDIR : United Nations Institute for Disarmament Research）

1984年に採択された国連総会決議39/148Hに基づき設立された、国連の枠内にありながら、独立して軍縮
に関する研究を行う機関。軍縮・不拡散分野における多様なデータの提供を通じて、全ての国が必要な情報
を得て軍縮努力を行いうるよう支援し、さらには、軍縮に関する新たな軍縮交渉に関わる問題や新たなイニ
シアチブに対する普遍的な洞察を提供することを目的とした研究や活動を行っている。ジュネーブ（スイス）
に所在。

●国連軍縮諮問委員会（UN Secretary-General's Advisory Board on Disarmament Matters）

軍縮問題一般につき国連事務総長に助言を与えることを目的に設置された機関。個人の見識を基礎とし、
事務総長が任命する個人資格の委員約15名で構成される。日本からは同委員会設置以降ほぼ毎年継続して委
員が選出されており、近年田中義具元軍縮大使（1999年～2002年）、猪口邦子元軍縮大使（2003年～2006年）、
阿部信泰前駐スイス大使（2008年～2012年）らが委員を務めた。

●国連軍縮フェローシップ（United Nations Programme of Fellowship on Disarmament）

特に開発途上国における軍縮問題の専門家を育成するため、軍縮問題に携わる各国の若手外交官・国防省
関係者等を対象として行う国連の研修プログラム。1978年の第１回国連軍縮特別総会において実施が決定さ
れ、1979年以来毎年実施されている。日本は、1982年の第２回国連軍縮特別総会における鈴木善幸総理大臣
演説において本計画参加者の広島及び長崎招待の提案を行い、翌1983年以来、毎年約30名の各国の若手外交
官等の日本訪問を実現している。

●国連軍備登録制度（United Nations Register of Conventional Arms）

通常兵器の国際的な移譲を中心とする軍備の透明性や公開性を向上させ、各国の信頼醸成、過度の軍備の
蓄積の抑制等を図ることを目的として1991年、国連総会で採択された「軍備の透明性に関する決議」により
設置された制度で、国連加盟国が任意で７つのカテゴリーに属する通常兵器の国際移譲に関する情報（１年
間の輸出入数量及びその相手国）等を国連事務局に登録するもの。

●国連小型武器会議

正式名称は「小型武器非合法取引のあらゆる側面に関する国連会議（The UN Conference on the Illicit 
Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects）」。小型武器非合法取引の防止に向けて開催さ
れた初めての閣僚級国連会議（2001年７月、於：ニューヨーク）。

●国連総会第一委員会（The First Committee of the UN General Assembly）

国連総会の下に設置された６つの主要委員会のうち、軍縮と国際安全保障問題全般を取り上げる委員会。
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毎年秋の国連総会一般討論後、約４～５週間の会期で開催されている。

●混合酸化物（MOX : Mixed Oxide）燃料

酸化ウランと酸化プルトニウムなどを混合して作られた核燃料。

●コンセンサス（consensus）

一般的に、合意文書が異議無く採択される方式を意味する。ジュネーブ軍縮会議（CD）や核兵器不拡散条
約（NPT）等で採用されている方式。他方、国連総会では、表決によらない採択、つまり、投票や起立・発
声などの一切の個別的意思表示を行わずに採択する無投票採択方式を採っている。これを一般的にコンセン
サス方式と呼ぶこともあるが、無投票採択に参加しないが無投票採択を阻むものではない等公式に意思表明
する場合もあるため、厳密には両者は異なるもの。

●再処理（reprocessing）

原子炉から出た使用済み燃料の中から、核燃料として再利用することができるウラン及びプルトニウムを
他の核分裂生成物等と分離し、回収する工程。

● G8グローバル・パートナーシップ（G8GP : G8 Global Partnership）

2002年カナナスキス・サミットにおいて、核、化学、生物兵器及びその関連物資等の拡散防止を主たる目
的として、10年のマンデートで設置された「大量破壊兵器及び物質の拡散に対するＧ8グローバル・パートナー
シップ（The Global Partnership Against the Spread of Weapons and Materials of Mass Destruction）」のこ
とを指す。2011年ドーヴィル・サミットにて2012年以降も GPのマンデートを延長することが決定。GP参加
国は随時拡大しており、現在24か国及び EUが参加している。

●重水炉（HWR : Heavy Water Reactor）

重水（D2O）を減速材として用いる原子炉。通常の水（H2O）を用いる軽水炉よりは無駄なく中性子を核
分裂反応に使えるため、天然ウランをそのまま燃料として使用できる。カナダの CANDU炉が重水炉の例。
なお、重水は通常の水より中性子１個分重く、天然の水の中には0.015％含まれている。

●ジュネーブ軍縮会議（CD : Conference on Disarmament）

ジュネーブ（スイス）にある、国際社会で唯一の多国間軍縮交渉機関。国連や他の国際機関から基本的に
独立している。1959年に設立された「10か国軍縮委員会」が、いくつかの変遷を経て、拡大・発展したもの。
これまで、核兵器不拡散条約（NPT）、生物兵器禁止条約（BWC）、化学兵器禁止条約（CWC）、包括的核実
験禁止条約（CTBT）等、重要な軍縮関連条約を作成。2012年現在の加盟国は65か国。

●消極的安全保証（NSA : Negative Security Assurance）

一般的に、核兵器国が非核兵器国に対し核兵器を使用しない旨約束することを言う。
核兵器の使用及び威嚇に対し非核兵器国の安全保障が確保されるべきであるとの主張の高まりを受け、

1978年の第１回国連軍縮特別総会において、５核兵器国がそれぞれ NSAに関する一方的な宣言を行った。ま
た、1995年４月、非核兵器国の安全保障に関する国連安保理決議984号の採択に先立ち、５核兵器国がそれぞ

【サ行】
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れ NSAに関する宣言を行っている。
なお、米国は2010年４月に発表した「核態勢の見直し（NPR）」において、NPT締約国であり、NPT上の

不拡散義務を遵守する非核兵器国に対して、核兵器の使用及びその威嚇を行わない旨宣言することにより、
NSAを強化することを明記。

●地雷廃絶国際キャンペーン（ICBL :International Campaign to Ban Landmines）

地雷禁止を目指す NGOの国際的連合体。国際社会が対人地雷禁止条約締結へ向かう動きを強力に後押しし
た。1997年のノーベル平和賞を受賞。

●新アジェンダ連合（NAC : New Agenda Coalition）

非同盟・西側諸国の中の急進派７カ国（ブラジル、エジプト、アイルランド、メキシコ、ニュージーランド、
南アフリカ、スウェーデン）。従来の非同盟運動（NAM）諸国の核軍縮国連決議が時限付き核廃絶を目指し
ていたのに対し、これでは広い支持を得られないため、NAM諸国よりはやや穏健な決議案（「核兵器のない
世界－新たな課題（アジェンダ）の必要性」）を1998年より国連総会に提出している。（ただし2001年は決議
案を提出せず）

● 新 START条約（New START Treaty: Treaty between the United States of America and the Russian 

Federation on Measures to Further Reduction and Limitation of Strategic Offensive Arms）

2009年12月に失効した第１次戦略核兵器削減条約 (STARTⅠ )の後継の米露二国間戦略核兵器削減条約。
2011年２月５日発効。2018年２月５日までに、米国、ロシア各々の配備戦略核弾頭数の上限（重爆撃機は１
機を１発としてカウント）を1,550発とすること等が定められている。（→第１次戦略兵器削減条約（STARTⅠ）
を参照。）

●信頼醸成措置（CBM : Confidence Building Measures）

誤解や誤算に基づく偶発戦争や意図しない衝突を避けるため、二国間あるいは多数国間で実施する措置。
例えば、関係国による種々の対話を通じた認識の共有や軍事活動についての年次報告がこれに当たる。

●「すずらん」（“SUZURAN”）

日本の支援によりロシアで建設された、浮体構造型の低レベル液体放射性廃棄物処理施設（Floating 
Facility to Process Low-Level Radioactive Liquid Waste）。1993年、ロシアによる放射性廃棄物の日本海へ
の投棄が明らかになったことを受け、これを防止するため、日露非核化協力の最初の事業として1996年に建
設が開始され、2001年にロシア側へ供与された。現在、ロシア極東ウラジオストク近郊のボリショイ・カー
メニ市にあるズヴェズダ造船所に係留され、退役原子力潜水艦の解体により生じる液体放射性廃棄物の処理
を行っている。処理能力は年間7,000立方メートル。

●３Ｓ

核不拡散の担保のための保障措置（Safeguards）、原子力安全（Safety）及び核セキュリティ（Security）
の頭文字をとった造語。原子力の平和的利用、特に原子力発電を行う国はこの３つを確保することが求めら
れる。原子力の平和的利用に関する国際原子力機関（IAEA）の文書でも、「３Sの重要性」という言葉で表
現されている。
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●生物兵器（BW : Biological Weapons）

生物兵器禁止条約（BWC）では「①防疫の目的、身体防護の目的その他の平和的目的による正当化ができ
ない種類及び量の微生物剤その他の生物剤又はこのような種類及び量の毒素（原料又は製法のいかんを問わ
ない）、②微生物剤その他の生物剤又は毒素を敵対目的のために又は武力紛争において使用するために設計さ
れた兵器、装置又は運搬手段」と定義されている。生物兵器としての使用が考えられる代表的な病原体等と
しては、天然痘ウイルス、炭疽菌、ペスト菌、ボツリヌス毒素等がある。

●生物兵器禁止条約（BWC : Biological Weapons Convention)

正式名称は「細菌兵器（生物兵器）及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約
（Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological
（Biological）and Toxin Weapons and on their Destruction）」。1975年発効。開発、生産、保有を含めた生物
兵器の全面的禁止及び保有する生物兵器の廃棄を目的とする条約。同条約は加盟国による条約遵守の検証手
段に関する規定がなく、そもそも生物剤や毒素への実効的な検証は極めて困難であるとの議論があり、条約
の実効性をいかに強化するかが課題となっている。2013年２月現在の締約国数は167か国。

●積極的安全保証（PSA :Positive Security Assurance）

一般的に、非核兵器国が核兵器による攻撃又は威嚇を受けた場合にはその国に支援を与える旨、核兵器国
が約束することを言う。

核兵器不拡散条約（NPT）の交渉過程で、非同盟諸国を中心とする非核兵器国側が消極的安全保証（NSA）
及び PSAを NPT条文に挿入するよう要求。核兵器国側は、これらを NPT条文に盛り込むことには応えず、
1968年国連安保理決議第255号で PSAを表明した。

●戦術核兵器（tactical nuclear weapon）

一般的に、個々の戦場で使用するための核兵器のことで、短距離核ミサイル、核火砲、核地雷などが含ま
れる。

●先制不使用（NFU: No First Use）

一般的に、核兵器による攻撃を受けない限り、核兵器を使用しないことをいう。先制攻撃（first attack）
との概念的な混乱を避けるため「先行不使用」または「第一不使用」などと訳される場合もある。

●戦略核兵器（strategic nuclear weapon）

厳密な定義は存在しないが、新 START条約上の定義によれば、5,500km以上の射程を持つ大陸間弾道ミサ
イル（ICBM）、600km以上の射程を持つ潜水艦発射弾道ミサイル（SLBM）、8,000km以上の航続距離を持つ
戦略爆撃機あるいは600km超の射程を有する巡航ミサイルを搭載した戦略爆撃機がこれに該当する。なお、
これらに該当しない核兵器を非戦略核と呼ぶこともある。

● 戦略攻撃能力削減に関する条約（モスクワ条約、SORT : Treaty Between the United States of 

America and the Russian Federation on Strategic Offensive Reductions)

米国・ロシア間の配備戦略核弾頭（戦略攻撃兵器）の削減に関する条約。通称「モスクワ条約」。2003年６
月発効。2012年までの10年間で、米国、ロシア各々の配備戦略核弾頭を1,700～2,200発に削減すること等が規
定された。2011年２月、新 START条約発効したことに伴い終了した。
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●相互確証破壊（MAD : Mutual Assured Destruction:）

米ソ冷戦時代（1960年代）に提唱された核抑止理論。米ソ両国が、自国の核戦力の非脆弱性（相手の攻撃
に対する残存能力）を向上させて相手の先制攻撃から自国の核戦力の一部が必ず生き残るようにし、報復攻
撃で相手を確実に破壊できる第二撃能力を確保することによって、核攻撃を相互に抑止することができると
するもの。

●第１次戦略兵器削減条約（STARTI : Strategic Arms Reduction Treaty I）

戦略核兵器（戦略攻撃兵器）の削減等に関する米国・ロシア（ソ連）二国間条約。配備する戦略核兵器の
運搬手段（大陸間弾道ミサイル（ICBM）、潜水艦発射弾道ミサイル（SLBM）及び重爆撃機）の総数をそれ
ぞれ1,600基（機）に削減することや、配備される戦略核弾頭の総数を6,000発に制限すること等が規定された。

● 対 人 地 雷 禁 止 条 約（ オ タ ワ 条 約、Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, 

Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and On Their Destruction）

カナダ政府が1996年10月にオタワで開催した国際会議に端を発するオタワ・プロセス（NGOと賛同国のみ
で対人地雷全面禁止を条約化するというもの）を通じ作成された条約。1999年３月発効。対人地雷の使用、
生産等を禁止し貯蔵地雷の廃棄、埋設地雷の除去を義務づけている。2013年２月末現在の締約国は161か国。

●対弾道ミサイル・システム制限条約（ABM条約、Anti-Ballistic Missile Treaty）

米国・ソ連（ロシア）間において、戦略弾道ミサイルを迎撃するミサイル・システムの開発、配備を制限
することを規定した条約。1972年10月発効。2001年12月に米国が一方的離脱をロシア等に通報し、その６ヶ
月後の2002年６月に失効した。

●大量破壊兵器（WMD : Weapons of Mass Destruction）

一般的に、核兵器、生物兵器、及び化学兵器を指す。

●弾道ミサイル（Ballistic Missiles）

ロケット式推進システムで大気圏外に打ち上げられ、その慣性の力によって大気圏外を弾道飛翔すること
で、最小のエネルギーで最大の飛翔距離を得ることができるミサイルの総称。

● 弾道ミサイルの拡散に立ち向かうためのハーグ行動規範（HCOC : Hague Code of Conduct against 

Ballistic Missile Proliferation）

大量破壊兵器の運搬手段となる弾道ミサイルの規制を目指す初めての国際合意（ただし、法的拘束力を持
つ国際約束ではなく、参加国の政治的意思を示すもの。）であり、弾道ミサイルの実験・開発・配備の自制等
の原則と信頼醸成のための措置（年次報告の提出、事前発射通報、射場の視察）等を主な内容とする。2002
年11月にオランダのハーグで日本を含む93か国の合意を得て採択。2013年２月現在、134か国が参加。

●弾道ミサイル防衛（BMD : Ballistic Missile Defense）

弾道ミサイルによる攻撃に対してミサイルやレーザー兵器等で迎撃して防御する兵器システム、もしくは
その概念。

【タ行】
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日本政府は、2003年12月に BMDシステムの整備を決定して以来、その着実な整備に努めてきており、①
BMD運用・関連情報を直接、相互、リアルタイム及び常時共有するなど運用協力の強化、②長距離型監視用
レーダー（Xバンド・レーダー）及びペトリオット・ミサイル（PAC-3）の配備・運用、③イージス艦搭載
型迎撃ミサイル（SM-3）の防衛能力の継続的な強化など、BMDシステム能力の向上などについての日米間
の協力が進められている。

●中国遺棄化学兵器（ACW : Abandoned Chemical Weapons in China）

先の大戦の際に中国に残された旧日本軍の化学兵器。1997年４月に発効した化学兵器禁止条約（CWC）に
基づき、日本にはその廃棄義務がある。

●通常兵器（conventional weapons）

一般的には、核兵器、生物兵器、化学兵器といった大量破壊兵器を除くすべての在来の兵器を指すものと
考えられる。

● 特定通常兵器使用禁止・制限条約（CCW : Convention on Prohibition or Restrictions on the Use 

of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious or to 

Have Indiscriminate Effects）

過度に傷害を与え、又は無差別に効果を及ぼすことがあると認められる特定の通常兵器の使用を禁止また
は制限する条約。本体条約と５つの附属議定書からなる。1980年採択、1983年発効。2013年２月現在115か国
が加入。

●  NATO新戦略概念（Strategic Concept for the Defence and Security of the Members of the 

North Atlantic Treaty Organization）

2010年11月、リスボン（ポルトガル）で開催された NATO首脳会合において採択された、NATO加盟国の
防衛及び安全保障のための戦略概念。「集団防衛」、「危機管理」及び「協調的安全保障」が NATOの中核的
任務であると謳い、核兵器が存在する限り NATOは核の同盟であるとしつつ、核と通常戦力の適切な調和の
維持、並びに欧州の核兵器のさらなる削減にはロシアによる核の透明性向上等が必要としている。

●爆発性戦争残存物（ERW : Explosive Remnants of War）

不発弾及び遺棄弾の総称。2003年11月の特定通常兵器使用禁止制限条約（CCW）締約国会議において、「爆
発性戦争残存物（ERW）に関する議定書」が採択され、2006年11月に発効した。

●非核化協力委員会（旧ソ連）

旧ソ連諸国に対する核兵器廃棄に関する支援事業実施のため、ロシア、ウクライナ、カザフスタン及びベ
ラルーシ各国との間で非核化協力に関する二国間協定を締結し、それらの国々との間で非核化協力委員会を
設立した。

1993年４月、日本は上記４か国の核兵器廃棄支援のため総額約１億ドル（117億円）の協力を行うことを発

【ナ行】

【ハ行】
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表。また、1999年６月のケルン・サミットにおいて、追加的に資金を供与する旨発表し、1999年度補正予算
にて134億円を手当した。

●非核三原則（Three Non-Nuclear Principles）

核兵器を持たず、作らず、持ち込ませずとの原則のこと。これまで歴代の内閣が累次にわたり明確に表明
してきている。なお、日本は NPT上の非核兵器国として核兵器の製造や取得等を行わない義務を負っている。
さらに、法律上も原子力基本法により、日本の原子力利用は平和目的に厳しく限定されている。

●非核特使（Special Communicator for a World without Nuclear Weapons）

2010年８月の広島・長崎平和記念式典において菅総理が制度の創設を表明し、同年９月に最初の委嘱を実
施。自らの経験に基づく被爆証言を通じて核兵器使用の参加の実相を広く国際社会に伝達する被爆者に対し
て、政府が「非核特使」を委嘱することによりその取組を後押しする。2013年２月現在で、47事業計88名に
委嘱。

●非核兵器地帯（Nuclear Weapons Free Zone）

一般的には、①特定の地域において、域内国が核兵器の生産、取得、保有、配備及び管理等を行うことを
禁止するとともに、②核兵器国（米国、ロシア、英国、フランス、中国）が域内の締約国に対し核兵器の使用、
使用の威嚇を行わないこと（消極的安全保証の供与）や、域内における条約違反行為の助長及び核実験を行
わないことを主な内容とする国際約束を締結することによって作り出される「核兵器のない地帯」のこと。

●非戦略核兵器（Non-Strategic Nuclear Weapons）

国際的に合意された定義はないが、一般的には、戦術核や中距離核ミサイルを含む、戦略核兵器以外の核
兵器のことを非戦略核兵器と呼ぶこともある。

●武器輸出三原則（Three Principles on Arms Exports）

武器輸出に関して1967年に表明された、①共産圏諸国向け、②国連決議により武器等の輸出が禁止されて
いる国向け、③国際紛争の当事国又はそのおそれのある国向け、の場合には武器輸出を認めない日本の政策
をいう。その後、1976年の「政府統一見解」により、三原則対象地域以外の地域についても、「武器」の輸出
は慎むこととされた。ここで言う「慎む」とは、「原則として認めない」という意味である旨、国会答弁で明
らかにされている。したがって、現時点においては、三原則対象地域であるか否かにかかわらず、原則として、

「武器」の輸出は認められないこととされている。但し、自衛隊の海外活動、対米武器・武器技術供与、物品
役務相互提供協定等については、内閣官房長官談話などにより、例外とされた。また、2011年末には、防衛
装備品をめぐる国際的な環境の変化を踏まえ、平和貢献・国際協力に伴う案件及び日本の安全保障に資する
防衛装備品等の国際共同開発・生産に関する案件について、厳格な管理が行われることと等を前提として、
例外化措置が講じられた。

●兵器用核分裂性物質生産禁止条約（カットオフ条約、FMCT : Fissile Material Cut-off Treaty）

核兵器及びその他の核爆発装置用の核分裂性物質（プルトニウム及び高濃縮ウラン等）の生産を禁止する
条約構想。1993年９月にクリントン米国大統領によって提案された。条約交渉はジュネーブ軍縮会議（CD）
にて行われることとなっているが、交渉開始について合意が得られず、2013年２月時点において交渉は開始
されていない。
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●平和的核爆発

軍事的目的ではなく、大規模な土木工事や地下資源開発など、民生的・平和的目的のために利用される核
爆発をいう。1974年、インドは、原子炉から得た使用済み核燃料から抽出したプルトニウムを利用して核実
験を行い、これを「平和的核爆発」と称した。なお、包括的核実験禁止条約（CTBT）では、あらゆる核爆
発が禁止されているため、CTBTの下ではいわゆる平和的核爆発も禁止の対象となる。

●包括的核実験禁止条約（CTBT : Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty）

地下核実験を含むあらゆる「核兵器の実験的爆発又は他の核爆発」を禁止する条約。1963年に作成された
部分的核実験禁止条約（PTBT）が地下核実験を対象としていなかったことから、地下核実験を含む全ての
核実験を禁止する条約として策定された。1996年９月に国連総会にて採択。条約の発効には、条約の附属書
IIに列記されている44か国（発効要件国）の批准が必要であり、現時点ではそのうちの８か国が未批准のた
め未発効。

条約により、その発効と同時に検証制度が有効となるよう、発効前から条約に規定された検証制度が整備
されることが前提とされている（第４条）。CTBTが発効するまでの間に検証制度の整備を行うために、1996
年、最高意志決定機関として包括的核実験禁止条約機関（CTBTO）準備委員会が、1997年には同委員会暫
定技術事務局が設立された。

●包括的保障措置協定（CSA : Comprehensive Safeguards Agreement）

各国が IAEAとの間で締結する、当該国の平和的な原子力活動に係るすべての核物質を対象とした保障措
置協定。締結国は、核物質や原子力施設に関する情報の提供、査察の受入れ等の義務を負う。NPTの締約国
である非核兵器国は、NPT第３条によってその締結が義務付けられている。2013年２月現在の締結国数は
171か国。日本は1977年12月に締結。

●放射性同位元素（radioisotope）

原子の科学的性質を決める原子番号が同じで、原子の質量数が異なるもの同士を同位元素（又は同位体）
と言い、その中で放射性を有するものを、放射性同位元素という。

●放射線源（radioactive source）

放射線の発生源のこと。放射線発生装置や放射性同位元素などがある。

●保障措置 (Safeguards)

原子力が平和的利用から軍事的目的に転用されないことを確認するための措置。同措置の実施を主な目的
のひとつとして設立された国際原子力機関（IAEA）は、保障措置協定締結国による核物質の計量管理状況
の確認や査察などを通じ、転用や未申告の核物質、活動がないことを確認する役割を担う。

●ミサイル技術管理レジーム（MTCR : Missile Technology Control Regime）

大量破壊兵器の運搬手段となるミサイル及びその他の運搬手段（宇宙ロケット、観測ロケット、無人航空機）
並びにその開発に寄与し得る関連汎用品・技術の輸出規制を目的とする国際輸出管理レジーム。1987年４月
設立。2013年２月現在、34か国が参加。

【マ行】
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●未臨界実験（subcritical experiment）

プルトニウム等の核分裂性物質を高性能火薬により爆縮させ、臨界以下の爆縮の状況を確認する実験。化
学爆発は起こるが、核分裂連鎖反応が維持されない未臨界状態で反応が止まるため、臨界を超えず、包括的
核実験禁止条約（CTBT）によって禁止されている「核爆発」は生じない。

●輸出管理（export control）

大量破壊兵器関連物質や通常兵器及びこれら兵器の開発等に用いられるおそれのある関連汎用品・技術の
輸出を、輸出管理当局の許可に服せしめること。

大量破壊兵器等の関連汎用品・技術の供給能力を有する日本は、国際的な輸出管理で協調するための関係
国の集まりである国際輸出管理レジーム（原子力供給国グループ（NSG）、ザンガー委員会、ミサイル技術管
理レジーム（MTCR）、オーストラリア・グループ（AG）、ワッセナー・アレンジメント（WA））における
申し合わせを踏まえ、外国為替及び外国貿易法（外為法）に基づき、輸出貿易管理令及び外国為替令に輸出
管理品目リストを規定し、このリストに掲載された品目の輸出に際しては、原則として輸出先に関わらず許
可申請を必要とする厳格な輸出管理を実施している。さらに、リストに掲載されていない品目についても、
大量破壊兵器やその運搬手段の開発等の用途に用いられるおそれのあるときや、通常兵器の開発等の用途に
用いられるおそれのある場合であって武器禁輸対象国等一定の国に輸出するときには、輸出許可申請を必要
としている。（→「キャッチオール規制」参照。）

●余剰兵器プルトニウム（surplus weapon-grade plutonium）

国防上不要なものとして解体された核兵器から取り出された兵器用プルトニウム。一般的には、プルトニ
ウム240の比率が７％未満のプルトニウムを指す。

●劣化ウラン弾（depleted uranium munitions）

劣化ウランは、天然ウランから濃縮ウランを製造する過程で生じる副産物で、核分裂を起こすウラン235含
有率が低いウランを指す。劣化ウラン弾は、通常弾に比べ、射程距離が長く、貫通力が強いことから、戦車
等の装甲や堅固な標的を攻撃するために使用される。

●ロンドン・ガイドライン（London　Guidelines）

「原子力供給国グループ」を参照。

●ワッセナー・アレンジメント（WA : Wassenaar Arrangement）

ココムが発展解消し、その後継として1996年7月に設立。①通常兵器及び機微な関連汎用品・技術の過度な
蓄積を防止することにより、地域及び国際社会の安全と安定に寄与し、②グローバルなテロとの闘いの一環
として、テロリストグループ等による通常兵器及び機微な関連汎用品・技術の取得を防止することを目的と
する国際輸出管理レジーム。2013年２月現在、41か国が参加。

【ヤ行】

【ラ行】

【ワ行】
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用語索引

・拡散に対する安全保障構想（→PSI）
・��核実験／5,6,7,8,11,18,19,23,24,27,28,29,30,34,39,41,�
44,47,53,55,57,62,78,80,116,122,123,127,128,130,135,
136,162,171,176,181,182,183
・核実験モラトリアム／30,55,56,124,171
・�核セキュリティ／12,17,65,68,69,70,71,72,73,78,127,
150,162,171,177
・核セキュリティ・サミット／6,71,72,73,125,150
・核態勢見直し（→NPR）
・�核テロリズムに対抗するための国際イニシア
ティブ（→GI）
・�核によるテロリズムの行為の防止に関する国際
条約（核テロ防止条約）／70,72,123
・�核燃料サイクルへのマルチラテラル・アプロー
チ（→MNA）
・�核不拡散・核軍縮に関する安保理首脳会合／
127,171
・�核不拡散・核軍縮に関する国際委員会（→ICNND）
・核物質等テロ行為防止特別基金／69,71
・�核物質の防護に関する条約（核物質防護条約）
／69,70,72
・�核兵器／4,5,6,7,8,9,10,11,16,17,18,19,20,21,22,23,24,
25,26,27,28,29,30,34,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,
51,52,53,54,55,56,57,58,59,62,63,64,68,71,74,75,76,78,
79,80,81,82,83,89,108,116,122,124,125,126,127,128,�
134,135,136,137,138,141,154,155,160,161,162,163,��
164,165,169,170,171,172,173,174,176,177,178,179,�
180,181,182,183
・核兵器不拡散条約（→NPT）
・�カットオフ条約（兵器用核分裂性物質生産禁止
条約）（→FMCT）

き
・汚い爆弾／68,69,172

あ
・アジア不拡散協議（→ASTOP）
・安保理決議第984号／37,127
・安保理決議第1540号／11,123,127
・安保理決議第1673号／127
・安保理決議第1695号／46,47,127
・安保理決議第1696号／50,128
・安保理決議第1718号／47,128
・安保理決議第1737号／48,128
・安保理決議第1803号／48
・安保理決議第1810号／127
・安保理決議第1835号／51
・安保理決議第1874号／128
・安保理決議第1887号／171
・安保理決議第1928号／128
・安保理決議第1929号／48,51,52

う
・宇宙空間における軍備競争の防止（→PAROS）
・宇宙条約／116,117,169
・�ウラン濃縮／44,45,46,47,48,49,50,51,52,62,63,128,�
169,173
・遠心分離法／169

え
・�NPT運用検討会議／5,6,8,9,10,11,12,16,17,18,22,24,
25,38,39,40,41,42,43,45,53,54,61,62,80,81,82,123,124,
125,126,129,154,155,160,161,165,170,171,172

お
・オーストラリア・グループ（→AG）
・�オタワ条約（対人地雷禁止条約）／8,97,156,170,179

か
・化学兵器（→CW）
・化学兵器禁止機関（→OPCW）
・化学兵器禁止条約（→CWC）
・核軍縮決議／9,10,11,29,41,126,170

（注）
１．本索引は、本文（図表も含む）に使用されている用語を対象としています。
２．→のある場合は、→の示す用語または略語をご確認下さい。
３．数字はその用語の出ているページです。
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し
・G8グローバル・パートナーシップ（→G8GP）
・重水炉／50,172,176
・ジュネーブ軍縮会議（→CD）
・消極的安全保証（→NSA）
・地雷廃絶国際キャンペーン（→ICBL）
・新アジェンダ連合（→NAC）
・新START／6,21,22,23,25,125,177,178
・信頼醸成措置（→CBM）

す
・すずらん（SUZURAN）／74,75,172,177
・３Ｓ／177

せ
・生物兵器（→BW）
・生物兵器禁止条約（→BWC）
・積極的安全保証（→PSA）
・戦術核兵器／19,23,178
・先制不使用（→NFU）
・�戦略核兵器／5,19,20,21,22,23,25,26,74,177,178,179,
181
・�戦略攻撃能力削減に関する条約（モスクワ条
約）／20,21,178
・相互確証破壊（→MAD）

た
・第一次戦略兵器削減条約（→START�Ⅰ）
・�対人地雷禁止条約（オタワ条約）／8,96,97,98,99,
156,170,177,179,185
・�対弾道ミサイル・システム制限条約（ABM条
約）／179
・大量破壊兵器（→WMD）
・�弾道ミサイル／19,23,24,25,26,44,46,47,51,52,117,�
127,128,141,142,143,178,179
・�弾道ミサイルの拡散に立ち向かうためのハーグ
行動規範（→HCOC）
・弾道ミサイル防衛（→BMD）

ち
・中央アジア非核兵器地帯条約／81,82,174
・中国遺棄化学兵器（→ACW）

つ
・（IAEA）追加議定書／6,10,16
・�通常兵器／4,8,12,39,95,96,98,100,102,104,105,106,�
108,109,110,112,123,126,129,134,139,140,154,156,�

・希望の星／75,76,172
・キャッチオール規制／47,138,140,172,183

く
・クラスター弾／96,98,100,101,103,104,156,172
・クラスター弾に関する条約（→CCM）
・軍縮・不拡散イニシアティブ（→NPDI）

け
・軽水炉／44,172,176
・�検証／4,8,10,17,18,20,21,28,29,30,34,35,36,38,39,40,�
41,44,45,46,48,49,52,54,58,71,87,88,90,92,93,124,125,
170,173,178,182
・�原子力安全／11,17,18,57,64,65,66,67,71,73,78,173,�
174,177
・原子力基本法／173,181
・原子力供給国グループ（→NSG）
・原子力ルネッサンス／173
・原子炉区画陸上保管施設／76,173
・原子炉等規制法／173

こ
・高濃縮ウラン／34,169,173,181
・�小型武器／9,96,106,107,108,112,122,123,126,156,�
173,175
・国際科学技術センター（→ISTC）　
・国際監視制度（→IMS）
・国際原子力機関（→IAEA）
・国内計量管理制度（→SSAC）
・�国 連アジア太平洋平和軍縮センター／
82,107,174,175
・国連宇宙空間平和利用委員会（→COPUOS）
・国連軍縮委員会（→UNDC）
・国連軍縮会議／158,160,174,175
・国連軍縮研究所（→UNIDIR）
・国連軍縮諮問委員会／122,128,129,160,175
・国連軍縮フェローシップ／43,162,163,164,175
・国連軍備登録制度／96,109,112,122,123,139,175
・国連小型武器会議／106,107,108,175
・国連総会第一委員会／9,35,40,43,131,155,174,175
・�コンセンサス／27,34,42,53,54,56,70,80,82,104,107,�
108,109,110,117,122,126,130,136,165,176

さ
・再処理／44,45,48,49,50,57,60,62,63,128,135,137,176
・ザンガー委員会（→ZC）
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・余剰兵器プルトニウム／183

ら
・ラロトンガ条約／41,80

れ
・劣化ウラン弾／183

ろ
・老朽化化学兵器（→OCW）
・ロンドン・ガイドライン／135,173,183

わ
・ワッセナー・アレンジメント（→WA）

�

172,175,180,183

と
・特定通常兵器使用禁止制限条約（→CCW）
・トラテロルコ条約／80

な
・NATO新戦略概念／180

は
・爆発性戦争残存物（→ERW）
・パリ合意／48,49
・バンコク条約／80

ひ
・非核化協力委員会／74,75,76,79,180
・非核三原則／181
・非核特使／9,18,43,155,160,161,164,181
・�非核兵器地帯／10,37,38,41,42,53,54,80,81,82,124,�
126,174,181
・非戦略核兵器／19,25,26,181

ふ
・武器貿易条約（→ATT）
・武器輸出三原則／181

へ
・�兵器用核分裂性物質生産禁止条約（カットオフ
条約）（→FMCT）
・平和的核爆発／135,182
・ペリンダバ条約／41,81

ほ
・包括的核実験禁止条約（→CTBT）
・包括的保障措置協定（→CSA）
・放射性同位元素／69,72,182
・放射線源／11,68,69,72,182
・�保障措置／10,17,36,44,45,48,49,50,52,53,54,55,56,�
57,58,59,60,61,63,64,65,78,135,136,137,150,162,171,1
74,177,182

み
・ミサイル技術管理レジーム（→MTCR）
・未臨界実験／183

ゆ
・�輸出管理／4,8,10,12,47,55,56,57,65,110,124,127,134,
135,136,137,138,139,140,141,142,144,150,151,169,�
172,173,182,183

よ
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略語表及び
略語索引

Outer�Space
　国連宇宙空間平和利用委員会／118,174
・CSA→Comprehensive�Safeguards�Agreement
　包括的保障措置協定／49,53,56,58,59,60,63,174,182
・�CTBT→�Comprehensive�Nuclear-Test-Ban�
Treaty
　�包括的核実験禁止条約／5,8,27,34,41,53,122,123,�
130,162,171,176,182,183
・CW�→�Chemical�Weapons
　�化学兵器／4,6,11,12,26,36,48,85,86,88,90,91,92,93,�
94,122,134,137,138,139,141,170,179,180
・CWC�→�Chemical�Weapons�Convention
　�化学兵器禁止条約／48,53,86,87,90,130,137,170,�
176,180

E
・ERW→Explosive�Remnants�of�War
　爆発性戦争残存物／104,180

F
・FMCT→Fissile�Material�Cut-off�Treaty
　�兵器用核分裂性物質生産禁止条約（カットオフ
条約）／6,8,18,34,41,117,122,130,171,181

G
・G8GP→G8�Global�Partnership
　�G8グローバル・パートナーシップ／9,11,74,172,176
・�GI→核テロリズムに対抗するためのグローバ
ル・イニシアティブ／70,71

H
・�HCOC→Hague� Code� of� Conduct� against�
Ballistic�Missile�Proliferation
　�弾道ミサイルの拡散に立ち向かうためのハーグ
行動規範／46,141,179
・HWR→Heavy�Water�Reactor
　重水炉／50,172,176

A
・ACW→Abandoned�Chemical�Weapons�in�China
　中国遺棄化学兵器／93,94,180
・AG→Australia�Group
　オーストラリア・グループ／134,137,169,183
・�ASTOP→Asian� Senior-level�Talks� on�Non-
Proliferation
　アジア不拡散協議／12,61,134,143,150,169
・ATT→Arms�Trade�Treaty
　武器貿易条約／96,109,110,111,156

B
・BMD→Ballistic�Missile�Defense
　弾道ミサイル防衛／20,24,179
・BW→Biological�Weapons
　�生物兵器／11,26,37,48,86,87,88,89,137,169,176,178,
179,180
・BWC→Biological�Weapons�Convention
　生物兵器禁止条約／48,53,86,87,130,137,176,178

C
・CBM→Confidence�Building�Measures
　�信頼醸成措置／28,38,53,88,96,109,112,113,118,126,
142,143,177
・CCM→�Convention�on�Cluster�Munitions
　�クラスター弾に関する条約／8,96,100,101,103,�
104,156,170,172
・�CCW→Convention�on�Prohibition�or�Restrictions�
on� the�Use�of�Certain�Conventional�Weapons�
Which�May�Be�Deemed� to� Be�Excessively�
Injurious�or�to�Have�Indiscriminate�Effects
　特定通常兵器使用禁止制限条約／100,104,105,180
・CD→�Conference�on�Disarmament
　�ジュネーブ軍縮会議／5,9,24,27,34,37,90,117,122,�
123,130,158,169,176,181
・�COPUOS→Committee�on�the�Peaceful�Uses�of�

略語表及び略語索引
（注）
１．本略語表及び索引は、本文（図表も含む）に使用されている用語を対象としています。
２．数字はその用語の出ているページです。
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176,178,181
・NSG→�Nuclear�Suppliers�Group
　原子力供給国グループ／56,63,134,135,173,183

O
・OCW　→　Old　Chemical　Weapons
　老朽化化学兵器／93
・�OPCW�→�Organisation� for� the�Prohibition�of�
Chemical�Weapons
　化学兵器禁止機関／36,90,92,122,170

P
・�PAROS�→�Prevention�of�Arms�Race� in�Outer�
Space
　�宇宙空間における軍備競争の防止／117,122,130,169
・PSA→Positive�Security�Assurance
　積極的安全保証／37,127,178
・PSI�→�Proliferation�Security�Initiative
　拡散に対する安全保障構想／4,144,150,170

S
・�SSAC→�State� System� for�Nuclear�Material�
Accountancy�and�Control
　国内計量管理制度／17,71,78,174
・�START�Ⅰ→Strategic�Arms�Reduction�Treaty�Ⅰ
　第１次戦略核兵器削減条約／177

U
・�UNDC→Un i t ed � Na t i on s � D i s a rmament�
Commission
　国連軍縮委員会／41,122,125,126,174
・�UNIDIR→United� Nat ions � Inst i tute � for�
Disarmament�Research
　国連軍縮研究所／122,128,175

W
・WA→Wassenaar�Arrangement
　ワッセナー・アレンジメント／134,139,183
・WMD→Weapons�of�Mass�Destruction
　�大量破壊兵器／4,6,10,11,16,17,18,19,26,42,46,47,53,
54,74,79,82,83,89,90,96,106,108,116,123,124,127,128,
134,138,139,140,141,142,144,145,147,149,150,151,��
162,169,170,172,174,176,179,180,182,183

Z
・ZC→Zangger�Committee
　ザンガー委員会／134,136,183

I
・�ICBL→Internat iona l � Campaign� to � Ban�
Landmines
　地雷廃絶国際キャンペーン／177
・�ICNND→�International�Commission�on�Nuclear�
Non-Proliferation�and�Disarmament
　核不拡散・核軍縮に関する国際委員会／165
・IMS→International�Monitoring�System
　国際監視制度／28,30
・�ISTC→International�Science�and�Technology�
Center
　国際科学技術センター／12,79,173
・IAEA→International�Atomic�Energy�Agency
　�国際原子力機関／6,10,16,36,44,45,58,68,78,122,135,
160,171,174,177,182

L
・LWR→Light�Water�Reactor
　軽水炉／44,172,176

M
・MAD→Mutual�Assured�Destruction
　相互確証破壊／6,179
・MNA→�Multilateral�Nuclear�Approaches
　�核燃料サイクルへのマルチラテラル・アプロー
チ／63
・MTCR→Missile�Technology�Control�Regime
　�ミサイル技術管理レジーム／46,134,138,141,182,183

N
・NAC→New�Agenda�Coalition
　新アジェンダ連合／177
・NFU→�no�first�use
　先制不使用／125,178
・�NPDI→Non-Proliferation� and�Disarmament�
Initiative
　軍縮・不拡散イニシアティブ／9,18,40,161,166,172
・�NPR→Nuclear�Posture�Review
　核態勢見直し／22,37,171,177
・�NPT→�Treaty� on� the�Non-Proliferation� of�
Nuclear�Weapons
　�核兵器不拡散条約／5,8,9,16,34,37,44,45,49,58,62,�
78,80,123,130,136,144,154,165,170,171,172,176,178
・NSA→Negative�Security�Assurance
　�消極的安全保証／23,24,26,37,41,42,82,122,127,130,
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